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A Proposal for an Integrated Curriculum for Elementary, Junior High, and High School Education

 要　約
　本稿は、岩手県岩手町からのカリキュラム改変に関する要望を受けて、総合的な学習（探究）の時間を
中心とする町独自のカリキュラム「いわてまち学」を核に、町内の校種間をつなぐカリキュラムの具体例
について岩手町内の小中高7校に対して提案・発信するものである。地域の要請に基づき、少子化が進む
地域の課題解決に資する研究提案である。
　本稿は、一昨年度の岩手町の教育目的・目標（子どもに育む資質・能力）に重点化したグランドデザイ
ン提示、昨年度の各テーマに応じたカリキュラムの具体的例示案の提起１）をさらに発展させ、「いわてま
ち学」を中心に全３つのテーマから、学校現場でも活用可能な具体例を念頭に置きつつ、カリキュラムの
全体像がイメージしやすいようにカリキュラムデザインを新たに整理・検討し、提案するものである。
　現行の学習指導要領に対応しつつ、岩手町の地域の実態、岩手町がめざすまちづくりのビジョン、各学
校と子ども達の実態を踏まえ、県内外の先行事例・先行実践や理論に学びながら、特に実現可能性を意識
してカリキュラムの開発提案をおこなった。
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* 岩手大学大学院教育学研究科，** 岩手大学大学院教育学研究科教職実践専攻，*** 岩手大学教育学部

１．研究の目的

本稿は、小中高を貫く校種間接続カリキュラム
について、３つの大テーマのもとに、「総合的な
学習（探究）の時間」を中心とする岩手町独自のカ
リキュラム「いわてまち学」を基軸に、町内各学
校で応用活用可能なカリキュラムデザインを提案
するものである。さらに岩手町教育委員会、岩手
町の行政部署からの要請に基づく研究提案でもあ

り、本研究科紀要における、特集論文（岩手県の
教育課題解決に関する論文など）に位置づけられ
る成果である。
本稿は、一昨年度の岩手町の教育目的・目標（「資
質・能力」）に重点化したグランドデザインの提
示をさらに発展させ、及び昨年度の「いわてまち
学」を中心に具体例を提示した研究に引き続く継
続研究である。特に、多忙な学校現場を支援する
意味で、学校現場でも活用しやすいような工夫を
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踏まえて、３つのテーマからなるカリキュラムデ
ザインを提案する。
また、岩手町の各学校（小３校、中３校、高１
校）において、実際に活用可能な原案を目指して
いる。具体的な３つのテーマからカリキュラム原
案を構想した（①いわてまち学、②学校づくり（特
別活動）、③学校と地域の連携協働）。
カリキュラムの策定に関しては、子どもや地域
の実態に応じた、原案策定に努めている。特に、
現行学習指導要領で強調される、「主体的・対話
的で深い学び」や、「個別最適な学び」と「協働的
な学び」、「社会に開かれた教育課程」、「カリキュ
ラム・マネジメント」などの要請を、子どもの最
善の利益という観点から、相対化し、必要な解釈
を加えながら検討してきた。
また、子どもの参加をあらゆる場面で強調する
必要がある。それは、わが国の「こども基本法」
第３条やその趣旨を反映させることにつながる。
これらのカリキュラムの具体化は、各学校で地
域や子どもたちの実態に応じて臨機応変に組み替
えていくことが必要であり。本研究提案は、あく
までもそのたたき台としての意味を持つ。

（文責：田代高章）

２．方法

本研究は、学習指導要領を踏まえつつ、児童生
徒や学校、地域の実態に即したカリキュラムをデ
ザインするため、岩手県教育委員会や岩手町教育
委員会の協力のもと取組を進めた。
前期授業科目「特色あるカリキュラムづくりの
理論と実際」では、岩手の教育課題に即した４テー
マのグランドデザインの開発を進めた。①６月
10日、４テーマ（キャリア教育の充実、校内研究
会の活性化と充実、人権教育の推進、いじめ問題・
不登校対策等への対応）について、岩手県教育委
員会の指導主事（小池主任指導主事、佃主任指導
主事、七木田主任指導主事、千葉主任指導主事）
から県の現状、動向の説明を受け、グランドデザ
イン案作成の情報収集に努め、課題認識に対する

助言をいただいた。②７月１日に中間発表会、７
月22日に、グランドデザインの最終発表会を実
施し、千葉主任指導主事から講評をいただいた。
それをもとにグランドデザインの修正を行い最終
版とした。
後期授業科目「学習指導要領とカリキュラム開
発」では、地域共創人材育成を目指して小中高接
続教育「いわてまち学」の開発を進めている岩手
町の小中学校、県立高等学校に、「校種間をつな
ぐカリキュラム」を提案するため、４グループに
よる具体的なカリキュラム開発を進めた。③７月
８日、岩手町みらい創造課の谷地主事から、地域
共創人材の育成を目指す「いわてまち学」の取組
の説明をいただいた。また、「いわてまち学」推
進会議にオンライン参加し、各校の取組内容を把
握した。④９月12日、岩手町立川口小学校の授
業実践発表会に参加し、授業参観及び研究協議に
より、町の教育活動の実践上の特色について理解
を深めた。⑤12月３日に中間報告会、12月17
日に最終発表会を実施し、田口指導主事、岩手町
みらい創造課の田村主査から、３つのカリキュラ
ム構想について講評をいただいた。それをもとに
構想の修正を行い最終版とした。上記のような経
緯を踏まえ、本論文で提案する「校種間をつなぐ
カリキュラム」原案を策定した。⑥１月８日、岩
手町小中学校の教職員約100名が参加した教育
研究会において、12月に策定した「校種間をつな
ぐカリキュラム」原案を紹介し、各学校の実態や
状況に応じたカリキュラム策定の参考になるよ
う、たたき台として提示した。（文責：菊池新司）

３．テーマ別提案

Ａ)　「いわてまち学」の視点から
（１）岩手町の課題
岩手町では、計画的な発展を目指し、「岩手町
総合計画」を策定している。この計画では、町の
人口が10年間で2,562人減少し、2040年には
7,629人になると予測されている。その具体的な
影響の一例として、令和10年度には町内の中学
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校３校を統合する計画が進められている。しか
し、人口減少や少子高齢化の問題は教育分野だけ
でなく、町全体の持続可能な発展にも深く関わる
課題である。そこで、教育だけにとどまらず、町
民とともに町づくりを進めていくことが不可欠と
なる。この考えを受け、岩手町教育委員会は「い
わてまち学」の推進に取り組んでいる。
「いわてまち学」の目的について、岩手町教育
委員会は「岩手町について学ぶとともに町をより
良くする視点をもち、世代や年齢、職種を超えて
共に活動することで町への愛着より豊かな町へ発
展させていく誇りの醸成をはかること」と説明し
ている。また、「岩手町総合計画」では、町の将
来像を実現するための３つの柱として、「地域へ
の愛着・誇りの醸成（シビックプライド）、まち
のブランド化（ブランディング）、持続可能性の
追求（SDGsの取組）」を掲げている。しかし、令
和６年度「いわてまち学」推進会議において、「い
わてまち学」の課題として、「小・中・高の12年
間における校種間の連携が難しい、異なる学校（同
校種・異校種）との連携が進みにくい、既存の総
合的な学習の時間との関連性が見えにくく、資質・
能力の育成をどのように進めるかが不明確」とい
うことが指摘された。こうした現状や課題を踏ま
え、小・中・高12年間を通じた一貫した社会参
画に関する資質・能力の育成を、総合的な学習の
時間を活用して進めることを目的とした提案を行
う。
（２）「いわてまち学」モデルプランの背景と視点
本研究は、学びや気づきを継続することを目指
した取組である。昨年度は、小・中・高が一体となっ
て地域課題を解決するための学習を考案し、その
具体案を提示した。今年度は、町から寄せられた
意見を踏まえ、昨年度提案した小・中・高の連携
をさらに実現に近づけるため、新たな提案を加え
る形で進めた。本節では、この提案の背景と視点
について説明し、次節で具体的な内容を提示する。
概要を説明すると、小学校、中学校、高校とい
うそれぞれの校種に応じて学習の目的を変化させ
ながら、最終的には子ども自身が選択したテーマ

を具現化していくことを目指す。また、その過程
では、４つの資質・能力を育むことを目的とする。
このような取組に至った背景には、令和10年度
に予定されている町内中学校の統合と沼宮内高校
との連携の２つの要因がある。12年間の「いわて
まち学」を円滑に進めるためには、令和10年度の
中学校統合を見据えた工夫や配慮が必要である。
統合をより良い方向へ進めるためには、小学校と
中学校の連携を強化することが重要だと考えた。
この工夫の具体例として、小学校で学習内容をま
とめ、中学校では他校と共有するための発表会を
設けることが挙げられる。このような交流と共有
を日常的に行うことで、統合後の学校運営がより
スムーズになる仕組みを構築する。
次に、中学校と高校の連携である。沼宮内高校
では、「町内からの進学者と町外からの進学者の
割合がほぼ同数である」という現実がある。これ
は、12年間にわたる「いわてまち学」を継続する
上での課題となり得る。例えば、岩手町外から進
学してきた生徒にとっては、中学校で取り組んだ
テーマがないことがハンディキャップとなり、町
内生徒との間に理解の差が生じる可能性がある。
場合によっては、「いわてまち学」が生徒の分断
を招くリスクすらある。この課題を克服するため
には、町内外の差を生まない仕組みを構築するこ
とが必要であり、課題を逆手に取り、強みに転換
する方法を検討した。その一例が、中学校で作成
される卒業論文を活用する取組である。この卒業
論文を町全体で共有し公開することで、中学校
で「いわてまち学」を経験していない生徒にもそ
の内容を共有できるようになる。また、この仕組
みによって、町外から来た生徒は新たな探究課題
を一から作り出す必要がなくなるため、大きなメ
リットが生まれることが期待できる。
さらに、卒業論文を基にした探究活動では、協
働やテーマの細分化によるグループ活動を導入
し、町内外の視点を取り入れることが可能である。
多様な考えを集めて探究を深めることで、町外生
徒の存在が障壁ではなく、むしろ探究活動の質を
高める要素となる。このように、町外から進学す
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る生徒も含めた連携が「いわてまち学」の深みを
増す仕組みとして機能することを目指す。
次に、町内の生徒に焦点を当ててみる。町内出
身の生徒にとって、沼宮内高校では中学校で行っ
た研究を継続して深めることができるという大き
なメリットがある。また、中学校での研究を基に、
新たな視点を加えたりテーマを変更したりするこ
とも可能である。それだけでなく、全く新しいテー
マを設定して探究を進める選択肢も用意されてい
る。つまり、生徒は以下の３つの選択肢（中学校
での研究を継続する、中学校の研究を発展・変更
する、全く新しいテーマで探究する）から自分に
合った道を選べる。
さらに、テーマの選択に留まらず、町外から来
た生徒との協働探究やグループ形成、３年間の計
画立案といった多様な選択肢が提供される。これ
により、生徒一人ひとりが自分の興味やスタイル
に合った探究活動を選べる仕組みが整う。町内の
生徒にとっては、沼宮内高校以外でテーマを深め
る機会は限られているため、沼宮内高校で12年
間の継続的な探究が可能であることは大きな魅力
となる。これは、生徒にとって他では得られない
貴重な学びの機会であり、「いわてまち学」の特
色としても強みとなる。一方で、町外からの生徒
にとっても、この探究活動を通じて社会参画し、
自分の考えを具現化する経験は他校にはない魅力
となる。この独自性は、学校全体の学びの魅力を
さらに高め、沼宮内高校の特徴として確立される
と考えられる。
「いわてまち学」を持続可能な取組にするため
には、関係者の考えや思いを共有し、実践を通じ
て具現化していくことが重要である。所属や立場
の違いを超え、同じ方向を目指して歩むことが、
最大の学びとなる。「いわてまち学」を動かす鍵
は成功そのものではなく、その歩みを止めずに続
けることにある。そのため、より良い歩みとなる
よう、町の話し合いで得た反省点を生かし、新た
な提案とする。プロジェクトのスタート時点では、
すべての状況が一致する団体や個人はいないこと
も想定される。しかし、歩みを進める中で連携や

協働が生まれ、新たな形が創り出されると考えら
れる。お互いの意見を融合し、それを実践するこ
とが、子どもたちにとっても大きな学びにつなが
る。同時に、大人にとっても、手を携えて協力し
合うことや、具現化に向けた取組を通じて新たな
学びを得る機会となる。こうしたプロセスこそが、
「いわてまち学」の目指す方向であり、持続可能
な社会の形成にもつながると確信している。
（３）具体的実践の提案
本提案では、「いわてまち学」の時間を活用し
た小・中・高12年間の「いわてまち学」モデルプ
ランの事例を示す。
「いわてまち学」を通して育成を目指す資質・
能力を岩手町教育委員会に伺ったところ、「A: 自
ら課題を見つけ自ら学び自ら考え主体的に判断し
よりよく問題を解決する資質能力」、「B: 学びや
ものの考え方を身に付け問題の解決や探究活動に
主体的創造的に取り組む態度」、「C: 各教科道徳
及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に
関連付け学習や生活に生かす力」、「D: 必要な情
報を取捨選択し自分の考えをよりよくまとめ他者
に分かりやすく伝える力」であることを把握した。
岩手町としては、どの学年段階（小・中・高）で
どの資質・能力を重点的に育てるのか、あるいは
12年間を通して一つの資質・能力を中心に据え
ながら他の資質・能力も育成するのかを検討し、
小・中・高の教員、みらい創造課、そして「いわ
てまち学」に関わる町民との共通認識のもとで学
習内容を計画していく必要がある。今回は、例と
して、表１にいわてまち学で育成を目指す資質・
能力の重点例を示し、特定の資質・能力に重点を
置いたモデルプランを提案する（二重丸◎をつけ
た資質・能力を重点とする）。
なお、図１は、「いわてまち学」を通じて育成
を目指す資質・能力と、小・中・高それぞれの発
達段階に応じて大切となる「親しむ」「知る」「関
わる」「発展させる」を示したものである。学び
は一方向に進むのではなく、関わった後に再び知
るといったように行き来しながら資質・能力を高
めていく。そのため、スパイラル構造として表現
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している。さらに図１には、具体的な総合的な学
習のテーマ例を示す。以下、モデルプランについ
て説明する。
小学校では、「親しむ」ことと「知る」ことを重
視する。例えば、１・２年生の生活科では自分の
地域に親しみ、３～６年生では地域について深く
知る学習を行う。共通テーマとして「水」を取り
上げることとしつつ、それぞれの小学校の既存の
総合学習カリキュラムを生かす。具体例として
は、１年生が町の四季やお店を知る学習、３年生
がキャベツについて調べる学習、４年生が福祉に
ついて学ぶ学習、５年生が水と米の関係について

調べる学習、６年生が地域の歴史や伝統文化を調
べる学習が挙げられる。これらの学びを６年間蓄
積し、６年生ではその成果をまとめて地域の方々
に発表する。この取組により、社会参画の基礎を
育み、次の中学校段階での主体的な学びにつながる。
中学校では、地域と「関わる」ことを重視する。
令和10年の中学校統合を見据え、１年生で３校
合同のオンライン発表会を行い、小学校での学び
を共有することからスタートする。その後、３校
共通のテーマに沿って３年間研究を進める。最終
的には、卒業論文を作成し、町の共有財産として
残すことで、学びを地域に還元する。この過程で
は、３校合同のテーマ会議や地域住民との協働を
行い、研究の深まりを図ることが重要である。
沼宮内高校では、地域を「発展させる」ことを
重視する。１年生では中学校で作成した卒業論文
を共有し、それを基に探究テーマを設定する。
町外生徒も卒業論文を参考にできるため、進度
に不利なくスタートできる仕組みとする。その後、
生徒一人ひとりがテーマに沿った探究を進め、３
年生では具現化を目指す。具体的には、地域企業
や町民と連携しながら、ブランド化や商品開発な
どを行う。最終的には販売や振り返りを行い、そ
の成果を卒業論文にまとめる。この全過程を通じ
て、12年間の「いわてまち学」が完結する。

表１　いわてまち学で育成を目指す資質・能力の　　　　　　
　　　重点例

図１　「社会参画に関する資質・能力の育成」及び「具体的な総合のテーマ例」



五島佑希菜・髙橋規真・高橋舞・千葉絵里香・土川純子・西舘智香子・藤澤俊介・水梨弥夕6
田代高章・菊池新司・深作拓郎・石川百杜巴・伊藤颯希・伊東しのぶ・及川洋・太田瑠美子・川名弘晃・

以上のモデルプランを通じて、「親しむ」「知る」
「関わる」「発展させる」という発達段階をスパイ
ラル状に行き来しながら資質・能力を高めていく。
この継続的な取組が、生徒一人ひとりの学びの深
まりと町全体の発展につながると考える。
（４）本提案の効果と課題
本提案は、12年間を通じた計画であるため、
先に挙げた課題の一つである小・中・高の校種間
連携を解消する一助となることが期待される。ま
た、各学校で既に行われている総合的な学習の時
間などの活動を活用する内容となっているため、
比較的負担を抑えながら実施できると考えられ
る。高校においては、総合的な探究の時間を活用
することで、活動の幅が広がり、内容にも深みが
増す。これにより、高校独自の取組が展開され、
高校の魅力化にも寄与する効果が期待される。
この計画を実施するにあたっては、小・中・高
の教員間の連携が重要な鍵となる。また、みらい
創造課や町民をはじめとする関係機関や人材の協
力、町全体での関わりも不可欠である。そのため、
本計画の目指す方向性や具体的な内容を、関係者
全員で理解し、共有することが求められる。一方
で、関わる人員が増えるほど、会議や打ち合わせ
の機会も増加することが予想される。そのため、
全体にかかる時間を十分に考慮しながら取り組ん
でいくことが、新たな課題として挙げられるので
はないかと考える。
（文責：石川百杜巴、伊東しのぶ、太田瑠美子、
藤澤俊介）

Ｂ）「校種間連携・学校づくり（特別活動）」の視
点から
（１）現状
岩手町が抱える課題として、人口減少に伴う高
齢化の進行、地域経済の停滞、地域コミュニティ
の活性化の遅れなどが挙げられている。これらの
課題を解決するためには、地域や社会の問題を「自
分事」として捉え、多様な人々と積極的に関わり、
協力しながら地域の未来を共に創り上げていく人
材の育成が不可欠である。そのためにも、小学校

の段階から「互いの人権を尊重する意識」を育み、
相手を思いやりながら行動できる力を養うこと
が、学校教育に求められている。地域社会の一員
として、多様な価値観を理解し、対話を通じて共
に課題解決を図る力を育むことが重要である。
そこで、本グループでは岩手町を支える人材育
成の一助として、「小中高一貫の人権教育を軸と
した特別活動」や「日々の教育活動の振り返りや
価値の再認識」が大切だと考え、プランを立案し
た。
（２）カリキュラムプランの視点
本グループのカリキュラムプランの視点は、将
来の岩手町を支える人材の育成を目的とし、小・
中・高を通じた一貫した人権教育を軸とした特別
活動の推進、及び日々の教育活動の振り返りや学
びの価値の再認識を重視する取組である。図２に
本取組の構想図として示す。特に、幼少期から「自
分は一人の人間として大切にされている」という
実感を持つことができる環境を整え、自分自身や
他者の人権を尊重する意識や行動の在り方を育む
ことが、学校教育において重要だと考える。
文部科学省（2006）は、学校における人権教育

の改善・充実に関する基本的な考え方として、「人
権を理解するには、人としての尊厳と価値を踏ま
えながら、人とは何か、権利とは何かを具体的に
考えなければならない。」と述べている。学校教
育の場では、人権や人権擁護に関する基本的な知
識を確実に学び、その意義についての理解を深め
ることが必要である。しかし、それだけではなく、
人権の価値や重要性を直感的に感じ、共感的に受
け止める感性を育てることも求められる。さらに、
自分自身や他者の人権を尊重しようとする意識や
意欲を高め、それを実際の行動につなげる実践力
を養うことが重要である。つまり、児童生徒一人
ひとりが、人権の意義や重要性について正しい知
識を十分に身につけるとともに、日常生活の中で
人権上の問題に直面したときに「それはおかしい」
と感じ、適切な態度や行動を取ることができるよ
うになることが求められる。このような「人権感
覚」とは、人権の価値や重要性を理解し、人権が
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守られている状態を望ましいと感じる一方で、侵
害されている状況に対しては「許せない」と考え、
行動する力のことを指す。そして、このような人
権感覚を育むためには、学校や学級そのものが、
人権を尊重する姿勢を徹底し、その精神が浸透し
た環境であることが不可欠である。人権教育にお
いては、授業の内容や指導方法だけでなく、学校
の雰囲気や人間関係そのものが大きな影響を与え
る。例えば、教職員同士の関係性、教職員と児童
生徒の関わり方、児童生徒同士の相互理解など、
学校全体のあり方が、人権教育の基盤となると考
えられる。このように、学校教育においては、知
識の習得だけでなく、日常生活の中で人権を意識
し、実践できる環境を整えることが、人権教育の
本質であるといえるのではないか。
子どもの権利条約と日本の子ども施策について
「子どもの権利条約」（採択1989年、批准
1994年）は、子どもの基本的人権を国際的に保
障するために制定された条約である。この条約で
は、18歳未満の児童（子ども）が守られる対象と
するだけでなく、「権利を持つ主体」と位置づけ、
大人と同様に一人の人間としての権利を認めてい
る。
しかし、子どもは成長過程にあるため、大人と
は異なる視点での保護や配慮も必要とされる。そ

こで、この条約では、「生存」「発達」「保護」「参加」
といった子どもならではの権利を具体的に定めて
いる。条約には全54条あるが、その中でも国連
が「一般原則」として特に重要視しているのが、4
つの原則「差別されない権利（第2条）、子どもの
最善の利益（第3条）、生きる権利と成長する権利
（第6条）、自由に意見を表明する権利（第12条）」
である。これらの原則は、日本国内においても子
どもに関するさまざまな社会問題に対応し、政策
を推進するための基本的な考え方として位置づけ
られている。
特に、2023年に施行された「こども基本法」で
は、この「4つの原則」を取り入れ、子どもの声を
聴くことを重視する姿勢が示されている。また、
こども施策の基本方針や重要事項を定めた「こど
も大綱」においても、「こどもや若者、子育て当
事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しな
がらともに進めていく」と明記されており、こど
も・若者の社会参画や意見の反映が重要視されて
いる。今後の教育現場においても、こうした国際
的・国内的な流れを踏まえ、子どもが自らの権利
を理解し、意見を表明し、それが社会に反映され
る環境を整えることが求められる。
公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャ
パンが2024年11月末に発表した調査では、「大

図２　「社会参画に関する資質・能力の育成」及び「具体的な総合のテーマ例」
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切だと思う子どもの権利」を選ぶ項目で、条約第
12条に定められている「自由に意見を表明し、そ
の意思を尊重される権利」について、子どもの
40.2％が重要と考えている一方、大人の認識は
25.9％にとどまり、意識の差があることが明らか
になった。子どもや若者にとって、自らの意見が
十分に聴かれ、それが社会に影響を与える経験は、
自己肯定感や自己有用感を高め、社会の一員とし
ての主体性を育むことにつながる。さらに、こう
した経験を積むことは、将来的に民主主義の担い
手を育てることにも貢献すると考えられる。
岩手町では、「第３次まち男女共同参画プラン」
や「岩手町総合計画」に基づき、小中学校におけ
るグループワーク形式のまちづくり懇談会や、世
代や分野ごとに開催されるまちづくり会議など、
町民参加型の手法を積極的に取り入れている。企
業や団体、地域住民とのつながりを大切にしなが
ら、情報を共有し、全員参加型のまちづくりを目
指しているのが特徴である。これらの取組を通じ
て、性別や世代、職業の違いを超えて互いの意見
を尊重し、ともに生き生きと暮らせるまちづくり
が進められている。
さらに、岩手町では多様な生き方を尊重する次
世代教育・学習の充実にも力を入れており、小中
学校における人権教育の推進や、次世代へつなぐ
地域経営の視点からの人権啓発の推進を掲げてい
る。人権啓発の取組としては、授業の対象年齢の
拡大や訪問活動先の見直し、さらには実施方法の
検討など、より多くの子どもたちが学びを深めら
れるよう、積極的な取組が進められている。
（３）提案
岩手県は、「学校教育指導指針」の共通事項と
して人権教育の指導にも積極的に取組んでいる。
この指針では、児童生徒は権利を持つ主体で
あり、大人と同じ一人の人間として基本的人権を
有する存在であることを理解し、尊重することが
重要であるとされている。そのうえで、「自分の
大切さとともに、他者の大切さも認める」ことが
できる実践的な態度や行動力の育成を目指してい
る。そのために、教師が果たすべき役割として、「子

どもの権利」の理解、人権が尊重される学校づく
り、人権が尊重される学習活動（授業）づくりを
挙げている。実際、学校生活のさまざまな場面で
人権教育につながる活動は行われている。特別活
動においては、多様な意見を尊重しながら合意形
成を図り、協働して課題解決に取り組む機会が多
くある。また、地域との関わりや、自分たちの生
活の向上・充実のための取組を考える機会も設定
されている。したがって、日常の指導を振り返り、
すでに行われている特別活動や授業を改めて捉え
直し、人権教育の視点を意識することが重要であ
る。
そこで、本提案では、上記の教師の役割を踏ま
え、「人権に関する知的理解を深める」及び「人権
感覚の醸成を図る」を目的とした取組を、次の３
つの視点で提案する。
①権利の理解
「こども基本法」第３条１では、全ての子ども
が個人として尊重され、その基本的人権が保障さ
れるとともに、差別的な取り扱いを受けることが
ないようにすることが明示されている。これを踏
まえ、身近なトラブルや社会問題、戦争や紛争な
どの具体的な事例を通じて、人権に関する知識理
解を深めるとともに、人権感覚の醸成を図ること
が重要である。
図３の具体的な事例を示した人権教育ワーク
シートを作成し、公益財団法人日本ユニセフ協会
のウェブサイトからダウンロードできる「子ども
の権利条約」カードを用いて、どのような人権侵
害に該当するのか、なぜそれが問題なのか、当事
者はどのように対処すべきか、周囲はどのように
支援できるか、などについて考えさせる機会を設
ける。例えば、「いじめ」は、「生きる権利」「教
育を受ける権利」「差別されない権利」といった
重大な人権侵害に該当する。このようなテーマを
道徳教育の一環として取り上げる際には、単なる
倫理的な視点だけでなく、人権侵害の観点からも
考える機会を設定することが重要である。
また、「子どもの権利条約」における４つの原
則「差別の禁止（第２条）、子どもの最善の利益（第



岩手町における小中高一貫カリキュラムの提案 9

３条）、生命・生存および発達に対する権利（第
６条）、子どもの意見の尊重（第12条）」のうち、
特に「子どもの意見の尊重」については、子ども
自身の理解が十分でないだけでなく、大人の意識
にも差がある。子どもの意見を尊重することは、
すべての権利の土台となる重要な権利であるにも
かかわらず、「子どもの言いなりになるのではな
いか」、「わがままを助長するのではないか」といっ
た誤解も少なくない。そのため、子ども自身の理
解を促すだけでなく、家庭や社会全体にもこの権
利の意義を伝え、正しい理解を広めることが学校
教育に求められている。
具体的な取組として、児童総会（生徒総会）の
場を活用し、学校生活の改善や校則の見直しにつ
いて提案し、議論する機会を設けることが有効で
ある。このような経験を通じて、子どもたちは自
分たちが持つ権利について深く考え、意見を発信
する力を養うことができる。さらに、こうした場
では単に権利を主張するだけでなく、「議論の中
で互いの権利を尊重すること」も学ぶことができ
る。これは、次に述べる「人権が尊重される環境
づくり」にも密接に関わる重要な要素となる。
②人権が尊重される環境づくり
学校の雰囲気は、教職員や児童生徒同士の人間
関係、教職員の日常的な言動などによって形成さ
れるため、人権を尊重する環境を意識的かつ積極
的に醸成することが重要である。そのために、教
師自身が人権尊重の視点に立った環境づくりや学

習活動のあり方を振り返ることが求められる。実
際、一部の自治体では、教師が自身の指導を振り
返るためのチェックシートを作成し、人権に配慮
した教育環境を整える取組を推進している。この
ような事例を参考にしながら、学級ごとに「大切
にしたい視点」を児童生徒とともに考え、独自の
チェックシートを作成することも有効である。こ
の活動を通じて、人権が尊重される安心できる環
境づくりへの意識が高まり、日常的に互いを尊重
する態度が育まれることが期待できる。
さらに、こうした取組を発展させ、「人権を尊
重したまちづくりのために何ができるか」を議論
し、実際に取り組んでいくことで、子どもたちの
地元への愛着や社会参画に関する資質・能力の育
成にもつながる。具体的には、総合的な学習（探究）
の時間や社会科（公民・公共）の時間を活用し、「人
権マップの作成」などの活動を行うことで、自分
や他者の人権を守ろうとする意識の向上、社会に
主体的に関わろうとする態度の育成が期待でき
る。このように、学校内の人権尊重の環境づくり
を基盤とし、それを地域社会へと広げていくこと
が、持続可能でより良い社会を築くための大切な
ステップとなる。
③多様性の理解と受容
教師自身が、児童生徒の発言や活動の様子を観
察し、学習過程でのつまずきに伴う不安を受け止
め、解決の見通しを示すことは特に重要である。
その際、受容的・共感的な姿勢で接し、児童生徒
の言動や相互の関わり方を丁寧にサポートするこ
とが求められる。
また、相手の考えを最後まで聞く姿勢を育むこ
とや、言葉や行動の内容を即座に判断するのでは
なく、その背後にある心情や意図を想像する力を
養うことも大切である。そのための手段として、
ディベートなどを通じて多様な意見や価値観につ
いて考える機会を設定することは非常に有効であ
る。現在、ディベート活動は各校で行われている
が、単に二つのグループに分かれて意見を言い合
うだけでは、感情的な対立に発展したり、勝ち負
けにこだわるあまり、他者の意見を受け入れる姿

図３　人権教育ワークシート
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勢が育ちにくくなることもある。そこで、事前準
備や議論の軌道修正をサポートすることが重要と
なる。具体的には、相手の主張や意見の背景を事
前に調べたり、想定したりする活動を取り入れる
ことで、対立する立場の主張を深く理解した上で
議論に臨めるようにすることが効果的である。こ
うした準備を行うことで、より建設的で深い議論
が期待できる。また、特に学齢が低い場合、個人
間で対立する傾向があるため、「意見そのもの」
に焦点を当て、個人攻撃にならないようにするこ
とが重要である。教師が適切に働きかけ、意見の
内容に集中して議論できる環境を整えることで、
より実りのある話し合いが可能となる。
（４）課題
この取組を進めるにあたり、学校現場の現状と
して次の３つの課題が挙げられる。
１点目は、人権教育には定められた教科書がな
いことである。人権教育には、他の教科のように
全国共通の教科書が存在しないため、授業者が幅
広く正しい知識を持っていないと、意図せずに差
別や偏見を助長してしまう危険性がある。こうし
たリスクを防ぐためには、具体的なテキストや参
考資料を校内で共有し、活用できる体制を整える
ことが必要である。
２点目は、教員の研修時間の確保が難しいこと
である。人権教育に対する取組には教員個人の意
識による差が大きく、適切な知識を持たずに授業
を行うことで、かえって誤った理解を生む可能性
がある。しかし、正しい知識を習得するための研
修の時間を確保することが難しいという課題があ
る。また、研修を実施することで教員の負担感が
増すことも懸念されるため、効果的かつ負担の少
ない研修内容を工夫し、限られた時間の中で学べ
る仕組みを構築することが求められる。
３点目は、「人権教育」を学校カリキュラムの
どこに位置付けるかということである。人権教育
は特定の教科として扱われるものではなく、日常
の教育活動の中にどのように組み込むかが重要で
ある。しかし、その価値を十分に理解し、適切に
位置づけなければ、指導の方向性が曖昧になり、

十分な効果が得られない可能性がある。そのため、
「人権教育」のPDCAサイクル（計画・実行・評価・
改善）を構築し、継続的に見直していく仕組みを
確立することが必要である。
社会や価値観は時代とともに変化していく。教
員は、そうした変化に対応しながら、常に学び続
ける姿勢を大切にし、時代のニーズに応じた人権
教育を実践していくことが求められている。
（文責：伊藤颯希、高橋舞、千葉絵里香、土川純子、
西舘智香子）

Ｃ．「学校・地域の連携・協働」の視点から
（１）岩手町の現状について
「岩手町基本計画」（2021）では、2040年の岩
手町の総人口が7,629人に減少すると推測されて
おり、それに伴い経済規模の縮小や地域力の低下
といった課題が深刻化すると指摘されている。こ
うした状況を踏まえ、岩手町は総合計画やSDGs

の理念、さらには国や社会の動向と連携しながら、
地域の課題解決と地域資源を活かした自律・自立
したまちづくりを目指している。
このような背景のもと、「まちづくり基本方針」
では、実現を目指す三つの柱の一つとして「シビッ
クプライドの醸成」を掲げている。シビックプラ
イドとは、自分の住む地域に誇りを持ち、「自分
たちの地域は自分たちの手で創っていく」という
主体的な意識を指す。つまり、住民主体のまちづ
くりを実現するためには、住民自身が地域課題の
解決に向けて積極的に行動することが不可欠であ
る。また、同様に子どもたちにも、多様性を尊重
しながら互いの人権を大切にする意識を持ち、ま
ちづくりの活動を通じて地域課題を「自分事」と
して捉える姿勢が求められている。そのため、学
校は教育活動の中で、こうした学びの機会を提供
する役割を担うことが重要である。
しかし、学校だけでその役割を果たすのには限
界があるため、地域住民や企業といった地域資源
を積極的に活用することが求められる。そうする
ことで、子どもたちは他者と協働しながら社会の
さまざまな変化を乗り越え、持続可能な社会の創
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り手としての資質や能力を育んでいくことができ
ると考えられる。
　これまで、岩手町ではさまざまな取組が行われ
てきた。その一環として、「いわてまち学」とい
う名称のもと、小学３年生から６年生を対象にし
た学習活動が実施されている。川口小学校では、
３年生が地元のスーパーや消防署などを見学し、
地域を支える人々の働きを学んでいる。４年生で
は、水質に着目した学習を通じて、地元の自然環
境について考える機会を得ている。５年生では、
米作りに携わる活動を行い、町の農業と連携した
体験を積んでいる。そして６年生では、これまで
の学習を踏まえ、修学旅行で訪れた地域と地元を
比較することで、故郷の魅力や課題についてより
深く考える機会を得ている。また、川口中学生を
対象にした総合的な学習の時間では、生徒の自
己評価にも注目している。「自分の住む地域には、
良いところがあると思いますか」という問いに対
しては、令和４～６年度を通じて「当てはまる」「ど
ちらかといえば当てはまる」と答えた生徒がほぼ
100％に達した。一方で、「自分の住む地域や社
会をよくするために何をするべきか考えることが
ありますか」という問いに対しては肯定的な回答
が約60％と低い結果となった。このことから、「い
わてまち学」を通じて生徒たちは故郷の魅力や体
験活動の価値を実感しているものの、地域の未来

を見据えた発展のための具体的な行動力や実践的
な力は十分に育まれていないことが分かる。そこ
で、本提案では「ミッションいわてまち2030プ
ラン」（図４）の活動を通じて、地域発展に対す
る意識を高めるだけでなく、実際に行動へとつな
げる力を育む取組を提案する。
（２）学校と地域の連携・協働の視点
政府は令和５年４月１日に「こども家庭庁」を
発足させるとともに、「こども基本法」を制定した。
こども基本法第１条では、「この法律は、日本国
憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっと
り、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわ
たる人格形成の基礎を築き、自立した個人として
ひとしく健やかに成長することができ、こどもの
心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、
その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な
生活を送ることができる社会の実現を目指して、
こども施策を総合的に推進するため」のものとさ
れている。また、第３条の３では、「全てのこど
もについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に
直接関係する全ての事項に関して意見を表明する
機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保
されること」とある。この施策の中には、「年齢
や発達の程度に応じて、自己に関わるあらゆる事
項について意見を表明する機会を持ち、多様な社
会的活動に参加する機会を確保すること」が明記

図４　ミッションいわてまち2030プラン
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されている。これからの学校教育においては、「子
ども主体」や「権利の主体としての子ども」という
視点を重視し、教育の在り方を見直していくこと
が重要である。また、国立青少年教育振興機構が
日本、アメリカ、中国、韓国の４か国の高校生を
対象に行った「高校生の社会参加に関する意識調
査」（2021年）よると、「子ども・若者に関する
ことを決定したり、解決する際、子ども・若者の
意見を表明する権利が保障されていると思います
か」という質問に対し、日本の高校生の回答は４
か国の中で最も低い結果となった。一方で、「学
校の運営や今後の方針などについて学校が生徒の
意見を求める必要があるか」という問いには、９
割以上が肯定的な回答をしており、高校生自身は
意見を聞くことの重要性を感じているものの、実
際には学校でその意見が十分に反映されていない
現状が浮き彫りになっている。
さらに、「子ども・若者の交流活動（子ども会
など）」や「政策に対する意見表明に関する活動」
に「とても関心がある」「まあ関心がある」と答え
た割合は、他の３か国と比べて日本が大きく低い
結果となった。日本の高校生は、趣味やアルバイ
トといった個人的な関心には積極的であるが、意
見表明活動や地域の交流、社会貢献活動に対する
関心は、米・中・韓と比べると低い傾向にある。
こうした結果を踏まえると、子どもたちが「自
分事」として社会の課題に関心を持ち、意見を表
明し、実際の行動へとつなげていくための環境づ
くりが求められる。今後は、学校教育の場におい
ても、子どもたちが主体的に社会参画できる仕組
みを整え、意見を発信し、それが反映される実感
を得られる機会を増やしていくことが重要であ
る。
岩手県内では、総合的な学習の時間などを活用
し、地域の課題解決に目を向ける取組が進められ
ている。たとえば、児童生徒が議会で改善策を提
言する事例や、生徒の意見をもとに校則を見直す
動きも見られる。こうした意見表明や学校運営へ
の参画を通じて、子どもたちは身近な学校だけで
なく、地域や社会にも関心を持ち、より良い社会

をつくる力を養うことが求められる。その結果、
主体的な岩手町民として成長し、岩手町の発展に
寄与していくことが期待される。
そこで、本グループの視点としては、「シビッ
クプライド」「ブランディング」「ひとや産業の交
流」を通じたまちの活性化と、長期的な発展の仕
組みづくりを重視する。未来を担う子どもたちの
教育を支える学校が地域と連携・協働することは、
岩手町の将来像を実現するうえで極めて重要であ
る。協働を進めるうえで大切なのは、学校と地
域、企業が共通の目的を持つことである。そこで
「2030ミッション」として、「2030年に岩手町は
どうなってほしいのか」をテーマに、岩手町の未
来をそれぞれの立場や経験から想像し、展望を描
き、実現に向けた具体策を子ども、地域住民、企
業の方々と語り合う機会を設ける。企業にとって
は、利益追求だけでなく、CSR（現在から未来を
見据えて、長期的視点でも社会のためになる活動）
の観点からも大きなメリットがある。近年、多く
の企業が長期的な視点で社会貢献活動に力を入れ
ており、この取組はCSRのPRにもつながる。地
元の発展や課題解決について、子どもと大人が意
見を交わすことで、新たな視点から物事を考える
きっかけとなる。
また、子どもたちにとっては、働く大人の姿や
考え方を学び、キャリア教育の一環として生き方
や職業観を形成する機会となる。一方、企業にとっ
ても、自社の取組を県内外や海外へ発信する機会
となり、優秀な人材の確保につながる可能性があ
る。こうした取組が定住人口、交流人口、関係人
口の増加を促し、最終的には岩手町に住む人々の
ウェルビーイング（幸福度）の向上につながると
考える。具体的な手法として、岩手町では2020
年から小中学校で実施している「トークフォーク
ダンス」を活用する。これは、語り合いを重視す
る手法であり、既存の取組を生かしつつ、「テー
マを変える」という視点を取り入れる。地域住民
は、保護者や町議会、町役場、企業関係者など、
多様な世代や立場の人々が参加し、子どもたちと
意見を交わすことになる。
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この取組を通じて、子どもたちが異なる立場
の人々と対話し、自分の考えを伝える練習をする
とともに、互いに耳を傾け合い、新たな気づきや
価値を生み出していくことが重要である。現在の
「トークフォークダンス」の目的は世代間交流で
あり、テーマも「宇宙人はいるか」「好きな給食
は何か」といった親しみやすい内容が中心である。
しかし、回を重ねることで、徐々にテーマを「岩
手町のこれから」に移行させることを私たちのグ
ループは提案する。子どもたちが「自分毎」とし
て町の未来を考え、必要性を実感できるテーマを
掲げることが求められる。具体的な内容について
は、次章で詳しく述べる。
（３）トークフォークダンスの発展的運用の提案・
改善案
文部科学省（2021）による「社会に開かれた教
育課程」では、次のように述べている。「社会の
つながりの中で学ぶことで、子供たちは、自分の
力で人生や社会をよりよくできるという実感を持
つことができます。このことは、変化の激しい社
会において、子供たちが困難を乗り越え、未来に
向けて進む希望や力になります。そのため、これ
からの学校には、社会と連携・協働した教育活動
を充実させることがますます求められます。」
この考えを踏まえ、「ミッションいわてまち

2030プラン」という名称で考案した内容を図３
に示す。本プランを通じて、子どもたちが自律的
に活動するための資質・能力を育成する手立てと
して、社会との連携・協働を深めたトークフォー
クダンスの発展的運用を提案する。具体的には、
既存のトークフォークダンスの改善策として、以
下の３点を挙げる。
１点目は、トークフォークダンスの多様な展開
である。従来の１対１の対話形式に加え、「ワー
ルドカフェ」「ワークショップ」「ポスターセッショ
ン」など、さまざまなトーク形式を導入すること
で、目的に応じた対話ができるようにする。これ
により、子どもたちが自分事としてテーマを捉え、
個人またはグループで主体的に対話できるように
なると考える。

２点目は、実態やテーマに応じたトークグルー
プの設定である。トークグループの編成を工夫し、
多様な立場の人々と意見を交わせる場を作る。例
えば、小・中・高の縦割りグループや、子ども同
士のグループ、大人同士のグループ、異なる年齢
層だが似た立場のグループを設定することで、異
なる視点に触れ、新たな気づきを得る機会を提供
する。
３点目は、まちづくりに20 ～ 40代の参加を

促す開催の工夫である。若い世代の参加を促すた
め、授業参観時に保護者とともにトークフォーク
ダンスを開催し、家庭でも岩手町の将来について
語り合うきっかけを作る。これにより、学校と地
域社会が一体となり、子どもと大人が共に町の未
来について考える場を生み出す。
これらの改善案を取り入れ、「いわてまち学」
として既に行われている小・中・高10年間の探
究活動の情報収集の場、および成果発表の場とし
てのトークフォークダンスの５Step構成を提案す
る。
①Step １【情報収集】
　「ミッションいわてまち2030プラン」をテーマ
に、町の未来についてどうなって欲しいかを考え
るトークフォークダンスを実施する。この際、地
域の実態や児童生徒の状況に応じて適切なトー
クグループを設定することが重要である。地域の
方々との対話を通じて、「話す楽しさ」を感じな
がら、自分の意見を伝え、相手の考えを聞くこと
で、一人ひとりが情報を収集する場として機能さ
せる。
②Step ２【探究テーマの検討】
　トークフォークダンスで収集した情報をもと
に、各学校の学級または小グループで発表し合い、
課題を明らかにしてテーマを設定する。その際、
課題によっては、小・中・高の10年間を通じて
継続して探究するテーマを見つけるきっかけとな
る可能性もある。
③Step ３【探究活動】
　設定したテーマに沿って、各学級または小グ
ループで探究活動を行う。具体的な活動内容は



五島佑希菜・髙橋規真・高橋舞・千葉絵里香・土川純子・西舘智香子・藤澤俊介・水梨弥夕14
田代高章・菊池新司・深作拓郎・石川百杜巴・伊藤颯希・伊東しのぶ・及川洋・太田瑠美子・川名弘晃・

テーマによって異なるが、地域の課題を掘り下げ
たり、解決策を模索したりする過程を大切にする。
④Step ４【成果発表】
　探究活動の成果を発表する場として、職場見学
や職場体験で協力してくれた企業をはじめ、地域
の企業とトークフォークダンスを実施する。ポス
ターセッションなどの形式を用いて探究の成果を
発表し、地域の大人たちから意見をもらい、それ
をもとに考えを深め、返答することで、成果のま
とめにつなげる機会とする。
⑤Step ５【成果物作成】
　最後に、探究活動で得た成果（自分の考え）を、
小・中・高それぞれの段階に応じた成果物として
まとめる。この成果物を持って、次のステージ（進
級、進学、社会）へ進む準備を整える。これにより、
学びが一過性のものではなく、将来にわたって活
用できる力へとつながっていく。
この５Stepを通じて、子どもたちは地域と関わ
りながら主体的に学び、未来のまちづくりに貢献
できる力を育んでいくことが期待される。
（４）本提案の教育効果
本グループは、魅力ある「いわてまち学」を推
進するために、学校と地域の連携・協働を通じて、
「いわてまち学」を通して社会的実践力を育むこ
とを目指し、特に「C 自律的活動に関する資質・
能力」の育成に焦点を当てたアイデアを構想した。
「いわてまち学」において、自律的活動に関す
る資質・能力とは、自分の置かれた状況や考え、
感じていることを認識し、それに応じてより良い
方向へ調整しながら学びや活動を進める力とされ
ている。つまり、自律的に活動するとは、自ら課
題を見つけ、それを自分事として捉え、試行錯誤
を重ねながら課題解決に取り組むことを意味す
る。岩手町が策定した「岩手町町総合計画2021-

2030」では、「安心・安全」「人口減少」「第4次
産業革命」「働き方」「行政」「SDGs」など、岩手
町を取り巻く社会的課題が掲げられている。児童
生徒がこれらの課題を自分事として捉え、主体的
に学ぶ機会を小・中・高の教育課程に組み込むこ
とが重要である。

本グループが提案するトークフォークダンスの
実践案は、こうした学習機会の一例である。児童
生徒が地域の人々や企業で働く人々と共に、岩手
町の「現在」「これまでの歴史」「これからの未来」
について語り合う場を設けることで、自律的活動
に関する資質・能力を育成し、地域への愛着や誇
り、すなわち「シビックプライド」の醸成につな
げることを目的としている。このシビックプライ
ドを育み、社会的実践力を備えた人材を育成する
ことこそ、「いわてまち学」の最終目標である。
子どもの意見を反映したまちづくりの重要性に
ついて考える。近年、子どもの意見を地方行政や
教育の充実に活かす機会が増えている。これは、
「こども基本法」や「子どもの権利条約」の精神に
基づいた動きであり、岩手県でも令和５年度に「子
どもからの意見聴取」、令和６年度には「県立高
校教育の在り方」に関する児童生徒アンケート調
査を実施するなど、教育活動の充実を図る取組が
進んでいる。
本グループが提案するトークフォークダンスで
は、最初のテーマを「2030年の岩手町はどうなっ
て欲しいか」と設定している。このテーマをあえ
て焦点化しすぎないのは、児童生徒と地域の人々
が、町を多角的に見つめ、自由に意見を交わすこ
とを促すためである。「岩手町の好きなところは
どこか」「他の地域に自慢できることは何か」「ど
んな町になってほしいか」といったテーマについ
て、児童生徒が主体的に話題を提供することが期
待される。このように岩手町の未来について夢を
語り合う場は、行政職員にとっても、貴重な意見
収集の場となり得ると考える。
また、岩手町で育った児童生徒が、高校・大学
進学や就職に伴い岩手町を離れるという現実にも
目を向ける必要がある。学業や就業の機会には自
治体ごとの限界があり、児童生徒には自身の夢や
目標を実現するために進学先や就職先を選択する
権利がある。しかし、岩手町の教育を通してシビッ
クプライドを育んだ児童生徒は、たとえ岩手町を
離れても「岩手町の存在を心に留め、学業や仕事
に励みたい」という意識を持つのではないだろう
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か。そして、社会人として成長する中で、「岩手
町に何らかの形で貢献したい」「定期的に帰郷し
たい」という想いが芽生えるかもしれない。さら
に、もし岩手町を拠点に企業を立ち上げたいと考
える人材が現れたならば、それは「いわてまち学」
の成果として大きな意義を持つといえる。
本グループの提案は、学校・行政・地域が連携
し、「いわてまち学」を通じて児童生徒のシビッ
クプライドを醸成し、「岩手町をより良いものに
しよう」とする主体的な心を育む取組である。こ
の取組を通じて、岩手町の子どもたちが自ら地域
を考え、行動し、未来の岩手町を創造する力を育
むことができるよう、具体的な実践につなげてい
きたいと考えている。
（文責：及川洋、髙橋規真、川名弘晃、水梨弥夕、
五島佑希菜）

４．成果と課題

コロナ禍が落ち着いた現在、子どもたちの学習
場面でも、生活科や総合的な学習（探究）の時間
を中心としつつ、地域での直接体験、実験、観察、
聞き取り調査など、様々な形で地域に出て、地域
の方々や専門家などに直接、情報収集を実施する
機会が増えてきた。座学ではなく、地域をフィー
ルドとして幅広い体験活動を展開できるのが、教
科書がなく、各教科とはことなる地域独自の学習
内容を含む「総合的学習」こそが。子どもの実生
活や社会とのつながりを直接に意識して学ぶこと
のできるカリキュラムとなる。「いわてまち学」は、
子ども主体の学習を展開できる契機となり、これ
からの社会を自分たちの力で多様な人々と協働し
て創っていくことのできる力の育成は、学校を中
心としつつ、地域社会とともに取り組む必要があ
る。
公教育としての学校教育の使命は、自らを常に
変革し続けることのできる自立した人間であるこ
とはもちろん、あわせて、多様な他者と協議し、
協働しながら、自分たちにとって望ましい地域（社
会）を常に創り続けていくことのできる社会創造

的な主体（ＯＥＣＤのいうエージェンシー）の形
成である。あらためて言うまでもないが、子ども
も生まれたときから一個のかけがえのない人間存
在であり、権利享有主体である。ただ、一方で、
子どもたちは、乳幼児期から児童期、青年期を通
じて保護され、発達し続けていく主体でもある。
子どもは、学校教育、家庭教育、社会教育全体
を通じて、権利主体としての質を高め続けていく
存在である。子どもの意見表明や参加・参画の機
会の保障を通じて、子どもは、権利享有主体から
権利行使主体へと社会的に成長し続けていく。
子ども中心社会、子ども真ん中社会とは、権利
主体としての子どもが、自らが当事者として大人
とともに共同して行動する場面、協力する場面、
多様な価値を持つ人間が相互の違いを前提に相互
変容に向けて関わり合うこと、すなわち協働する
場面を通じて、子ども各自が自己創造と社会創造
の主体として育ち行動することのできる環境が
整った社会を意味している。その基本的理念は、
国連「子どもの権利条約」ならびに、わが国の「こ
ども基本法」にも現れている。岩手県においても、
子どもの意見表明権や参加権を規定した自治体
法が生まれている。例えば、「奥州市子どもの権
利条例」（2012年4月施行）、「大槌町子供の学び
基本条例」（2019年4月施行）である。それらは、
子どもが社会の重要な構成員であり、東日本大震
災の復興を支え、これからの社会を自らの力で創
造していける人間づくりを支える理念となってい
る。
子どもを学習活動の主体として捉え、アクティ
ブ・ラーニング型授業、現在でいう、主体的対話
的で深い学びや探究型授業の実現は、教科を中心
とする科学的な認識形成を促すための単なる授業
改善の方法論ではない。もちろん、科学的な認識
形成はこれからのグローバル社会や産業全体の発
展に不可欠ではある。しかし、民主主義を基本と
する日本の成長発展に不可欠な上記の子どもの権
利に関する背景的理念を実現するための、基盤的
な方法論でもある。この発想は、岩手町がめざす、
シビック・プライドの醸成、持続可能性（SDGs）
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の追求、町のブランド化、と十分に整合性を持つ。
特に重要なのは、活動内容・活動方法のみならず、
課題設定、活動評価における当事者としての子ど
も参画を発達に応じて保障することである。さら
に活動全般における学校と地域との協働の一層の
質的深まりである。
今回の岩手町のカリキュラム・デザインは、上
記の理念に貫かれた、具体的な学校教育のビジョ
ンを示したいという意図を持って教職大学院の院
生と大学教員たちとの共同作業の帰結である。今
回は、教職大学院からのカリキュラムデザインの
提案であるため、今後、岩手町の各学校において、
児童生徒の参加も保障しながら、自分たちのふる
さと、自分たちの学校に合ったカリキュラム創造
していくことが課題であり、私たちの研究成果が
その一助となることを願っている。
　　　　　　　　　　　（文責：田代高章）

【註】

１）・坂本有希、田代高章、馬場智子、芦澤信吾、
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関要、髙橋真弓、髙橋瑞輝、千葉孝成、円井哲
志、登坂皐月、馬場識子、渡邊圭美「『まちづ
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学校づくりと「通信ぼ研究」
―ナガイ・ショウゾウの報告記録「新しい通信ぼつくり」から―

土屋　直人*

（令和７ 年２月３日受付）
（令和７ 年２月14日受理）

TSUCHIYA Naoto*

A Study on Elementary School Creation in Shozo Nagai's Report "Creating a New Correspondence 

Document with Families"

 

要　約
　戦前・戦後岩手で生活綴方実践を重ねていた小学校教師の一人、永井庄蔵が「ナガイ・ショウゾウ」の
筆名で寄稿した報告論考「新しい通信ぼつくり―評価をどう考えるか―」（『教育』1956年3月）の論述を
追い、1955年4月に新設された水沢市立常盤小学校での、「新しい学校づくり」に向けた「通信ぼ研究」の
取り組みの実際とその議論の特質について検討した。ナガイら教師集団は、これまでに、「通信ぼを、わ
たされた子どもたちは、なにをいわれたか」を子どもの書いた文から確かめ、教科毎の三段階の相対評価
では子どもの生活、学習、健康について「具体的な事実をとりあげてはげましていくこと」ができないと
の課題把握から、「学期のしまいに一度だす通信ぼをやめて、たびたびだす通信ぼにし」、また「絶対評価
や相対評価をやめて、具体的事実とその意味」を書くようにした。そこには、父母らとともに語りあいな
がら、「おたがいに幸福で正しい社会をつくるにない手となる教育」を求めた、「職員の共同研究」の模索
と格闘が記されていた。

岩手大学大学院教育学研究科研究年報　第９巻 （2025. 3）　017－033

* 岩手大学教育学部

はじめに

本稿は、戦前・戦後岩手の民間教育研究運動を
中心的に担った教師の一人、永井庄蔵（ナガイ・
ショーゾー、1911年～ 1998年）1の教育論・教
育実践への問題関心から2 、教育科学研究会の機
関誌『教育』の1956年3月号に、永井が「ナガイ・
ショウゾウ」3の筆名で寄稿していた論考「新しい
通信ぼ

マ マ

つくり―評価をどう考えるか―」4 を取り
上げ、その報告記録の論述を追いながら、ナガイ
ら教師集団の、「新しい学校づくり」に向けた「通
信ぼ研究」の取り組みの内実と実態、その議論の

特質について検討しようとするものである。
本稿で取り上げる取り組みがなされていた水
沢市立常盤小学校は、1955年4月に新設された、
新しい小学校であった5。永井庄蔵は、1955年度
当時、前年度までいた水沢小学校福原分校から、
新設の常盤小学校に転任し、新たな同僚教師らと
ともに、文字通り「新しい学校づくり」に取り組
んでいた。このナガイの論考の記録は、常盤小学
校の創立・発足の初年度、1955年度の取り組みを、
同年度末頃に記述し、まとめたものと思われる。
永井は、前任の福原分校（同分校は1年生から

3年生までの学年編成であった）では、2年生、3
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年生の学級を担任しており、そこでは学級担任と
して、学級文集を作成し、詩指導や版画指導、生
活綴方実践などに取り組んでいた6 。戦前から戦
後にかけて生活綴方実践を重ねてきていた永井
が、同僚教師らとともに、転任後の新設校・常盤
小学校において、その初年度にどのような学校づ
くりを展望していたのか、そしてその中で、具体
的な方途として、実際に「新しい通信ぼつくり」
をどのように発想し、「評価」というものをどう
考え、どのような学校実践の取り組みを展開しよ
うとしていたのか。草創期の常盤小学校での実践
や議論から見える、永井自身の評価観、教育観に
ついても、同論考を追いながら、探ってみたい。
（なお以下、本稿では永井庄蔵の名前の表記につ
いて、検討対象とする論考「新しい通信ぼつくり」
の記載内容に関わる部分ではその筆者名の「ナガ
イ」を使用し、それ以外の場合には「永井」と表記
する。）

１．1950年代の「通知表」「相対評価」の状況

ナガイら常盤小学校教師の、1955年度の「新
しい通信ぼつくり」の展開を追う前に、先ず
1950年代半ば当時の、いわゆる「通知表（通信
簿）」、及び「相対評価」をめぐる状況・動向の概
略を、教育評価史研究に依拠しながら、確かめて
みたい。
日本の学校における「通知表」は、学校によっ
ては通信表、通信簿などと呼称されてきたが、法
定表簿である指導要録とは異なり、その作成や形
式は元来、学校の任意であるとされる。通知表は、
明治中期頃より自生的に成立、普及していったが、
1900年、学籍簿の様式の法定に伴い、通知表の
様式は学籍簿に準拠したものとなっていき、画一
化が進行した。この（学籍簿と通知表の）関係は、
戦後も指導要録と通知表の関係に引き継がれた7 。
一方、戦前の学籍簿で用いられていた「絶対評
価」は、教師の「勘や直感」に基づく判断によって
成績を付ける恣意的な評価とされ、戦後、絶対評
価の主観性に対する批判から、1948年度版指導

要録において導入されたのが、「相対評価」であっ
た。相対評価は、もともとアメリカの教育測定運
動において編み出された評価方法で、その特質は、
「正規分布曲線（ガウス曲線）」を規準にその配分
率に従って児童・生徒の成績（評点）を割り出す
点にあり、ある集団内における子どもたちの位置
や序列を明らかにしようとする評価の立場であっ
た。「５段階評価」はこの相対評価の代表的なも
のである。この相対評価は「便利」な反面、「子ど
もと教師を苦しめる評価」と次第に把握され、そ
の矛盾・問題点を顕在化させたのが、1969年の
いわゆる「通信簿論争（通信簿事件）」とその延長
上に発生した立川二中の「オール３」問題であっ
た8 。これらを契機に、1970年代に入ると「到達
度評価」「形成的評価」が登場し、相対評価はそ
の教育評価としての妥当性が厳しく問われるよう
になる9 。相対評価は、近年一般的に、「必ずで
きない子どもがいることを前提とする点、排他的
な競争を常態化する点、学力の実態ではなく集団
における子どもの相対的な位置を示すにすぎない
点で、教育評価と呼ぶには値しない」10 とも見な
されている。
なお、永井庄蔵と同じく、戦前以来、生活綴方
教師として実践を重ねていた兵庫県但馬地方の小
学校教師・東井義雄は、戦後の論考の中で、かね
てからの「通信簿」や相対評価への疑問を示して
おり11 、のちに八鹿小学校校長となった1960年
代末、「通信簿の改造」 12に乗り出していった。
いずれ、これらの「相対評価」批判や通信簿改
革は、1960年代後半頃の出来事や実践の動向で
あり、その意味で、本稿で検討する、1950年代
半ばのナガイらの常盤小学校での「新しい通信ぼ
つくり」の取り組みは、それらよりも以前、およ
そ10年程前の着想と実践であった。その問題提
起と議論は、非教育的な相対評価への批判論、指
導要録に準拠する、教師・学校からの一方的な「通
信簿」への批判論を先取りする内実を備えた先駆
的な取り組みとして、歴史的な意味を持つものと
言える。
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２．大槻健による「正しい評価法」の問題提起

ナガイの論考が掲載された、『教育』1956年3
月号の一角には、幾つかの特集枠に並んで、「正
しい評価法をめざして」という特集が組まれてお
り、そこには２つの論考が置かれている。ナガイ
の論考はその一つとして位置づけられたもので
あった。
その特集「正しい評価法をめざして」の中のも
う一つの論考は、大槻健13 の「評価、とくに通知
簿をめぐって」であった。当時、早稲田大学助教
授の大槻はこの教育雑誌『教育』を機関誌とする
民間教育研究団体、教育科学研究会（教科研）に
関わる研究者の立場から、同特集に関する総論的
論考を記していた。ナガイの論考が位置付けられ
たこの特集「正しい評価法をめざして」の趣旨を
確かめるべく、大槻の論考の冒頭を引いてみよう。

通知簿を開いて、そこに羅列された数字から、自分

の子どものはねまわっている姿を、具体的に眼前にす

ることのできる親が、果して何人いるだろうか。元来、

通知簿とは、学年や学期のしめくくりとして、その間

に子ともがどのように成長したかを知らせる、学校か

ら親への「たより」であるはずである。それなのに、今

の通知簿では、親はそこから、「お点数」を読みとるこ

とができても、自分の子どもの、大きくなった影像を

つかみ出すことはできない。二郎や道子のかわりに、

２や３の数字ばかりが顔を出して、そしてそれらとは

全く関係なく、二郎の背たけはほとんどお母さんを追

い越しそうだし、今日も外に出てはねまわっている。

そこでつい、５や＋２の数が一つふえたから、よくなっ

たんだろうと安心し、一つへったから、心配して叱り

つけることになる。実は本当に子どもが怠けたかどう

かは、よくわからないままに、点数の魔術にひっかかっ

てしまっているのである。

そればかりではない。「うちの子」に５が一つふえた

ことは、同時にクラスの友だちの誰かが一つへったこ

とになるはずである。しかしそんなことは、わかりも

しないし、かまってもおられない。その誰かは、自分

でもよくわからないままで、そしてどこをどう努力す

ればよいかもうやむや
4 4 4 4

にしたままで、甘んじて叱られ

ていなければならないのである。

大槻は、通知簿から自分の家の子の「はねまわっ
ている姿」を眼前にできる親は何人いるかと問う。
親はそこに点数を読みとることはできても、自分
の子の「大きくなった影像をつかみ出すことはで
きない」。親も子も「よくわからないままに、点
数の魔術にひっかかって」いる。「どこをどう努
力すればよいかもうやむやにしたままで、甘んじ
て叱られていなければならない」子どもの状況が
ある。大槻は問題点をこう述べ、続いてこう記す。

われわれは評価とか通知簿とかを通して、いきいき

とした子どもたちの成長の姿をうつし出したいし、子

どもの足りないところを、親と共同で励ましてやるた

めのすべ
4 4

としたい。そこで現在のように、人間に序列

をつけただけでおわる通知簿の出し方に徹底的な抵抗

を加えた、いわば現在のやり方を実質的に「無力化」し

てゆくような実践に期待をよせる。

さいわいにして、岩手県水沢市の常盤小学校と、栃

木県栃木市の栃木西中学校の実践について、その概要

をきくことができた。14 

「いきいきとした子どもたちの成長の姿をうつ
し出」す評価・通知簿を求め、それを、子どもを
「親と共同で励ま」すための術としたい。大槻は、
「正しい評価法をめざ」す意義をそう考えていた。
常盤小学校の現場報告は、「人間に序列をつけた
だけでおわる通知簿の出し方」など、同時期の形
式的な評価に対して「抵抗」を加え、その「無力化」
を展望する内実を持った実践動向の一つとして、
その特集に置かれていたのであった15 。

３．常盤小学校初代校長・朝倉一ニ三の回想

1950年4月に新設された常盤小学校の初代校
長・朝倉一二三は、同校の30周年記念誌への寄
稿文「無からの出発」の中で、学校創立当初の様
子等を回想している 16。なお、この朝倉一二三は、
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戦前岩手で「生活綴方」教育を実践していた教師
たちのうちの一人であった17 。

新設の常盤小学校教諭に発令された九名の教師は、

昭和三十年四月一日、水沢小学校旧校舎の一室を借り

て集まった。水沢、佐倉河、真城が独立自治体であっ

たころ、組合立小学校を設立するとして造成した校地

と二つの分校（瀬台野、跡呂井）はあったものの、他に

は何も無かったからであった。有るものは学校創設に

そそぐ意欲と情熱だけである。職員は毎日集まって知

恵を出し合い、意志を疎通し、計画を練り、感情の融

和をはかった。

児童数は、水沢小学校から分離してもらった五年生

以下と分校を合わせて三百二十名である。そのうち一

年生と五年生だけが常盤小学校へ入り、二、三、四年

生は水沢小学校あずかりとしていた。本校の児童は、

水小から借りた二教室と講堂の一角を仕切ってもらっ

た臨時教室に収容した。…… 18

新興の住宅地が拡がりつつあった平野部の農
村地帯、水沢市街近郊の常盤小学校。その初年度
当初は教員９名で、永井もその一員であった19 。
２つの学年、校舎が未完成で水沢小学校を借りて
の出発であった。ここには草創期の学校づくりへ
の希望と熱意が窺われる。朝倉の回想はこう続く。
　
そんななかで先生方は子どもたちの個性を見い出し

て、ひとりひとりの可能性を引き出すように努めた。

そして、他に類がないであろう通信簿に、子どもの観

察記録を随時家庭に通信した。父母はそれに要望や家

庭における子どもの生活などを書いて返戻する。だか

ら通信簿とはいうものの、性格は交流簿あるいは協力

簿といったものであった。先生方の負担はかなり重かっ

たようであるが、理想実現への熱意は高く評価された。
20

実質的に「交流簿」、「協力簿」とも言うべき性
格を持っていたという、この常盤小学校の初年度
の通信簿を、９人の教師たちは、実際にどのよう
な議論の中から生み出していったのか。

次にナガイの記録を具体的に照覧し、常盤小学
校草創期の「職員の共同研究」による「新しい学校
づくり」、「通信ぼ研究」の内実を探ってみたい。

４．「通信ぼを、わたされた子どもたち」の記録

ナガイ論考「新しい通信ぼつくり」の内容の柱
は、以下の５つの論点・主題から構成されている。

（一） 通信ぼを、わたされた子どもたちは、なにをいわ

れたか

（二）通信ぼ・評価のことを、どう考えたか

（三）どんな考えで、どんな通信ぼをつくろうとしたか

（四）通信ぼにはどんなことをかくことにしたか。

　　そして、どんなことを教師や親がかいたか

（五）父兄から、どんな批判をされたか

なお、「通信簿」の「簿」の部分を「ぼ」とあえて
表記しているのは、子ども自身もこの「通信ぼ」
を読めるようにと考えての故と思われるが、ここ
にもナガイらの明確な思慮・意志の一端が見える。
以下、これら５つの論点・議論の柱を一つずつ
跡付け、その取り組みの実際と、教師たちの「学
校づくり」への思念、教育観を確かめてみたい。（な
お以下、特に注記のない限り、引用部は当該論考
「新しい通信ぼつくり」からの引用とする。）
先ず論考冒頭では、「（一）通信ぼを、わたされ
た子どもたちは、なにをいわれたか」を記してい
る。これらは、常盤小学校の発足の直後（あるい
は、同校の発足より前に、同校教師らの以前の勤
務校である他校で）、子どもたちが書き綴った文
を、記載しているものと推察される。

　（一） 通信ぼを、わたされた子どもたちは、なにをい

われたか

１　「りか、もうちっとだった」

２　「できるようになってきたから、もっとしなさい」

３　ねえちゃんに　みせだっけ「もうすこし　べんきょ

うすろ
ママ

ばよい」と、いいました。

４　「二年生の一がっきよりできるね」
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　　と、ほめられたりはげまされたりしている。だが、ど

うよくなったのか、もうすこしやればよいといわれて

も、どんなところをどうやればよいか、親も子どもも

わかっていない。

５　「よう子、べんきょうできるく
ママ

なった」といって、

ミカン　ふたつ　くれました。

６　ぼくのおとうさんが　すすんでいるが、たいいく

と、さんすうすすんだので百円もらった。

７　わたしわ
4

できないので　わたしが　つうしんぼを　

おかあさんに　みせたら　おかあさんが　タンス

に　しまいました。

できる子どもは、ミカンや、ランドセルや、タイヤキ

をかってもらったりするが、できない子はおこられた

り、なさけなくなったりしている。

　これは、二年生の子どもたちに、「うちに通信ぼをもっ

ていった時、どういわれたか　かいてみろよ」といって、

かいてもらったものです。

ナガイらは、同校発足当初（あるいはそれ以前）
の時点での、「通信ぼ」をもらったときの、親や
兄弟に見せたときの反応や様子を子どもに書いて
もらい、「通信ぼ」が実際に家庭でどう受け止め
られているか、その現状を、子どもたちが書き綴っ
た事実に聴きながら、探っていたのであった。
子どもは褒められ励まされてはいるが、「どう
よくなったのか」、そして「もうすこしやればよ
いといわれても、どんなところをどうやればよい
か」を、「親も子どももわかっていない」。「でき
る子ども」はご褒美に物を買い与えてもらえるが、
「できない子はおこられたり、なさけなくなった
りしている」。ナガイらは、これまでの、受け取
られた「通信ぼ」の実態を、こう捉えていたので
あった。
これを承けて、現状への疑問をこう指摘する。

教育をすすめる上に、どんなよいひびきを親や子ど

もにあたえているか、うたがわしい。かえって、悪い

はたらきをしているのではないか、と思われる。

この時の通信ぼは、各教科毎
ママ

に「すすんでいる」「ふ

つう」「おくれている」と、三段階に評価しているもの。

子どもの生活、学習［、］健康などについて、具体的な

事実をとりあげてはげましていくことも、できない。

「できる」「できない」とか、「上位か」「下位か」をも

んだいにしている評価のしかた、こういう通信ぼが、

子どもたちや親に、どれほどやくだっているだろうか。

教師にとっても、ものごとを具体的につかみ、子ども

や親たちといっしょに考えながら教育をすすめていく

ことにやくだつだろうか。

教育のしごとの中で、通信ぼをだし、評価をしてい

ることが、教育的なしっかりした意味をもって、その

やくわりをはたしていなくてはならないと考えさせら

れた。

実質的に「指導要録」に準拠するかたちで、夫々
の教科ごとに「すすんでいる」「おくれている」等
と三段階の評価を記入している、現状の「通信ぼ」
は、「教育をすすめる上に」おいて「かえって、悪
いはたらきをしている」。これでは、子どもの生
活、学習、健康などについて「具体的な事実をと
りあげてはげましていくこと」はできない。また、
できるできないとか、上位か下位かを問題にして
いるこの評価のしかたの下での「通信ぼ」は、親
にとっても教師にとっても「ものごとを具体的に
つかみ、子どもや親たちといっしょに考えながら
教育をすすめていくこと」に役立っていない。「通
信ぼをだし、評価をしていること」が、「教育の
しごと」の中で「しっかりした意味をもって」、そ
の役割を果たすためには、どうすればいいのか…。
こうしてナガイらは、子どもと親に役立つ評価、

「ものごとを具体的につかみ、子どもや親たちと
いっしょに考えながら教育をすすめていくこと」
に役立ち、教育の仕事の中で意味を持った「通信
ぼ」を創出しようと、決意していたのであった。

５．「評価の考え方、仕方」を変えること

続く「（二）」では、「通信ぼ」や「評価の考え方、
仕方」を、変えていくことの意味を論じている。

　　（二）通信ぼ・評価のことを、どう考えたか
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戦前の旧教育時代の「甲乙丙」「優良可」は、新教育

がおこなわれるようになったといわれる一九四六年

頃から、科学的であるという名のもとに、「たいへん

すすんでいる。すすんでいる。ふつう。おくれてい

る。大へんおくれている」「＋２ ＋１ ０ －１ －２」

「５４３２１」という、相対評価にかわってきた。絶対

評価から相対評価にかわるにはかわったが、親も教師

も、やはり、「できる」「できない」ということに関心

をしめしているにすぎないようである。かわったよう

にみえて、実際はかわっていないことになる。

ある中学校では、１２３４５と、相対評価で成績一

らん表にかいてあるのに、４［、］５ががらりとならべ

られ、校長さんも一べつして「なかなかよくできます

ね」と喜んでおられた。正常曲線で、配分されていない。

４［、］５は絶対評価のようにつかわれている。

新しい教育といいながら、評価の仕方、考え方が旧

教育の時からそう変っていない。一般的にいって教育

の仕方もかわっていないことになるのではないか。

通信ぼ、評価の考え方、仕方をかえていくことは、

教師のあり方をかえ、教育をただしいものにしむけて

いくことにもなるのではなかろうか。ほんすじからい

えば、教育の考え方によってかわることなのだが。

「科学的」の名の下に絶対評価から相対評価に
「かわるにはかわった」が、親も教師もできるで
きないに関心を示しているに過ぎず、実際には変
わってはいない。本来、「評価の考え方、仕方」
は、「ほんすじからいえば、教育の考え方によっ
てかわることなのだ」。ナガイらは、「通信ぼ」や
「評価の考え方、仕方」を変えていくことは、「教
師のあり方をかえ、教育をただしいものにしむけ
ていく」ことに繋がるものと、明確に捉え考えて
いた。
こうして、ナガイらは、新しい取り組みに向け
て、次のように共同研究に踏み出していった。

新しくつくられたトキワ小学校に転任したわたした

ちは、新学期の四月末に通信ぼつくりを提案した。そ

してどんな教育をしていくか、どんな通信ぼをかくか、

をはやくしっかりときめた方がよいということになっ

た。週一回の研究打合せ会に通信ぼ研究をした。

６．「たびたびだす通信ぼ」へ

続いて、ナガイらは「どんな考えで、どんな通
信ぼをつくろうとしたか」を、「なぜそうしたか」
という根拠を具体的に挙げながら、こう記してい
る。

　　（三） どんな考えで、どんな通信ぼをつくろうとした

か

（１）　学期のしまいに一度だす通信ぼをやめて、たび

たびだす通信ぼにした。

★なぜそうしたか。

（イ）今までの通信ぼは、学期末にいそがしい山をつくっ

ていた。これでは農繁期をつくって過労になり、考え

ることをしなくなってしまう農民に、なんだかにてい

るようだ。考える教師になるためにも、労働を平均化

して、いそがしさの山をなくすことだ。

（ロ）いそがしさの山の中ですることは、たびたび教

育の営みとしてやる評価をも事務的なものにさせてし

まった。教育活動として意味のある評価にするために

も、ふだん、通信ぼをだすようにした。

（ハ）評価が日常の教育活動をたかめ、子どもたちをは

げまし、親が子どもをよく理解することに役だつよう

になされなくてはならない。通信ぼで決定版みたいに

学期末に一度評価されたのでは、子どもが、夏休み、

冬休み［、］学年末休みになるから、評価されっぱなし

ということになってしまう。教育的な働きかけをする

評価であればあるほど、学期の途中でたびたび出すこ

とは、子どもにとっても必要ではないか。なぜなら学

期末に一度に子どもがのびるのではない。もののみか

た、考え方がすすむのではない。毎日の教育活動の中

で子どもたちがすすんでいること、かわっていること

を知り、学級社会にとって、それがどんな意味をもっ

ているかなどを考えていかなくてはならない。

（ニ）たびたび通信ぼをだすことは、親と子と教師のむ

すびつきを、よいものにするのではないか。

（ホ）通信ぼがなんどもいくことによって、親も教師の

しごとに理解をもち、一教師あたりの子どもたちの数
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がどれくらいであればよいかということも、考えても

らえるだろうということもあった。

これまで、「通信ぼ」記入で「学期末にいそがし
い山をつく」り、その過労から「考えることをし
なくなって」しまう面もあった。また、「いそが
しさの山の中ですること」は、「教育の営みとし
てやる評価をも事務的なものにさせ」てしまって
いた。だから、労働を平均化して「いそがしさの
山をなく」し、「考える教師になる」ためにも、そ
して「教育活動として意味のある評価にするため
にも」、普段から「通信ぼをだす」のだ。元来、評
価は「日常の教育活動をたかめ、子どもたちをは
げまし、親が子どもをよく理解することに役立つ
ように」為されねばならない。だが「通信ぼで決
定版みたいに学期末に一度評価されたのでは」、
子どもが休みに入るので「評価されっぱなし」に
なる。そもそも「学期末に一度に子どもがのびる
のではない」し「もののみかた、考え方がすすむ
のではない」。だから「教育的な働きかけをする
評価」として「学期の途中でたびたび出すことは、
子どもにとっても必要」なのだ。「毎日の教育活動」
の中での子どもたちの進展・発展と変化・成長を
知り、「学級社会にとって、それがどんな意味を
もっているかなどを考えて」ゆくためにも、それ
は必要なのだ。
一方、度々「通信ぼ」を出すことは、親と子と
教師の結びつきを良いものにするのみならず、「通
信ぼがなんどもいくこと」によって、親の「教師
のしごとへの理解」も得られ、一教師当たりの子
どもの数、即ち学級定員数という教育条件整備の
課題についても父母に「考えてもらえる」機会を
生むこととなる。ナガイらはそう考えたのだった。

７．「具体的な事実とその意味」から

他方、「どんな考えで、どんな通信ぼをつくろ
うとしたか」の２点目を、こう論じている。

（２）　絶対評価や相対評価をやめて、具体的事実とそ

の意味で評価しよう。子どもにも親にもよくわかるよ

うにすること。

（イ）＋２ ＋１ ０ －1 －２や１２３４５では、みても

よくわからない。５や４はできるのだといわれても、

どこがどうできるのか、１［、］２はできないんだとい

われるが、どこがどんなふうにできないのかわからな

い。また、その学級がどんなにレベルがひくくても、

正常分配曲線で評価されるから４も５もあるわけだが、

４や５が通信ぼについているとできるんだとおもいこ

み、レベルの高い学級では、逆に１［、］２だとできな

いんだとおもいこんでしまう。

（ロ）絶対評価も相対評価もレッテルをはり、概念的に

固定化してしまう。子どもたちを「できる」「できない」

「上位、中位、下位」ときめてしまう。そういうみ方を

教師も親もやり、子どもたちのあいだでもするような

働きをする。これが、不当に喜ばせたり、がっかりさ

せたりすることは、通信ぼをわたされた二年の子ども

たちの記録でもわかる。

　平和教育とか、真実をつらぬく教育とか、具体的な

事実をだいじにする教育とか、話［し］あい学習でとか

いっても、通信ぼの評価が絶対評価や相対評価であれ

ば、親も教師も子どもまでもその方にむけられてしま

い、教育のめあてがぼやけてくる。これでは評価の教

育的な意味がなくなる。あやまった人間評価をもさせ

るしまつになる［の］ではないか。

　つぎへの発展をどう組たてていったらよいかがおた

がいにわかるためには、具体的に子どもたちの生活の

しかた、学習、健康などの事実をはっきりわかることだ。

レッテルをはったり、概念的な評価のかきあらわしを

したのでは、子どもたちどうしの関係を高めたりひと

りひとりの力をのばしたりするための考えをうちたて

ることはできにくい。だから絶対的評価や相対的評価

をやめて、具体的事実とその意味をかくようにしよう

とした。

５や４は「できる」と言われても「どこがどうで
きるのか」、１や２は「どこがどんなふうにでき
ないのかわからない」。その学級がどんなに「レ
ベル」が低くとも正常分配曲線で評価される故に
「４も５もあるわけだ」が、４や５がついている
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と「できるんだ」と思い込み、「レベル」の高い学
級では逆に１や２だと「できない」んだと思い込
んでしまう。「絶対評価も相対評価もレッテルを
はり、概念的に固定化してしまう」。子どもたち
を、できるできない、上位・中位・下位と決めつ
け、また「そういうみ方を教師も親もやり、子ど
もたちのあいだでも」そのように働いてしまい、
「これが、不当に喜ばせたり、がっかりさせたり
する」元凶ともなる。「平和教育」等とは言っても、
「親も教師も子どもまでもその方にむけられてし
まい、教育のめあてがぼやけてくる。これでは評
価の教育的な意味がなくなる。」誤った人間評価
をさせてしまう。
むしろ、「つぎへの発展をどう組たてていった
らよいか」を互いに確かめるためには、「具体的
に子どもたちの生活のしかた、学習、健康などの
事実をはっきりわかること」が必要だ。レッテル
を貼る概念的な評価の表記では、「子どもたちど
うしの関係を高めたりひとりひとりの力をのばし
たりするための考えをうちたてることはできにく
い」。それ故ナガイらは、「絶対評価や相対評価」
でなく、「具体的事実」を書くようにしたのであっ
た。

８．「幸福で正しい社会をつくる」教育への評価

更に、「絶対評価や相対評価をやめて、具体的
事実とその意味をかくようにしようとした」理由
について、もう一点、次にこう続けて記している。

（ハ）おたがいに幸福で正しい社会をつくるにない手と

なる教育に反しない評価をしよう。

　成績の評価についての疑問に対して、東大の沢田先

生の答えが「教育」六月号にのっていた。“五段階法は、

生徒の学級における相対的位置を明らかにすることを

目的とする評価法です……上級学校や職場は、それぞ

れの目的に応じて優秀な生徒から採用することは現在

の社会の厳しい現実です。このような社会的必要から、

生徒の相対的位置を明らかにする評価法は、常に要求

されてきたわけです……”といっておられる。

　厳しい現実とは、「合格、不合格」「採用、不採用」

をだす「進学、就職」のある社会をいうのではないか。

正常曲線でわけるような五段階評価は、教育というこ

とから考えられたものでなく、優勝劣敗の自由競争の

社会に適応させる評価のしかたではないか。「おれはで

きないんだ」「下の人間だ」と自分を卑下しあきらめる

もの、「おれは上なんだ」と思う人間をつくる評価だと

いえる。おもてむきいいようにして、そこいじのわる

い子ども、ねたみをもつ子どもをつくったり、たがい

に対立し、反撥しあい、競争することにしらずしらず

にしてしまっているのではないか。これではだかいに

協力しあい、集団としての行動をとる人間とする学習

はさまたげられる。これは教育に反する。五段階評価

は教育的評価ではない。正常曲線分配で評価する仕方

は科学的だといわれながら人間的な喜び、協力などを

無視した、いわば非科学的なものではないかと、おも

われる。昔の甲乙丙以上に非人間的なあつかい、評価

を子どもたちにあてはめることになる。こういうわけ

で私たちは五段階法をやめた。

ナガイは、「成績の評価についての疑問」に応
える沢田慶輔の指摘21を引く。相対評価は、上級
学校や職場が「それぞれの目的に応じて優秀な生
徒から採用する」という「社会的必要から」常に要
求されてきた。合格・不合格、採用・不採用を出
す「進学、就職」のある社会の、「厳しい現実」が
ある。だが「五段階評価は、教育ということから
考えられたものでなく、優勝劣敗の自由競争の社
会に適応させる評価のしかた」であり、自分を卑
下させ諦めさせ、また傲慢な人間をつくる評価
だ。「おもてむきいいようにして」底意地の悪い子、
妬みを持つ子をつくり、互いに対立、反発しあい
「競争することにしらずしらずにしてしまって」
いる。これでは協力しあい「集団としての行動を
とる人間とする学習」は妨げられる。「これは教
育に反する。」つまり「五段階評価は教育的評価で
はない」のだ。「正常曲線分配で評価する仕方」は、
「人間的な喜び、協力」などを無視した非科学的
なもので、昔以上に「非人間的なあつかい、評価
を子どもたちにあてはめる」ことになってしまう。
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こういう評価を私たちは「やめた」と、ナガイ
らは宣言する。彼らは一貫して「教育的評価」を
照準に、眼前の非科学的で非人間的な評価方法を
厳しく問うていた。そこには絶えず、「人間的な
喜び、協力」、「集団としての行動をとる人間」の
教育への希求の念、そしてそのための教育的評価
を探り、実践を切り拓こうとの視座があった。
その観点から、学級集団、「学級社会」の教育
を念頭に、ナガイは、常盤小学校教師、「わたし
たち」の思念と志向を、こう続けて述べている。

　教育の営みは学級全体をたかめ、劣等者をなくすこ

とにある。たかまった事実、かわった事実がその子ど

もなりに、その学級社会の中での意味づけがされ、と

りあげられ、親や教師や子どもたちどうしにみとめあ

われることが評価のただしいあり方だ。これがもとに

なって、子どもや学級社会もさらにたかまっていく。

こういうやくわりをはたす評価を教育的評価とした。

現実社会適応の評価である五段階評価でなく、教育活

動のひとつとしておこなう教育的評価をしようじゃな

いかということになった。そして、具体的事実で子ど

もたちをみてはげます教師、具体的事実でものごとを

考えあい、協力しあう子どもたち、具体的事実で子ど

もたちの変化をよみとりはげます親たち、このような

評価のあり方をわたしたちがとったことは、わたした

ちの教育のあり方をきめたことにもなった。

「学級全体をたかめ、劣等者をなくすこと」は、
「教育の営み」そのものだ。ナガイらは、「たかまっ
た事実、かわった事実がその子どもなりに、その
学級社会の中での意味づけがされ、とりあげられ、
親や教師や子どもたちどうしにみとめあわれるこ
と」に資する評価が、「評価のただしいあり方」だ
とする。その評価を足場に、「子どもや学級社会
もさらにたかまっていく」のだ。とりわけここに
は、それまでナガイ自身が自らの内に培ってきた、
協働の学級づくり、「生活綴方」実践の知見と視
座が表現されている（滲み出ている）ように思え
る。
「わたしたち」は、「現実社会適応の評価」では

なく「教育活動のひとつとしておこなう教育的評
価」を求めよう。「具体的事実で子どもたちをみ
てはげます教師、具体的事実でものごとを考えあ
い、協力しあう子どもたち、具体的事実で子ども
たちの変化をよみとりはげます親たち」を、その
理想の姿とする、「評価のあり方」を採ろう。そ
れは、「わたしたちの教育のあり方をきめたこと
にもなった」のだと、ナガイはここで、新設初年
度の、常盤小学校における教師集団の共同意思（意
志）を、代弁して述べていたものと考えられる。
かくして、当該部分の小見出しの、「おたがい
に幸福で正しい社会をつくるにない手となる教育
に反しない評価」とは、諦めや傲慢、対立や反発、
競争を生む「優勝劣敗の自由競争の社会に適応さ
せる評価」ではなく、人間的な喜びや、協力と集
団のなかに行動し生きる人間の学習、「学級全体
をたかめ、劣等者をなくす」ような「教育の営み」
に資する評価のことを、言っていたのであった。
なお、常盤小の当時の校長・朝倉一二三の指摘
によれば、学校創設初年の1955年度には、「『父
母と教師の会』（ＰＴＡと略称をしない）もいち
早く結成され」ており、その会の規約の第五条に
は、「この会は、父母と教師とが協力して、子ど
もたちを幸福で正しい社会をつくるにない手にな
るようにしていくことを目的とします」とあった
という22 。

９．「どんなことをかくことにしたか」

次に、「通信ぼ」にどのようなことを書いたか、
そのやりとりの実際を、例を挙げて記している。

　（四） 通信ぼにはどんなことをかくことにしたか。そ　　

して、どんなことを教師や親がかいたか

（１）　からだのこと

（イ）からだのしらべ（め・みみ・はな・のど・ひふ・は・

せい・めかた・むねまわり・こしかけた時のたかさ、など）

毎月、めかたのかわり方を調べて健康にきをつけてい

くようにした。（ロ）うんどうの能力がどうかわっていっ

たか、年三回かくようにした。（ハ）たべもののすき、
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きらい。きらいなものをへらしていくため。（ニ）よい

生活と学習をすすめ、よい社会をつくるために、じょ

うぶなからだがほしいのだとはっきりさせ、じょうぶ

なからだにしていくためのことをかく。　

（例）10月３日　このあいだのお医者さんのしらべでは、

ヘントウセン肥大でした。８月に、めかたがへっている

人に多いようです。かたよったたべものをとっているの

ではないかとおもいますがどうでしょうか。ビタミンＡ

のようなからだに抵抗力をつけるようなものをきらわな

いでたべるようにさせてください。きらいなものはあり

ませんか。

　10月６日　たべものでは、たいしたきらいなものは

ないですが、たまにお汁をたべないことはあります。タ

マネギはきらいなようですね。それから、はらがいたい

といふ（う）ときがたまたまありましてね。お医者さんに

みてもらふ（う）ときは　どのへんがいたいかをしっかり　

はなして見てもらふ（う）や（よ）うにと言ひ（い）ましたが、

なにもいは（わ）れて来たようではありません。けれども　

このあひ（い）だのえんそくの時、おひるすぎ、かへ（え）

りみちに　少しはらがいたいから　はしってきたと言っ

てきましたところ、便所へいったり　はいたりして苦し

みましたが　たまたまこういふ（う）ことがあります。つ

ぎの日は、よくなるんですけれどもね。どういふ（う）た

めでしょうかね。

子どもの身体の状況に気を配り、観察した体調
の様子を家族に連絡し、家庭での様子を聞く教師
の記述に対して、父母からは家での暮らしぶりを
詳細に書き返し、また教師に呟きのような問いを
語り返している。ここには、教師と父母がともに、
子どもの生命・健康を大事にする支援、養護を求
めるべく、「具体的事実」をもとに相互の応答か
ら相互理解、支援への相互協力を生み出そうとす
る過程が、はっきりと見える。
他方いま一点の「生活と学習」についても、「事
実でかく」ことを、このように実際に進めていた。

（２）　生活と学習のらん

　このらんには、生活と学習をたかめるためのことを

事実でかくことにした。

（例）（１）７月２日　全体として、おちついた学習を

しています。五十音全部よめます。文章としてのよみ

方も、らくに出来るようです。あそんでいる時、なに

もしない女の子を時々たたいて泣かせることがありま

す。気をつけましょう。

　７月８日　毎日お手数を御かけ致します。よろしく

お願ひ（い）します。手前では、不具の子が故へ、あま

やかして育てまして、非常に先生には、御苦労をおか

けしています。できまし（す）れば皆様の前でお話をさ

せてみて下さい。

　７月20日　此の頃、女の子をいじめるのがそんなに

みられなくなりました。「弱い者をいじめるのは、ほん

とうの強い子でなくて、らんぼうな子なんだよ」なん

て話してきかせますと、うなずいてきいております。

御協力ねがいます。

　なんでも話せる子供にしたいと思いまして毎月月曜

日に日曜日の事を（あそんだこと。おてつだい。ほめ

られたこと。しかられたこと等）みんなの前で話すよ

うにしています。お話する方もきく方もよろこんでい

ます。のびのびとした非常にりっぱな字をかきます。

家でもほめてあげてください。えをかくときも熱心で

書きはじめますと終わるまで話ひとつしないでむちゅ

うです。

　10月31日　とても気持があかるくなりました。そ

のあらわれとして、女の子をいじめるのがみられなく

なり友達みんなとなかよくあそんでいます。

　また、ならんでどこかへ行く時には、いくらかでも

らくにしてあげようと思い手をつないでやろうと思っ

ても　私とは絶対に手をつなぎませんでしたが、今で

はよろこんで手をつなぐようになりました。そしてい

ろいろと家の事をはなしてきかせるようになりました。　　

学級での、その子の生活ぶりと学習の実際の様
子の見取りのほか、子どもにどう向き合い励まし
ているか、その姿勢と状況を伝えあい、その言動・
表現の変化、仲間関係の進展を、応答のなかで相
互に交流し確かめあっている。「具体的事実」を
記載するこの「通信ぼ」からは、学級生活と学習
の具体を、「事実でかく」ことで、指導・支援の
方向と手立て、また互いの願いを親と教師がとも
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に考えあい共有・了解しあう様が、ありありと伝
わる。
また、既に確かめてきた通り、高まった事実、
変わった事実が「その学級社会の中で」意味づけ
られ「とりあげられ、親や教師や子どもたちどう
しにみとめあわれること」が実際に為されている
様子が窺われる。そして、教師が「ものごとを具
体的につかみ、子どもや親たちといっしょに考え
ながら教育をすすめていく」姿が、そこにはある。
かくして、「生活と学習をたかめるためのこと
を事実でかく」姿勢、「日常の教育活動をたかめ、
子どもたちをはげまし、親が子どもをよく理解す
ることに役立つ」ような評価に連なる「新しい通
信ぼ」の実際が、ここには明確に記録されていた。

１０．「父兄」から出された「批判」

教師たちは５月初旬、ＰＴＡ新聞に、「つうし
んぼ」をもうすぐ出す旨の呼びかけ文を載せてい
た。

　（五）父兄から、どんな批判をされたか

　「つうしんぼを　もうだします」というみだしで、五

月はじめのＰＴＡ新聞につぎのようにのせた。

　今まで、たいていつうしんぼというと　学期に一

ペん　一ばんしまいにだしておったのですが、「ど

うにかして、日々の教育のためになるようにしたい

ものだ。日々の教育の中から、子どもの生
ママ

長や、努

力や、学習のすすみかた、ひっかかり、生活のしか

たをぬきだしていきたいものだ。そしてそんなこと

を知らせ、おとうさんやおかあさんたちの愛情と理

性にささえられたはげまし、うちからの連絡をえた

いものだ。そして通信ぼも教育にとって　ほんとう

に必要なものだ。通信ぼも、教育のてだすけとなる

ようにしていきたいものだ」と考えていつでもだせ

るような通信ぼをつくりました。もう、五月なかば

から、なん人かずつの子どもの手で、つうしんぼが

うちにはこばれることでしょう。子どもたちが幸福

で正しい社会をつくりあげていく人間となるよう、

通信ぼもやくだつことをねがいながら。

ナガイらは、ＰＴＡ新聞を通して、あらためて
「子どもたちが幸福で正しい社会をつくりあげて
いく人間となるよう」、「通信ぼ」を役立つものと
したいと、学期途中のその発足を説明している。
続いて、新たな「通信ぼ」の、子どもと父母ら
家族、家庭内の受け止め方の実際を確かめるべく、
子どもたちが書いた文（記録）を引いている。

　こうして五月、通信ぼが子どもたちの手で家にはこ

ばれ、家で話しあわれたことが子どもたちにきろくさ

れてきた。

　（１）

「つうしんぼ、きたのが」／「てんすう　かいてるのが」

／「なんがつのだ」／「こいず、つうしんば
ママ

　なんじょ

に　つけんだ」／「うん」／「へいきんないな」

　（２）

母　「ほう、こんでは、まず　ちょうめんみたいなもん

だね」

父　「うーん」と　おとうさんは、だまってみていた。

おきゃくさん「水沢のとは、ぜんぜんちがうね。」する

と、おかあさんが、つうしんぼのうしろを見て「そつぎょ

うするときは、ここに　なまえなんかかいて　そつぎょ

うしょうしょうと、いっしょにするわけだね」というと、

おきゃくさんが「このつうしんぼう　とってもいいね」

といいました。おとうさんも　よんでから、「とっても

いい、つうしんぼうだ」といいました。

　（３）

母　「今までよりも、ずいぶん　かわった通信ぼだねえ」　

父　「こうゆう通信ぼ　いいんだよ。先生は、書くのた

いへんだね」

　（４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、通信ぼをおとうさんやおかあさんに見せまし

た。　

私　「かっちゃん、こいず、こんど、あだらしぐできだ

トキワ小学校の通信ぼだど。うちの人だちと先生といっ

つも子どものわるいところをなおすために、この通信

ぼ、できたんだど」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

母　「つとむの通信ぼど、おんなづ（じ）だな。いい通

信ぼ、できだなあ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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父　「つねな（つねの通信ぼに）、いぐ（よく）　つけっ

からな」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私　「そんなごど（こと）、にゃんだよ（ないんだよ）。ぎゃ

にゃどこも、かくんだよ」と、いった。

　（５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

姉　「この通信ぼは、さっぱり、なにがなんだかわから

ない」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

父　「新しい通信ぼの意味は、わからない」

母　「子どもをよくするために作られた通信ぼだ。昔の

ような通信ぼは、いまのきょういくにはてきしていな

いから、こういうふうにかわったのだ」

父　「そうか」

父　「でもね。いっぱんてきに家庭ほうもんをして通信

ぼのありかたをおしえるべきである」

姉　「そうだ」

なんだかわからない通信ぼ、かわった通信ぼ［、］みん

なにわからせなくてはならないんだという声。てんす

うかいてないのか。「できる」「できない」がかいてない、

といっている人もある。けれども一方では、ずいぶん

いい通信ぼ、新しい教育に適した通信ぼだと賛成され

ている声もあるが、どこがよいのか、わかるように語

られていない。

点数や、できるできないが書いていない、何だ
かわからない変わった「通信ぼ」だという反応。「い
い」との賛成の声はあったが、どこが「よい」のか
が「語られていない」。父母らの受け止め方の実
態を、ナガイらはこう捉えていた。

１１．父母と教師で「語りあわれた」こと

次に、二学期末の「父兄懇談会」での、父母と
教師との話し合いのなかみの具体を記している。

　二学期すえに、地区ＰＴＡと入学前の子どもたちの

父兄懇談会をひらいた。そのとき二人の親から、いま

のトキワ小学校の通信ぼにギモンをもっていると、つ

ぎのことがだされた。

（１）みて、わけがわからない。

（２） この通信ぼを来年も使うつもりですか。日本でど

のくらいこういう通信ぼをつかっているんだろう

か。ほかの学校では、こういう通信ぼを使ってい

ないようだが、やはりまわりでつかっているよう

なものを使ったらよいんではないでしょうか。

（３） 上の学校にいくにもうまくないし、学期がおわっ

ても通信ぼがでないと、しめくくりがつかない。

やはり通信ぼをだして、しめくくりをつけてもら

いたい。

（４） 子どものはげみになるように、成績をつけてもら

いたい。

（５）上位だが下位だか中位だか、わかりたい。

（６） トキワのではないが、どうも今の通信ぼは行動の

記録みたいなものばかりついていてよんでみる

と、子どものわるいところを家庭の責任になし

（す）りつけているようだがこれではうまくない。

・通信ぼに、なにをどんなふうにかくか。

・教育のすすめ方　めあてと通信ぼのもんだい。

・あたりとの関係などをふくむ話がだされた。

二人の親からの疑問を受け止めつつ、永井ら教
師たちがその場で父母に更に提起したこと、その
話し合いの中での父母の声を、こうまとめていた。

　そこで、「むかしの通信ぼのように『甲乙丙』『優良可』
と成績をつけるか、今、たいていの学校でやっている

ように、上中下みたいに、五つに子どもたちをわける

やり方がいいんですか。学期の末に一ペんだしてもら

うほうがいいんですか。みんなで語ってみえすぺ（み

ましょうね）」とみんなの話題にした。そしたら、トキ

ワ小学校のようなやり方でよいとか、もっとよくする

ためにはこんなふうにとか、たくさん語られた。それ

をまとめると、つぎのようだった。

（１）  きょうだいの多い子どもは、成績がつけられた通

信ぼだと「おめえ、できない。できんぼ」といわれ

たりする。いじめられる材料とされる。

（２） 親が子どもをおこったりするための通信ぼになっ

た。

（３） なんかいも通信ぼがわたされているうちになにが

どうかもわからないままに、「上中下」「できる」「で

きない」の公定価格
4 4 4 4

がつけられてしまう。公定価
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格をつけない教育をしてもらいたいし、そんなこ

とにならない通信ぼにしてもらいたい。

（４） ひとりだちのできる人間になることだ。そしてみ

んなとなかよくいっしょになって、しごとのでき

る人間になるようにしてもらいたい。だから、競

争になるように、神経質にいちいち成績をもんだ

いにしないこと

（５） いい子どもはいいかしれないが、私などは成績が

わるかったからひけめを感じていけなかった。（絶

対評価も相対評価もよくない）

（６） わかりやすくかいてもらいたい。先生たちだけ、

わかるコトバでなくかいてください

そして、父母から出された意見と、確かめあっ
た諸点について、次のようにまとめている。

　学校では、できない子どもをできるようにすること。

一番下のところを上にあげて、みんなのレベルをあげ

てやること。みんながたすけあってよくなっていくこ

とが一番だ。受験勉強の子どものための通信ぼではな

い。小学校の教育は子どもたちみんなのための教育だ

し、そのための通信ぼだということが語りあわれた。

　「山ビ
マ マ

コ学校の横戸さんでしたか、学校ではみんなと

手をつないで、ひとつ仕事をしあげていくこと。団結、

協力をしっかり教えてもらいたい。学校をでると、こ

れを教えてくれるところはないと話しておった」と語

りつたえたら、みんな「そうでがす」といった。上級学

校に子どもをすすめようとした一人の親は、すこし不

満なようだったがひとつの教科をやりながらも、その

ことをちゃんとやってもらいたいといった親がおった。

「上級学校」進学を考える一部の親の「不満」を
受け止めつつ、教師たちは『山びこ学校』 23を挙
げながら、父母と共に、団結や協力を育てる学校
づくりへの意志を話し合い、確かめあっていた。
ナガイは、論考の最後を、こう結んでいる。

　通信ぼの改造、評価についての考え方の改造と教育

のすすめ方、教育のめあての関係をぎんみしていくこ

と。

　通信ぼ（教育と評価をふくめて）は、親と教師の共有

財産でだれかの独占物ではない。これからもＰＴＡの

話題にして、ほんとうに子どもたちをよくしていくた

めにやくだつものにしていきたいものだということ。

　56年度のトキワ小学校のしごととして、新しい学校

づくりをきめ、その中に通信ぼ研究をすることにした。

　　　　　　　　＜岩手県水沢市常盤小学校＞

＜職員の共同研究と、イサワ教育こん［わ］会の研究に

よって、ここまできたものと思います。みなさんの批

判をうけてよいものにしたいと思います。＞

この、「通信ぼ」も教育も評価も「親と教師の共
有財産でだれかの独占物ではない」との言には、
父母との共同による学校づくりへの真意が見え
る。

  

補遺１：民研岩手班の「討議資料」から
おそらくは1960年代の記録と推察される、国

民教育研究所の報告記録「〈討議資料〉 民研岩手班
 永井先生の教育思想―永井先生の発言から―」24 

には、永井庄蔵への聞き取り調査の内容が記載さ
れている。その冒頭にはこう記されている。当記
録は「民研岩手班常盤小グループの草間、小野寺、
駒林が永井先生から聞きとったことのメモの一部
である。この記録のなかには、永井先生の教育思
想（その子ども観、教師観、PTAづくりの構想、
教育方法観、学力観など）が、直接的に、或いは
また間接的にあらわれていると考えられる。」
この報告記録では、第1章に「1．通信ぼ

4 4 4

につ
いて」を置き、その「〈解説〉」を、こう記している。

　通信ぼづくりの仕事は　ト
　 マ マ 　

キワ小ができた1955年

から1959年まで継ぞく的に行われている。この間に、

通信ぼの名称自体が変わり、その様式も変えられてい

る。名称についていえば、

　　1955年度は「通信票」

　　1956年度は「通信ぼ」

　　1957年度は「通信ぼ（れんらくぼ）」

　　1959年度は「れんらくぼ」

と変って来ている（58年度は57年度と同じ）。しかし、
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一貫してつらぬいているものは、次の２点である。

１．通信ぼでなく、れんらくぼ
4 4 4 4 4

であること。

２．絶対評価　相対評価を排し、文章表現としたこと。

　トキワ小の通信ぼは「れんらくぼ」であるので、通常

のように、各教科についてもれなく子どもの成績を、

定規
ママ

的に「通信」するゆき方を排除している。「じょう

ぶなからだにしていくためのれんらく」、「生活と学習

をたかめるためのれんらく」の２領域にわけられ、必

要なとき、ずい時、教師から父母へ、父母から教師へ

と連絡しあう工夫がこらされている。

　1961年度からは教科ごとの連絡を考えていたが、こ

の永井先生の構想は実現されなかった。

続いて討議資料は、「〈永井先生の考え〉」とし
て、永井からの聞き取り内容を次のように記して
いる。

　「通信ぼ」というコトバには、昔の通信ぼの固定観念

がこびりついている。その固定観念とは何か？　通信

ぼは親が書くものでなく、教師だけがこれを書くもの

だ、という観念だ。

　子どもがよくなるためには、父母と教師が子どもの

ことについて、よく知り合い、連絡しあうことが大切だ。

子どもをよくみている父母と、子どもをよくみている

教師が一緒に書きこんで連絡する。このことが大切な

のだ。

そして、「相対評価」を採らなかった理由、そ
の意味について、永井はこう語ったという。

　相対評価はなぜ採らなかったか？ これは資本主義的

評価方法であり、非教育的評価方法だ。この評価は、

アメリカからもちこまれて来た。アメリカでは全部就

職することができなくて、いつでも失業者がいる。相

対評価をやって不採用になったものをあきらめさせ、

不満をもたせないようにするのだ。相対評価だと、１

のものはいつも１で、３とか４にはなかなかなれない。

１のものは、１年から６年まで、ずっと１であること

が多い。そういう風に長い間くりかえしていくうちに、

アキラメをもつようになる。あきらめをもたせること

が、教育では一番よくない。だが、資本主義の世の中

では、劣等なものと優等なものを作っておくことが便

利なので、そうすることによって、一部の人びとの安

定が得られる。つまり、相対評価は「あきらめさせる

教育」、「差別の教育」である。

　また、絶対評価では、子どもの本当の力をつかむこ

とができない。絶対評価だと、子どもの顔をおもいだ

しながら、カンで50点だ、60点だ、とつけることも

でてくる。子どもを具体的に、生き生きとつかんでい

なくとも、点を記入できる。これは、教育技術をたか

めたり、子どもたちを確かにつかむことにならない。

この永井の語りには、以前の論考「新しい通信
ぼつくり」の議論、思考と同じ見解がある。
更に、「通信ぼ（れんらくぼ）」に何故に「文章表
現」を盛り込んだのか、永井はこう語っている。

　文章表現は、子どもを具体的につかむ。文章でかく
のだから、子どもの行動や学習を具体的につかんでい

ないとだめだ。子どもをしっかりとつかむこと、これ

は教育で一番大切なことだ。自分の子どもの力や生活

の仕方にそぐわないことが書いてあれば、親から文句

がでる。文句がでないようにするには、子どもをよく

みなくてはならない。また、文句をつける親の方でも、

自分の子どもをいっそうよく見るようになる。つまり、

文章表現だと、父母も教師も、子どもをよく見るよう

になる。

　また、文章表現は、学級定員正常化の運動のきっか

けになる。文章表現で書くのは大変だ。現状だと、ど

うしても教師の労働強化になる。そうなると、組合の

指令で学級定員を少［な］くする運動をする、というの

でなく、この要求が、教師一人ひとりの主体的な要求

となってくる。父母の方でも、「何10人の子どもにつ

いてこんなに書くのでは大変だ」という声を出すよう

になろう。

　以上の考えで、文章表現を主張し、この主張が多数

をしめたのだった。

文章表現は「子どもを具体的につかむ」仕事で
あり、父母と教師が「子どもをよく見る」ことに
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連なる。「子どもをしっかりとつかむこと、これ
は教育で一番大切なことだ」との言に、生活綴方
教師・永井の思想が明瞭に表れている。また文章
表現が少人数学級への改善要求を、「教師一人ひ
とりの主体的な要求と」するとの指摘の点も、先
に見た通りである。
永井庄蔵の、揺るがぬ一貫した「教育思想」の
核心が、こうしたところにも確認できる。

補遺２：1957年度の「通信ぼ（れんらくぼ）」
常盤小学校の30周年記念誌は、「昭32」（1957
年度）、「創立当時」の１年１組のある子どもの「通
信ぼ」の、現物表紙の写真を載せている25 。その
表紙の表題には、「通信ぼ（れんらくぼ）」とあり、
そのすぐ下の箇所には、「幸福で正しい社会を　
つくる　にない手に　なるために」と記している。
そしてその横に、「めあて」がこう印字されている。

　　　　め　あ　て
１．心配なく　はなしあい　たすけあう人間

２．ほんとうのことを　もとめる人間

　    （ほんとう　うそ　ねうち）

３． みんなが　くらしよくするため　みんなで働く人

間

４．いのちを　だいじにする人間

この写真の下には、「教師と父母の通信（文章）
によって内容は構成されている」との付記がある。

おわりに

かくして、「ナガイ・ショウゾウ」の報告記録「新
しい通信ぼつくり―評価をどう考えるか―」には、
「おたがいに幸福で正しい社会をつくるにない手
となる教育」、「具体的事実で子どもたちをみては
げます」評価を目指した、「職員の共同研究」によ
る「新しい通信ぼ」づくりへの模索と格闘、その
試行と手応え、また父母との話し合いの中での共
同が、「新しい学校づくり」の当事者の現場記録
として記されていた。「通信ぼ研究」は、父母と

力をあわせて、「幸福で正しい社会」を創る担い
手を育てる教育を求める、「職員の共同研究」に
よる「新しい学校づくり」の方途として、教育に
役立つ評価と、子ども・父母のためのよりよい教
育を求める教育実践研究として、自主的、自律的
に構想・展開されていた。
また、その「通信ぼ研究」の内実は、理由もわ
からず親に叱られる子どもの屈辱を生み、卑下や
自棄、諦念と失望、傲慢と侮蔑、競争・序列、決
めつけ、対立と反発、非人間的な差別・選別を生
む評価につながる、相対評価に依拠する「通信ぼ」
を改善しようとするものであった。そしてそれは、
普段の応答と状況把握の共有を通して家庭との結
びつきと共同を強め、「学級社会」での子どもの
進展・成長の有様を父母と教師で共にわかちあい、
「具体的な事実をとりあげてはげまして」いきな
がら、子どもたちが互いに力をあわせ、高めあい
協力・協働しあう人間を育てようとする教育活動、
「新しい学校づくり」への探求の道程であった。
他方、「上級学校に子どもをすすめようと」す
る一部の親の疑問と不満が、その通信簿改革には
随伴・内在していたことも、ナガイの記録には率
直に記されていた。しかし、ナガイら教員集団の
「学校づくり」のなかには、「おたがいに幸福で正
しい社会をつくる」ことが、その視野にあった。
その「社会」づくりに連なる実践、即ち、「学級社会」
のなかで、人間的な喜びや協力を育て、集団のな
かに行動し生きる人間の教育、「学級全体をたか
め、劣等者をなくす」ような「教育の営み」を実現
せんとする強い希求の念が、彼らには明確にあっ
た。
とりわけ、ナガイらの、「通信ぼ（教育と評価
をふくめて）は、親と教師の共有財産でだれかの
独占物ではない」との見識は、重要な意味を持つ。
ここには、教育・学校は皆（公共＝public）のもの
だという、「公教育」に対する永井自身の教育思
想が表れているものと見ることが出来る。
また、常盤小学校のこの「具体的な事実をだい
じにする教育」、そして「はなしあい　たすけあ」
いながら「ほんとうのことを　もとめる人間」、「み
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んなで働く人間」、即ち現実把握と相互理解、協
働を求める志向には、生活綴方教師としてその実
践を重ねて来た永井庄蔵が、一貫して大切にして
きた教育実践の思想の片鱗がはっきりと見える26 。
前述した通り、元来、通知表は作成や配布が義
務づけられているものではなく、学校の裁量でそ
の形式を見直したり、改廃することが可能なもの
である。例えば、長野県の伊那市立伊那小学校27 

では、1950年代より通知表や時間割を無くす一
方、子どもの学校での様子を父母に伝えるなど家
庭との綿密な懇談を行っている。また近年でも、
通知表の発行をしないようにした学校も複数存在
し、その積極的意義を発信する例もある28 。他方、
例えばガーゲン・ギル著の邦訳『何のためのテス
ト？―評価で変わる学校と学び―』 29等も注目さ
れ、学力テストや評価が依然大きな論点とされて
いる。
本稿で確かめて来た、ナガイらの、1950年代
半ばの常盤小学校の「新しい通信ぼつくり」の取
り組み、その評価論・教育論は、戦後日本の教育
評価史の中でも先駆的な位置にあったと言える。
そしてそれは、今日の過酷な「学校」状況のなか
での人間発達援助への「評価」の再考、また父母
と学校・教師の「共同」への方途の模索などにも、
重要な示唆を与える、「新しい学校づくり」への
教育実践研究の遺産、知見でもあったと言えよう。

1 永井庄蔵（ナガイ・ショーゾー）の経歴、足跡等について

は、例えば、ナガイ・ショーゾー追悼文集編集委員会編

『追憶と論考 北の教師 ナガイ・ショーゾー』（胆江地区民

間教育研究団体連絡協議会（発行）、2000年）、参照。
2 拙稿「『イサワ教育こんわ会』の憲法科特設論について」

（『岩手大学教育学部研究年報』第69巻、2010年）、拙稿

「永井庄蔵の『憲法科』創設提案について」『同上』第81巻、

2022年）、拙稿「『生活の事実』を大切にする生活指導と

道徳教育―岩手の生活綴方教師・永井庄蔵の『生活指導』

創刊号の論考から―」『岩手大学大学院教育学研究科研究

年報』第8巻、2024年）を参照されたい。
3 永井庄蔵は、その多くの論考等での自己の名前の表記（著

者名）に、「永井庄蔵」と記す場合と、「ナガイ・ショーゾー」

と記す場合があったが、この時期（1950年代）に限っては、

主に「ナガイ・ショウゾウ」と表記していた。
4 ナガイ・ショウゾウ「新しい通信ぼつくり―評価をどう

考えるか―」（教育科学研究会編『教育』№57、1956年3

月）（49-54頁、全６頁）。なお、同論考は、前掲『追憶と

論考 北の教師 ナガイ・ショーゾー』に収められている。
5 水沢市立常盤小学校編『進め前へ―常小20年の歩み―』

（常盤小学校創立20周年記念事業委員会、1975年）、創

立三十周年記念誌編集委員会編『常盤の子よ進め前へ 水

沢市立常盤小学校創立三十周年記念誌』（常盤小学校創立

三十周年記念事業実行委員会、1985年）、参照。
6 拙稿「戦後における永井庄蔵の学級文集実践と生活綴方

（一）―水沢・福原分校『きかんしゃ』三号の児童詩から―」

（『岩手大学教育学部研究年報』第82巻、2023年）、拙稿

「同（二）―水沢・福原分校二年『はたらく子ども ２ごう』

から―」（『同上』第83巻、2024年）、拙稿「同（三）―水沢・

福原分校二年『はたらく子ども』三号・四号から―」（『同上』

第84巻、2025年）を参照されたい。
7 山根俊喜「通知表」（日本教育方法学会編『現代教育方法

事典』図書文化社、2004年、所収）、赤沢早人「通知表」

「通知表の歴史」（田中耕治編『よくわかる教育評価』ミネ

ルヴァ書房、2005年、所収）。なお、天野正輝『教育評

価史研究―教育実践における評価論の系譜―』（東信堂、

1993年）、田中耕治「戦後教育評価史に関する覚書」（『教

育方法の探究』第18号、2015年）等、参照。
8 川地亜弥子「通信簿事件」（田中編、前掲『よくわかる教

育評価』、所収）、田中耕治『教育評価』（岩波書店（岩波
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テキストブックス）、2022年）177頁、参照。
9 若林身歌「絶対評価」「相対評価」（田中編、前掲『よくわ

かる教育評価』、所収）。
10 西岡加名恵「絶対評価と相対評価」（前掲『現代教育方法

事典』、所収）。なお、西岡加名恵ほか編『新しい教育評

価入門―人を育てる評価のために―（増補版）』（有斐閣、

2022年）等、参照。
11 川地亜弥子「生活綴方の評価」（田中編、前掲『よくわか

る教育評価』、所収）、なお、川地亜弥子「生活綴方にお

ける教育評価論の可能性―東井義雄の場合―」（田中耕治

編著『人物で綴る戦後教育評価の歴史』三学出版、2007年、

所収）、田中、前掲『教育評価』178頁、参照。
12 東井義雄・八鹿小学校著『「通信簿」の改造―教育正常化

の実践的展開―』（明治図書、1967年）。東井は、新しい

通信簿を、「あゆみ」と名付け、「ほんものの学力」を求め

た。なお、東井義雄ほか著『授業の基礎技術6    新しい通

信簿づくり』（明治図書、1970年）、『東井義雄著作集』（第

1巻～第7巻、明治図書、1972年）、参照。
13 大槻健（1920年～ 2001年）。教育学者。著書に、『学校

と民衆の歴史』（新日本出版社、1980年）、『戦後民間教

育運動史』（あゆみ出版、1982年）、『戦後教育史を生き

る 自分史にかえて』（大月書店、1991年）等がある。
14 大槻健「評価、とくに通知簿をめぐって」（教育科学研究

会編『教育』№57、1956年3月）54̶55頁。
15 大槻は、栃木西中学校の実践については、その論考の中

で、自身が「一日出かけて、校長さんや先生がたに話し

をきいてきた」そのあらましを紹介している。かくして、

そのもう一方の、常盤小学校の実践の報告として、ナガ

イの論考が、同特集に位置付けられていたのであった。
16 朝倉一二三「無からの出発」（（前掲、『常盤の子よ進め前

へ 水沢市立常盤小学校創立三十周年記念誌』所収）。
17 藤沢靖編『証言・岩手の一九三〇年代教育運動』（私家版、

1999年）、参照。同冊子はシンポジウム「戦前の教育運

動を語る」 (1967年1月、西磐井教育会館 ) の記録であり、

朝倉一二三も証言者の一人として発言している。なお、

その司会者の一人は「ナガイ・ショーゾー」であった。
18 前掲、朝倉「無からの出発」34頁。
19 前掲、『常盤の子よ進め前へ』所収、「歴代職員名簿」144頁。
20 前掲、朝倉「無からの出発」35頁。
21 沢田慶輔（当時・東京大学教授）は、教科研編『教育』

1955年6月号（№47）の末尾の「こだま」欄で、現場教師

から寄せられた「成績の評価についての疑問」への応答と

して、「お答え」という文を寄せていた（99頁）。ナガイは、

この沢田の文の冒頭の議論に注目していたのであった。
22 朝倉、前掲「無からの出発」35頁。なお、あわせて、前掲、

『常盤の子よ進め前へ』108頁、参照。
23 ここにナガイらが語った「横戸さん」のこととは、地域各

戸の「全体の共同」への展望を記した、横戸惣重の作文「私

たちが大きくなったとき」（無著成恭編『山びこ学校』青

銅社、1951年、所収）の内容のことと推察される。
24 「〈討議資料〉民研岩手班 永井先生の教育思想―永井先生

の発言から―」（日本教育会館教育図書館所蔵。発行年月

日等は記載なく不明）。同資料の末尾には、「調査参加者

―岩手大学教官、草間俊一・小野寺三夫・駒林邦男」と

の記載がある。この調査は、1959年度末に校長以下全教

員12名が同時異動の措置となった、いわゆる「常盤小事

件」（「緑の山河」事件）に関連したものと推察される。こ

の「常盤小事件」、特にその全員転任の顛末と背景等につ

いては、稿を改めて検討・考察したい。なお、前掲『常

盤の子よ進め前へ』39頁、41頁、53頁、参照。
25 前掲、『常盤の子よ進め前へ』39頁。
26 関連して、前掲、拙稿「『生活の事実』を大切にする生活

指導と道徳教育―岩手の生活綴方教師・永井庄蔵の『生

活指導』創刊号の論考から―」を参照されたい。
27 例えば、長野県伊那市立伊那小学校著『学ぶ力を育てる』

（明治図書、1982年）、参照。
28 例えば、小田智博、國分一哉、藤本和久編著『通知表を

やめた。―茅ヶ崎市立香川小学校の1000日―』（日本標

準、2023年）、参照。
29 ケネス・J・ガーゲン、シェルト・R・ギル（著）、東村知

子、鮫島輝美（訳）『何のためのテスト？―評価で変わる

学校と学び―』（ナカニシヤ出版、2023年）。著者らは、「評

価を協同的な問いとしてみる見方」を重視し、「関係に基

づく評価」という概念を提唱しており、更に、「教育を生

産システムとして捉える見方」である「工場メタファー」

ではなく、「対話」を重んずる視点を示唆している。同書

の著者らの発想は、本稿で見たナガイらの思考にも通ず

るところがあると考えられる。
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SUZUKI  Kumeo

Administrative Efforts to Improve the Quality of Preschool Education and Childcare in Prefecture A: Based on 

Findings from a Field Study in Prefecture A

 

要　約
　本研究の目的は、行政による就学前教育・保育の質向上を図るための取り組みとして、全国の都道府県
の中でも先進的といえるＡ県に着目し、どのような手立てによりねらいを実現しようとしているのかの具
体的な実践事項を明らかにする。調査から明らかになったA県における就学前教育・保育の質向上のため
の取り組みとして、行政による組織の見直しによる保育所と幼稚園等の行政窓口の一本化や保育所の保育
士、幼稚園等の教諭を区別なく対象として実施する保育者研修の一元化、さらに保護者を対象に資料の作
成や研修会の実施等による支援を実施していた。本研究の次の段階として、保育者の研修への取り組みの
実態把握とともに、小学校における児童の実態を踏まえた、就学前教育・保育の有効性の検証が求められ
ることになる。Ａ県のこれらの先進的な実践が、今後の他の都道府県の参考になると考える。

岩手大学大学院教育学研究科研究年報　第９巻 （2025. 3）　035－051

１　はじめに

　本研究の目的は、行政による就学前教育・保育
の質向上を図るための取り組みとして、全国の都　
道府県の中でも先進的といえるＡ県に着目し、ど
のような手立てによりねらいを実現しようとして
いるのかの具体的な実践事項を明らかにする。A

県のこれらの先進的な実践が、今後の他の都道県
の参考になると考える。
本研究の目的を、行政による就学前教育・保育
の質向上の取り組みの明確化とした理由の第一
に、幼児期教育の重要性やOECD（2019）による

保育の質を高めることの重要性等が指摘されてい
ることがある。小学校入学前の幼児期教育の重要
性として志田は、アメリカにおける「ペリー就学
前計画」の実践において、就学前に非認知機能を
高める取組をした幼児の成人後の経済的優位性が
みられ、非認知機能とキャリア形成には関わりが
あると考えられる、としている（1）。また、OECD

（2019）は、「乳幼児期の教育とケア（ECEC）は、
子どもや親、社会全体に広範囲の恩恵をもたらす
が、その恩恵の程度は「質」いかんに関わっている」
として、乳幼児期の保育・教育の重要性を指摘し
ている。

*福島学院大学福祉学部
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第二に、就学前教育・保育の質向上における保
育者の実践力向上との関連性の強さがある。幼児
に対する保育・教育を直接担うのは保育者である。
保育者に求められる資質能力をキャリアステージ
ごとに設定したうえで、着実に育成するための研
修体制が各都道府県で整備されてきている。さら
に、園等としての保育・教育活動の充実のために
キャリアアップ研修が実施されてきている。保育
の質の向上において、保育者の資質能力の向上も
重要な要素であるといえる。
第三に、就学前教育・保育の質向上に対する保
育者個々人の努力の限界性の存在についてであ
る。保育所や幼稚園等においては、限られた人数
の保育者によって送迎や遊びの支援、給食、午睡、
延長保育等の保育・教育活動が行われている。こ
れらの勤務実態から、保育者が職場を離れて受講
する園外研修に参加しにくい状況もみられる。こ
のような状況は、保育者一人一人の努力では、対
応仕切れないともいえ、行政の関わりが重要とな
る。
第四に、保護者による子育てや保育所・幼稚園
等における保育・教育の重要性に関する指摘があ
ることである。このことを踏まえ、国は「子ども・
子育て支援法」を制定して、保護者や保育所、幼
稚園等の支援にあたっている。当該法第一条では、
「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭
及び地域を取り巻く環境の変化」への対応として
子どもを養育している者への必要な支援をする、
としている。都道府県においては、このことを踏
まえた子育て支援のいっそうの充実が求められて
いる。
以上の４点を踏まえ、本研究の目的を「行政に
よる就学前教育・保育の質向上を図るための取り
組みの実態把握」とした。
次に本稿の目的を踏まえて、就学前教育・保育
の質向上の在り方や保育者に求められる資質能力
と研修の関わり、さらに就学前教育・保育の質向
上への行政の関わりの３つの視点により先行研究
を検討する。
第一として、就学前教育・保育の質向上の在

り方に関する先行研究がある。保育の質につい
て、鹿嶋（2022）は質規定の要素の中の構造の質
に着目して分析を試みている。その中で、他国と
の比較において日本の保育の質を高めていくため
には、保育所や幼稚園の一クラスの人数や保育者
の配置数等の構造の質を検討する必要があるとし
ている。また、保育の質を就学前教育制度の視点
から小宮山（2010）が検討している。報告の中で、
諸外国の実態の分析とともに、日本の現状として、
幼保二元化や縦割り行政、地域格差の存在等を指
摘し、親の負担軽減のための施策を提案してい
る。加えて、保育の質に関して保育者の専門性の
視点から鵜沢他（2022）が検討している。報告の
中で保育者の資質・専門性の具体を検討するとと
もに、就学前教育・保育の質向上における保育者
の専門性や社会的地位の向上が欠かせないとして
いる。さらに、就学前教育・保育の質向上と研修
の関わりについて大豆生田（2020）は外部研修の
役割としてキャリアアップ研修の意義を踏まえて
検討している。報告の中でキャリアアップ研修を
はじめ園外で受講する研修はややもすると受動的
となってしまい、保育現場に生かし切れていない
とした。園外研修の成果を保育現場で生かすため
に、研修移転としての往還型研修の有用性を指摘
している。また中島（2017）は、園内研修の役割
を検討した。その中で継続的な園内研修において、
所長（園長）のリーダシップや外部からの参加者
の存在とともに、保育者個々人の適切な自己評価
が重要であるとしている。これらの先行研究によ
り保育の質を規定する視点や制度との関わり、さ
らに園内や園外での研修との関わりが明らかにさ
れてきた。しかし、各都道府県等における行政と
しての就学前教育・保育の質向上における研修の
具体的な実践内容は不明なままである。
第二は、保育者に求められる資質能力と研修の
関連性に関する先行研究である。保育者が身につ
けるべき資質能力の育成に関して、鈴木（2024）
は育成指標と研修の関わりを検討している。報告
の中で、全国の都道府県で保育者育成指標が策定
されつつあるが記載内容については今後検討が必
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要であること、また一部の都道府県に限定される
が育成指標と研修が関連づけられてきているとし
ている。次に全国の教育センター等が実施してい
る幼稚園教諭を対象とした研修に関して、小杉・
深谷（2023）は、都道府県等による研修内容の違
いを検討している。その中で、私立に対して国公
立幼稚園設置の割合が高い都道府県の方が研修内
容としての要素数が多い傾向があるとともに、園
運営の民営化推進に対する懸念があるとしてい
る。保育者の園外研修体系について、開（2021）
は保育者の法定研修と処遇改善に関わる研修内容
を検討した。研修内容の比較から、設置者として
の公立と私立や雇用形態としての正規と非正規、
さらに資格・免許の保持状況により違いがあるこ
とを指摘した。加えて青井（2014）は保育士の経
験年数別の研修プログラム内容を検討している。
管理職を含めた保育士に対する認識調査の結果、
資質能力に対してそれぞれの修得状況の認識に差
はみられないことや、研修に対する意識として保
育士は自分の得意な分野を伸ばしたいと考えてい
るが管理職は不足している分野を補ってほしいと
していること等を明らかにした。
以上の先行研究により、保育者に求められる資
質能力と研修の関わりとして育成指標と研修内容
の関連付けや年代による研修に対する認識等が明
らかにされてきた。しかし、保育者に求められる
資質能力と実際に行われている研修の内容や園内
研修との関わりの実態が明らかにされているとは
いえない。
第三は、就学前教育・保育の質向上への行政の
関わりについての先行研究である。保育者の園外
研修としてのOff-JTの実施状況を、鈴木（2025）
が幼保一元化や公立と私立の一体的な実施体制に
着目して検討している。報告の中で、保育所の保
育士と幼稚園等の教諭のOff-JTの実施形態や設置
者による区別について、都道府県により実施状況
が異なり、研修の実施組織等細部については多様
であるとしている。また花岡（2019）は、和歌山
県における保育・幼児教育施設の研修の実態とし
て、保育・幼児教育に関する情報の伝わり方を検

討した。その中で、新たな知見や情報は、県や市
町村が実施する研修で獲得する傾向にあることを
明らかにした。加えて、特別区立幼稚園教諭の研
修体系に関する現状と課題を黒澤（2018）が検討
している。特別区立幼稚園の研修は、各区や東京
都教職員研修センターとの連携により実施してお
り、共同研修を実施することによる教育水準向上
への貢献や関連機関との連携強化による研修改
善、さらに人的ネットワークの構築等のメリット
を指摘している。また市町村における新任保育士
研修の現状と課題を太田・新井（2020）が検討し
ている。市町村の研修担当者の新任保育士研修に
対する現状認識及び課題として、研修の必要性を
認識しているものの、研修の実施回数や研修内容
については不満を持っており、今後検討が必要で
あるとしている。
これらの先行研究により、行政が保育者の質向
上のために実施している研修等の実態が明らかに
されてきた。しかし、就学前教育・保育の質向上
のための行政としての取り組みの全体像が検討さ
れてきたとはいえない。

 以上のように、これまでの先行研究の成果と
して、就学前教育・保育の質向上の在り方や保育
者に求められる資質能力と研修の関わり、さらに
就学前教育・保育の質向上に対する行政の関わり
等が明らかにされてきた。しかし、就学前教育・
保育の質向上における都道府県等の施策としての
取り組みの実態や、保育者に求められる資質能力
と研修及び就学前教育・保育の質向上に対する行
政の関わりの実態等が十分に解明されてきたとは
いえない。そこで本研究では、都道府県として就
学前教育・保育の質を規定するとともに、保育者
の資質能力の向上のために保育所の保育士と幼稚
園等の教諭を区別なく園外研修を実施している等
の行政としての多様な関わりを実践しているA県
に着目して、就学前教育・保育の質向上の取り組
みの現状や成果等を明らかにする。
本研究の目的にせまるために、就学前教育・保
育の質向上の施策の策定や幼保一元化による研修
の実施、子育て支援等多方面からの実践を行って
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いる特徴的な都道府県としてA県への訪問調査を
実施する。調査内容を分析することにより、先進
事例として行政組織や園外研修における幼保一元
化に至る経緯や、育成指標と研修の関連づけ、さ
らに園内研修への支援等行政と保育者研修の関わ
り等の実態と課題を検討する。

２　就学前教育・保育の質向上を図るための行政
としての取り組み

　本章では、A県における就学前教育・保育の質
向上のための取り組みを概観する。表１に示した
ように、A県では幼稚園や保育所等への運営や経
営への支援とともに、保育者研修及び幼稚園や保
育所と小学校の連携・接続、親への子育て等への
支援を主な柱として、就学前教育・保育の質の向
上に取り組んでいる。

行政組織としての具体的な活動は、表1に示し
たように就学前教育・保育としての組織的対応や
保育者に対する研修の実施、さらに保護者や保育
者に対する支援等がある。行政組織として、就学
前教育・保育の基本方針の策定や行政組織の改革、
そして行政としての保育所や幼稚園等の一元的な
対応がある。保育者を対象とした研修の実施とし
て、Off-JTの実施や保育所や幼稚園等における園
内研修としてのOJTへの人材派遣がある。また、
保育者や保護者への支援として、保幼小連携・接
続促進のための支援や保育者の自己研修としての
SDの実践に対する支援、親育ち支援等とともに、
園運営や研修のための資料作成がある。
本稿では、A県における就学前教育・保育の充

実に関する多様な取り組みについて表1を踏まえ
て検討していく。 

３　就学前教育・保育の質向上のための保育所や
幼稚園等に対する行政組織としての対応

(1)　就学前教育・保育に関する指針の作成
A県では、就学前教育・保育の充実を図るため
の基本方針として、2003年に「A県幼児教育振興
プログラム」を策定した。さらに、2007年には、
文部科学省が策定した「幼児教育振興 アクション
プログラム」を踏まえ、「A県幼児教育振興 アク
ションプログラム」を策定した。現在は、これら
の振興プログラム及び振興アクションプログラム
を踏まえ、就学前教育・保育の質向上を実現する
ために、表1に示したようなさまざまな事業に取
り組んでいる。
(2)　幼保一元化を踏まえた行政組織の見直し

 A県における保育所と幼稚園等に関する行政機
構や保育者研修の一元化の取り組みについて表２
を踏まえてたどる。

A県では、勤評闘争を契機として県教職員団体
と教育委員会の対立が続いていた。A県の教育改
革の出発点として、「子どもたちのために教育は
どうあるべきか」を合い言葉としていろいろな立
場の方々から意見をいただくこととした。そのた

表 1　A県の行政による就学前教育・保育の
　　質向上を図るための主な実践事項（2）
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めの場として、平成８年に「Aの教育改革を考え
る会」を開催し、様々な提言や意見を踏まえ、「A

の教育改革」がスタートした（浦野 2003）。翌年
の同９年、それらの取り組みの中で就学前教育の
重要性が認識されることとなった。このことを踏
まえ、平成14年、「就学前の子どもの育ちを発達
段階に応じて支援し、「生きる力」の基礎を育むた
めには、どういったことが必要かを議論する。」（4）

ために、「Aのこどもをどう育てるかを考える会」
が開催された。会での協議の成果として、平成
15年に「Aの子どもの「育ち」・「学び」のために（提
言）」が策定された。この成果を踏まえて「A県幼
児教育振興プログラム」がまとめられるとともに、
保育所や幼稚園に関する県の行政機関の窓口を県
教育委員会の幼保支援課に一本化した。さらに、
幼稚園や保育所等の保育者を対象とした研修は県
教育センターが一括して実施することになった。
加えて、これまでの成果を踏まえ、同年に妊娠
期を含め就学までの一貫した支援の在り方を検討
するために「第２期Aのこどもをどう育てるかを
考える会」が開催され、「幼保一体型施設の調査
検討部会」や「研修プログラム検討部会」「胎児期
からの育成支援部会」「共通カリキュラム作成部
会」の４部会で検討が進められた。各部会では検

討内容を踏まえて報告書が作成されたり、継続的
に協議されたりした。平成17年には、「研修プロ
グラム検討部会」の成果を踏まえて、教育センター
で実施される保育者の研修が、育成指標を踏まえ
ライフステージに応じて体系化された。さらに平
成21年には家庭における子育てを支援するため
に、県教育委員会の幼保支援課に「親育ち支援担
当」が設置された。令和４年には、教育センター
で実施される保育者を対象とした研修体系が策定
された。なお、教育センターで行われる研修は、
A県教育・保育の質向上ガイドラインと関連性が
図られている。
以上のように、A県では「Aの教育改革を考え
る会」を契機として、就学前教育・保育の重要性
が認識され、「Aのこどもをどう育てるかを考え
る会」における協議を経て、実践事項が具体化さ
れていった。その中で幼保の行政組織や保育者研
修の一元化及び保育者研修の体系化、さらに親育
ち支援担当の設置等が行われてきた。

(3)　 行政組織による就学前教育・保育の一体的
　対応

A県における幼稚園や保育所を所管する行政組
織は、A県教育委員会幼保支援課である。同課は
平成15年に、保育所と幼稚園に関する業務の一
元化を図るために、新たに設置された。図１に示
したように同課は、予算や決算等を担当する「総
務企画」や子ども・子育て支援新制度に対応する
市町村の支援を担当する「運営支援」、就学前教
育や保育の充実及び研修を担当する「幼児教育」、
さらに親の子育て力の向上を担当する「親育ち支
援」で構成されている。加えて、幼児教育及び子
育て支援を担うスーパーバイザーやアドバイザー
が所属している。
さらに、A県における保育者を対象とした研修
は、幼保支援課とA県教育センターが協同・連携
して実施している。県教育センターの幼保研修担
当は、県教育委員会幼保支援課と連携を図りつつ、
対面での研修を担当する。研修実施の際の役割分
担として、研修の企画や内容の決定は主に幼保支
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援課が行う。さらに、新設研修
の実施は幼保支援課が担当し、
研修内容がある程度固定化して
きてからは県教育センターがそ
の講座も担当するようにしてい
る。
本章で検討してきたように、
就学前教育・保育の質向上に対
する行政組織の取り組みとして、
A県では「幼児教育振興プログラ
ム」及び「幼児教育振興アクショ
ンプログラム」を策定した。さ
らに、保育所と幼稚園等を担当
する行政窓口を一本化したり、
保育所の保育士と幼稚園教諭等
の研修を一元化したりしてきた。
これらの取り組みを通して、行
政が就学前教育・保育の質向上
における促進者の役割を果たし
ながら、子どもを育ている保護
者や保育所・幼稚園等の保育者
に対してさまざまな支援をして
きた。現在それらの支援が保護
者や保育所、幼稚園等の現場に

根付いてきている。
  

４　保育者研修等の実践

 本章では、A県の保育者に対する幼保一元化
及び公私一体化による研修の実施とともに、保育
所や幼稚園等への園内研修支援の現状を検討す
る。

(1) 　保育者育成指標の策定
①　育成指標の策定経過

A県の保育者を対象とした育成指標は、平成
27年にA県内の保育所や幼稚園等の園長が中心
となって組織された「A県教育・保育の質の向上
委員会」及び「A県幼保推進協議会」によって策定

図２　A県の保育者育成指標の一部（6）
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された『A県教育・保育の質向上ガイドライン』
に示された。同ガイドラインには、子どもを取り
まくA県の現状や保育者に求められる資質・指導
力とともに、各キャリアステージに求められる資
質・指導力が図２のような「保育者育成指標」と
して示されている。さらに、同ガイドラインには
保育者の自己研修における各シートの活用法や活
用における自己課題発見シート、自己目標設定
シート等が掲載されている。
②　育成指標と研修の関係
保育者育成指標では、キャリアステージとして、
初任期から5年未満を基礎ステージとし、5年以
上の保育者を中堅ステージ、さらに管理職ステー
ジの３つのステージを設定している。保育者とし
て求める資質・指導力として、指導力や親育ち支
援、園の運営力・組織貢献力等を設定し、キャリ
アステージごとに具体的な資質・指導力を示して
いる。

A県においては、表３に示したOff-JTの実施一
覧表のように、保育者育成指標に示されたステー
ジを踏まえて研修が実施されている。

(2)　行政による保育者のOff -JTの実施
 ①　Off-JTの実施体制
保育者研修は、A県教育委員会の幼保支援課と
連携を図りながら県教育センターの幼保研修担当
が主に実施している。保育者の研修は、図３に示
した「幼保研修　研修体系」に基づいて実施され
る。Off-JTとしての園外研修は、保育所の保育士
及び幼稚園や認定こども園の教諭の区別なく保育
者すべてが実施対象となっている。保育者を対象
とした研修については、A県教育センターが作成
した「令和６年度幼保研修　基本研修の概要」（7）

に記載されており、実施されている主な研修を表
３に示した。
②　保育者研修の実施での幼保支援課の役割

表３　A県における保育者等を対象とした主なOff -JT の実施状況一覧（8）
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保育者を対象とした研修の実施における同課の
主な役割は、保育者研修の企画や運営及び園内研
修への支援である。幼保支援課は、国や県の施策
を踏まえて新たに研修を企画したり、現行の研修
に対する内容の見直しを県教育センターと協同し
て進めている。新規の研修については、幼保支援
課において、実施内容や進め方を検討した上で、
実際に研修を行い、ある程度内容等が固定化した
段階で県教育センターに研修の実施を移管する。
③　県教育センターによる研修の実施
保育者研修におけるA県教育センターの役割

は、A県内の私立や公立の保育所や幼稚園等の保
育者を対象に研修を実施することである。保育者
研修の多くは県教育センターが主体となって実施
されている。その際、県教育センターは県内の市
町村の協力を得ながら、県内の保育所や幼稚園等
に対して研修内容の周知や希望者の集約を行うと
ともに、参加者に対して課題を提示したり、作成
資料を集約したりする。さらに、幼保支援課との
協同により研修を実施する。加えて状況に応じて、
担当指導主事は、保育所や幼稚園等の園内研修へ
の支援を行っている。
次に研修
講座の実施
状況を検討
する。研修
実施の第一
として、初
任期の保育
者について
は、表３に
示したよう
に「新規採
用保育者研
修」及び「初
任保育者基
礎研修」が
Ⅰ期からⅢ
期まで行わ
れる。「新

規採用保育者研修」実施の目的として、職務を遂
行するために必要な事項の基礎的な理解を図り保
育実践ができる資質・指導力の向上を図る、と
している。「新規採用保育者研修」の実施期間は 7
日であり、育成指標においては 基礎ステージと
して位置付けられる。「新規採用保育者研修」に
引き続き、「保育者基礎研修」のⅠ期からⅢ期が
実施される。Ⅰ期については、「新規採用保育者
研修」の未修了者を対象とするが 、Ⅱ期やⅢ期は、
修了状況に応じて受講することになる。
これらの研修の目的としては、職務遂行のため
に必要な基礎的事項の理解や実践力の向上であ
り、それらの研修はそれぞれ年に6日間実施され
る。
第二に 中堅期の保育者を対象とした研修があ
る。法定研修として位置付けられる「中堅教諭
等資質向上研修［保育者］」や「ミドル保育者研修
１年次」「同2年次」、さらに「ミドル保育者フォ
ローアップ研修」が設定されている。受講の手順
として、「中堅教諭等資質向上研修［保育者］」を
受講した保育者は、引き続き「ミドル保育者研修
（１年次、２年次）」を２年に渡って受講し、さら

図３　A県の保育者の研修体系（9）
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に実践化を図るため
の「ミドル保育者フォ
ローアップ研修」を
受講することができ
る。これらの研修は、
保育者としての専門
性やリーダー性を高
め、園運営に参画で
きる資質・指導力の
充実を図ることを目
的として実施される。
2024年時点で、「ミ
ドル保育者研修」は、
隔年で実施されてい
る。これらの研修は、育成指標において中堅ステー
ジに位置付けられる。 

第三に管理職を対象とした研修として「主任保
育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ及びⅡ」、さ
らに「所長・園長研修ステージⅠ及びⅡ」等が設
定されている。研修実施の目的として、「主任保
育士・幼稚園教頭等研修」のステージⅠにおいて
は、教育・保育目標の実現に向けた企画力等の経
営的資質の育成、ステージⅡにおいては経営的資
質の向上としている。保育所の所長や幼稚園の園
長等に対しては、園運営の責任者としての人材育
成や組織改善等広い視野に立った園経営能力の向
上を図ることを目的として研修が実施される。加
えて勤務園等に新規採用保育者等が在籍する場合
には そのための研修も設定されている。これら
の研修は、育成指標において管理職ステージに位
置づけられている。
以上のようにA県においては、初任期や中堅期、
さらに管理職期と保育者のキャリアステージに応
じて、意図的・計画的に研修が実施されている。

(3)　 保育所や幼稚園等でのOJT支援
A県内の就学前教育・保育の質の向上を図る
ための保育所や幼稚園に対する園内研修として
のOJT支援は、県教育委員会幼保支援課が主体と
なって実施するとともに、県教育センターも必要

に応じて支援にあたっている（図４参照）。
園内研修への幼保支援課の支援として、アドバ
イザー等の派遣を実施している。さらに同課は、
園内研修における活用を想定して、「A県教育・
保育の質向上ガイドライン」や「指導計画・園内
研修の手引」等多くの資料を作成している。加え
て、園内研修を支援する人材として、幼保支援課
に幼保支援スーパーバイザーやアドバイザー 45
名を雇用し、各園等の要望に応じて派遣している。
令和5年度の実績として、A県内の幼稚園や保育
所等における園内研修において、約４割の園等が
派遣制度を活用していた。
次に園内研修の中核となるミドルリーダーの
育成である。県教育センターで実施される「ミド
ル保育者研修」と連携し「ブロック別研修支援」を
実施している。園内研修の充実を図るために「ミ
ドル保育者研修」において研修に対する理論の修
得や習熟、さらに具体化に取り組む。研修を修
了したミドルは、A県内をいくつかに区分された
ブロック内の他の市町村の園等の園内研修に「ブ
ロック別研修支援」として関わる。このことは、
ブロック内の保育活動の質向上につながる。

(4)　キャリアアップ研修の実施
A県の保育者を対象としたキャリアアップ研修
は、県教育委員会幼保支援課や県教育センターで
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行われる研修で全ての科目の履修が可能であり、
保育所や幼稚園等の保育者の経費等の負担はな
い。受講対象者はA県内の私立の保育所や幼稚園、
認定こども園等の勤務年数３年以上の保育士等で
ある。
キャリアアップ研修として表4に示したよう
に、保育所の保育士については８領域、幼稚園・
認定こども園の教諭については９領域すべての研
修が、幼保支援課と教育センターにより実施され
る。各領域の研修は、内容に応じて幼保研修の基
礎ステージや中堅ステージ等で実施される研修及
び専門研修の各講座と重ねて実施され、各領域の
必要科目としてカウントされる。それ以外の領域
については、幼保支援課が新たに講座を開設して
実施している。教育センターが行う研修と重ねて
実施されている基礎ステージの「保育者基礎研修
Ⅲ」では、領域「乳児保育」や「乳児教育」が対象
となるとともに、専門研修の「家庭支援推進保育
講座Ⅰ期」が領域「保護者支援・子育て支援」等と
して実施される。それ以外の「障害児保育、特別
支援教育」領域や「食育・アレルギー対応」等につ
いては、幼保支援課が主体となって研修会を構想・

実施して不足する領域を充当している。
以上のようにA県におけるキャリアアップ研修
は、県の幼保支援課や教育センターで行われる研      

修を活用するとともに、不足分については、独自
に研修を立ち上げて実施していた。さらに、それ
らの研修において各保育者に対して経費等の負
担は求めていない。
本章で検討してきたように、就学前教育・保育
の質向上における保育者の資質・実践力の向上に
関してA県では、早い段階から保育所の保育士と
幼稚園教諭等が一体となって園外研修であるOff-

JTを受講してきた。さらに保育所や幼稚園の管
理職等で構成される組織で保育者のための育成
指標を策定するとともに、教育センターが保育者
の研修体系を作成することで、キャリアステージ
を踏まえた園外研修としてのOff-JTを推進してき
た。また園内研修に対しても、アドバイザー等を
派遣して質の向上を図ってきた。さらに、A県に
おいて保育所や幼稚園等の運営に関わるミドル
層に対しては、キャリアアップ研修を行政が主体
となって推進してきた。このように、園外研修や
園内研修、加えてキャリアアップ研修を一体的に
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実施することにより、保育者の資質・実践力の向
上を図っている。

5　保幼小の連携や保護者の子育て等への支援

(1)　保幼小の連携・接続への支援
A県における保幼小の連携・接続への支援の目
的は、幼児期における遊びによる総合的な指導と
児童期における教科等の学習を中心とした指導の
望ましい接続の実現を目指すものである（12）。A

県においては幼児期と児童期との架け橋期とし
て、幼稚園等における年長児と小学校１年生の2
年間を想定して指導の充実に努めてきた。

A県の保幼小の連携・接続のための取り組みと
して、令和４年、5年、６年度の実践をたどる。
令和４年度は、A県B市内の小学校においてモデ
ル的に、幼稚園から小学校への架け橋期のカリ
キュラムづくりに取り組んだ。
令和5年度は、B市におけるモデル事業を通し
て作成したカリキュラムを実践するとともに、検
証や改善への支援を行った。さらに ｢『架け橋期
のカリキュラム』づくりのポイント」の冊子を作
成し、全県へ配布することで普及を図った。
令和6年度は、A県内の市町村における保幼小
の保育者と教諭による話し合いの体制づくりを活
動の中心にして取り組んだ。保幼小の連携・接続
のために、様々な機会を生かして話し合いの場
を持つことにより、活動の促進を図った。保育所
や幼稚園の保育者と小学校教員との話し合いの機
会として、幼稚園等から小学校への入学に際して
の連絡会や情報交換会が主となった。さらに、幼
稚園と小学校の合同研修会や学習会等の実施によ
り、話し合いの機会を持つことができた。これら
の話し合い活動を通して、架け橋期のカリキュラ
ムの充実を図っていった。

(2）　保育者のSDの実施に対する支援体制の整備
A県における保育者の自己研修としてのSDは、

保育者個々人の資質・実践力の向上とともに、保
育所や幼稚園等の組織力の向上を意図して実施さ

れる（13）。SDにおいては、保育者自身の自己課題
やそれぞれのキャリアステージにおける実践力の
把握、目標の設定とその内容の管理職等との共有、
振り返りにより実施される。これらの取り組みは
SDであるが、組織内の管理職の関わりによる研
修となっていることから、OJTとしての実践とも
いえる。さらに、保育者によっては自己課題の解
決のために、書籍やインターネット、同僚や先輩
の保育者に指導を仰ぐ等してSDに取り組んでい
る。
ここでは、A県おける保育者個々人の資質・指

導力向上における保育所や幼稚園等での組織的な
関わりをみていく。A県における資質・指導力向
上の実施方法として、保育者の自己課題や、キャ
リアステージに応じた指導・実践力等の把握、さ
らにそれらを踏まえた自己目標の設定と管理職と
の共有による実践を、シートの作成を通して行う。
さらに、表5に示したように、シートを用いたそ
れらの取り組みとして、年度初めには自己課題等

表 5　個人の資質・指導力向上の取り組みの方
法及び手順（14）

【年度初め】
○「シート1：自己課題発見シート」により、自
己の保育・教育活動を振り返る。
○「シート2：キャリアステージにおける資質・
指導力チェックシート」により、年代で求め
られる資質・実践力を振り返る。
○「シート3：自己目標設定シート」によりシー
ト1，シート2による成果や課題を踏まえ目
標を設定し、実践する。
○「シート4：自己目標共有シート」によりシー
ト1，シート2を踏まえて目標への取り組み
を設定し、共有する。

【中間】
○シート1、シート2をチェックし、伸びや課
題を記入する。
○シート3により、次回に向けた目標を設定し、
実践する。
○シート4に、当初面接からの取り組みを加筆
し、面接をする。

【年度末】
○シート1、シート2をチェックし、伸びや課
題を記入する。
○シート3により、本年度の成果と課題をまと
める。
○シート4に、中間面接からの取り組みを加筆
し、面接をする。



鈴木久米男46

の振り返りと面接による管理職との共有を行う。
中間期においては、自己の実践状況の振り返りと
ともに、管理職との面接による目標の見直し等を
行う。さらに年度末においては、自己の資質や実
践力の振り返りとともに、当該年度の成果と課題
をまとめ、管理職と面接を実施する。
次に、自己の資質・指導力の向上の際に用いる
シートの具体的記載内容をみていく。シート1は
「自己課題発見シート」であり、自己の保育にお
ける実践力の振り返りを行う。シート1は、登園
や食事・間食等の視点ごとに、実践すべき内容が
示され、到達状況を自己評価できるようになって
いる。このことにより自己の現状や課題を把握で
きる。
シート2は「キャリアステージにおける資質・
指導力チェックシート」であり、保育者の経験に
よる違いを踏まえ新規採用保育者や中堅保育者、
所長・園長等の各キャリアステージによる資質・
指導力の自己評価を行うためのシートである。
シート2では、保育者の資質・指導力として、指
導力向上については環境構成や子どもへの援助な
ど、親育ち支援力に関しては保護者への支援や地

域における子育て支援、園の運営力・組織貢献力
に関しては学級経営や園務分掌等として設定され
た具体的な行動例に関して自己診断を実施する。
シート3は「自己目標シート」であり、シート1
やシート2の自己診断で明らかになった成果とし
ての強みと課題としての弱みを踏まえ、自己目標
を設定するためのシートである。
シート3では、自己診断により明らかになった

強みや成長した点を成果、実施して分かった弱み
や新たに判明した実践力を課題として記載する。
さらに記載した成果と課題を踏まえ、長期的及び
短期的に実現したい実践事項を目標として記載す
る。    

シート4は図5に示したように「自己目標共有
シート」であり、自己課題やキャリアステージを
踏まえた実践目標及び達成状況について管理職と
共有するために活用される。シート4では、シー
ト1の自己課題発見シートやシート2のキャリア
ステージ等での自己診断で明らかになった自己課
題の解決を図るための実践事項として目標を設定
し、実践方法や目標達成時の姿等を想定する。そ
れらの目標は年度初めの管理職との面接で内容を
確認するとともに、中間期での進捗状況とその後
の取り組み、そして年度末の最終確認において達
成状況の確認が行われる。
以上のようにSDの実施において、保育者個々
人の課題意識に基づいた保育活動とともに、管理
職等が保育者の自己研修の実践に関わることによ
り、個人とともに組織としての実践力の向上を図
ることができる。
(3)　親育ち支援

A県における就学前教育・保育の充実の一環と
して、親育ち支援を施策上の重点項目の一つとし
ている。このことの背景として、Ａ県を含め全国
的にみられる核家族化や少子高齢化等の影響か
ら、保護者の子育てにおける接し方の悩みや生育
状況への不安等を相談することができない状況に
あることがある。A県では保護者の子育て力の向
上を図るために、このような状況にある保護者に
対して、研修会を実施したり資料を提供したりす図 5　シート 4：自己目標共有シート（15）
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る等して支援することにした。実際の支援活動と
しては、保護者や保育者への直接的な支援がある。
さらに園等としての保護者支援を促進するための
組織体制の整備がある。　
具体的な支援活動は表６に示したように、親育
ち支援啓発事業や基本的生活習慣向上事業、親育
ち支援保育者スキルアップ事業がある。保護者に
対しては、望ましい子育てを促すための研修会の
実施や子育てにおける基本的生活習慣の確立のた
めのパンフレット及びリーフレットを作成して、
保護者に配布している。保育者に対しては、園等
における親育ち支援の在り方をテーマに、研修会
を実施している。さらにスキルアップ事業として、
親育ち支援を園等で中心になって行う保育者の育
成を図るための研修会を実施している。加えて、
園等としての親支援に対する組織的取り組みを促
進させるために、分掌として親育ち支援担当者を
位置づけた。親育ち支援担当者は園等としての親
育ち支援をコーディネートする役割を担うことに
なる。

(4)　園運営や研修のための資料作成と周知
A県では、就学前教育・保育の質向上のために、
基本計画の策定や保育者・小学校教諭の研修支援、
保育所・幼稚園等の運営支援、さらに保護者を対
象とした子育て支援のために様々な資料を作成の

上配布している。作成資料等の主な内容として、
A県としての就学前教育・保育の基本方針や、園
等の運営支援、さらに保育者や小学校教諭の研修
資料、保幼小の連携・接続支援、そして保護者の
子育て支援等である。就学前教育・保育の質向上
を図るために、A県教育委員会幼保支援課等が作
成した主な資料等は表7に示したとおりである。
作成資料等の第一は、A県としての就学前教育
の基本方針である。「A県幼児教育振興プログラ
ム」には、幼児教育の充実のための幼児教育振興
に関する施策の実施計画が示されている。その
後、「A県幼児教育振興アクションプログラム」が
文部科学省が策定した「幼児教育振興アクション
プログラム」を踏まえ、A県幼児教育振興プログ
ラムの基本理念を引き継ぎ、より実効性のあるア
クションプログラムとして策定された。
第二は園等の運営への支援に関する資料であ
る。園評価実施のための資料として作成されたの
が「園の独自性を示し、職員のやる気を引き出す
保育所・幼稚園等における園評価の手引」である。
さらに、幼稚園等での保育・教育活動の充実を図
るために作成されたのが「指導計画・園内研修の
手引き ～つくろう 笑顔の輝く明日の保育～【改
訂版】」である。これらの資料は、園評価の実践
により園運営の充実を図るとともに、保育者の資
質・実践力の向上を図るための園内研修の充実を
目指して作成された。
第三は保育者の資質・実践力向上に関する資料
である。保育者が身につけるべき資質・実践力
についてキャリアステージを踏まえて示すととも
に、保育者自らの研修を支援するために作成され
た資料が「A県教育・保育の質向上ガイドライン
【改訂版】」である。さらに、保育者が県教育セン
ター等で受講できる研修の概要を示した資料が、
「令和6年度　幼保研修基本研修の概要」である。
加えて、保育者が園等のミドルリーダーとして活
躍したり処遇改善を図ったりするキャリアアッ
プ研修の概要を示すために作成されたのが「令和
6年度　A県キャリアアップ研修の概要」である。
これらの資料により保育者は勤務施設において管

表 6　親育ち支援の実施内容（16）



鈴木久米男48

理職の支援によりOJTを実践したり、Off-JTとし
ての園外研修により自己の資質・実践力を高めて
いったりすることができる。
第四は、保幼小の連携・接続に関する資料であ
る。これらの資料は保育所や幼稚園等の保育者と
ともに、小学校の教諭を対象としている。A県に
おける保幼小接続のための基本的な理念や実施内
容等を示す資料として、「A県保幼小接続期実践
プラン」が作成された。さらに、連携や接続を促
すための資料として「保幼小連携・接続　交流活
動事例集」が作成された。加えて、実践事項の周
知を図るための画像資料として、「子供をまんな
かにした話し合いを通して学びをつなぐ架け橋プ
ログラムの取組（DVD）」が作成された。これらの
資料により、保育所や幼稚園と小学校の連携・接

続に関する実践の促進を図ることになる。
第五は、保護者を対象とした子育て支援に関す
る資料である。保護者を対象に小学校入学前に子
どもが身につけておくべき基本的生活習慣や考え
方等を示した「安心して入学をむかえるために」
と題したパンフレットが作成された。さらに基本
的生活習慣の確立のために、「すくすくリズムで
元気モリモリ【改訂版】」が作成された。これらの
資料により、保護者の小学校入学に対する不安感
の払拭や子どものより望ましい生活習慣の確立を
目指している。
以上のようにA県では、保護者や幼稚園、保育
所等の管理職及び保育者を対象に、就学前教育・
保育の質向上に関する多様な資料を作成、配布す
ることにより、実際に子育てを行っている保護者

表 7　就学前教育・保育の質向上を図るための資料（一部）
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や幼稚園・保育所等の保育者に対する支援を行っ
ている。
本章でみてきたように、A県での就学前教育・

保育の質向上として、保幼小の連携・接続の促進
や保育所、幼稚園における保育者の資質・指導力
向上、さらに就学前教育・保育の質向上を図るた
めの資料の作成等の支援を行っている。保幼小の
連携・接続の促進については、資料やDVD等を
作成するとともに保育者や小学校教諭を対象に研
修も実施してきた。保育者の資質・実践力向上に
関しては育成指標を踏まえた保育者自身の研修を
促すとともに、管理職による支援をシステム化し
てきた。また、質向上を促進するために、A県で
は基本方針の策定や園運営、保育者の資質・実践
力向上、保幼小の連携・接続、保護者の子育て等
の資料を作成し、周知してきた。加えて保育者や
保護者等を対象とした研修会の実施とともに、作
成資料を広く配布したりネット上に公開したりし
て周知を図っている。

６　全体考察と研究のまとめ

本稿の目的は、行政による就学前教育・保育の
質向上を図るための取り組みとして、全国の都道
府県の中でも先進的といえるＡ県に着目し、どの
ような手立てによりねらいを実現しようとしてい
るのかの具体的な実践事項を明らかにすることで
あった。Ａ県における就学前教育・保育の質向上
の取り組みとして、幼稚園や保育所等への運営や
経営への指導とともに、保育者研修、及び幼稚園
や保育所と小学校の連携・接続、親への子育て等
への支援等を行っていた。
就学前教育・保育の質向上に対する行政組織の
取り組みとして、A県では「幼児教育振興プログ
ラム」及び「幼児教育振興アクションプログラム」
を策定した。それらのプログラムを踏まえ、幼稚
園と保育所を担当する行政の窓口を一本化した
り、保育所の保育士と幼稚園教諭等の研修を一元
化したりしてきた。これらの取り組みを通して、
行政が促進者の役割を果たしながら、子どもを育

ている保護者や保育所、幼稚園等の保育者に対し
てさまざまな支援をしてきた。現在それらの支援
が保護者や保育所、幼稚園等の現場に根付いてき
ている。
さらに保育所や幼稚園の管理職等で構成される
組織で保育者のための育成指標を作成するととも
に保育者の研修体系を策定することで、キャリア
ステージを踏まえた園外研修としてのOff-JTを推
進してきた。また園内研修に対しても、アドバイ
ザー等を派遣して質の向上を図ってきた。加えて、
保育所や幼稚園等の運営に関わるミドル層に対し
ては、キャリアアップ研修を行政が主体となって
実施してきた。このように、A県では園外研修や
園内研修、さらにキャリアアップ研修を一体的に
実施することにより、保育者の資質・実践力の向
上を図ってきた。
またA県での就学前教育・保育の質向上として、
保幼小の連携・接続の促進や保育所、幼稚園にお
ける保育者の資質・指導力向上の取り組み、さら
に質向上を図るための資料の作成等の支援を行っ
ている。保幼小の連携・接続の促進については、
「「架け橋期のカリキュラム」づくりのポイント」
等を作成するとともに保育者や小学校教諭を対象
に研修も実施してきた。保育者の資質・実践力向
上に関しては育成指標を踏まえた保育者自身の研
修を促すとともに、管理職による支援をシステム
化してきた。さらに質向上を促進するために、A

県では基本方針の策定や園運営、保育者の資質・
実践力向上、保幼小の連携・接続、保護者の子育
て等の資料を作成し、周知してきた。保育者や保
護者等を対象とした研修会の実施に限定すること
なく、作成資料を広く配布したりネット上に公開
したりして周知を図ってきた。
以上のようにA県での就学前教育・保育の質向

上のための取り組みの実施状況を検討してきた。
その中で行政としての組織改革や保育者の研修の
一元化、さらに幼児を育てる保護者への啓発の重
要性を踏まえた取り組み等を実施していることが
分かった。次の段階として、保育者自身の取り組
みの実態把握や、小学校における児童の実態を踏
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まえた就学前教育・保育の有効性の検証等が求め
られることになる。
本稿では、就学前教育・保育の質向上を図るた
めの先進的な事例として、A県一県に着目して実
践状況を検討してきた。そのために、就学前教育・
保育の質向上の取り組みの分析は、限定的ともい
える。今後は、調査を行う都道府県を増やすこと
により、より効果的な就学前教育・保育の実践を
明らかにしていきたいと考えている。
なお、本研究は、JSPS科研費 JP24K05819の
助成を受けて実施した調査結果等の成果の一部を
まとめたものである。
加えて、本稿にかかる訪問調査において、高知
県教育委員会事務局　幼保支援課長　津野 哲生 

氏、同課 専門企画員　百田 潤子 氏のお二人に多
大なるご協力をいただきました。心より感謝申し
上げます。
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「日本版SICS」の活用は保育者の省察にどのように作用するのか
－幼稚園教諭によるミーティングの縦断的な観察から－

佐々木　全＊，阿部　黎梨＊＊

（令和７年１月20日受付）
（令和７年２月14日受理）

SASAKI Zen　　ABE Reina

The Reflective Process of Childcare Workers Using the Japanese Version of SICS
: Based on Longitudinal Observations of Kindergarten Teachers' Meetings

要　約
本研究では，日本版SICSの活用が保育者の省察の過程にどのように作用するか，その省察の過程を事

例的に明らかにすることを目的とした。このために，幼稚園教諭3名を研究協力者として，日本版SICS
を導入したミーティングを10回実施した。この逐語録を質的データ分析法で分析した結果，保育者の省
察は，［具体的な子どもの姿の記録］に基づく［安心度・夢中度の評定の検討］の過程を経て，［探究的な子
ども理解］と［俯瞰的な実践理解］の深化に基づく［明日の保育計画の検討］へと連なる過程をもって展開
されていた。併せて，日本版SICSを活用した省察の過程で生じた課題として「日本版SICSにおける用語
の使いこなしの困難さ」「明日の保育における対象児の目標設定と手立ての検討の困難さ」「参加者の省察
における主体者意識の未獲得」など5点が挙げられ，保育者は，日本版SICSにおける独自の用語や観点の
理解と活用について一定の習熟が求められることが指摘された。

岩手大学大学院教育学研究科研究年報　第９巻 （2025. 3）　053－064

* 岩手大学大学院教育学研究科，** 聖パウロ幼稚園

Ⅰ．問題と目的
平成27年4月より始まった子ども・子育て支援

新制度1） により，幼稚園，保育所，認定こども園
における幼児期の教育・保育の量的な拡大と質の
向上が求められており，幼児教育・保育全体とし
ての質の向上が大きな課題であると考えられる。
質の高い幼児教育・保育を展開するための一つ
の方法として保育者による省察が挙げられる。ド
ナルド・ショーン2） は省察を「自分がしているこ
とについて，行為について振り返り，行為の中で
暗黙に知っていることを振り返って，そのことに
ついて考えること」と定義している。守随3） は省
察について「保育者が保育後に子どもと共に在る
生き方を自ら問う営みを省察とすると，保育とは
実践と省察の往還であり，その総体であると考え
るべき」とし，浜口4） は省察の過程を「実践→想
起→記録の記述（言語化）→解釈→再び実践」とい

うサイクルで示し，省察行為である想起・記録の
記述・解釈の過程がなければ保育体験は一過性の
出来事として過去にとどまったままになるとして
いる。小木曽・長谷川5） は「日々の記録を書くこ
とによって省察するという保育者の日常に視点を
おいたサイクル」が日々の保育現場において行わ
れることの困難さを課題として指摘している。
以上のことより，質の高い幼児教育・保育を展
開するための方法としての省察に着目しつつ，そ
れを促す手段としての記録が一体となり，日々の
保育者の実践に実装化されることが保育の質の向
上に貢献すると考えられる。このための具体的
なツールは，いくつか開発されている .例えば，
ECERS/ITERS，SSTEWなどが挙げられるが，こ
れらについて課題も指摘されている。具体的に
は，埋橋・岡部6） と淀澤・DinhThinThuHang・中
坪7） が「①保育の改善につながるスケールの使用
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方法の確立のそのための研修が必要であること」，
埋橋・岡部8） ，藤澤・中室9） ，吉川・上村・川田
10） が「②幼稚園教育要領等とスケールの整合性を
測る必要があること」，青山11） が「③保育者の負
担軽減のための簡便な使用方法を開発する必要が
あること」をそれぞれ指摘している。また，横山・
関山12） が「④スケールの使用過程について保育者
にどのような影響があるのか，スケールによる保
育改善についてどのような変化があったのかを明
らかにする必要があること」を指摘している。
上記の課題①～③に対応する方法を提供する
ものとして，「子どもの経験から振り返る保育プ
ロセス（通称，日本版 ）」13） がある。これは，
日本の保育文化に馴染むよう，オリジナル版を改
変し開発されたものである。3つの段階から子ど
もの姿や保育を振り返り，「明日からできること
は具体的に何か」を事例から導き出すものであり，
どの地域のどの園でも保育経験の長短を問わず，
誰もがこれを活用でき，各園の実態に応じて使い
方を創意工夫できるよう意図されている。
日本版 における3つの段階とは，以下の

内容である。第1段階は，具体的な子どもの姿を
記録し，子どもたちの「安心度」と「夢中度」で表
してみる段階である。ここでは，安心度と夢中度
の評定の基準がそれぞれ示されている。第2段階
は，評定においてなぜその値をつけたのかについ
て，『豊かな環境』『集団の雰囲気』『主体性の発揮』
『保育活動の運営』『大人の関わり方』という5つ
の観点を用いて保育を振り返る段階である。第3
段階は，保育の振り返りから，明日からできるこ
とは何かを具体的に考える段階である。
芦田・門田・野口・箕輪・秋田・鈴木・小田・
淀川14） が行った日本版 の購入者に対する質
問紙調査では， を使用してみて「自分の気づ
きや子ども理解が変化した」や「保育を自己評価
するのに有効であった」などの肯定的な評価が得
られている。しかし、この調査は回収率が低く、
ここでの肯定的評価は「期待の大きさ」として慎
重に解釈されている。日本版 を用いた実践
はまだ少なく，特に前述した省察・記録を促す方

法における課題である「④スケールの使用過程に
ついて保育者にどのような影響があるのか，ス
ケールによる保育改善についてどのような変化
があったのか」については，実践を通じて質的に
検討される必要があろう。このことは，日本版

が今後の幼児教育・保育現場で活用される
ための要領開発にもつながるであろう。
そこで，本研究では日本版 の活用が日々
の保育者の省察に対してどのように作用するの
か，その省察の過程を事例的に明らかにすること
を目的とする。

Ⅱ．方法
1.　研究協力者
研究協力者は， Y幼稚園に所属し，研究協力の
同意が得られた教諭3名（4歳児クラスの担任1
名，副担任2名，いずれも30代；以下それぞれA，
B， ）であった。なお，管理職1名（以下D）が一
部参加した。研究協力者は、Y幼稚園における内
情を鑑み管理職によって推薦された。

Y幼稚園は、保育所の機能はなく、伝統的な幼
稚園の形態を保持していた。3歳児クラス、4歳
児クラス、5歳児クラスを擁し、定員は全体とし
ては92名であった。「幼児の主体的な遊びを大切
にし、遊びを通して生きる力の基礎を培う。意図
的環境のもと、遊びをつくり出し、遊び込む生活
を大切にする」との教育方針を掲げ、自由保育と
一斉保育を展開していた。
また、Y幼稚園の教諭は、幼稚園免許を保有す
る小学校教員が人事異動で配置されており、活発
な園内研究において大学等との連携をもって保育
の質を追究していた。
2.　手続き

Y幼稚園定例で日課として実施されていた保
育後のミーティングに日本版 を導入した。
202X年10月中旬～11月下旬を実施期間として，
週1～ 2回で全10回を実施した。表1にその詳
細を示した。1回あたりの所要時間は平均45分
（最長は70分，最短は33分）であった。第二筆者
は，当日の保育参観をした後に，ミーティングに
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同席し，進行の補助並びに観察を行った。また，
許可を得て レコーダーで録音した。
なお，日本版 における対象児は 児であっ

た。 児が欠席した日に限り，S児を対象とした。
いずれも，日ごろから研究協力者が「気になる子
ども」として認識されていた幼児であった。「気
になる子ども」とは，緒方15） がいうところの「明
確な診断名がないものの発達障害の特性が見ら
れ，保育者にとって日常の保育をする上で困難さ
があり，特別な支援・配慮を必要としている子ど
も」であった。第二筆者は、ミーティングにおけ
る資料とすべく、保育参観中に対象児の様子につ
いて、保育に支障のない範囲で動画撮影をした。
これは一回の保育参観中に、対象児の様子に応じ
て , 30秒～ 2分程度で数回であった。

3.　分析
録音した音声記録をもとに逐語録を作成し，分
析データとした。逐語録の総字数は116,830字
であった。日本版 を活用した省察の過程を
明らかにするため，佐藤16） の質的データ分析法
による定性的コーディングを行い，日本版
の作用を検討し ,ストーリーラインを記した。
また，日本版 を活用した省察の過程で生
じた課題について，各回のミーティングに関する
観察記録から課題点を探索した。これをもって，
日本版 を活用した省察の過程における留意
点を検討した。
4．研究倫理
研究協力者に対しては，研究の目的，方法，結
果の公表，研究への協力が任意であること，また，

研究の途中であっても協力を取りやめることがで
き，その際にも不利益を被らないことなどについ
て口頭で説明し同意を得た。併せて岩手大学人を
対象とする研究倫理審査委員会による承認を得た
（承認番号202337）。

Ⅲ．結果と考察
1. 　日本版SICSを活用した省察過程を構成する
概念
質的研究の結果には，考察の要素が自動的に含
まれるとされているため，本研究では結果と考察
を分けずに記述した。
質的データ分析法による定性的コーディングと
して，オープンコーディングと焦点的コーディン
グを行なった結果，48の定性的コードと14の焦
点的コード，5の概念的カテゴリーが生成された。
以下，これらの内容を説明した。なお，概念的カ
テゴリーは［ ］，焦点的コードは〈 〉，定性的コー
ドは【 】をそれぞれ付して記した。
（１）［具体的な子どもの姿の想起］の過程
［具体的な子どもの姿の想起］は〈協議の対象と
するエピソードの設定〉〈エピソードにおける子
どもの姿の明示化〉〈エピソードにおける子ども
の姿の解釈〉で構成された。
〈協議の対象とするエピソードの設定〉とは，
日本版 を用いてミーティングを進める上で
保育者が協議をする対象児のエピソードを定める
ことであり，【活動場面の想起】と【活動場面の選
定】によって構成された。
〈エピソードにおける子どもの姿の明示化〉と
は，保育者が設定したエピソードの中の対象児の
姿を明示することであり，【客観的事実としての
言動の想起】【客観的事実としての言動の説明】【子
どもとその周辺の状況の想起】【子どもとその周
辺の状況の説明】によって構成された。
〈エピソードにおける子どもの姿の解釈〉とは，
活動中の対象児の心情を解釈し，対象児の姿をよ
り具体的に記録することであり，【子どもの言動
における動機の解釈】【子どもの言動における意
図の解釈】【保育者の解釈の妥当性の検討】によっ

表１　ミーティングの概要
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て構成された。
（２）［安心度・夢中度の評定の検討］の過程
［安心度・夢中度の評定の検討］は〈子どもの姿
と安心度・夢中度の基準の比較対照〉〈評定の根
拠の見出し〉によって構成された。
〈子どもの姿と安心度・夢中度の基準の比較対
照〉とは，［具体的な子どもの姿の記録］において
保育者の語りによって明らかにされた活動中の対
象児の姿と安心度・夢中度の評定の基準との比較
により評定を検討することであり，【子どもの言
動と安心度の基準との比較対照】【子どもの言動
と夢中度の基準との比較対照】によって構成され
た。
〈評定の根拠の見出し〉とは，活動中の対象児
の言動に着目して心情を解釈することで安心度・
夢中度の評定の根拠を見出すことであり，【子ど
もの言動に着目した安心度の根拠の見出し】【子
どもの言動に着目した夢中度の根拠の見出し】に
よって構成された。
（３）［探究的な子ども理解］の過程
［探究的な子ども理解］は〈『集団の雰囲気』や『大
人の関わり方』との観点を踏まえた子どもにとっ
ての他者の存在意義の解釈〉〈『主体性の発揮』の
観点を踏まえた子どもの主体性の見出し〉〈行動
の変化から見取った子どもの育ちの絶対的評価〉
〈生活年齢段階と対照した育ちの相対的評価〉に
よって構成された。
〈『集団の雰囲気』や『大人の関わり方』との観点
を踏まえた子どもにとっての他者の存在意義の解
釈〉とは，対象児の活動を支える要因として他者
の存在意義を解釈することで子ども理解を深める
ことであり，【子どもから見た他児の存在意義の
解釈】【子どもから見た保育者の存在意義の解釈】
によって構成された。
〈『主体性の発揮』の観点を踏まえた対象児の主
体性の見出し〉とは，対象児が自ら活動に向かう
姿を主体性と解釈し，対象児の姿から主体性を見
出すことで子ども理解を深めることであり，【子
どもの主体性の捉え】【子どもの活動に対する主
体性の見出し】によって構成された。

〈行動の変化から見取った子どもの育ちの絶対
的評価〉とは，対象児の育ちに気づき，評価する
ことで子ども理解を深めることであり，【行動の
内容の違いに対する気付き】【保育者の予想と異
なる子どもの行為に対する気づき】【子どもの行
動の変化の解釈】【集団内での行動における育ち
の見取り】【活動に対する意識における育ちの見
取り】【他児との関わりにおける育ちの見取り】【保
育者との関わりにおける育ちの見取り】【子ども
の園生活における経験の評価】によって構成され
た。
〈生活年齢段階と対照した育ちの相対的評価〉
とは，生活年齢段階を踏まえて育ちを評価するこ
とにより子ども理解を深めることであり，【子ど
もが他児と関わる際に生じる困難さの解釈】【子
どもの発達段階の影響の解釈】【共通する年齢段
階の影響の解釈】によって構成された。
（４）［俯瞰的な実践理解］の過程
［俯瞰的な実践理解］は〈『大人の関わり方』の観
点を踏まえた子どもへの保育者の関わりの説明〉
〈『環境の豊かさ』や『保育活動の運営』の観点を踏
まえた手立ての評価〉〈『環境の豊かさ』や『保育
活動の運営』の観点を踏まえた手立ての改善点の
見出し〉によって構成された。
〈『大人の関わり方』の観点を踏まえた子どもへ
の保育者の関わりの説明〉とは，対象児の姿を明
示化する過程で想起された対象児への保育者の関
わりを説明することで，【子どもへの保育者の関
わりの具体の説明】によって構成された。
〈『環境の豊かさ』や『保育活動の運営』の観点を
踏まえた手立ての評価〉とは，保育実践や環境構
成の成果を認識し，保育者の専門性の向上に寄与
するフィードバックをすることであり，【同僚保
育者の子どもへの関わりの肯定】【環境構成の効
果】【活動の導入における保育者の手立ての効果】
【活動の進行における保育者の手立ての効果】【ユ
ニバーサルザインの視点による手立ての効果】に
よって構成された。
〈『環境の豊かさ』や『保育活動の運営』の観点を
踏まえた手立ての改善点の見出し〉とは，保育実
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践や環境構成における改善点を認識し，保育者の
専門性の向上に寄与するフィードバックをするこ
とであり，【保育者の動きに関する改善点の見出
し】【環境構成に関する改善点の見出し】【活動の
導入における保育者の手立ての改善点の見出し】
【活動の進行における保育者の手立ての改善点の
見出し】によって構成された。
（５）［明日の保育計画の検討］の過程
［明日の保育計画の検討］は〈子どもの今の育ち
に着目した目標設定〉〈子どもの姿に基づく環境
構成の検討〉によって構成された。
〈子どもの今の育ちに着目した目標設定〉とは，
夢中度の評定を検討する際の対象児の姿を基に明
日の活動における対象児の具体的な姿を想定し，
目標を設定することであり，【夢中度に着目した
子どもへの願いの表現】【他児との関わりに着目
した子どもへの願いの表現】によって構成された。
〈子どもの姿に基づく環境構成の検討〉とは，
対象児の育ちに着目して設定した目標の実現に向
けた具体的な手立てを検討することであり，【活
動の発展を促すための子どもへの具体的援助の提
案】【子どもの興味に基づいた環境構成の検討】【子
どもの関わる人を想定した環境構成の検討】【活
動の導入における保育者の手立ての検討】【活動
の進行における保育者の手立ての検討】【ユニバー
サルデザインの視点による手立ての検討】【多学
年との兼ね合いを考慮した環境構成の検討】【他
児との関わりの広がりや活動の発展の想定】に
よって構成された。
2.　日本版SICSを活用した省察過程
以上の5つの過程について，日本版 の3つ
の段階に即しつつ，その相互の関係を検討し図式
化した。これを図１に示した。ここから，以下の
ストーリーラインが見出された。
まず，省察の過程の全体について概略を記す。
日本版 における第1段階には［具体的な子ど
もの姿］と［安心度・夢中度の評定の検討］が対応
した。第2段階には［探究的な子ども理解］と［俯
瞰的な実践理解］が対応した。第3段階には［明
日の保育計画の検討］が対応した。

［具体的な子どもの姿の記録］に基づいた［安心
度・夢中度の評定の検討］の過程を経ることで省
察は展開し，［探究的な子ども理解］と［俯瞰的な
実践理解］が深められる。［探究的な子ども理解］
を深めていく中で［俯瞰的な実践理解］として保
育者の実践を振り返る視点が促され，保育実践を
評価することでさらに［探究的な子ども理解］が
深められる。すなわち，両者は往還し，相互に影
響し合っている。これに基づいて［明日の保育計
画の検討］をすることで次の実践へとつながって
いく。
次に，各省察過程について委細を記す。［具体
的な子どもの姿の記録］において保育者は，〈協
議の対象とするエピソードの設定〉を行い，〈エ
ピソードにおける子どもの姿の明示化〉をした後
に〈エピソードにおける子どもの姿の解釈〉をす
ることで具体的な子どもの姿を記録する。
［安心度・夢中度の評定の検討］において保育
者は，〈子どもの姿と安心度・夢中度の基準の比
較対照〉や〈評定の根拠の見出し〉として子どもの
言動に着目した心情の解釈をすることで安心度・
夢中度の評定を検討する。
［探究的な子ども理解］において保育者は，日
本版 の第2段階で用いられる5つの観点を
念頭に置き，〈『集団の雰囲気』や『大人の関わり方』
との観点を踏まえた子どもにとっての他者の存在
意義の解釈〉〈『主体性の発揮』の観点を踏まえた
子どもの主体性の見出し〉〈行動の変化から見取っ
た子どもの育ちの絶対的評価〉〈生活年齢段階と
対照した育ちの相対的評価〉をすることで子ども
理解を深める。
［俯瞰的な実践理解］において保育者は，5つの
観点を念頭に置き，〈『大人の関わり方』の観点を
踏まえた子どもへの保育者の関わりの説明〉〈『環
境の豊かさ』や『保育活動の運営』の観点を踏まえ
た手立ての評価〉〈『環境の豊かさ』や『保育活動
の運営』の観点を踏まえた手立ての改善の見出し〉
によって保育実践を振り返る。
［明日の保育計画の検討］において保育者は前
段階までの思考を踏まえて短期的な〈対象の今の
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育ちに着目した目標設定〉を行い，〈子どもの姿
に基づく環境構成の検討〉によって目標の実現に
向けた手立てを検討する。
3. 　日本版SICSを活用した省察の過程で生じた
課題
全10回におけるミーティングの逐語録から，

日本版 を活用した省察における観察事項を
縦断的に比較し探索した。表2にその詳細を示し
た。ここから，日本版 を活用した省察の過
程で生じた課題として，日本版 の活用に伴
う独自の内容2点が挙げられた。また，その他と
して日本版 の活用において固有のものでは
ない一般的な内容3点が挙げられた。
（１）日本版SICSにおける用語の使いこなしの困
難さ
日本版 における用語の使いこなしの困難

さとは，日本版 特有の用語を理解し，観点
としながら保育実践や対象児の姿を解釈する困難
さのことである。具体的には，日本版
の5つの観点のうち『主体性の発揮』『集団の雰
囲気』『大人の関わり方』が挙げられた。
ミーティングの第１回では，『主体性の発揮』『集
団の雰囲気』についてそれぞれ対象児の何を主体
性として捉えたら良いのか，どこまでを集団とし
て捉えたら良いのか分からない，『大人の関わり
方』に関しては，「大人の関わり方はあったよね」
と関連は認識するものの，対象児へ保育者がどう
関わったのかの具体的な語りが見られないなど，
日本版 の用語と保育実践や対象児の姿が結
びつかない状況が確認された。
『主体性の発揮』については，第１回の進行中，
保育者自身によって主体性という言葉を定義付け
ながら，「主体的には，その自ら関わってはいる
んですよね」と観点の活用を意図した語りに変化
していた。『集団の雰囲気』については，第２回
の進行中，保育者の様子に応じて，第二筆者が「大
人から見て集団を判断するのではなく，対象児の
視点から対象児が集団だと認識している範囲を集
団として捉える」として明確化したところ，保育
者間での用語の共通認識が図られ，ここでの困難

さは解消された。『大人の関わり方』については，
第2回と第3回において，保育者の様子に応じ
て，第二筆者が「どのように関わったのか，どん
な言葉をかけたのか」と問うことで語りが促進さ
れ，〈『大人の関わり方』の観点を踏まえた対象児
への保育者の関わりの説明〉として具体的な語り
が見られ始めた。また，第10回では保育者自ら
対象児への保育者の関わりがなかったことを『大
人の関わり方』との関連として捉え，「実際関わっ
てないけれども，大人の関わり方として，そこは
ちょっと援助の手があれば良かったなっていうこ
と，あるよね。ちょっと繋ぐ感じの。（中略）“お
薬とか急いだほうがいいかな”とかって声をかけ
るとか」などと具体的な声掛けが提案されるとい
う変化が見られ，ここでの困難さは解消された。
（２）明日の保育における対象児の目標設定と手
立ての

検討の困難さ
明日の保育における対象児の目標設定と手立て
の検討の困難さとは，日本版 における第3
段階において，「対象児が明日どんな活動をする
のか」「その活動において対象児のどんな姿を見
られるとよいのか」を具体的に想定して目標を設
定し，その目標の実現に向けた手立てを検討する
際に生じる困難さのことである。
第1回の［明日の保育計画の検討］において，保
育者は，対象児の活動を想定することに難しさを
感じており，［安心度・夢中度の評定の検討］や［探
究的な子ども理解］において把握した対象児の姿
と［明日の保育計画の検討］における対象児の姿
が結びついていない状況であった。そのため〈子
どもの今の育ちに着目した目標設定〉に関する語
りが見られず，「（対象児が）いつも一緒にいる人
以外にも興味を持ち始めているため，友達と楽し
みたいというところを大事にしたい」と，対象児
の姿に対する評価とそれに基づく目標設定の保留
に終結していた。しかし，第2回からは第二筆者
の「今日と同じ活動を次回もするとしたら対象児
のどんな姿が見られるといいですか」という問い
かけにより，今日の活動中の対象児の姿に対する
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評価とそれに基づく目標設定が検討されるように
なった。
また，〈子どもの姿に基づく環境構成の検討〉
の語りは，比較的多く見られたものの，最初は「そ
ういうのやりたくなった時に，やれるような何か
教材を準備しておく」「楽しめるような環境をこっ
ちも作っておく」などのように抽象的な内容に留
まりがちだった。しかし，第7回では「（対象児は）
好きな顔（のお面を）選ぶっけよね，（中略）違う
顔で，色は赤と黄色とかってやって，ネコ作って
もいいかもしれない」というような具体的な発言
が見られるようになった。
（３）その他
①参加者の省察における主体者意識の未獲得
参加者の省察における主体者意識の未獲得と
は，各ミーティングの［具体的な子どもの姿の想
起］において，協議の対象とするエピソードを参
加者が自ら提起することに対する消極性のことで
ある。
ミーティングの第１回では，参加者が「不思議
に思ったところはないですか」と，同席していた
第二筆者にエピソードの設定を要望した。第二筆
者は，保育者の内側から表出される感情や思考を
基に省察することが望ましいと判断し，第2回以
降はミーティングの開始に合わせて「今日はどん
なエピソードがありましたか」と第二筆者が問い，
思考や語りを促すことで保育者自身によるエピ
ソードの設定が行われた。回数を重ねると，保育
者は，自らエピソードを提起するようになり，省
察における主体者意識の獲得に至った。
このことは，参加者にとって新規の体験である
日本版 の導入に際して必然的に生じるであ
ろう不安や戸惑いに起因する消極性を，第二筆者
の進行補助としての役割遂行によって軽減し解消
したものといえる。
②対象児の姿の適切な解釈や言語化の困難さ
対象児の姿の適切な解釈や言語化の困難さと
は，エピソードの設定に際して遊びが定まらない
対象児の姿を適切に解釈することや活動場面が変
わるきっかけとなる対象児の言動を想起すること

の困難さのことである。
第3回では様々な場所を転々とし遊びが定まら

ない対象児の姿からエピソードを設定することに
保育者は難しさを感じながら，一場面における対
象児の安心度・夢中度を検討したが，ここでは日
本版 の手順に沿ってエピソードを設定しよ
うとするあまり，“転々としていて遊びが定まら
ない”という対象児の姿やその状況にある対象児
への保育者の関わりの有無や関わり方に関する視
点による語りが見られなかった。
③偶発的な成果の過大評価
偶発的な成果の過大評価とは，教育的意図のな
い，偶発的な状況に応じて見られた対象児の姿を
保育の成果として，拡大解釈し，過大評価してし
まうことである。
第9回において，保育者側の事情により静かに

園庭で遊ばなければならない状況で見られた対象
児の姿に主体性を見出し，「何もない環境だった
からこそ，鬼ごっこに向かう対象児の主体性が発
揮された」と対象児の主体性を評価していた。意
図的な環境設定ではなかったことを保育者も認識
してはいるものの，そこで見られた対象児の姿を
保育の成果として拡大解釈し，過大評価してしま
うことは，保育改善という意図的な営みを阻害す
る可能性があるため，留意すべきであろう。

Ⅳ．総合考察
本研究は，日本版 を活用した省察の過程
を明らかにしたが，個別の事例に基づいたこと，
日本版 の導入初期に限られたデータに基づ
いたこと，並びに日本版 以外の省察を促進
するツールとの比較について未検討であることか
ら，得られた知見の一般化には慎重さを要する。
すなわち，本研究において事例的に明らかにし
た省察過程は，日本版 に独自のものなのか，
それに起因して生じることなのか，あるいは事例
に独自のことなのかについては慎重に解釈されな
ければならない。 

1.　保育者の省察を促進する作用
日本版 の使用過程において，日本版
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は，日々の保育実践についての保育者の省察に
対して促進的に作用する。具体的には，日本版

における3段階に即し，5の概念的カテゴ
リーをもって展開される。これは，子どもの「今，
ここ」の経験の質から捉え，保育の場で今できる
ことを実際に行動に移すことから考えるという
日本版 の意図がまさに実現されたものある。
そのうえで，ここでの過程は，「実践→想起→記
録の記述（言語化）→解釈→再び実践」という浜口
17） の示すサイクルと一致しており，守随18） が示
す「保育と省察の循環過程は，循環であるが故に
半永久的に途上であることをも意味する。途上で
あるため，保育とさらなる保育には省察の介在が
不可欠であり，逆に，省察によって保育の連続は
途上性を保てるのである」ことの実現にも寄与す
るであろう。
2.　日本版SICSの使用過程において保育者の省
察を促進するための留意点
保育者は，日本版 を活用した省察の過程
において，その独自の用語や観点の理解と活用に
ついて一定の習熟が求められる。例えば，エピソー
ドの設定や具体的な語り，目標設定と手立ての検
討に関する困難さが生じた際にも，日本版
の繰り返しの活用によって，困難さが解消される
ことがある。また，このような繰り返しの活用は，
保育者の習熟のみならず，「保育プロセスの質」
研究プロジェクト19） による「長期的な視野で各園
の保育の省察とデザインのサイクルを構築するこ
とが重要」との指摘にも応えることになるだろう。
また，習熟を促進し，円滑に活用するためにも，
繰り返しの活用に加え，日本版 独自の用語
や観点の理解と活用に関する解説や保育者の語り
や思考の促しが必要である。例えば， エピソード
の設定や具体的な語りにおける困難さが生じた際
には，ファシリテーターの用語の説明や観点の理
解と活用を促す問いかけにより，困難が解消され
ることがある。このことは，芦田ら20） の「議論を
どうリードするのかによって結果が大きく異なっ
てくる」との指摘に符合するものであろう。

3.　今後の課題
今後の課題として次の2点を挙げる。
① 本研究は，限られた対象からデータを得たた
めに，ここから得られた概念が，本研究のテー
マに即した応えの全てなのか，一部であるの
かは判断できない。したがって，今後の探索
を続けていくことが必要である。
② 保育者の省察に対する日本版 の作用を
検証しようとする場合，省察が実践の改善を
目指して行われる以上，省察後の実践の変化
を評価することが必要であろう。今後，日本
版 による省察と，それによる実践の変
容の因果や機序についての探索が必要であ
る。
そもそも、本研究は、日本版 の活用が日々
の保育者の省察に対してどのように作用するの
か，その省察の過程を事例的に明らかにしたもの
であり，後発の実践研究と比較検討されるための
一資料として活用されることを期待する。

謝　辞
本研究に際してご理解とご協力いただいた関係
の皆様に感謝申し上げます。

文　献
1）内閣府（2018）子ども・子育て支援新制度な
るほど （平成28年4月改訂版）

12772297
www8

2804 4
（2024年1月11日閲覧）．

2）ドナルド・ショーン，佐藤学・秋田喜代美
訳（2001）専門家の知恵反省的実践家は行為
しながら考える．ゆるみ出版

3） 守随香（2014）語りによる保育者の省察論―
保育との関連をふまえて―．風間書房．

4）浜口順子（1999）保育実践研究における省察
的理解の過程．人間現象としての保育研究
増補版 ,光生館 ,155－191．

5）小木曽友則・長谷川哲也（2020）保育者の専



佐々木全・阿部黎梨64

門性と省察の原理に関する研究：「書く」と
いう行為に着目して．岐阜大学カリキュラ
ム開発研究 ,36（1）,26－36．

6）埋橋玲子・岡部祐輝（2019）保育環境評価ス
ケール（ ）の保育現場への導入―評価
を実践に結びつける，実践知の言語化のツー
ルとして―．同志社女子大学現代社会学現
代社会フォーラム ,15,49－61．

7）淀澤真帆・ ・中坪史典
（2018）異国間に渡る保育の質を捉える視点
としての と の可能性：アジ
ア太平洋諸国に実践に着目して．幼年教育
研究年報 ,40,41－48．

8）前掲6）
9）藤澤啓子・中室牧子（2017）保育の「質」は
子どもの発達に影響するのか―小規模保育
園と中規模保育園の比較から―．独立行
政法人経済産業研究所，

17－ －001.

10）吉川和幸・上村毅・川田学（2017）「信頼モ
デル」による記録・評価は障害児保育実践
をどう変えるのか―「学びの物語」作成に
よる半年間の保育実践からの検討―．保育
学研究 ,55（1）,55－67．

11）青山昌子（2021）同僚性の構築を目指した
園内研修の試み：ラウンドテーブル形式の
研修における振り返りシートの分析を通
して．静岡大学教育実践総合センター紀
要 ,31,274－282．

12）横山草介・関山隆一（2020）保育者の実践
観の変容に関するヴィジュアル・ナラティ
ブアプローチ．保育学研究 ,58（2－3）,155－
166．

13）「保育プロセスの質」研究プロジェクト
（2010）子どもの経験から振り返る保育プロ
セス―明日のより良い保育のために―．幼
児教育映像製作委員会．

14）芦田宏・門田理世・野口隆子・箕輪潤子・
秋田喜代美・鈴木正敏・小田豊・淀川裕実
（2012）日本版 を用いた園内研修の現

状と課題―幼稚圏と保育所への質問紙調査
を通して―兵庫県立大学環境人間学部研究
報告 ,14,31－40．

15）緒方宣拳（2020）「気になる子ども」への保
育者の対応に関する研究の動向．大阪総合
保育大学紀要 ,14,69－84．

16）佐藤郁哉（2008）質的データ分析法―原理・
方法・実践．新曜社．

17）前掲4）
18）前掲3）
19）前掲13）
20）前掲14）



クリティカル・リーディングに関する一考察 65

クリティカル・リーディングに関する一考察

藤井　知弘*

（令和７年２月３日受付）
（令和７年２月14日受理）

FUJII Tomohiro

A Consideration of Critical Reading

要　約

　本論は、読みの方法論としての「クリティカル・リーディング」（CR）を「クリティカル・シンキング」

を出発点としてその語の訳語の妥当性、適切さを踏まえ。CRの概念を理論的、歴史的に明らかにするこ

とを目的としている。日本に受容においてPISA調査、アメリカのCRに対するとらえが影響していること

を明らかにした。CRの教育効果が「読書生活者」の育成となること、論者実践の授業の実際を通してCR

の可能性について論じた。
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１．問題関心
情報化時代を迎え、身の回りには様々なメディ
アによる溢れんばかりの情報がとびかっている。
特に通信販売のインターネットサイトなどには、
消費者を惑わすような広告の文言に本当にうたい
文句通りなのだろうかと思う事が多い。また報道
記事においても記事が真実なのか、フェイクなの
か分からないことがある。受容、供給される消費
者、読者に判断が求められることになる。
こうした正しい判断力を持ち得るために、今の
国語教育においても「クリティカル・シンキング」
「クリティカル・リーディング」が能力として育
成することが求められている。PISA2000にはじ
まった「リーディング・リテラシー」は「熟考・評
価」が測るべき言語能力としてあげられている。
PISA2000で読解力が8位だった日本は、今まで
扱う事が少なく、能力育成が不十分であったこの
点に注力することとなって、「クリティカル・リー
ディング」指導方法論的にも大きく取り上げられ

ることとなった。2000年以降、様々な理論や実
践が提案、提示され、現在に至るまでの状況となっ
ている。
本論では、そこで以下の点を明らかにすること
を目的とする。
〇 「クリティカル・リーディング」の概念規定
を確認する
〇 「クリティカル・リーディング」がもたらす
教育的効果はどこにあるか
〇 論者による授業実践の実際から「クリティカ
ル・リーディング」の視点について考察する

2．「クリティカル」の概念規定
2－１　「クリティカル・シンキング」
クリティカルの語源は古代ギリシャ語の

kritikosで、「見分ける、判断する、理解する、意
味を介する」という意味であるという。
「クリティカル・シンキング」の語を初めて用
いたのは、ジョン・デューイといわれ、1910
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年に出版した「How We Think」（D. C. Heath Co.）
が”critical thinking”の初出とされている。＊1

The essence of critical thinking is suspended 

judgment; and the essence of this suspense is inquiry 

to determine the nature of the problem before 

proceeding to attempts at its solution.

「訳：クリティカルシンキングを一言で言えば、
判断を保留することだ。この判断の保留とは、む
やみに解決策に飛びつく前に、問題の本質が何で
あるかを把握するということだ。」
1933年に本書を改訂した際にはcriticalという

用語を使っておらず、 （反省的）に置き換
わっている。
「クリティカル・シンキング」は「批判的思考」
と言われることが多いが、「批判」という言葉に
は「否定」というニュアンスが伴う感覚が強い。
本来的にどのような意味を持つのかについては、
様々な見解が見られる。道田泰治は「クリティカ
ル・シンキング」を「批判的思考」とした上で「批
判的思考とは『批判的な態度（懐疑）によって触発
され、創造的思考や領域固有の知識によってサ
ポートされる論理的・合理的な態度」＊2 としてい
る。堀井健一は語源がギリシャ語であることから
「判断のための思考、あるいは判断的思考と見な
すことができる。（中略）たんなる『判断的思考』
と呼ぶよりも『当否判断的思考』と呼ぶのが適当
ではないだろうか」＊3 と規定している。
国語教育の分野において『国語教育指導用語辞
典』において「クリティカル・シンキング」を「批
判的思考」とした上で次のように挙げている。＊4 

批判的思考というのは1930年代のアメリカに
おいて、最初は   社会科で、次いで国語科で使わ
れるようになった用語である。もともとcritical と
いう語は、ギリシャ語のcriterion（尺度・規準）に
由来する言葉であり、普通「批判」という言葉か
ら感じ取られるような、相手をやっつけるとか揚
げ足を取るということではない。物事を一定の規
準から評価するということなのである。最近のメ
ディア教育やPISAでは、この批判的思考の重要

性が強調されている。

OECDの「教員環境の国際比較：国際教員指導
環境調査（TALIS・2018年報告書）」によれば、「生
徒の批判的思考を促す」と答えた中学校教員の割
合は、参加48 ヵ国平均で82.2%だったのに対し
て、日本は24.5%。調査対象国中で、最も低い
値だった。中学校での授業形態がモノローグ的
な授業が未だ多いことの表れともいえる。しか
し「批判的」という訳によって教師側が「批判する
考えを育てる」というようにとらえたのかもしれ
ない。訳語には山脇岳志は、アメリカの友人が
「 （建設的な懐疑）というよ
うな態度」という意見なども踏まえた上で「吟味
思考」という語をあてている。＊5 

合田哲雄は同報告書の中で「子どもたちが、ロ
ジカルシンキングやクリティカルシンキングと
いった思考法を協働的な学びの中で経験すること
は、社会において自立し、『持続可能な社会の担
い手』になるに当たって不可欠であり、この二つ
はまさに社会制度としての学校の目的です」＊6 と
して「クリティカル・シンキング」が現行学習指
導要領の目指す「主体的・対話的で深い学び」を
実現するための思考法といえる。

２－２「クリティカル・リーディング」とは
一般的には「批評的な読み」「評論的な読み」「批
評家の読み」と言われるが、「批判的な読み」とも
呼ばれるのは先にも訳語の問題として指摘した
が、「どうしたら問題解決が図れるのか」という
姿勢、「重要な　大切な」といった意識から「いろ
いろな情報や方法の中からどれが大切か見極める
読みの力」や「大切なものを選び出す読みの力」と
もいえると論者は考える。
近年、国語教育において積極的な研究発信して
いる吉川芳則は「合理的・論理的、反省的・省察
的、もしくは批判的・懐疑的にテクストに向き合
い、慎重に吟味する読みの方略」＊7 とし、澤口哲
弥は「判的意識をテクストの論理，構成，工夫や
筆者に向けながら，読み手がそれらを主体的に評
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価し，意見が述べられるように導く読み」＊8 とし
てテクストを社会的・文化的な産物として認識し、
そこに内在するコンテクストやイデオロギーをこ
とばに着目することによって読み取り、多角的な
視点からその再定義・再構成を図る読みの方略と
して位置づけている。
歴史的に見ると、井上尚美は日本の国語教育に
おいていち早くアメリカにおける「批判的思考」
に着目しアメリカにおける「批判的思考力テスト」
のグレイザーの定義「批判的思考」を引用してい
る。＊9 

（1）  問題の存在を認める能力や，真だとする主
張を裏づける論処の必要性を認めることを
含む，探求の態度

（2） 各種の論処の重要性や，正確さが論理的に
定められるような，妥当な推論，抽象，一
般化の性質についての知識

（3）上述の態度や知識を使ったり応用したりす
       る技能

井上は1977年に『言語論理教育への道』（文化
開発社）を刊行し、「言語論理教育」を提唱する。
そこで言語化された主張・命題の真偽、妥当性、
適合性を一定の規準に基づいて評価することの重
要性を指摘した。このことが、後の宇佐美寛（教
育学）や森田信義らの考えへと続いていくことに
なる。森田については後述する。

２－３　英語圏（アメリカ）における概念規定
国際読書学会（IRA）は辞書的定義を　The 

Literacy Dictionary　（1995）　において下記のよ
うに示している。＊10 （訳出　フジイ）

アメリカでは統計センターによる
学力調査「全国教育進歩調査」　NAEP（National 

Assessment of Educational Progress）が行われてい
る。＊11  読解力評価は、4 年生と 8 年生の生徒に
は 2 年ごとに、12 年生には約 4 年ごとに実施さ
れている。結果は、生徒の読解に関する知識、ス
キル、パフォーマンスを長期にわたって、また
各州毎のデータとして示している。最新の読解
力評価は、2024 年に約 117,400 人の 4 年生と 

114,600 人の 8 年生を対象に実施された。
ここではNAEPの中で、「クリティカル・リー
ディング」はどのように用いられているかをみる
と読解は四つの局面　〇「全般的な理解の形成」　
〇「解釈を展開する」〇「読者とテキストを関連づ
ける」〇「内容と構造を吟味する」を持つとされる。
「クリティカル・リーディング」は後者二つを指
している。それを評価する観点として具体的には
次のように説明している。   

   

○「読者とテキストを関連づける」とは
 読者は，テキストの情報を知識と経験に結びつ
けなければならない。
満点のためには，全ての生徒反応は，テキスト
に根拠をおいていなければならない。NAEPは，
生徒にかれらの個人的な感情を尋ねはしない。

○「内容と構造を吟味する」とは
アイロニー，ユーモア，そして構成といった特
徴の効果を批判的に評価し，比較し，対照し，
理解することを必要とする。この読みの局面を
評定するために用いられる発問は，読者にテキ
ストから離れて立ち，客観的に考え，その質と
適切性を評価することを求める。テキストの内
容と構造に関する知識は重要である。発問は読
者に，ある特定の目的のためにテキストの有効

１．読みにおいて，“読んだことの適切性と妥当性に
　　ついて”判断を下す過程もしくは結果
２． 確立された標準（standard）によってテキストの
価値を判断するに際し，懐疑的な態度，論理的
な分析，推論が用いられる読み

（解説の内容を整理すると）
　 ①テキストの適切性，妥当性，価値を判断する

　②評価基準あるいは，標準に基づいて判断する
　③それらは先行経験を通して開発する
　④ 読みを字義的，解釈的なレベルから評価的なレ
ベルへ拡げるものである

　⑤作者の意図，目的に基づいて行う
　⑥文学分析を通して行われる
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性を決定し，言語とテキストの要素を評価し，
作者の目的と文体について考えることを求め
る。（下線　フジイ）

　
NAEPリーディング評価フレームワークは、書

かれたテキストを理解し、意味を発展させて解釈
し、テキストの種類に応じて意味を使用すること
を含む動的な認知プロセスと定義している。評価
は、文学テキストと情報テキストに対して行われ
る。特に情報テキストには、説明やドキュメント
など多様な文章が含まれている。
また評価フレームでは、3つの認知ターゲット

（特定と想起、統合と解釈、批評と評価）のいず
れかを測定することが指定されている。
そのほか「クリティカル・リーディング」につ
いて触れている論として以下二つをあげる。

〇クリティカル・リーディングの能力

Allyn and Bacon, Inc, （1977）  Reading in the 

elementary school  p.446
①材料と筆者に対する探究の姿勢
② 批判的評価の基準を作るための十分な情報を
もっていること
③ 教材を完全に理解するまでは判断と感情を保
留する技能
④事実と意見を区別するために，教材の論理を
分析し，除外並びに歪曲されているものを見
抜く能力
⑤筆者の背景と意図，筆者の信念を含み評価す
ること

〇批評読みの技能のチェックリスト
    L.A.Harris & C.B.Smith （1986）  Reading 

Instruction -  Diagnostic  Teaching in the 

Classroom 4thed. Macmillan  p.318
①内容の重要性を認識すること
②段落中の主想を発見すること
③比較的長い教材の主想を発見すること
④主体的に読みの目的を持つこと
⑤筆者の目的を確認すること

　基準を持つこと
⑦ 問題点に関する筆者の解釈から結論を引き出
すこと

⑧ いくつかの他の資料と対比し，比較すること
によって得られた考えを評価すること

⑨ 十分なデータが得られるまで判断を保留する
こと

⑩事実と虚構を区別すること

このようにアメリカでは、「クリティカル・リー
ディング」の内容が細かく設定されていることが
わかる。

３．日本における「クリティカル・リーディング」
における評価

PISAにおける「reading literacy」は次のように定
義される。

2000年のPISA調査８位、 2003年14位、2006
年15位となった日本は、学力低下論があがり、学
習指導要領の見直しと舵を切っていくこととなる。 

〇
reflecting on and engaging with texts in order to 

capabilities, and contribute to society

　リーディングリテラシーとは、個人的な目標を
達成し、知識と能力を高め、社会に貢献するため
テキストを理解し、使用し、評価し、反省し、関
与することである。

（PISA2018においてはその規定の訳が変更され
ている。）
　自らの目標を達成し，自らの知識と可能性を発
達させ，社会に参加するために，書かれたテキス
トを理解し，利用し，評価し，熟考し，これに取
り組むこと
（取り消し線：PISA2015 から削除された，下線：
PISA2018で新たに加えられた）
＊書かれたものだけでないテクスト、材を用いる
ことになっていること
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PISA調査において測る能力は「情報を探し出す
能力」「理解する能力」「評価し熟考する能力」の
三観点であるが、「クリティカル・リーディング」
の「批評的な読み」に該当する枠組みは「熟考する
能力」である。「熟考・評価」の読みの弱さが露呈
することとなる。　

OECDの Reading for Change （2002）＊12 によれ
ばPISAにおける「熟考・評価」を次のように規定
している。（論者が整理した）

PISAでは、形式，文体，レトリック的な特徴
といった観点から質をはかることとなる。また筆
者の信頼性，それが提供するアイデアの一貫性，
読者の経験を精査することによって，テキストの
価値あるいはインパクトについて判断するまでの
一連の過程を重視するのである。
こうした力について無自覚的であった日本、文
科省は「文科省　読解力向上プログラム」＊13を示
し、読解力を次のように規定している。

1　 テキストに書かれた「情報の取り出し」だけは
なく，「理解・評価」（解釈・熟考）も含んでい
ること。

1　 テキストを単に「読む」だけではなく，テキス
トを利用したり，テキストに基づいて自分の
意見を論じたりするなどの「活用」も含んでい
ること。

1　 テキストの「内容」だけではなく，構造・形式
や表現法も，評価すべき対象となること。

1　 テキストには，文学的文章や説明的文章など
の「連続型テキスト」だけでなく，図，グラフ，
表などの「非連続型テキスト」を含んでいるこ
と　（下線　フジイ）

PISA2003段階では「テキストの解釈」「熟考・
評価」「自由記述」に課題があることが明らかに
なり、PISA型読解力では、「読む力」にとどまら
ない「書く力」までをも含み込む力として認識さ
れるようになっていった。
そこで「各学校に求められる改善の具体的な方
向」の「目標１」として次が示された。

【目標１】 　テキストを理解・評価しながら読む力を
高める取組の充実

読む力を高めるためには，テキストを肯定的に
とらえて理解する（「情報の取り出し」）だけでな
く，テキストの内容や筆者の意図などを「解釈」す
ることが必要である。さらに，そのテキストにつ
いて，内容，形式や表現，信頼性や客観性，引用
や数値の正確性，論理的な思考の確かさなどを「理
解・評価」したり，自分の知識や経験と関連づけ
て建設的に批判したりするような読み（クリティ
カル・リーディング）を充実することが必要である。
特に授業の中では，なんのためにそのテキスト

を読むのか，読むことによってどういうことを目
指すのかといった目的を明確にした指導が重要で
ある。
すなわち，テキストを単に読むだけでなく，考

える力と連動した形で読む力を高める取組を進め
ていくことが重要である。 （下線　フジイ）

○PISAにおける熟考・評価では
　・テキスト内部の情報を利用すること
　・外部の知識を引き出すこと
〇テキストの内容の熟考・評価　→　文脈に焦
点をあてる

〇テキストの形式の熟考・評価　→　構造に焦
点をあてる

〇テキストの内容面における「外部の知識」とは
「世界に関する」読者自身の知識「他のテキス
トで見つけた情報」「設問において明らかに提
供された考え」　「道徳的ないし美的な規範」

〇テキストの形式面における「外部の知識」とは
　 「テキスト構造，ジャンル，およびレジスタ（言
語使用領域）のような事柄に関する知識」「作
者の技法の基礎を形成するもの」これらを用
いて「特的の目標を達成することにおける作
者の特定のテキスト上の特徴の使用を評価す
る」ことが求められている。そのためには「作
者の目的と態度が何であるかということを特
定するか，または批評すること」が必要となる。
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加えて【目標２】には「テキストに基づいて自分
の考えを書く力を高める取組の充実」、【目標３】
には「様々な文章や資料を読む機会や，自分の意
見を述べたり書いたりする機会の充実」も掲げら
れた。この方針は、OECDのReading for Change 

を全く踏襲したものとなっていることがわかる。
この後、国語教育実践は単元を「読むこと」だけ
単体で構成するだけでなく「書くこと」「話すこと・
聞くこと」を含んだ総合的な扱いをすることが増
えていくこととなる。下線に見られるように」「ク
リティカル・リーディング」における観点を示し、
そしてそれが「書くこと」へと結び付け「思考力」
の育成となることを「各学校で求められる改善の
具体的な方向」として意味づけていることは、現
行の学習指導要領における「自分の考え」へとつ
ながることとなっている。
「読解力向上プログラム」は『読解力向上に関す
る指導資料』（2006）として具体かされていくこ
ととなる。

４．「クリティカル・リーディング」の
先行研究・実践状況

日本において、「批判的な読み」と言える研究は、
1970年代からの井上尚美＊14 、小松善之助＊15 、
大西忠治＊16 、宇佐美寛＊17 、森田信義＊18 らによっ
て開拓されてきたといえる。説明的文章に関わる
学習指導の状況については望月善次＊19 、寺井正
憲＊20 が整理を行っているが、1990年代において
理論的な提案はあるものの＊21 、学習指導が積極
的に実践はされてきていなかった。
中でも森田信義の理論は批判的読解指導を代
表する指導理論として高く評価されている。＊22 

森田（1984） では読みの層を三層とし、第一層で
内容を、第二層で表現や論理展開を行う「確認」、
第三層に「評価」を設定している。その定義を次
のように規定している。＊23 　　　　　　　　　　　　

筆者はことがら・内容の取り上げ方に際して、
これこれの工夫をしているか、その工夫はなぜな
されたのか、工夫は成功しているのか、問題はな

いか。筆者は説明文の論理の構築に際して工夫を
しているが、その工夫に矛盾はないか。その工夫
のおかげで、説明の対象となっている事象が十分
に解明されているか。筆者は言葉選びに工夫をし
ているが、その工夫は効果があるか。総じて、筆
者の工夫、説明の対象である事象の本質の解明に
成功しているかどうかを問う読みが必要になって
くる。さらに工夫を問う読みの過程で生じた疑問、
問題を解決する読みである。このような読みを「評
価読み」と呼び、何が、どのようにかかれている
かを文章に即して理解し、確認する読みを「確認
読み」と呼んでおきたい。（p.41）

この場合の批評とは、教材の優れている点を、
学ぶべきこととして価値づけつつ、わかりにくい、
問題のある部分を、根拠をあげて明らかにしなが
ら、さらに、読み手自身の手で、納得のできる、
価値あるものにつくりあげていくことを示してい
る。（p.146）

森田は、1989においては、確認から評価へ段
階的進むという指導過程を想定しつつ、確認と同
時に進む評価をも想定している。同時進行の評価
は先を予測しながら読むという過程を意味し、分
けて考えられている。さらに「吟味、評価」とし
て用いられるようになってきている。引用に示さ
れているように、筆者の表現と内容と表現の両面
にわたって、検討する読みの姿勢が示されたとい
える。
こうして80年代において理論的な検討がなさ

れたがPISA2000以降の影響もあって、2000年
代においてその実践が多く見られるようになって
きた。
2000年代に入ってからの代表的な実践理論を

二つ取り上げる。
〇河野順子（2017）＊24 

河野は、文章の論理や文章構成、表現をてがか
りとして、筆者の世界のとらえ方を問い、他者と　
の対話的な批評を通して最終的には学習者自らを
問い直し既有知識を再構成していく対話を実現し　
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ようとすることを目指している。
〇吉川芳則（2017）＊25 

批判的な読みに「読みの目的・ねらい」「検討
の観点」「検討の対象」「文章への主体的・積極的
な反応」の4つの観点から学習活動を設計する考
えを示している。学習過程として第1次での「納　
得・疑問などの感想」から第2次の「筆者の論理
を探る」『自分の考えを持つ」、第3次の「自分の
考え・意見をつくる」「自分の発想・世界を広げる」
と組んでいる。
両者に共通しているのは「どのように書かれて
いるか」という視点で筆者に対峙することで深い
読みを生み出す読者を育成することになるという
点である。

５．フジイによる実践例からの検討
◆授業の概要（次頁以降に指導案）
論者が、小学校５年生を学習者として行った
実践から考察する。授業は講演依頼授業で、飛び
込みの１時間限りの授業である。よって指導案の
単元計画は1時間だけとなっている。本時の学習
材は3学年教科書教材であった「自然のかくし絵」
を用いて初読における抵抗の低いものとした。
「学習者の実態」については、事前に関わるこ
ともなく、授業開始10分前に初めて顔を合わせ
た状態から始まっている。

＜発問の実際＞
1　 六つの文末表現は、説明文の最後の作者の
意見をならべました。

2　 ペアで一斉に音読してみましょう。違うと
ころはどこですか。違うところを発見した
ら線を引いてみましょう。

3　グループで話しあってみましょう。（4人グ
　   ループ）
① 上の文章と下の文章では書き方にどんな違
いがあるか。
② 書き方が違うと伝えたい内容にどんな違い
がでてくるでしょうか。
③  9段落のはたらきはなんでしょうか。ある

と無いとではどんな違いがありますか
④ 最後の段落を続けるとすればAとBどちら
を続けますか

＜学習者の発表＞
児童A　上の文章だと、「でしょう」とか「のよう
です」とか、どっちなんだみたいな、だけど下は、
ああこっちなんだとはっきりバシッとしていて、
9番がないと保護色は完璧なんだなあと思って、
おーとなるけど、9番があるとやっぱりいくら保
護色でも限界があるんだなと。
児童B　上の方は100％ではなくて、絶対ではな
いと思うけど、下だと100%といっているけど、
例外も多分あるんだろうな。

◆考察
本単元は、「文末表現　不思議発見」と学習者
には板書提示した。文末表現を意識化させるため
に、任意の説明文の終末部六つを配布し、二つに
分別することから入った。
しかし、文章表現に意識を向けるという学習経
験が少なかった学習者達は、書かれた内容によっ
て弁別を行うなど、若干の混乱が見られた。
文末表現が断定的なものか、曖昧なものかを区
別するためにテクストを2段組にし他プリントを
作成した。授業者がリライトしたものが下段にし、
比べて読む言語活動を組んだ。ペア・リーディン
グをペアで上段と下段に分かれ、同時に音読する
ことからその相違点を見いだしラインを引いた。
両者の違いを確かめた後に、９段落があると無い
とではどのような意味の違いが生じるかをグルー
プ討議している。学習者の発表は示した通りである。
筆者は「保護色は完璧とはいえない」という事
実を知っているが故に、文末を曖昧な表現と
している。そのように読者に思わせる書きぶりに
なっている。しかし、最後の文章をAかBかを選
ぶ時には学習者は、今までの書きぶりに即したB

を選択した。筆者の意見である文章末は「断定的
表現」をしたAで書かれていた。そこに大きな矛
盾があると児童も気づくことになる。
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このように文章表現に目を向けることを通し
てその内容が適切なものとなっているかの「クリ
ティカル・リーディング」を実行することにつな
がっている。学習者は、今まで無自覚的であった
文章表現の差異に着目することによって、筆者の
伝えたいこと、伝わることに違いがでることに初
めて意識することができた学習であった。

D.フィッシャーらはテクストの理解に関して
次のように指摘する。＊26

どのようなアプローチを取ろうとも、単に教師
の発問に答えるというのではなく、生徒が質問す
ることを学ぶことが重要である。教師の発問に答
えることは、生徒の読むことの習慣を打ち立てる
ことにはないし、テキストのより深い理解を促す

こともない。

本単元においては、飛び込み授業であり、教師
の発問や活動指示によって動いたが、「クリティ
カル・リーディング」の視点を言語能力として持
つことによって、テクストを客観的に読む姿勢が
形成されてくることと考える。授業の最後には授
業者から「文末表現に気を付けてみることをこれ
からの書くことにも意識することができるといい
ね」として終えた。検討すべき対象としての文章
表現は「文体論的指導事項」＊27 として学習内容に
定位することができる。
　

６．総括
結論的に、クリティカル・リーディングを定義
づけたい。

〇「読むこと」と「書くこと」の融合
令和6年度全国学調における調査結果から示
された「分析のポイント」として挙げられた小
学校の課題は＊28 「書くこと」分野であるが、「目

的や意図に応じて自分の考えが伝わるようにす
るための書き表し方を工夫することに課題があ
る」と挙げられた。一方、「読むこと」に関わっ
ては成果として「人物像や物語の全体像を具体
的に想像したり、表現の効果を考えたりするこ
とはできている」とされた。（下線　フジイ）「ク
リティカル・リーディング」の実践が行われる
ようになり、文章表現の効果などを考えること
ができるようになってきているが、それを表現
へと転移することが十分にできていないという
ことがわかる。上の定義で表現までをも概念規
定にいれたのは、その為である。国語科で学ん
だ言語能力が読解力のみならず、表現力として
「実の場」において発揮されてこそ「生きて働く
ことばの力」となるといえる。

〇「クリティカル・リーディング」の結果として
の学習者の姿
問題関心で示したように「考え」「判断」する能
力が身につくことで期待されるのは「自立した学
習者」の姿であり、読むこと」に関わっては以下
のような読者像を想定することができる。＊29 

こうした読者像を実践として具体化したのが安
居總子である。安居は倉澤栄吉、大村はまらと学
びを積んできた「東京都青年国語研究会」の指導

文章の内容や文体について，これでよいかどう

か，書いたことを根拠にして，分析し，価値判

断し評価して，問題を解決するために自分の意

見を表現すること

○自分で選書ができる
○読むことを楽しんでいる
○本を読む時間を自分でつくることができる
○本をもとに他者と交流できる
○自分のために読んでいる　　　　　　　　
○本のある環境を生み出している
○本を読む価値を知っている　　　　　　
○「効果的な読み方」を知っている
○本を読んで得たことを，生活に生かすことがで
　きる　　　　　　　         　    （下線　フジイ）

１） 読書生活者とは，読書が生活に位置づけられ
ている人をいう。

　   基本的に「本をすぐ手に取る」「本に接し本か
ら情報を得る（得ようとする）」「本から喜び
楽しみを見いだし楽しむ人」
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者でもあった。安居のいう「読書生活者」とは＊30 

安居は学校教育の中だけでなく「生涯読書人」
としての読者像を描いている。読むことだけにと
どまらずに ITを含めた情報化時代に即した読む
ことを含んだ姿である。こうした学習者像は大村
はまの「読書生活の指導」＊31 の理念を継承してい
るともいえる。
〇デジタル化に伴う学習のあり方の変化
図は、PISA2022における ICTの活用状況を示
している。ここでわかるように国語に関しての
ICT利用状況は、諸国に比べ低い割合となってい
る。「全く、ほとんどない」の回答が半数近くと
なっていることは国語という教科の特殊性なのだ
ろうか。GIGAスクール構想によって、ICTの活用、
タブレットの小中生への配布と活用など、ハード
面においての充実が図られているが、学習場面に
おける活用には、地域差、学校差、教員の世代格
差など様々な要因が見られ、全国一様となってい
ないのが現状である。また「考えの形成」において、
タブレットへの記入や教師のロイロノート等によ
る把握など効率化が図られるメリットの反面、一
人ひとりが「クリティカル・リーディング」の読
みを行ったとして、それをどのように協働的に検
討し合うかという組織化には、実践例を見ると難
しい面が見られる。（紙面や研究発表では成功例
のみが紹介されている）内容はもちろん、文章論
的な検討を行い、個々の気づきのすりあわせをど
のように行うかは課題といえる。
＜ ICT活用調査 問4教科ごとでの ICTの利用頻度
＞＊32  

◆結語
中田力（カルフォルニア大学脳神経学）は、思
考することに関して次のように述べる。＊33 

答えを与えて、それに対応させるというパブロ
フ型の学習では小脳のみを使い、大脳機能は必要
とされない。強制された読書では、字は読めるよ
うになり、本の出だしを暗記することはできるか
もしれないが、大脳を用いることにはならない。
大脳の機能をきちんと使うことが大事だと仮定す
るのであれば、「適切な読書」を与えれば、個人は
自分で想像しながらある情報を操作し、脳を進化
させる、すなわち何かを獲得することになる。

  　　　　　
単なる答え探しでも、読字することだけでは
ない脳の活性化は「考える」行為にのみ達成でき
ることを指摘している。「スマホ脳」といわれ、
ICT、中でもチャットGPTや生成AIによる表現
の代替等が誰にでもできるとなると、本当に自分
の頭で考えたものが表現されたのかが曖昧になり
かねない。教師の指導や支援のあり方、何より評
価に関わってきて、教師自身が表現された学習者
の成果物等をクリティカルに判断する必要が生じ
てくる。上記したように国語学習のあり方が問わ
れてくる。
「クリティカル・リーディング」において様々
な読みの理論や方法が提示されている。本論では
主に「説明的文章」を対象とした検討を行ってき
たが、「文学的な文章」テクストにおいても当然
学習の可能性があることはいうまでもない。
理論からの実践というトップダウン型でなく、
実践を通しての理論化、ボトムアップ型、つまり
学習者の反応を踏まえての学習のあり方としての
実践理論の積み重ねが求められているといえる。
その積み重ねは今後も続いていくことになる。

２） 読むという行為が，文字情報とかかわって
知識情報を獲得し，それと併行して思考し
たり，想像したり，新たなものを創り出し
たり，といった統合的な行為として身につ
いている人

３） 情報や本についての確かな概念を持ち，情
報の入手，取り扱いの基礎的基本的な技能，
検索・収集・記録、保存，リサーチからリ
ライトへ，ＩＴを活用するなどを身につけ
ている人



クリティカル・リーディングに関する一考察 77

＜参考文献＞
・ 浜田秀行（2007）『クリティカルな思考を育む
　語科学習指導』渓水社
・ 山本茂喜（2008）「文学的文章におけるCritical
    Readingについて」桑原隆編著『新しい児童のリ
　テラシー教育』東洋館
・ 有元秀文 （2008）『必ず「ＰＩＳＡ型読解力」が
　育つ七つの授業改革』明治図書
・ 有元秀文 （2008）『「読解表現力」と「クリティ
　カル・リーディング」を育てる方法』明治図書
・ 柴田義松 小林義明 （2008）『国語の本質がわか
　る授業』日本標準
・ 岩間正則 （2009）『文科省全国学力調査中学校
　国語B題対 応の教材開発　知識・技能を活用
　する「記述式」の課題づくり』明治図書
・ 大森修 （2009）『国語の授業はこれで学べ　
　学習指導要領に対応した授業づくり』明治図書
・ 有元秀文 （2010）『「ＰＩＳＡ型読解力」の弱点
　を克服する「ブッククラブ」入門』明治図書
・ 有元秀文 （2010）『ブッククラブで楽しく学ぶ
　クリティカル・リーディング入門　国際化時代
を生き抜く読書力がだれでも身につく』
　ナカニシヤ出版
・ 国立教育政策研究所 （2010）『読書教育への招待　
　確かな学力と豊かな心を育てるために』東洋館
・ 福澤和吉 （2012）『文章を論理で読み解くため
のクリティカル・リーディング』ＮＨＫ出版新書　

・ 竹田悦子他 （'2013）『読む力　中上級』くろし
お出版

・ 吉田和夫　稲井達也　小中学校読書活動研究会 
（2015）『これならできる！楽しい読書活動
　アニマシオン、ビブリオバトル、ブックトーク
など気軽に実践するための事例集』学事出版

・ 舘岡洋子 （2015）『協働で学ぶクリティカル・
リーディング』ひつじ書房

・ 大出敦　慶應義塾大学教養研究センター 
　（2015）『クリティカル・リーディング入門　
人文系のための読書レッスン』慶應義塾大学出版　

・ 筑波大学附属小学校国語科教育研究部 （2016）
『筑波発読みの系統指導で読む力を育てる』
　東洋館
・ 吉川芳則 （2017）『論理的思考力を育てる！批
判的読み（クリティカル・リーディング）の授

業づくり　説明的文章の指導が変わる理論と方
法』明治図書

・ 澤口哲弥 （2019）『国語科クリティカル・リー
ディングの研究』渓水社

・ 吉川芳則 （2021）『論理的思考力を育てる！批
判的読み（クリティカル・リーディング）の学
習モデル　説明的文章の授業が深まる理論と方
法』明治図書

--------------------------------------------
*1　 John Dewey （1910）, How We Think, D. C. Heath 

& Co., .講談社学術文庫　講談社、pp.22-23．
*2　 道田泰治（2001）「批判的思考の諸概念」『琉球

大学教 育学部紀要』59号p.124
*3　 堀井健一（2020）「クリティカル・シンキング

の本来の 意味から考える」『長崎大学教育学部
教育実践研究紀要』巻19  p.52

*4　 項目「論理的思考の指導」の項（井上尚美）田近
洵一　井上尚美編（2010）『国語教育指導用語
辞典』教育出版p.282

*5　 山脇岳志　坂本旬（2022）『メディアリテラ
シー』時事通信社

　　 「『批判的思考』という訳語では伝わらないクリ
ティカルシンキングの本質は『吟味』だ」

  　   GLOBE朝日新聞デジタル
         http://globe.asahi.com/article/1454422720 

         （2025,1確認） 
*6　 合田哲雄（2018）『教員環境の国際比較：OECD

国際教員指導環境調査（TALIS）2018報告書』文
科省p.362

*7　吉川芳則（2017）『論理的思考力を育てる「批
       判的読 み」の授業づくり』明治図書
*8　 澤口哲弥（2015）「国語科におけるクリティカ

ル・リーディングについての考察」『広島大
学大学院教育学研究科紀要』第一部　第64号　
pp.57-66

　　 澤口はC.Wallace の理論をもとにCRについて
「CRメソッドの開発」の研究発表を続けている。

*9　井上尚美（1974）「批判的思考力テストについて」
　　『読書科学』第17巻第３・４号  p.109
*10     T h e o d o r e  L . H a r r i s ,  R i c h a r d  E . H o d g e s 

Ed i to r  （1995） The  L i t e racy  Dic t ionary  

INTERNATIONAL Reading　Association



藤井知弘78

*11　 The Nation's Report Card（NAEP） National Center 

for Education Statistics

　　    

reading/2024/g4_8/?grade=8 

*12　  I rwin  Ki r sch ,  John  de  Jong ,  Domin ique 

Christian Monseur

   　     READING FOR CHANGE :PERFORMANCE AND  

 　　   ENGAGEMENT ACROSS COUNTRIES  RESULTS

 　　  FROM PISA 2000

*13　文科省（2005）「読解力向上プログラム（たた
           き台）」
　　    https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/ 

  　　 shotou/031/shiryo/05120201/007.htm（2025.1
          入手）
　　  文科省（2006）『読解力向上に関する指導資料 : 

PISA

 　　  調査（読解力）の結果分析と改善の方向』東洋館
*14　注9同書
*15　小松善之助（1976）『国語の授業組織論』一光社
*16　 大西忠治（1981）『説明的文章の読み方指導』

明治図書
*17　 宇佐美寛（1981）「論理を読む」増渕恒吉編『講

座中学校教育の理論と実践　第6巻』有精堂
*18　 森田信義（1984）『認識主体を育てる説明的文

章の指導』渓水社  （1989）『筆者の工夫を評価
する説明的文章の指導』明治図書　

*19　 望月善次（1985）「批判的な読みの力をどうつ
けるか」『教育科学国語教育』No.353明治図書

*20　 寺井正憲（1990）「説明的文章の読解指導研究
の文献レビュー」筑波大学国語指導研究会『国
語指導研究』3集

*21　90年代に提案されてものとして以下のものを
　　  あげることができる。
〇　   阿部昇（1996）『授業づくりのための『説明的

文章教材」の徹底批判』明治図書
〇　   河野順子（1996）『対話による説明的文章の

セット教材の学習指導』明治図書
〇　     長崎伸仁（1997）『新しく拓く説明的文章の授

業』明治図書　
*22　 森田理論について研究として意味づけを行っ

ているもの。
  ・　  鶴田清司（2007）「読解力を高める国語科授業

のあり方　その二・批評すること」『教育科学
国語教育」No.676

  ・　  篠崎祐介（2013）「国語科教育における批判的
読解指導の研究　森田信義の評価概念におけ
る『解釈』の位置づけに焦点を当てて」中国四国
教育学会『教育学研究ジャーナル』第13号

    　   篠崎は、森田の評価概念が、時期によって読
みの層、方法、対象が異なることをⅣ期にわ
たって論じている。

*23　森田信義（1984） p.146
*24　 河野順子（2017）『小学校国語科批評読みとそ

の交流授業つくり』明治図書　
*25　 吉川芳則（2017）『批判的読みの授業つくり』

明治図書
*26　Douglas Fisher,Nancy Frey,Diane Lapp（2009）
　　    B r a i n  R e s e a r c h , Te a c h e r  M o d e l i n g , a n d 

Comprehension 

     　   instruction.In Reading State of Mind  Birkhauser 

Boston 　　Inc

*27　井上敏夫（1982）『井上敏夫国語教育著作集』
　　   1巻～ 5巻　明治図書「生活読み」の提案、学
          習内容としての「文体論的指導事項」
*28　 大滝一登（2025）『全国学力・学習状況調査

のこれまで　これから」『月刊国語教育研究』
No.634 p.29

*29　プロジェクト・ワークショップ編（2014）
    　   『読書家の時間』新評論
          ＊プロジェクト・ワークショップのメンバー
　          による
          カンファレンスの結果から                          

*30　 安居總子、東京都青年国語研究会編著（2005）
『読書生活者を育てる』東洋館

*31　 大村はま（1970）「読書生活の指導」私学会館
での講演『大村はま国語教室』第7巻　筑摩書
房pp.5-64所収

*32　文科省 「OECD PISA2022のポイント」ICT活
          用調査 　　
   　　問４ICTの利用頻度
  　　  www.mext.go. jp/content/20240312-mxt_

kokusai-   0020406_3.pdf　　
*33　 中田力（2011）「国民の読書推進に関する

協力者会議」第１回（H22.7.30）～第５回
（H23.2.22）の主な意見より



「重ね読み」についての一考察 79

「重ね読み」についての一考察

藤井　知弘＊

（令和７年２月３日受付）
（令和７年２月14日受理）

FUJII Tomohiro

Research on Overlapping Reading

要　約
　読みの指導方法としての「重ね読み」は複数読書材を設定して学習活動を行うものである。読解と読書
が二元論として揺れ動く中、昭和40年度頃から読書指導として実践されてきている。複数のテクストを
読むことの意味はどこにあり、それがどのように有効なのかを明らかにした。また大村はまをはじめとす
る実践においてテクストはどのように活用されてきたか、さらに学習者が何をそこで得たかを検討する。
「重ね読み」は読書生活を豊かにするために国語教育として有効な指導方法といえる。

岩手大学大学院教育学研究科研究年報第９巻 （2025. 3）079－091

* 岩手大学大学院教育学部

 １　はじめに：問題関心
読むことの学習においては、様々な方法が提起
されてきた。戦後の国語教育で現在に至るまで行
われている「三読法」はその典型例といえる。学
習材である教科書を「通読」「精読」「味読」の三
段階において展開する。PISAショック以降の「子
どもの読書活動の推進に関する法律」の実施に伴
い、「味読」部分にあたる第3次の言語活動として
「読書」が「発展読書」として取り上げられること
が多くごく自然な実践状況となってきている。
多読することによって読解力が付くことにつな
がることはアメリカの研究成果＊1やいわゆる「全
国学調」などにおける読書量と読解得点との相関
からも明らかになっていることといえる。しかし、
教科書を中心学習材として複数学習材を用いると
いった方法は決してPISAショック以降の新しい
ものではない。「単元学習」をはじめとして多く
の先行実践においても読むことの指導方法として
行われてきたものである。
そこで本稿では以下の点を考究する。

〇 「重ね読み」の概念規定を「くらべ読み」と共
に明らかにする。
〇 「重ね読み」の価値、意義、設定のポイント
を導き出す。
〇 学習の実相から学習者に何をもたらしたかに
ついて考察する。

２　「重ね読み」とは
「重ね読み」を定義づけている辞典等は少ない。
管見の範囲で唯一記している『文学教育基本用語
辞典』には次のように記されている。＊2

文学を楽しく味わわせるために行われている授
業方法である。一つの文学作品に対して、他の文
学作品を重ねて読むことにより、それぞれの作品
が明確に理解できるようになり、深く考えること
ができるようになることをねらった方法である。
細かい分析から離れ、聞きひたるだけで文学と出
会い、じっくりと味わえるという学習が成立する
とされている。大村はまは、三つの物語を重ねて
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学習させた、次のような実践例をあげている。（後
略）（下線　フジイ）

＊大村の実践については、後述する。

ここでは、「聞きひたる」ことが「重ね読み」の
方法として提示されているが、実践では「聞く」
だけでなく学習者が「読む」活動も多く行われて
いる。
複数教材化という点において類似した指導方法
としてあげられるのが「くらべ読み」である。同
辞典における記述は次の通りである。＊3

くらべ読みは、主教材と異なった主題や思想を
持った作品を読者に与え、既習学習で身についた
物の見方をより立体的に、多面的に深化しようと
いう意図のもとに設定されている。つづけ読み
（「重ね読み」を指しているフジイ注）が類似生の強
い面を読むことに対して、くらべ読みは相違性の
あるところを特に読みくらべていくのである。作
品相互の内容比較と関係して、その読みは、作品
の持つ思想性や主題・文体・筋といったものまで
も比較するため、読者は拡大した読書力が定着す
ると期待されている。読書指導の関連からも、発
展学習の面からも、より確かな読書力向上に資す
るものとして、高く評価されている。（下線　フ
ジイ）

下線で示した箇所が特徴的にあげられている
が、くらべる観点は、決して異なった点や相違点
だけをくらべる訳ではない。くらべる上で、相違
点は見出しやすいが、くらべることで似ていると
ころを指摘することも可能である。
ここで両者の関係を整理すると論者は次のよう
に考える。概念的には複数学習材を読むという点
から「重ね読み」は「くらべ読み」を包含する。「重
ね読み」は読書行為の連続性に意味があり、「く
らべ読み」は比較する観点が目的性をもっている
点に特質があるといえる。また「くらべ読み」は
主教材に続けて読むだけではなく、並行読書を
行っている段階において、主学習材とくらべる活

動を設定することも設定しうる。並行読書そのも
のが「重ね」ている状態になっている。

 「重ね読み」と「くらべ読み」はこうしてみると
基本的には名称とも違えど差異は、授業者の目的
の違いにあるといえる。
「重ね読み」「くらべ読み」の概念規定は「文学
教育基本用語」という枠組みであるので、テクス
トが文学教材とされていたが、実践においては、
説明的文章の学習においても設定しうる。説明的
文章では情報を抽出する、筆者の意見を見出す、
クリティカルリーデングのように自分の意見をそ
こから導き出すなどの活動は、一般的に行われて
いる。中学校学習指導要領では、中3段階におい
て「批評」という指導事項が出ていることもこう
した実践を後押しすることになっている。ただ、
本論では文学テクストに限定し論究していく。

３　「重ね読み」の研究的意義
３－１　複数学習材化の意味
国語の学習において、「読むこと」はその学習
の中心として大きく比重を占めてきた。1996年
の中央教育審議界第一次答申「21世紀を展望し
た我が国の教育のあり方について」を受けて翌
1997年の教育課程審議会中間まとめに「文学的
な文章の詳細な読解に偏りがちであった指導のあ
り方を改め」が明記された。このことは決して「精
読」を否定したものではなかったが、「読むこと」
の学習の精読主義が後退し、読書指導としてのア
プローチや多読が推進されることになる。
こうした動きに対して、渋谷孝は「精読主義の
克服の道は『多読』ではない」と主張し、常木正則
は「読むことの学習の読みはすべて精読が原則」
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と「精読」の価値を評価する。＊4

一方、読解力向上のための具体策として「読解
以前の多読の指導」の重要性を主張しているのは
小田迪夫である。＊5

読解の＜基礎・練習・応用＞の前段階となる＜
基礎＞となるのが多読である。多読は読解技能の
無自覚の総合学習であり、その土壌なしには自覚

的読解学習の木は生長しない。

昭和43年の学習指導要領改訂によって読書指
導がブームとなった1970年代には、滑川道夫は
「国語科における『読解指導』と『読書指導』とを統
一的に捉え、両者を止揚した読みの指導」の重要
性を述べ、倉澤栄吉は「読書指導と読解指導との
あり方がうまくいかないと『読みの指導はいびつ』
になる」と指摘している。＊6

このように「読むことの学習」は「精読と多読」、
「読解と読書」の二元的学習観の狭間で揺り動く
ことを繰り返してきている。
複数教材化が多読化の流れで多くなっていく中
で石丸憲一は複数教材化を取り入れる背景や理由
を6点挙げている。＊7

 
①単元学習のための複数教材化

②作品論、作家論的なアプローチのための複数教材化

③読書指導のための複数教材化

④ 精読主義から多読主義へと指導観を変更するための

複数教材化

⑤読解力向上のための複数教材化

⑥ 学習指導要領の最低基準化に伴う発展的教材の有効

利用のための複数教材化

①②は単元学習においては教科書だけによらな
い実践が多く、複数学習材を用いての単元展開は
必然的な流れとなっている。③はそもそも読書指
導が読みの世界を広げていくことが目的となって
いるので当然といえる。教科書における教材配列
でも夏休み前に「読書への誘い」として多くの書
物が紹介されている。

⑤は学力低下に対する処方箋として、⑥は教科
書が、主教材だけではなく補助教材として「読み
もの」を載せていることも大きいといえる。

 さらに石丸は、主教材に対して「重ね読み」「く
らべ読み」としての副教材の機能としても6点を
挙げている。

①主教材の読みを強化する（膨らませる）

②主教材の読みの余韻を楽しむ（振り返る）

③主教材に足りないものを補う

④主教材の意味を多様にする

⑤ 主教材の読みが困難なときに読者である子どもと主

教材の架け橋になる

⑥主教材の読みを否定する

文学テクストの「重ね読み」においては主に①、
②を目的としての実践が多い。いづれにしても「重
ねる」読書材には、学習指導を行う指導者として
の意図に基づく目標が内包されていることになる
といえる。
教科調査官だった井上一郎は「比べ読み」の意
義について5点を挙げる。＊8

①複合テクストを対象に行う

②最も目的的な読書活動

③自己学習力育生の方法的具体化

④ 思考力の育生、とりわけ課題探求力の育成に大きな

効果

⑤ 理解することと同時に表現の工夫を見いだし、自己

表現に役立てられる

井上は「何を読むか」「何の観点で比べるか」を
重要なポイントして具体的な実践例を提案してい
る。
府川源一郎も同様に「比べて読むこと・重ねて
読むこと」の指導を推進する立場から次のように
述べる。＊9

何のために複数作品の「比べ読み」をするのか、
を考えておくべきだ。そもそも、読み手の立場に
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立ってみれば、一つの作品を読むときでも、「比
べて読む」ことは、必ず行われている。おもいつ
くままに挙げてみる。読み手が文学作品を読み進
めるときに比べたり重ねたりするのは、まずは自
分のこれまでの生活体験、あるいは自分の感覚や
認識であろう。作品中の人物の心情を推し量り、
「自分だったらそう考えないな」とか「よくそんな
ことができるな、すごいな」などと人物の行動を
評価しながら、読み手は＜読み＞を進めていく。
あるいは、過去の読書体験と比べて読むこともあ
るかもしれない。「これはどこかで読んだような
話だな」と作品のストーリーやプロットの類似や
異同などに気がつく場合もあろう。（中略）言いか
えれば、個人の＜読み＞をより豊かでより幅広い
ものにするためにこそ、複数教材の「比べ読み・
重ね読み」の指導が構想されなければならない。
（下線　フジイ）

読者は、読書行為の中で、既有のスキーマとの
照合として記憶や既有経験の呼び起こしなどをお
こなっていく。イーザーの『行為としての読書』＊
10 に示されたように読書行為においてテクストの
線条性で「背景」となるのは先行するイメージで
あり、今のイメージとあいなって「保有」するこ
ととなる。これから読もうとするテクストの読み
は「予覚」として「前景」となるが「保有」したイメー
ジとの照らし合わせが起こり、学習者の中には「重
ねて」読むことによって必然的に「比べる」といっ
た思考が働くと考えられる。

３－２　複数テクストのもたらす学力側面
読書と学力との関連はスキーマ理論によって説
明する見方がある。スキーマとは「特定のトピッ
クについての先行予見として作用する構造化され
記憶されている概念や知識のネットワーク」と定
義づけることができるがAnderson&Pearsonのス
キーマ理論を援用しつつ、塚田泰彦は次のように
読書を意味づけている。＊11  

文章の理解は先行する知識のネットワークに新
たな情報を統合することによって成立するとする
考え方で、スキーマ理論では読むことは「テクス
トで出合う新しい情報と旧い情報とを結びつける
ことによって意味を構成する能動的な営み」と考

えられている。

塚田は「語彙」に着目し、テクストの内容理解
活動における読者の語彙力と文章の情報構造との
相互作用が生産的な理解を生み出すととらえてい
る。語彙力と読書の関係から「読書は『学力』を育
むパワフルな行為」とする。＊12

結局、私たちは大量の情報の中であるいは豊か
な文脈の中でしか、ものを学ばないということで
ある。またそれは個人が自らの既有知識を前提に
してこれを反復活用した結果そうなるということ
である。そして読書はこの行為を非常に高い生産
性をもって可能にするということである。

桑原隆も同じくスキーマに触れながら読むこと
を通しての学力形成について指摘している。＊13 

学力は、たんに知識を取得することにあるので
はなく自分自身のスキーマを基盤としながら、さ
らにそのスキーマを新しくし、自己の思考力、論
理力、想像力・創造力を磨いていくことにその神
髄がある。読むことは、作者や筆者のスキーマを
読み取りながら、同時に読み手自身のスキーマを

磨いていくことである。
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塚田や桑原が指摘するように近年の認知科学、
認知心理学の研究の深化により読書のもたらす効
果、意義についても大きくその見方を従来から変
えてきている。
脳神経学者のメアリアン・ウルフは「読書は脳
をどのように変えるのか」というテーマの元、読
みの発達が「文字情報の解読」から「流暢な読み」
へ移行することを述べている。＊14 「流暢な読み」
とは速い読みではなく、「深い読み」を意味して
いる。

解読に取り組んでいる読み手たちが進歩するに
つれて、彼らの読解力は、こうした記憶などの実
行プロセスや、単語に関する知識、流暢さと密接
に結びついていく。これらはみな、相互に関連し
ているのだ。流暢さが向上していけば、推論する
余地ができる。推論と洞察に割ける時間ができる
からである。流暢さは読解力の向上を約束してく
れるものではない。むしろ、脳の実行システムが
最も必要とされているところに注意を向けられる
時間を延長するものと言える。つまり、推論し、
理解し、予測し、時には矛盾した理解を修復して、
新たに意味を解釈する時間である。

今井むつみは、ウルフの知見「本を超える」を「行
間を埋めて、推論をする。想像をする。それだけ
でも十分に『与えられた情報を超える』ことにな
るし、『深い学び』につながるのである」とし、読
書のもたらす「読解力」を「自分で持っている知識
と文章の情報を織り交ぜて『解釈』をつくりあげ
る推論の過程である」と意味づけている。＊15 

このように読書が語彙力、表現力、そして元と
なる読解力に脳の働きとして機能していることを
考えると、複数の読書材を読み進めることが大き
な働きをなすことに異論はないだろう。

３－３　読みの観点の設定
複数テクストを選定するにあたっては、学習者
の思考や、学習過程、言語活動のあり方などを決
める上で最重要な観点といえる。

府川は文学作品を客観的に見る、比較分析する
点として８点を挙げている。＊16

①同じ作者の作品を複数比べ読みする

②異なる地域の作品を比べる

③異なる時代の作品を比べる

④作品に書かれた人物を比較する

⑤複数の作品の書き出しと末尾の文章を比べる

⑥原典と書き換え作品を比べる

⑦ 韻文・散文・古文・漢文・談話体などとなる文体の

作品を比べる

⑧異なるジャンルの作品を比べる

安藤脩平は中学校段階における「文学テクスト」
の複数教材設定を大きく二つに大別し示してい
る。＊17

論者は文学テクストに絞り以下のような選定
を想定することができると考える。（段階は小中、
学習者の既有の能力によって組み合わせを考え
る）

①同一作者の ア　同一素材で
ウ　異なる素材で

イ　同一主題で
エ　異なる主題で

　他作者の ア　同一素材で
ウ　異なる素材

イ　同一主題で
エ　異なる主題で

②技能的なねらいを深化させられるもの
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「文学を味わい、自分の感想を持つ」といった
日常的な読書行為（生活読み＊18 ）を想定すると＜
内容的側面＞が色濃く反映し、身に付ける言語技
術が中心的学習内容となると、＜表現的側面＞が
強くなるだろう。後に触れる先行実践においても
この両者のいずれかに重点が置かれているものが
多い。内容に反応が強く出ても、それがどのよう
な言語表現によって支えられたものであるか、根
拠を求める学習は一般的だといえよう。
小学校における「同一作者によるシリーズ読書：
がまくんとかえるくん」｢同一作者によるテーマ
共通、状況設定が類似：杉みき子」「テクストと
その作者の伝記：宮沢賢治」など実践においては、
様々なものを想定することができる。
中学校では、同一作者にこだわることなく、テー
マ性など読書行為の結果として自らの考えを導き
出せるような組み合わせが期待できる。また「批
評」的な読み、文学テクストを客観的に見るといっ
た読みも可能となってくる。（筑波大附属小では
小学校段階においてもこうした実践が見られる後
述の二瓶弘行実践など）
それでは実践例ではどのような展開が見られる
か。＊19

４　「重ね読み」実践例
４－１　大村はまの実践
大村はまの文学教育は「読む力は読むことに
よって、たくさん読むということ、そのことによっ
てつく」という基本的な立場に支えられている。
特に鑑賞指導においては、府川が指摘したよう
に読書行為そのものを重視することになる。

文学の鑑賞の時間をまず理解してのちに、とか、
味わいえたことを話したり書いたりする、とか、そ
ういうことから解放して、純粋に、読み浸る、味わう、
酔う、そういう時間にしたいと思っての試みである。
だれの味わい方がすぐれている、だれの味わい方は
浅い、―そういうことなしに、それぞれの能力―そ
れぞれの「人」に応じて、文学、このよきものを享受
するひとときを設けようとした * 20

大村の基本理念である「優劣を超えて」が学習
において具現化されるように学習者の国語能力を
策定した上で、その能力の有無によってグループ
編成をし、鑑賞の手引きによって作品を楽しんで
読むという学習者の目標の達成を図る単元学習を
行っている。（国木田独歩の『えの悲しみ』を用い
たグループ別鑑賞指導の例が前田真証によって報
告がなされている）* 21

そして昭和42年12月3日に広島県大下学園国
語教育研究会での講演における授業提案として 

「重ね読み」を行っている。大村は次のようにそ
の学習の意味について述べている。* 22

方法というのは「重ね読み」と申しまして、一つ
の作品に対して他の作品を重ねて読むことによっ
て、それぞれの作品が発揮例とわかってくるとい
うわけです。ですから大変簡単なことなのです。
教師の一番骨を折りますのがその作品の選定であ
るわけです。何を重ねたらいいか。何に、どうい
う方法で重ねるのか。そのことが一番問題で、教
材研究とも、自分のふだんの読書生活ともかか
わってきます。そういうことについては大変骨が
折れますが、一度教室に入ってしまった場合には
まるで楽でありまして、大骨が折れるなどという
ことはありません。どういう発問をしたので、生
徒が黙ってしまたとか、そういう問題は何も起こ
りません。
子どもに何も聞きません。何も聞かなければ何

も考えないかというと、そこが、問題なのです。
何も聞かないけれども聞いたにもまさって深く考
えさせられる、としましたら、これは大変優れた
方法といわなくてはならないのではないでしょう
か。（下線　フジイ）

大村は、教室を文学に浸らせる場としての方法
にこの模擬授業を提案している。こうした読みで
は登場人物の心情を問うことによらずにその心情
を感動の中において味わうことができるとするの
である。以下、その提案授業について示す。
（箱囲み内）
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　　〇 母親の嘆きと二銭儲かったが、藤二は死ん
でしまった  この二つを頭において次の「黒
いご飯」を読む

　④『黒いご飯』の語の注釈を聞く
　⑤『黒いご飯』の教師の判読を聞く
　
◆Tの発言
　 　 『黒いご飯』と『二銭銅貨』全部似たところが
あるでしょう。材料がね。だけど作品としては
ずいぶん違うと思わない。どっちかはね。材料
が違うだけで、本当に同じだと思うでしょ。片
一方はとっても似ていますけど、しかし作品と
しての味わいは非常に違う。 （下線　フジイ）

◆T

　 　この『二銭銅貨』は図書館にありますから読ん
でごらんなさい。そうするとどっちが同じだが、
どっちが違うかという事がきっとわかると思う
のよ。

ここでは三つのテクスト「教師の話」と『黒いご
飯』、『二銭銅貨』と『黒いご飯』、『黒いご飯』と『黒
いご飯』と二重に重ねていっている。学習者に「何
も聞かない」ことが「聞くことにも勝って考える
ことになる」として教師の巧みな学習進行に伴う
発話によって仕組まれていくのである。
大村単元では「考えて読む、そしてわかろうと
して読む、何かをひらかせようとして読むという
ことをさせていくことが読解の力を付けていく」
という学習観が根底にあることがうかがえる。た
だ、大村には「重ね読み」において比較の観点の
明示化はなされていない。
どの話にもお金が出てきて、貧しさをあつかっ
ている。大村の話は自作出自身が経験したことが
語られている。適当な作品が見当たらなかったの
で、自作を用いている。こうした学習が、三つを
比べたことが後に作文の材料となることも期待で
きるとしている。どこまで味わえたかを教師が評
価する（大村は「検査」といっている）のではなく、
感想を自然と生み出すことができると考えている
のである。

4－2　先行実践例
主に教育雑誌等（『教育科学国語教育』『月刊国
語教育研究』）に掲載された主な実践、また研究
論文を対象にその特質について挙げる。
①「中学生にも民話を」佐藤淳子（1993）* 23 

・「夕鶴」（木下順二）と「鶴女房」（佐渡民話）
□原型との相違点の意図について考える
② 「『すきなほん』から『すきなさくしゃ』へ目を
向けさせる」西村嘉人（1996）* 24

 ・ 「ぐりとぐら」から「くじらぐも」「ぐりとぐ
らの大そうじ」10時間

 □詳しく読むのではなく、お気に入りを音読
    する
③「多様な学習活動の組織化」武田恭宗（1996）* 25 

 ・「白いぼうし」「車のいろは空のいろ」
　課題選択によって「あまんきみこ」の4作品
□テクストへの書き込みをし、読後感想を書く
④ 「重ね読み」「比較読み」を基盤にした価値生
産を求める読書活動横山迦葉子（1996）* 26

 ・「おみやげ」星新一「宇宙人の宿題」小松左京
    「いたいいたい虫」阪田寛夫「麦畑」

◆本時学習の前提『黒いご飯』を読む
◆本時学習活動
　①学習の進め方を知る　
　　1．話を聞く　大村の話
　　2．録音を聞く『二銭銅貨』黒島伝治
　　3．お話を読む『黒いご飯』永井龍男
    　考えて欲しいこと
　　〇『黒いご飯』と『二銭銅貨』を聞いて
　　・こういうところがまるで同じ　
  　  ・ 同じだが、違うところがある　いや大変違

うところがある
　　〇「私の話」と「黒いご飯」をくらべて
　　・ほんとうに同じだ　こういう所が同じだ
　　〇『二銭銅貨』と『黒いご飯』を比べて
　　・同じだ　
　　・だけど大変違う
　②教師の話を聞く
　　〇どんな題がいいか
　③『二銭銅貨』NHK「名作を訪ねて」の朗読テー
　　プを聴く
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□「愛」をテーマとし感想文を記述
⑤ 「単元『海のいのち』から単元『三つのいのち』
へ」二瓶弘行（1998）＊27

 ・ 「海のいのち」「山のいのち」の併読立松和平
の著作群
□絵本「三つ目のいのち」の創作
⑥ 「比べ読み・重ね読み」を用いる
     川上弘宜（2003）＊28

 ・「石うすの歌」「坂道」
 □類似点（主人公時期主題）
⑦ 「一人一人の読みを広げる文学的な文章の学習
    指導に関する研究」鷹嘴陽一（2005）＊29

 ・「やまなし」「月夜のけだもの」
 □ 登場人物の性格、作品の構造、主題の共通点
⑧「重ね読み試論」渡邊美雄（2006）＊30 
 ・「秘密」（原田宗典）と「トロッコ」
□「主人公は何に出会ったか」という共通性
⑨ 「読む力を育てる国語科の単元構想」中村文
城ノ内優樹（2014）＊31

 ・「世界一美しいぼくの村」シリーズ重ね読み
 □シリーズ三作の最後の一文に着目させる
⑩ 「田口ランディ『クリスマスの仕事』におけ
る教材性の検討」中野登志美（2015）＊32

 ・ 「クリスマスの仕事」と「わすれられないおく
りもの」
□作品に共通する人生観や死生観
⑪ 「さまざまな支店で物語を読み重ね読みの効果
を感じる子どもの育成」古牟田幸子（2023）＊33 

 ・ 「ヒロシマのうた」から今西祐行「時計」「は
るみちゃん」「あるハンノキの話」「ゆみ子と
つばめのお墓」

 □ ヒロシマつながりで、作者のメッセージを
探る

⑫ 『重ね読みの有効性に関する考察」赤城雅宜
     （2024）* 34 

 ・ 「スイミー」と「フレデリック」／「スイミー」
と「ろくべえまってろよ」

 □ 同一テクストでも重ねるものによって異なる
以上、管見において見いだした12の実践例等

を挙げたが、いずれも共通点を見いだす中で、授

業者がねらう目標に迫るという設定である。
特に⑩の古牟田実践は、その論稿の中で本人も
触れているように大村はまの「本で本を読む」指
導方法としての「重ね読み」と明示している。
⑤の二瓶弘行は「読解力」を「作品の『ことば（語
句・文章）を詳しく検討し、自らの作品世界を先
構成し、自らの主題をまとめる力」とし、学習者
に「自力読み」として22の観点を設定している。
観点は「分析批評」や「西郷文芸理論」、「科学的読
み」などの理論を元にしてしているので、テクス
トを分析的に読み取ることが中心となっており、
「作品の星座」としてこうした分析をもとにして
「主題」について文章等に表現するという単元展
開をしている。二瓶は次のように述べている。

この学習で、複数の読書行為が一つの作品の読
みの深化を促すことを実感した。『海のいのち』の
単一の読みでは読めなかった重要なポイントに

『山のいのち』を併読することで気づく。

４－３　論者フジイ実践の単元学習＊35

（次頁に単元の学習計画を示す）
この単元は論者が担任として行った古い時期で
の実践であるが、当時教科書教材であった『風の
強い日』『花と手品師』を中核学習材としての単
元である。単元導入前の学習材として既習の作品
３つ、「スイミ－」「つりばしわたれ」「白いぼうし」
の「読み比べ」から入っている。映像としての「ミ
ヒァエル・エンデの遺言」（ＮＨＫ）、並行読書の「モ
モ」の読み聞かせが行われ（単元実施期間中かかっ
ている）、ファンタジーを読む意識が醸成された。
中核学習材では、4人組による感想交流とし、感
想の共通点、相違点から話題が展開された。
主題追究の読みとはせず、多様な感想を拡散す
るようにした。中核学習材をどのように紹介する
かの方法として「帯つくり」をし、校内において
掲示紹介し、そのほかの作品にも触れたいという
ことから、その後、市立図書館に全員で出向き、
山下明夫作品を12冊、ファンタジーと思う作品
を一人1冊ずつ借り、エンデやルイスキャロル、
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単元・ファンタジー。これを勉強してファンタ
ジーを描く作家が大勢いることを知りました。大人
になっても大きな夢をもっているのはすてきなこと
だと思います。人間（特に大人は）現実を通らない
と生きていけません。「子どもの方が夢を見ること
ができる」などとよく聞きます。それが一番理解で
きるのがピーターパンです。ファンタジーとは想像
の世界です。いそがしくても、想像力と夢のある大
人―これはとても難しいと思うけれど、そんな大人
になりたいです。

あまんきみこ、いぬいとみこ、佐藤さとるなど
40冊、計62冊が教室に並び、3週間の単元期間
においての自由選択読書となった。児童は、自分
の「おすすめ図書」を見つけるために、1冊読む毎
に読書カードの記入を行い、おすすめ度合いを5
つ★評価で行った。62冊の平均読破冊数は15冊
で、普段の1ヶ月平均4冊を大きく上回ることに
なった。
多くの作品に触れた学習者は、さらに読んだ作
品のよさを紹介する方法を知り、選択、言語活動
化している。
＜学習者の学びの振り返り＞

ファンタジー世界をそれぞれが想像し楽しむこ
とをねらいとする単元であった。
一連の同ジャンルを重ねて読むことで、その世
界に浸ることができるとともに、読書行為の積み
重ねが豊かな文学経験となり、読書生活の拡充、
拡大へとつながっていくこととなっていく。単元
学習ならではの、複数読書材の生かし方といえる。

５　総括
 「重ね読み」にしろ「くらべ読み」にしてもねら
い、目標達成のための学習材の目的的な活用がそ
の中核となって居ることが確認できた。
「重ね読み」が大きな教育効果を生むことも論
じてきたが、課題も指摘することができる。
　〇学習者の感動と教えることとのバランス

 仲村計美は感想を概念化抽象化するという立
場から次のように述べる。＊36

文学を読むたのしさは基本的にそれが説明でな
いことにあるからである。説明の言葉では表すこ
とができない感覚や思想が、描写や文体や作品構
造に入り込んでいる。読者はその世界に出会って
自分の体験として楽しみ作品のことばを自分のこ
とばとして独占してしまう。だから文学の授業は、
言語技術の学習に終始してはつまらなく、読者の
感動を引き受けなくては意味がない。そうは言う
ものの、読者それぞれの自由勝手な楽しみをその
まま引き受けようとすれば、授業は分解する。だ
から教師はその兼ね合いに苦心し、おおかたは、
感動の中の、作品のことばに関わる部分だけを授
業で扱うことになる。このような文学の授業は単
元を思い切り柔軟に考えることで、より深い比べ
読みの活動に導くようになろう。
授業は時には分解してもかまわないし分解する

まで授業にすればよい、と考えられないだろうか。
もしそうできるなら、感動を作品上の表現に収束
しきってしまわないで、生徒の生のままの感動に
かかわることができる。（下線　フジイ）

仲村の学習者の感覚や思想、感動を最大限に生
かし、そのために授業が「分解」してもいいとす
る考えは、「読者論」の立場に立っての学習観と
いえる。文学を味わうことと、言語能力を付ける
という国語科の目標とのバランスをどのように
とっていくかは、文学教育がずっと抱え続けてい
る問題といえる。* 37 

〇学習材、テクストの選定
学習材の選定には学習者自身が関わることが
ほとんど見られず、授業者のねらいに沿って行わ
れる。「自立した読者」の育生という観点からは、
いずれ学習者自身がテクストを選んで「重ねてみ
る」といった読書行為ができるように移行してい
く必要がある。そのために読者を育てる国語科カ
リキュラムの設定が必要となるだろう。
〇読解と読書との関係
大村はまは「読書指導は読解指導のあとに続く
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ものではない。読解指導への付け足しでない、単
なる発展でもない」として両者の関係性について
次のように指摘する。* 38

読解指導が終わると、その学習の発展として同
種のもの、あるいは同じ作者のものを紹介して読
ませる指導が、必ずというくらいよく行われる。
これも、あってよいことではあるが、教養のため
のもの、ことに文学の場合が多く、方法としても
習慣的で新鮮な感動を呼ばない。これはむしろ逆
であって、読書生活のなかに、読書指導のなかに、
読解すること、読解指導が位置を持っているので
ある。読書生活のなかに位置づけられて初めて生
きる読解力である。

ここであげた「重ね読み」の多くは主教材とな
るテクストを読み、読解し、その後に発展的に読
書を重ねるというものが多かった。大村は「読書
生活」への展望を視野にもち、読書行為の中での
発見や生産がなされ、「自立した読者」として読
解指導を超えて、読書生活を構築することができ
ると考えている。さらに大村は

読書生活のなかに、読書指導のなかに、読解す
ること、読解指導が位置を持っているのである。
読書生活のなかに位置づけられて初めて生きる読
解力である。* 39

読解か読書かという二元論を超えての読書生活
を展望する「読むことの学習」の姿が求められて
いる。
◆情報化社会を迎え、身の回りには多くのテクス
 トとなるべき物が氾濫している状況ともいえる。
タブレット学習が推進される中、デジタル教材
による国語の学習も多くなってきている。多くの
テクストに触れることは必然的に無意識のうち
に「重ねて」いくことになっていく。しかし一方、
高校生、大学生を中心に不読者率の高さは課題と
なっている。PISAや全国学調で再三指摘される
「思考力」「表現力」に課題が指摘されている状況

を鑑みると、これを打開するのは「読書」である
と論者は考える。
読みの学習方法は多様に存在する。どの方法を
とるにしても、そこで身に付けた技能、読書行為
そのものや読書材に対する思いがその後の言語生
活において読書生活として一定の役割を果たすこ
とを期待したい。所得による貧富格差と学力の高
低との相関、そしてそれが読書量の多少と統計的
に有意という結果が出ていることは全くゆゆしき
状況といえる。学校教育がこれを救える最後の砦
となっていかなくてはならないのである。
学習者である子ども達に豊かな読書体験を提供
したい。そのことが「自立した読者」へと結びつ
くことを信じている。

*1　 Stephen D.Krachen（1983） THE POWER OF 
READING Insights from the Rearch

   　  長倉美恵子他訳（1996）』『読書はパワー』金の
星社

　　クラッシェンは41研究事例中、38例の「自由読
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要　約
　本研究の目的は，不登校児童生徒を支援する教師のためのコンサルテーションの効果的な構成と展開を，
教師の認識や技術の変容の様子とともに明らかにすることであった。不登校児童生徒を支援する教職員対
象の心理職によるコンサルテーション190件を実施し，その記録について，計量テキスト分析によりその
展開を検討した。その結果，コンサルテーション実施以前には，アセスメントの結果や実施した支援方法
の効果が，容易には報告されないことが示された。これに反しコンサルテーションの展開の過程で，教師
は，①登校状況，②解決すべきであり解決可能な不登校要因，③特性に係るアセスメントと有効な支援方
法の検討，④再登校傾向に係るアセスメント，⑤教師自身の情緒的認知的課題，⑥児童生徒の安全につい
てよく語り，アセスメントに基づいた有効な支援方法がよく検討されていることが示された。

岩手大学大学院教育学研究科研究年報　第９巻 （2025. 3）　093－105

* 岩手大学大学院教育学研究科，** 立命館大学産業社会学部

問題と目的
不登校児童生徒（小学生・中学生）の在籍比の
推移については，2001年度の1.23％をピークに
その後2012年度までは概ね維持されてきた。そ
れが2013年度に増加に転じ，2020年からはさ
らに急増するところとなった。不登校問題が，
2019年以前とは全く異なる深刻な状況にあるこ
とについては，山本（2024a）が在籍比の推移に
関しロジスティック関数を基にした非線形回帰の
多項式で表現している。
不登校問題は，これまで教育や心理や医療な
ど多様な領域から追究されており，個々には成果
を上げてきた。たとえば山本（2007，2015a）は，
児童生徒のパーソナリティなどその特性に焦点を
当てた査定と，回復過程に見られる再登校傾向に
焦点を当てた査定を基に（山本，2024b），各特性
や状態と支援方法との有効な組み合わせである適

用関係について量的に明らかにしている。これら
は自己効力理論に照らせば客観的に有益な知見と
なる結果期待にあたる。その一方で，これらの知
見があっても教師は支援の遂行に不安を感じ，介
入をためらうことが多い。これに応えるかたちで，
個々の不登校児童生徒を支援しようとする際に教
師に生じる戸惑いや，特定の支援方法を行おうと
する際に教師に生じる不安について，効力期待の
視点からその促進要因が明らかにされている（山
本，2015b）。
それでもなお，その成果が教師や学校の実践
に結びついていない現状がある。不登校支援が進
展しないときの解決の手立ての一つに，心理職な
ど教育職以外の職種によるコンサルテーションが
ある。しかし，そのコンサルテーションにも支援
者個人の力量に頼っているという問題があり，そ
の在り方に関しては十分には追究されて来なかっ
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た。
そこで，本研究では不登校児童生徒を支援する
教師のためのコンサルテーションの効果的な構成
と展開を，教師の認識や技術の変容の様子と共に
明らかにすることを目的とする。ここで得られる
知見を，たとえばコンサルテーションシートとし
てまとめ実践に付すことができれば，教師支援の
質の向上だけでなく，教師相互による点検や協力
の質的向上に資するものとなるであろう。

方法
調査時期　2020年から2024年までの5年間，検
証対象となるコンサルテーションが実施された。
調査対象　不登校児童生徒支援に関する心理職
（臨床心理士・公認心理師）によるコンサルテー
ション受けた小中学校教職員で，当該児童生徒に
関することと介入状況について詳しく知っている
ものであった。来談者の職種，分掌，職位は，担
任教諭，学年主任，生徒指導主任，相談主任，教

育相談コーディネーター，特別支援コーディネー
ター，養護教諭，副校長，校長などであった。
調査材料
教師による問題の把握　コンサルテーション申
込時，つまりコンサルテーション実施前に「不登
校児童生徒の状況」の問いかけにより自由記述で
回答を求めた。回答欄は4×13センチメートル
であった。
教師が求める助言　同様に「相談したいこと」
の問いかけにより自由記述で回答を求めた。回答
欄は4×13センチメートルであった。
コンサルテーションの展開　1コマ45分のコ

ンサルテーションの逐語録の中から，コンサル
ティの発言を分析対象とした。
分析対象の児童生徒　教師による問題の把握と教
師が求める助言の分析に用いたコンサルティの支
援対象児童生徒は190名で，その内訳は小学生
72名（女子32名，男子40名），中学生118名（女
子49名，男子69名）であった。コンサルテーショ

図１　教師による問題の把握
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ンの展開の分析に用いたコンサルティの支援対象
児童生徒は53名で，その内訳は小学生20名（女
子10名，男子10名），中学生33名（女子13名，
男子20名）であった。
対象となるケースは，募集の段階で，各校が改
善に困難を感じている不登校事例とされた。家庭
の養育環境など福祉領域に基づく支援が中心とな
るものについては分析の対象から除外し，心理的，
社会的，発達的課題に焦点を当てられる条件を確
保した。
倫理的配慮　コンサルティには，コンサルテー
ションの実施要項に記述する形で，提供された情
報や音声記録の利用することを明示すると共に，
コンサルテーション開始時に口頭で確認し了承を
得た。本研究における介入及び調査は，所属機関
の倫理委員会の承認の基で実施された。

結果と考察
教師による問題の把握
教師が不登校児童生徒の状況や課題について
どのように捉えているのか整理するためにコン
サルテーション申込時に教師が記入した「不登校
児童生徒の状況」の特徴を明らかにすることを目
的に，得られた190件について計量テキスト分
析を行った。分析には，KH Coder version3.02c 

（樋口，2020）を使用した。複合
語の検出にはTermExtractを用いた。文脈に添っ
た語の理解については，コンサルタント経験豊富
な心理職（いずれも臨床心理士，公認心理師，心
理臨床を専門とする大学教員）2名で，解釈の一
致を確認できたものを採用した。分析対象は「文」
とし，その対象は1665文であった。総抽出語は
30708語で使用されたのは11693語であった。

図２　教師による問題の把握の校種・性別比較
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異なり語は2488語で使用は1999語であった。
最小出現数を25に設定し，描画する共起関係は
Jaccardにより上位60を用いた。
分析の結果，図１に示したとおり9件の共起
ネットワークが得られた。1件目は，「学期」や「月」
にどのくらいの頻度で「登校」し，これを「渋る」
のか，あるいは「欠席」が「続く」のか，「遅刻」す
るのか，「夏休み」を含めて，その「状態」を説明
しようとするものだと考えられた。2件目は，「家」
で「過ごす」様子を，「ゲーム」や「友達」と「遊ぶ」
ことなどや，「体調」不良を「訴える」ことなどそ
の「理由」を含めて説明しようとするものだと考
えられた。3件目は，「原因」としての「友人」関
係を説明するものであった。4件目は，「学級」へ
の馴染みや「教室」に「入る」ことが可能か，また「別
室」で「学習」を進めるなど，教室や別室での適応
について説明するものだと推察された。5件目は，
「担任」が「家庭」に「電話」「連絡」や「訪問」を行
う様子や「週」当たりの頻度を説明するものであっ
た。6件目は，「母」の「話」が情報源であること
の説明であった。7件目は，「母親」に送られて「本
人」が「学校」に「来る」「行く」状況に関する説明
であった。8件目は，「朝」「起きる」ことができ
るか，その「生活」状況に関する説明であった。9
件目は，発達上の課題について「診断」を「受け」
ているとの説明であった。
これらはいずれも，不登校児童生徒の現在を
欠席数や生活状況により説明しようとするもので
あった。一部に原因に触れるものはあったが，児
童生徒の特性や心的特徴をアセスメントするもの
ではなかった。一部に教室以外の校内で学習する
ことなどに触れるものはあったが，採られた支援
方法の報告はほとんど見られなかった。当然，そ
の効果に関する情報はなかった。コンサルテー
ションは，教師が不登校児童生徒の支援方法の改
善を期待して行われるものである。しかし，教師
が問題として把握し提供される情報は，教師自身
が採った支援方法の適否ではなく，児童生徒自体
の様子に焦点が当てられるものであることが分
かった。

教師による問題の把握の校種・性別比較
前項で得られたことについて，校種別・性別特
徴を整理するために，上の分析に続けて校種・性
を外部変数とする対応分析を行った。その結果を
図２に示した。
分析の結果，横軸が校種，縦軸が性を示す図が
得られた。原点からの距離や方向と語の頻度の検
討によれば，その属性による特徴は明確でなく漠
然としたものだと考えられた。それでも，中学生
では「家庭」「訪問」や「電話」「連絡」が不調であり，
「学習」や「活動」への「参加」，「原因」や「小学校」
からの引き継ぎが示される傾向が見られた。小学
生では「教室」で「過ごす」「時間」や学校に「行く」
ことを「渋る」様子が見られた。また，中学生（女
子）では「体調」不良の「訴え」や「朝」「起きる」こ
とに困難がある様子が報告される一方で，中学生
（男子）では「ゲーム」に没頭し「学習」を怠る様子
が報告された。
属性による特徴が明確でなかったのは，教師
が問題として把握するものが，不登校児童生徒の
現在の欠席や生活状況であったためだと考えられ
た。山本（2015）は，教師による有効な支援方法を，
小学生・中学生・高校生間で比較しているが，そ
こには明瞭が校種固有の特徴が示されている。た
とえば，小学生にはそのパーソナリティに依存し
ないいずれの児童にも有効にはたらく支援方法が
多いこと，中学生では難しいとされている登校刺
激も行動・生活に乱れのある生徒には有効にはた
らくこと，高校生ではこだわりが強かったり身体
症状のある生徒への支援が有効に遂行されている
反面，自分のことがはっきりと表現することがで
きなかったり行動・生活に乱れがある場合には有
効な支援ができていないことなどである。ここで
の分析ではこのようなアセスメントや支援方法の
選択に関する特徴が見出されなかった。支援方法
の是非等が，コンサルテーション開始以前には扱
われていないことが分かった。
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教師が求める助言
次に，教師がコンサルタントに求める助言，つ
まり支援ニーズを整理するために，コンサルテー
ション申込時に教師が記入した「相談したいこと」
の特徴を明らかにすることとした。そこで得られ
た190件について，上と同様に計量テキスト分析
により検討することとした。分析対象は「文」とし，
その対象は559文であった。総抽出語は10293
語で使用されたのは3758語であった。異なり語
は1183語で使用は946語であった。最小出現数
を10に設定し，描画する共起関係は Jaccardによ
り上位80を用いた。
分析の結果，図３に示したとおり7件の共起

ネットワークが得られた。1件目は，「進路」や
「学習」の「問題」や「生活」の様子について，また

児童生徒の感じる「不安」に関し，専門「機関」と
の連携を含めて，その対応に助言を求めるもので
あった。2件目は，「児童」「生徒」の「気持ち」を
どのように「学級」や「教室」に向けさせたらよい
のかに関するものであった。3件目は，「母親」を
「学校」がどのように「関わる」ことや「支援」する
ことが良いのか，また「指導」や「相談」を進めて
いけばよいのか，「今後」の「手立て」について「ア
ドバイス」が欲しいとのニーズであった。4件目
は，「担任」教諭がどのように「家庭」「訪問」を行
い「両親」と「連絡」を取ることがよいのか助言を
求めるものであった。5件目は，不登校の「原因」
をどのように捉えたらよいのか，「登校」「刺激」
を与えて良いのかその保証を求めるものであっ
た。6件目は，「状況」を「改善」するための「働き

図３　教師が求める助言
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かけ」やその「方向」を問うものであった。7件目
は，「保護者」や「子ども」にどのように「アプロー
チ」し「連携」するのか，「対応」の「仕方」に関す
る助言を求めるものであった。
ここに示された教師のニーズは，不登校から
生じる課題を改善するためにどのような支援をど
のように行えばよいのかという包括的なもので
あると考えられた。不登校児童生徒の行動の分析
や支援の効果に関するものなど具体的なものでは
なく，不登校支援や対応に困惑する様子と，何ら
かの助言が欲しいとの抽象度の高い望みを訴える
様子がうかがえた。生徒指導提要（文部科学省 , 

2022）は，教育相談的な介入に関し，「①指導や
援助の在り方を教職員の価値観や信念から考える
のではなく，児童生徒理解（アセスメント）に基

図４　教師が求める助言の校種・性別比較

づいて考えること。②児童生徒の状態が変われば
指導・援助方法も変わることから，あらゆる場面
に通用する指導や援助の方法は存在しないことを
理解し，柔軟な働きかけを目指すこと。③どの段
階でどのような指導・援助が必要かという時間的
視点を持つこと。」と説明している。これに添えば，
教師はまず不登校児童生徒をアセスメントする必
要があると言えるが，アセスメントの観点やその
適否に関する相談ニーズは見あたらなかった。そ
して，これに基づく指導援助方法の適用関係の検
討ニーズも確認できなかった。
教師が求める助言の校種・性別比較
前項で得られたことについて，校種別・性別特
徴を整理するために，上の分析に続けて校種・性
を外部変数とする対応分析を行った。その結果を
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図４に示した。
分析の結果，横軸が校種，縦軸が性を示す図が
得られた。原点からの距離や方向，語の頻度の検
討によれば，中学生（女子）では，不登校の「原因」
や生徒の「不安」，登校への「刺激」の是非に関す
るものであることが特徴的であり，中学生（男子）
では，「今後」の「方向」をはじめ「方法」や「手立て」
を問うものであることが特徴的であった。小学生
（男子）では，「学習」指導や「教室」に入ることへ
の「指導」や「働きかけ」に関するものであること
が特徴的であり，小学生（女子）では，「関わる」
ことと「関わり」の方法，「支援」や「改善」に関す
るものであることが特徴的であった。女子につい
ては「気持ち」を支えることが，男子については「ア
プローチ」することが，求められる助言であった。

ニーズは，これからどのようにしたらよいのか
という今後採る方策の提案や是非を求めるもので
あり，その目標は，改善することなど抽象度の高
いものや，再登校など教師側の期待によるもの，
教室に入れることなど具体的に見えるものであっ
てもそれが高すぎて容易には実現できないものと
して設定されていることがうかがえた。
コンサルテーションの構成
不登校問題について，教員を対象とした心理
職によるコンサルテーションがどのような内容で
展開されるのかを網羅的に明らかにすることを
試みることとした。53件のコンサルテーション
記録からコンサルティの発言に注目し，上と同様
に計量テキスト分析により検討した。分析対象は
「文」とし，その対象は5264文であった。総抽出

図５　コンサルテーションの構成
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語は73365語で使用されたのは24852語であっ
た。異なり語は4025語で使用は3386語であっ
た。最小出現数を10に設定し，描画する共起関
係は Jaccardにより上位80を用いた。
分析の結果，図５に示したとおり48件の共起
ネットワークが得られた。これについて，文脈の
解釈と同様に専門家2名によりカテゴリーを設け
分類した。設けられた大カテゴリーは，１.不登
校の状況に関する報告，２.不登校の要因，３.不
登校支援の方法，４.不登校児童生徒の経過回復
過程，５.教師の情緒的・認知的課題，６.児童生
徒の安全上の課題の6件であった。さらに小カテ
ゴリーとして，不登校の要因については，（１）
不登校に係る学校の課題，（２）不登校に係る家
庭の課題，（３）不登校に係る児童生徒本人の課
題の3つを設けた。その不登校に係る児童生徒本
人の課題については，①コミュニケーション能力
上の課題，②行動・生活上の課題，③発達上の課
題，④身体症状上の課題に細分類された。不登校
支援の方法については，（１）対話による支持，（２）
指導的な方策，（３）医療職・心理職との連携，（４）
家庭連携，（５）学習支援，（６）校内教育支援セ
ンターに再分類された。その共起ネットワークに
ついては下の通りであった。
１　不登校の状況
これは，授業への出席状況や部活動への参加状
況，欠席日数等に係る状況や不登校の深刻度を報
告するものであると考えられた。そこでは，教師
が学期や月ではなく，週当たりの登校頻度に注目
していることや，一日を午前午後に分けて状況を
捉えていることが推察された。授業参加や部活動
参加などに注目する一方で，学習状況などの観点
を十分には備えていないことが推察された。
授業－日数：授業への出席状況。
週－回：週単位での把握による出席頻度。
給食－食べる：給食を摂る前に帰宅するか，給食
時間から登校するかという一日の中での登校状
況。
体育－部活－練習－参加：部活動への参加状況。
状況－説明：不登校状況の説明。

２　不登校の要因
これは，不登校の要因を，学校，家庭，本人の

3つの側面から捉えていることがうかがえるもの
であった。この3側面は文部科学省（2023）の児
童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題
に関する調査による要因の分類と一致するものだ
と考えられた。しかし不登校に係る児童生徒本人
の課題において細分類された課題は，文部科学省
の分類とは一致しなかった。むしろこれは，山本
（2007，2015a）による不登校児童生徒のパーソ
ナリティに依拠したものと考えられ，自己主張，
行動・生活，強迫傾向，身体症状の4観点，ある
いは山本（2015b）の不登校児童生徒を支援しよ
うとする教師が経験する不登校児童生徒対応教師
効力感のコミュニケーション能力，行動・生活，
身体症状の3観点によく一致するものだと考えら
れた。なお，文部科学省（2024）は，要因分類を
2024年度実施の2023年度調査から変更してい
るが，ここでは旧分類を用いた。
（１）不登校に係る学校の課題
仲－良い－クラス：教室内の雰囲気や周囲の友人
との関係。
小学校－行事－休み－増える：不登校のきっかけ
としての行事。
委員会－活動：不登校のきっかけとしてのいじめ
といじめ防止対策委員会の報告。
年－渋る：登校を渋るようになった学年やきっか
けに関する情報。
（２）不登校に係る家庭の課題
弟－目：きょうだいの不登校との関係。
姉－離れる：きょうだいの不登校との関係。
仕事－都合：親の仕事の都合により家庭の支援が
不十分との認識。
本人－母親：母親の養育姿勢と児童生徒との関係
に係る課題。
家－居る：家庭での過ごし方に関する課題。
（３）不登校に係る児童生徒本人の課題
①コミュニケーション能力上の課題
相手－伝わる：児童生徒の対人関係に関する課題。
②行動・生活上の課題
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暴れる－抵抗：暴れたり抵抗したりする児童生徒
の様子。
面倒くさい－避ける：面倒なことや困難を避ける
児童生徒の傾向。
朝－起きる：児童生徒の生活リズムに関する情報。
外－出かける－電話－出る－友だち－遊ぶ：外出
や電話など友人との交友の様子。
ネット－環境－昼夜逆転－生活－改善：昼夜逆転
とネットに依存する様子。
③発達上の課題
特別－支援－学級：こだわりの強さなど発達上の
課題と支援に関する情報。
理屈－立つ：理屈っぽい児童生徒の様子。
④身体症状上の課題
体調－悪い：児童生徒の身体症状の現れ方に関す
る様子。
３　不登校支援の方法
これは，コンサルテーションの中で，どのよう
な支援方法を採ることが有効であるのかが検討さ
れたものだと考えられた。たとえば，山本（2007, 

2015a, 2024b）は，教師による不登校支援方法を
11に分類しているが，これらはその一部にあた
るものだと考えられた。それは，前項の児童生徒
のパーソナリティ傾向等を査定する観点に応じた
有効な支援方法である適用関係が検討されるもの
だと考えられた。
（１）対話による支持
話－聞く：対話やカウンセリングによる児童生徒
の支持。
SC－面談：スクールカウンセラーによる介入。
周り－気－長所：周囲への配慮を長所として理解
するなど児童生徒の認知的変容の介入。
（２）指導的な方策
生徒－指導：生徒指導的な指示的な方策。
学校－来る－行く－高校：再登校に関するはたら
きかけと高校進学を目標にした登校のはたらきか
け。
約束－守る：登校や生活改善について約束によっ
て行動変容を求める方策。
刺激－与える－枠組み：登校刺激を与えたり生活

に枠組みを設けたりする方策。
上手－枠：行動に制約を設けて適応に導く方策。
（３）医療職・心理職との連携
病院－連携：医療との連携。
医大－受診－協力－いつ－得る：医療的支援の具
体化。
テスト－カウンセリング－検査－受ける－結果：
カウンセラーによる心理臨床的支援と査定とその
活用。
（４）家庭連携
親－変わる：親の変容を促す支援。
罪悪－取る－欠席－連絡－父親：欠席連絡や罪悪
感の処理に係る家庭との連携。
（５）学習支援
家庭－学習－プリント：家庭学習をプリントなど
の教材によって支援する方策。
（６）校内教育支援センター
別室－教室－入る－入れる：別室や教室への再登
校支援に関する方策。
４　不登校児童生徒の経過回復過程
不登校児童生徒を捉える観点として，比較的
変容しにくいパーソナリティ傾向とは別に，山本
（2008，2024b）は変容を前提とした不登校児童
生徒の経過回復過程に係る再登校傾向を提案して
いる。これは，この観点に関連するものだと考え
られた。
以前－状態：以前と比較しての状態の査定の試み。
様子－見る：児童生徒の様子の変容過程に関する
査定の試み。
５　教師の情緒的・認知的課題
山本（2015b，2024c）が，不登校支援について

有効な支援方法など，自己効力理論によれば結果
期待の情報があっても介入を行うことに関する教
師の躊躇は収まらず，効力期待の担保が必要だと
指摘したことは先に述べた通りである。この課題
は，不登校対応教師効力感の獲得に至らず展望を
得られていない教師の反応だと考えられた。コン
サルテーションは単に有益な支援方法の提案が求
められるのみではなく，情緒的な支持を，あるい
は認知的変容を背景に実施される必要があると考
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えられた。
中学校－入学：中学入学が迫る中での教師の焦燥。
親子－明日：親子に明日にも働きかけたいという
教師の焦燥。
先生－相談：支援に対する教師の戸惑い。
現状－目標：現状の査定と目標設定への戸惑い。
スタンス－受け入れる：児童生徒の考え方につい
ての教師による受容。
６　児童生徒の安全上の課題
不登校問題には教育的課題の他に児童生徒の福
祉上の課題を含み，面会や目視により児童生徒の
安全や健康を確認する必要がある。これは，欠席
が長期化する中で生じた虐待防止に関するものだ
と考えられた。
安全－確認：児童生徒の生存と安全確認ができて
いない課題。
家庭訪問－会える：家庭訪問をしても児童生徒に
面会できないという課題。
顔－見せる：児童生徒と会うことができない課題。
　先に示したとおり生徒指導提要（文部科学省 , 

2022）は，教育相談的な介入に関し，①アセスメ
ント，②アセスメントに応じた指導・援助方法の
選択，③段階や時間経過に応じた指導・援助方法
の選択の３点を求めている。
上の「２不登校の要因（３）不登校に係る児童生
徒本人の課題」は，これに添えば課題ではなく生
徒指導提要の①にあるアセスメントだと考えられ
る。「コミュニケーション能力上の課題」，「行動・
生活上の課題」，「発達上の課題」，「身体症状上の
課題」の各観点で児童生徒をアセスメントしてい
ることが示されたものと言えよう。そして，「３
不登校支援の方法」は生徒指導提要の②にある指
導・援助方法であり，「児童生徒の状態が変われ
ば指導・援助方法も変わる」とは，①のアセスメ
ントとの適用関係を示したものだと考えられる。
さらに「４不登校児童生徒の経過回復過程」は，
生徒指導提要の③の回復の段階に添うものだと考
えられた。上で取り上げたコンサルティがコンサ
ルテーション開始前に記入した「教師による問題
の把握」も「教師が求める助言」も抽象度が高いも

のであり，アセスメントとそれに応じた指導・援
助を求める生徒指導提要（文部科学省，2022）に
添うものではなかった。しかし，実際のコンサル
テーションの展開では，これに良く添うアセスメ
ントと適用関係，さらに経過回復過程に応えた発
言がコンサルティによってなされ検討されている
ことが分かった。
その一方で，「２不登校の要因」中の「（１）不登
校に係る学校の課題」には，解決を必要とする現
実的な課題であるものも含まれる。いじめ問題な
ど，児童生徒本人と保護者から解決も求められる
ことも少なくない。そこに心的な問題が含まれて
いるか否かを検討する前に，学校は必要な対応や
措置を行うことが有益だと考えられた。それが有
効にはたらき課題が除外された結果登校できるの
であれば，児童生徒は不登校に至らず登校を常と
することができる。そして，適切な対応や措置が
あっても改善に至らない場合は，上のアセスメン
トと支援方法の選択の手続きに移行することが必
要だと考えられた。
また，「６児童生徒の安全上の課題」は，虐待
防止の観点からその確認が学校の責務であり，コ
ンサルテーション以前の必須の取組であるにも関
わらず，その発現頻度は少なくなかった。それ
は，教師には「５教師の情緒的・認知的課題」に
ある躊躇や戸惑いだと理解されるためだと考えら
れた。「（２）不登校に係る家庭の課題」についても，
不登校の原因を家庭に求めることは，教師が自ら
の役割を負いきれず他責の感情を生じさせている
ことが背景にあることが推察された。同時に，きょ
うだいの不登校については，家庭環境や養育態度
と理解するのではなく，モデリングの結果と捉え
ることでコンサルテーションの場での検討の対象
とすることが可能となると言えよう。
コンサルテーションの構成の校種・性別比較
前項で得られたことについて，校種別・性別特
徴を整理するために，上の分析に続けて校種・性
を外部変数とする対応分析を行った。その結果を
図６に示した。
分析の結果，横軸が校種，縦軸が性を示す図が
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得られた。原点からの距離や方向，語の頻度の検
討によれば，中学生（女子）では，「面倒くさい」
という特徴が「小学校」からの引き継ぎや「学年」
の積み重ねから明らかとなり，「テスト」などを
きっかけにしながら行動に「枠」組みを提供する
様子が示された。中学生（男子）では，「荒れる」
行動への対応について「福祉」的援助を活用する
ことが検討されていた。小学生（女子）では，「暴
れる」ことや「切れる」こと，「不満」を募らせるこ
とについて，本人なりの「理屈」を「認める」試み
が検討されていた。小学生（男子）では，「医大」
など医療の「受診」による介入，そして発達上の
課題に関する「検査」によるアセスメントやこれ
を支援する専門機関である「学園」との連携が検
討された。また，校種に関わらず男子では「ゲーム」

に没頭することへの対応が検討されていた。さら
に，性に関わらず中学生では，「高校」進学など「進
路」が大きなテーマとなり，「SSW（スクールソー
シャルワーカー）」の活用が扱われていた。一方，
小学生では「不安」を「分かる」ことがテーマとなっ
ていた。
山本（2007，2015a）は，児童生徒のパーソナ

リティ等特性的な側面と有効な支援方法との適用
関係を明らかにしているが，そこでは面倒なこと
を避けたがる場合は，本人の言い分に傾聴するよ
りも一定の枠を設けた指導が有効であることが報
告されている。また，こだわりが強い場合には，
制止や説得，指導よりも，本人なりの理屈を理解
し，その理屈を受け容れることが有効だとしてい
る。そしてそのこだわりが強い児童生徒は自らの

図６　コンサルテーションの構成の校種・性別比較
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理屈が理解されなかったり，そもそも聞いてもら
うことすらできなかったりする場合は，不満を募
らせ行動が乱暴になることがある。今回の分析の
結果は，その特性的な側面と有効な支援方法の適
用関係の一部が表現されたものだと考えられた。
本研究では校種と性による属性とその適用関係
の関連が示されたが，性との関係に関しては山本
（2007，2015a）には言及がない。さらに，山本
（2007，2015a）は，量的追究により，自身のこ
とを明瞭に表現できない特性や身体症状を呈しや
すい特性に対応する支援方法を明らかにしている
が，本研究では，これについては，同様の結果は
得られなかった。

総合的な考察
本研究の目的は，不登校児童生徒を支援する教
師のためのコンサルテーションの効果的な構成と
展開を，教師の認識や技術の変容の様子とともに
明らかにすることであった。検討の結果，コンサ
ルテーションを受けようとする教師であっても，
不登校児童生徒の問題を把握するにあたっては，
欠席状況や生活の状況のみを報告する傾向が強
く，観点に基づくアセスメントが十分でない傾向
が見られることが分かった。必要な助言について
は，改善の期待など未来に向かっての報告が中心
となり，実際に試みた介入結果やその評価など過
去に目を向けたこれまでの自身の支援の成否の報
告が十分でない傾向にあることがわかった。
しかし，コンサルテーションの中では，コンサ
ルタントとの対話の過程で，児童生徒の特性面に
ついて観察や介入結果を基にアセスメントの観点
に対応する報告を行うと共に，不登校児童生徒の
再登校傾向に関するアセスメントの観点に対応す
る報告がなされていることが示された。そして，
そのアセスメントに応じた有効な支援方法にまで
検討が至っていることが分かった。同時に，不登
校支援に戸惑う教師の情緒的側面と，不登校問題
や不登校児童生徒の理解に関する認知的側面が，
しばしば扱われていることが示された。教師のコ
ンサルテーションニーズを，コンサルテーション

開始前に整理しておくことができれば，効率的な
コンサルテーションを展開できるとの発想もある
であろう。そしてそのためにコンサルテーション
ニーズの構造を明らかにし，これを測定する尺度
を開発し，そこで測定されたものをコンサルテー
ションにおいて活用することができれば，有益な
コンサルテーションを実現できるとの考えもあろ
う。これに反し，本研究の結果は，コンサルティ
はあらかじめこれを整理せず，コンサルタントに
よる情緒的側面の支持を得ながら展開されるコン
サルタントとの対話を通して課題の整理を深めて
いく過程を示唆するものであった。
コンサルテーション場面では，①登校状況，②
解決すべきであり解決可能な不登校要因，③特性
に係るアセスメントと有効な支援方法の検討，④
再登校傾向に係るアセスメント，⑤教師自身の情
緒的認知的課題，⑥児童生徒の安全が扱われてい
た。山本（2024b）は，不登校児童生徒支援にあ
たり，まずは本人と保護者が訴える不登校の要因
に対応し，これで解決がつかない場合は特性に応
じた支援方法を採り，併せて再登校傾向の査定を
行い，それぞれに応じた支援を行うことを提案し
ている。上の②，③，④は，これによく添うもの
だと考えられた。
本研究では，これに加えて，教師が考える当該
生徒の不登校状況の深刻さを聴き取り，これを支
持する必要性が示されたと言えよう。これが①の
部分である。教師の語る欠席数は客観的な情報で
あるだけでなく，教師の受けとめが表現されるも
のである。コンサルテーション導入時のその報告
を，教師の理解の枠組みに照合させながら聴き取
ることができれば，教師の焦燥や戸惑いを支持す
ることの基礎となると考える。
本研究で得られた検討の要点を考慮することが
できれば，校外の他機関との連携という大げさな
枠組みを待つまでもなく，各学校内でスクールカ
ウンセラーを務める心理職によるコンサルテー
ションや，教職員組織内での検討や相互支援を日
常的に実施することができ，不登校児童生徒支援
の質を向上させることができると考える。本研究
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で得られた知見は，これからコンサルテーション
を行おうとする心理職にとっても，これを受けよ
うとする教職員にとっても有益なものとなった。
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対話的な省察を取り入れた校内初任者研修を促進するための実施要領の開発
―特別支援学校における指導教員に着目して―

菅原　裕子*，佐々木　全**，佐藤　信**

（令和７年１月20日受理）

（令和７年２月14日受付）
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The Development of Implementation Guidelines to Promote In-School Training of Novice Teachers Incorporating 

要　約

　本研究は，特別支援学校の校内初任者研修において，指導教員と初任者による対話的な省察の実施要領
を考案し，この効果を明らかにすることを目的とした．このために，実施要領をワークシートとして使用
しやすい形態を考案し，岩手県で202X年に初任者が配置された特別支援学校10校の指導教員13名の協
力を得て，ワークシートの使用とその効果の検証を行った．その結果，①指導教員は，初任者に対して校
内初任者研修で対話的な省察を提供できているとの実感を得たこと，②指導教員は，校内初任者研修で行
う，対話的な省察の方法があるとの実感を得たこと，③指導教員のかかわりによって，初任者の資質能力
が育成されたとの実感を得たこと，④ワークシートの使用過程で指導教員は，初任者が研修で学んだこと
を活かす実践場面の想定ができている，研修で学んだことを活かす実践目標が言語化できている，実践の
評価を言語化できているとの実感を得たこと，が示された．

岩手大学大学院教育学研究科研究年報　第９巻 （2025. 3）　107－117
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Ⅰ．問題と目的
教員研修は従前から課題視されるテーマであ
る．そもそも教員の仕事には特殊性があり，この
ことについて徳舛（2007）は，初任者であっても
着任後すぐに他の教員と同等の責任や地位を付与
され ,同じ実践が要求されることを指摘している．
このような要求に応える一助として，法定研修と
しての初任者研修がある．教育公務員特例法第
23条１項によれば，教員には初任者研修として
「その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の
職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を
実施しなければならない」とされる．
初任者研修の内容について，岩手県教育委員会

（2024）による「令和6年度いわての教職員研修ガ
イドブック」では，「初任者が教員としての校務
を行うために必要な事項全般について，できるだ
け日常の実務に即して，それを行うのに役立つ研
修を組織的，計画的に実施する」とされる．また，
初任者研修の方法について，「授業を行う等教育
活動に従事しながら，校内において，指導教員等
による指導及び助言を受けるとともに，校外にお
いて，初任者のために特別に計画された教育セン
ター等の研修内容を研修すること」とされる．そ
の上で初任者に，実践的指導力が身に付くように
「授業等の実務と関連させながら行う校内研修を
重視し，経験豊かな指導教員が，初任者に対し，
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年間を通して系統的に指導・援助を行うこと」と
してOJTが重視されている．なお，指導教員とは，
教育公務員特例法第23条２項及び３項によれば，
所属する学校において任命され，その役割は「初
任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必
要な事項について指導及び助言を行うもの」とさ
れる．
さて，冒頭で記した「教員の仕事には特殊性」
について，特別支援学校の場合には一層強調され
る．坂本・一門（2013）は，特別支援学校の特徴
として，同一学校内に在籍する児童生徒の年齢幅
が大きいことや，教育課程の類型が小・中・高等
学校に準ずる教育から自立活動中心までと多様で
あるとし，特別支援学校の初任者は着任後すぐに
担当する児童生徒の年齢や担当する教育課程の類
型に応じた専門性が求められることを指摘している．
特別支援学校の校内初任者研修の内容につい
て，岩手県教育委員会（2024）による「令和４年
度初任者・２年目・３年目研修要領等」では，学
習指導力，生徒指導力等，小・中・高等学校で行
われる研修内容のほぼ全てに加えて，独自の内容
として，心理検査法や合理的配慮等が含まれてい
る．このような幅広い内容の指導には，所属校の
管理職を含む多くの教員の協力が不可欠であり，
研修計画は管理職の指導の下，指導教員が作成する． 

この指導教員の役割について，時田（2010）は，
初任者の力量等の実態を的確に捉え，最適な研修
の環境づくりをする重要性を指摘し，服部（2009）
は，示範授業の提供や時間割の調整など指導や運
営を担うことや，指導教員が初任者のメンター的
役割を果たすことの重要性を指摘している．すな
わち，指導教員には，校内初任者研修の運営に関
するマネジメントのみならず，初任者の相談を受
ける職場適応を支援する役割などもあり，初任者
の育成はそれらの上に成り立っている．
校内初任者研修の運営の要となる指導教員につ
いて，菅原・滝吉・佐々木 (2023)は，特別支援
学校の指導教員の経験者に対するインタビュー調
査から，指導教員が自らの仕事の管理や校内の調
整をしながら，初任者に対してメンター的役割を

果たしながら，対話を通して初任者の実践の省察
を促し，初任者の資質能力の育成を目指そうとす
る様相があることを指摘した．また，ここでの対
話的な省察によって，育成が期待される資質・能
力として「社会人としての常識」「組織の一員と
しての自覚」「自分の意見を持ち発信しようとす
る力」「教育に関する基礎的な知識・技能」「実態
把握及び生徒理解の力」「個々の児童生徒の状況
に応じてかかわる力」が想定されていることを明
らかにした．
これらに関わり，川上（2021）は，職場への適
応を図ることは初任者の資質能力の育成を促進す
ると指摘している．また，北村・赤坂（2020）は，
教員の成長を促すものとしての省察の手法は対話
型が望ましいと指摘している．
一方で，このような対話的な省察の追及や実
施状況は，当然ながら指導教員個人の力量や職務
状況などによって，追究や実現の状況も異なるは
ずである．菅原・滝吉・佐々木 (2023)は，対話
的な省察の実施に際して，学校現場の多忙化が進
む状況を念頭に置き，「複雑な手間や時間を省き，
効果的に行うこと」「初任者と指導教員があらか
じめ省察の観点を明確に設定すること」「初任者
の省察能力を向上させること」「（省察が）具体的
な実践や評価につながること」をコンセプトとし
て提起している．すなわち，一定の実施要領をもっ
て効果的かつ効率的に対話的な省察が実施される
ことが求められる．
指導教員の初任者に対する指導方法に関する研
究では，必ずしも特別支援学校に焦点化されたも
のではないものの，指導の基盤となる初任者理解
に関するものとして，時田（2010）による指導の
実態として指導教員における初任者の理解の様相
を明らかにしたものや，日比・益子・國府田（2024）
や山田（2023）による初任者の心理過程を明らか
にしたものなどがある．また，具体的な指導方法
に関するものとして，志水・小林（2014）による
授業診断表と称する初任者の省察を促進するた
めのツールの効果を明らかにしたものや，添田
（2016）や添田・貴志・三反田他（2018）によるワー
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クショップを開発したものなどがある．いずれに
おいても，初任者の省察的な思考や指導教員の初
任者理解に基づく対応に言及しつつも，指導教員
と初任者による対話的な省察に着目し，その具体
的な手法を開発しようとするものは見当たらない．
そこで，本研究では対話的な省察を取り入れた
校内初任者研修の実施要領を考案し，それを用い
た実践の効果を明らかにすることを目的とする．
ただし，本研究は，菅原・滝吉・佐々木 (2023)

の調査に後続するものと位置づけ，特別支援学校
における校内初任者研修とそれを担う指導教員に
着目する．

Ⅱ．方法
１．研究協力者
 研究協力者は，岩手県で202X年に初任者が

配置された特別支援学校10校の指導教員であっ
た．指導教員は「校内指導教員」「教科指導教員」「担
任（初任者が副担任をしている学級の担任）」とい
う役職あるいは係の違いはあったが，いずれも初
任者との対話的な省察を取り入れる機会を有して
いた．

研究協力の依頼は，岩手県教育委員会を通じて，
初任者が配属された特別支援学校に対して研究の
概要説明と併せて行い，全10校から承諾を得た．
研究協力が得られた指導教員は全13名であった
（表１）．

２． 対話的な省察を取り入れた校内初任者研修
の構想とその実施要領としてのワークシー
トの考案

対話的な省察を取り入れた校内初任者研修につ
いて，先に挙げた菅原・滝吉・佐々木 (2023)に
よるコンセプトを念頭に置き構想した．まず，次
の５点に留意し構想した（図１）．すなわち，①
対話の中で指導教員が示す省察の視点を明確に
し，次回の校内初任者研修までに取り組む課題を
初任者自身が設定できること，②校内初任者研修
の実践と次回の校内初任者研修の実践の間に，指
導教員と初任者が振り返りを行うことによって，
初任者は具体的な場面を想起しながら学んだこと
を掘り下げ，研修の意味付けし評価すること，③
研修での学びを具体的な日常の教育活動でどのよ
うに生かしていくか，そのために初任者に必要な
ことを焦点化し目標を立てられること，④初任者
が，立てた目標をもって次の実践を行い，実践後
に指導教員と初任者とで振り返りを行うこと，⑤
序期の手順をサイクルとして繰り返し実施するこ
と，である．
その上で，対話的な省察を取り入れた校内初任
者研修の構想を効果的に展開するための実施要領
としてのワークシートを試作した（図２）．この
試作に当たっては，業務多忙の中で，校内初任者
研修を運営している状況や，対話的な省察に関す
る認識や力量の異なりを考慮し，どの指導教員も
同じ手順で対話的な省察を実践できるよう，手軽
に取り組みやすく，シンプルな構成を考えた．ワー
クシートの記入欄を，〔①研修の振り返り〕〔②研
修から得た学びの確認〕〔③学んだことを活かす
実践場面の想定〕〔④目標設定〕〔⑤目標設定の内
容に対応する資質能力〕〔⑥実践の評価〕の６項
目とした（以下，これらの項目は単に〔①〕のよう
に記す）．対話を通して研修が進むように，各欄
で指導教員が初任者に対して行う問いかけの例文
を示した．これにより初任者の省察が指導教員の
視点に即して目標設定に向けて進む構成を考え
た．ワークシートは，話し合いの見通しや話題を
共有できるように，同じシートを指導教員と初任

表 1　研究協力者の概要
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者が見ながら省察を行うこととした．また，初任
者が省察に専念できるように，指導教員が記入し
ながら省察を進めることとした．
各項目の記入内容は次の通りである．〔①〕では，
指導教員が「この前の校内初任者研修ではどんな
ことをしましたか」等を初任者に問いかけ，研修
で学んだことを初任者が振り返り，言語化する．
〔②〕では，指導教員が初任者に対して，研修
で学んだ事の中で「大切なもの（今後の実践に活
かせるもの・今のあなたに必要なもの）は何でしょ
う」と問いかけ，学んだことの中から初任者に必
要なことについて焦点化を図る．
〔③〕では，〔②〕で焦点化したことについて，
指導教員が「次の振り返りまでにどんな場面で実
践しますか」と初任者に問いかけ，初任者が具体
的にどのような場面で実践するのかを話し合う．
〔④〕では，〔③〕で確認した実践での目標を初
任者が簡潔な言葉で表す．
〔⑤〕では，〔④〕で明確にした目標に初任者が
具体的に取り組むことで，初任者に身に付くと期
待される資質能力を，同僚性と実践力の６つの
資質能力から指導教員と初任者が一緒に選んで
チェックを入れ，可視化する．
〔①〕から〔⑤〕までを一区切りとし，初任者は
目標に向けた実践に一定期間取り組む．その後指
導教員と初任者の話し合いの場を設け〔⑥〕の記
入を行う．ここでは，指導教員が「この前目標と
したことを実践してみてどうでしたか」と問いか
け，初任者の目標に対する振り返りや自己評価，

合わせて指導教員による評価を記入する．
以上の６つの項目を記入しながら対話を行うこ
とで，指導教員の指摘を受けながら初任者の気付
きが促されると考えられる．森・中井（2020）は
『授業の省察においては（中略）「本質的な諸相へ
の気づき（awareness of essential aspects）が最も重
要とされる」とし，「行為（action）の段階で，何に
注意したかったのか？何を試してみたかったの
か？」というような省察の対象（観点）をあらかじ
め示すことが省察能力の向上に有効な手立ての1
つとなろう』と述べている．ワークシートの〔③〕
〔④〕の項目の記入は省察の観点を改めて示すこ
とになり，初任者の省察の促進につながると考え
た．
３．データの収集と分析の方法
対話的な省察を取り入れた校内初任者研修の構
想概要と実施要領としてのワークシートの効果を
検証するため，ワークシートの導入した校内初任
者研修の前後において質問紙調査を実施した．調
査期間は202X年7月から10月であった．
質問項目は選択式の８項目と記述式の１項目と
した．８項目の内容は「Q1指導教員は，初任者
に対して校内初任者研修で対話的な省察を提供で
きている」「Q2指導教員には，校内初任者研修で
行う，対話的な省察の方法がある」「Q3 初任者は，
研修で学んだことを言語化できている」「Q4 初任
者は，研修で学んだことを焦点化できている」「Q5 

初任者は，研修で学んだことを活かす実践場面の
想定ができている」「Q6 初任者は，研修で学んだ

図 1　対話的な省察を取り入れた校内初任研修の構想



対話的な省察を取り入れた校内初任者研修を促進するための実施要領の開発 111

図2　ワークシート

ことを活かす実践目標が言語化できている」「Q7 

初任者は，実践の評価を言語化できている」「Q8 

指導教員のかかわりによって，初任者の資質能力
が育成されたと思う」とした．
８項目の回答は５件法で求め，分析のためにそ
れぞれに評価点を付した．すなわち，「1：全くあ
てはまらない（1点）」「2：あてはまらない（2点）」
「3：どちらともいえない（3点）」「4：あてはまる
（4点）」「5：よくあてはまる（5点）」である．こ
の分析に際しては，Q1を目的変数，他７項目を
説明変数として，菅（2013）によるCS(Customer 

Satisfaction）分析を行った．これには，統計分析
研究所株式会社アイスタットが提供する専用ソフ
トを用いた．具体的には各項目の平均得点と，目
的変数と説明変数の相関係数をそれぞれ算出し，
これに基づき「改善度指数」を算出した．
この結果については，「平均得点と相関係数が
共に高いもの」を成果として，「相関係数が高い
ものの平均得点が低いもの」を改善すべき課題と
して解釈する．後者の度合いを示すものが改善度
指数であり，それが正の数で大きいほど相対的に
改善の優先度が高いと解釈されるものであり，各

項目の平均値と目的変数と説明変数の相関係数か
ら求める．具体的には，散布図上の各項目のプロッ
ト位置における原点からの距離と角度に基づき，
以下の式によって算出される．

・原点から各プロット位置までの距離＝
   √(χ -χ )2+(y-y)2 ) …………(a)

・修正指数　r＝ (90-　角度 )/90…………(b)

・改善度＝ (a)× (b)

記述式の1項目の内容は自由記述であり ,この
回答として得られたテキストを分析データとし
て，大谷（2008；2011；2019）によるSCAT (Steps 

for Cording and Theorization)を用いて分析を行っ
た．これは，比較的小規模のデータにも適用可能
とされ，各データについて，「〈1〉データの中の
着目すべき語句」の書き出し，「〈2〉それを言いか
えるためのデータ外の語句」の記入，「〈3〉それを
説明するための語句」の記入，「〈4〉そこから浮き
上がるテーマ・構成概念」という４ステップによっ
てコーディングを行った．ここで得られた「テー
マ・構成概念」を用いて「データに記述されてい

90 －角度
90
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る出来事に潜在する意味や意義」をストーリー・
ラインとして記述した．
４．倫理的配慮
本研究では，研究協力者に対して，本調査の
目的と方法を説明するとともに，協力が任意であ
り，中断する際にも不利益はないこと，個人のプ
ライバシーが守られること等について文書と口頭
で説明し承諾を得た．また，岩手大学人を対象と
する研究倫理審査会による承認を得た（承認番号
第202235）．

Ⅲ．結果
１.CS分析による結果
調査対象13名全員から回答（回収率100％）を

得た．各項目の平均値と相関係数，改善度指数等
をワークシートの使用における事前と事後で比較
し，表２に一覧した．
まず，Q1 ～ Q8の平均を事前と事後で比較
し，t検定を実施した．「Q1指導教員は，初任者
に対して校内初任者研修で対話的な省察を提供
できている」は事前に比して事後で有意に増加し
た（t（12）＝ -3.32，p＝ .006）．「Q2指導教員に
は，校内初任者研修で行う，対話的な省察の方法
がある」は事前に比して事後で有意に増加した（t

（12）＝ -2.25，p＝ .044）．「Q5 初任者は，研修
で学んだことを活かす実践場面の想定ができてい
る」は事前に比して事後で有意に増加した（t（12）
＝ -3.25，p＝ .007）．「Q6 初任者は，研修で学

んだことを活かす実践目標が言語化できている」
は事前に比して事後で有意に増加した（t（12）＝
-5.20，p<.001）．「Q7 初任者は，実践の評価を言
語化できている」は事前に比して事後で有意に増
加した（t（12）＝ -2.79，p＝ .002）．「Q8 指導教
員のかかわりによって，初任者の資質能力が育成
されたと思う」は事前に比して事後で有意に増加
した（t（12）＝ -4.63，p＝ .001）．すなわち，こ
れらはワークシートの効果といえた．
一方で，「Q3 初任者は，研修で学んだことを

言語化できている」は事前に比して事後で差はな
かった（t（12）＝ -1.76，p＝ .10）．「Q4 初任者は，
研修で学んだことを焦点化できている」は事前に
比して事後では差はなかった（t（12）＝ -1.86，p

＝ .09）． 

また，Q1と他項目との相関係数を前後で比較
したところ，事前には概して相関が認められな
かったが，事後にはすべての項目において相関係
数が0.6以上となり相関が認められた．すなわち，
ワークシートの使用によって，各項目と「Q1指
導教員は，初任者に対して校内初任者研修で対話
的な省察を提供できている」との相関が強められ
た．
さらに，改善度指数をみると，「Q2 指導教員に

は，校内初任者研修で行う，対話的な省察の方法
がある」は0.9ポイントから13.9ポイントに増加
（＋13.0），「Q3 初任者は，研修で学んだことを
言語化できている」は -2.9ポイントから6.9ポイ

表 2　各項目の平均値と相関係数，改善度指数等
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ントに増加（＋9.8），「Q6 初任者は，研修で学ん
だことを活かす実践目標が言語化できている」は，
14.0ポイントから -7.7ポイントに減少（-21.7）し
た．このことから，前二者については，ワークシー
トの改善課題とされた．後者については，改善の
必要性が解消されるほどの，ワークシートによる
顕著な効果と理解された．
２．SCATによる分析の結果
自由記述の回答を意味内容で区切り23件の記
述を得た．これらを分析データとしSCATをもっ
て分析した．その過程として分析シートの抜粋を
図３に記した．ここから19の「テーマ・構成概念」
を得て，ワークシートの使用前後の文脈に留意し
つつ，以下の通りストーリー・ラインを記述した．
以下では，ストーリー・ライン並びにその引用を
斜体で表記し，「テーマ・構成概念」には＜＞を
付して表記した．

「校内初任者研修」の実施は＜指導教員に対する
運営努力の要請＞が必然とされる．その上で指導
教員は，＜相対化された自己理解＞を基盤としつ
つ<共同的に学ぼうとする姿勢>をもって「校内
初任者研修」に臨む．
そこでは，＜学びの主体としての初任者＞という
認識の上で，＜指導上の配慮としての初任者への
関心や尊重＞＜指導上の配慮としての初任者との
関係づくり＞がなされ，<初任者の尊重と指導内
容のすりあわせの努力>を伴いながら＜初任者に
対する考え方や実践方法などのモデルの提供＞が
なされる．
しかし，この過程にあって，指導教員は，＜省察
の機会や指導方法の希求＞と＜指導方法の不確か
さに対する不安＞を有している．ここに，ワーク
シートの導入がなされ，これには<ワークシート
の用法理解の要請>が必然とされる．その上で<
ワークシートの効果としての省察の手順の明確化
>が得られ，<ワークシートの効果としての対話
促進>と<対話による共同検討の実現>が得られ
る．その過程では，<ワークシートの効果として
の初任者における言語化の促進><ワークシート

の効果としての思考過程の共有化>を経て<ワー
クシートの効果としての具体的な行動目標の明確
化>に至る．これは，<行動目標の明確化による
初任者の実践意欲の向上><対話的な省察の実現
による指導教員の実践意欲の向上>に連なる．

Ⅳ．考察
1．実施要領としてのワークシートの効果
結果から，実施要領としてのワークシートの効
果として，次の4点が指摘された．すなわち，①
指導教員は，初任者に対して校内初任者研修で対
話的な省察を提供できているとの実感を得たこ
と，②指導教員は，校内初任者研修で行う，対話
的な省察の方法があるとの実感を得たこと，③指
導教員のかかわりによって，初任者の資質能力が
育成されたとの実感を得たこと，④ワークシート
の使用過程で指導教員は，初任者が研修で学んだ
ことを活かす実践場面の想定ができている，研修
で学んだことを活かす実践目標が言語化できてい
る，実践の評価を言語化できているとの実感を得
たことである．
上記の①②は，ワークシートの使用過程で<ワー
クシートの効果としての省察の手順の明確化>が
得られ，<ワークシートの効果としての対話促進
>と<対話による共同検討の実現>が得られると
いう機序による成果や<行動目標の明確化による
初任者の実践意欲の向上><対話的な省察の実現
による指導教員の実践意欲の向上>に連なるとの
進歩的な成果をもって得られたものであろう．た
だし，対話的な省察の方法があるとの実感につい
ては，改善度指数が高く一層の改善が期待された．
これは，指導教員によるワークシートの効果に対
する実感によって，対話的な省察の方法の追究に
対する動機が一層強められたためであろう．
上記の③④は，ワークシートの使用過程で，初任
者が研修で学んだことを活かす実践場面の想定が
できている，研修で学んだことを活かす実践目標
が言語化できている，実践の評価を言語化できて
いるとの実感を得た．これらは，<ワークシート
の効果としての初任者における言語化の促進><
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ワークシートの効果としての思考過程の共有化>
を経て<ワークシートの効果としての具体的な行
動目標の明確化>に至る．との展開をもって得ら
れたものであろう．ただし，菅原・滝吉・佐々木
（2023）による，育成が期待される資質・能力（「社
会人としての常識」「組織の一員としての自覚」「自
分の意見を持ち発信しようとする力」「教育に関
する基礎的な知識・技能」「実態把握及び生徒理
解の力」「個々の児童生徒の状況に応じてかかわ
る力」）との対応は不明確であった．
以上のように，ワークシートの効果が明瞭に示さ
れた背景として，指導教員は，＜省察の機会や
指導方法の希求＞と＜指導方法の不確かさに対す
る不安＞を有しているという従前の課題に対して
ワークシートが解決策となったものと考えられよ
う．
２．対話を促進する要因としての指導教員像
対話的な省察を求める指導教員は，<相対化され
た自己理解>を基盤としつつ<共同的に学ぼうと
する姿勢>や＜学びの主体としての初任者＞とい
う認識を有していた．また，＜指導上の配慮とし
ての初任者への関心や尊重＞＜指導上の配慮とし
ての初任者との関係づくり＞を重視していた．こ
のような指導教員像は，対話的な省察を促進する
要因として重要であろう．
ここには，添田（2016）が指導教員の資質とし
て指摘する「初任者の実態についての情報をもと
に自らの認知枠組みを再構成し，初任者目線や心
情を理解する枠組みを構成すること」「自らの個
別の経験から，初任者の言語や行動を読み解き，
意味づけを行い，さらに初任者全体を視野に相対
化・抽象化して枠組みを作る」ことも含意されて
いるといえよう．

Ⅴ．まとめ
本研究では対話的な省察を取り入れた校内初任
者研修の実施要領を考案し，それを用いた実践の
効果を明らかにすることを目的とした．実施要領
としてのワークシートの効果について，10校13
名の指導教員の協力を得て評価したところ，その

効果を確認し，効果の機序に関する仮説を得た．
指導教員による初任者の指導に関して，野田

（2011）や野中・小島（2020）は具体的な指導方
針や指導内容，指導教員の心構えなどを実践知に
基づき提示している．これらを初任者の育成にお
いて効果的に生かすための方法が対話的な省察で
ある．今後，ここに着目した実践と研究の蓄積が
期待される．
今後の課題として，以下の4点を挙げる．すな

わち，①本研究ではワークシートの効果について
は，指導教員からの評価に留まっており，研修の
受け手であり，かつ学びの主体である初任者から
の評価が必要だろう．
②省察的な対話によって育成される初任者の資
質能力については，資質能力自体の概念を整理し
たうえでの評価が必要である．ここでは，省察的
な対話によって得られた資質能力の内容を明確に
するとともに，菅原・滝吉・佐々木（2023）によ
る「対話的な省察により育成が期待される資質能
力」，岩手県教育委員会（2018）による「育成指標」
との概念的な整理と評価を可能にする操作的定義
が必要である．
③菅原・滝吉・佐々木（2023）によるコンセプ
トの一つである「複雑な手間や時間を省き，効果
的に行うこと」の評価である．後藤・玉野（2019）
が「教師は多忙を極めており，実践力を向上させ
るための特別な学習の機会を持つことは困難に
なっている」と指摘する現状や「校内初任者研修」
の実施は＜指導教員に対する運営努力の要請＞が
必然とされる現状にあって，ワークシートの使用
が運営努力の低減に対して，どのように，どれほ
どの効果をもたらしたかが明らかにされる必要が
ある．
④対話を促進する要因としての指導教員像を実
現する方策が必要である．鈴木・小松﨑（2021）は，
指導者研修の少なさを指摘しており，加えて指導
者研修の機会が少ないことは，メンターによる指
導が，もっぱら自らの経験に依拠してしまうこと，
メンター自身も自らの経験に偏りがないわけでは
ないことを述べ，初任者を指導する上では，メン
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ターの経験に加えて，専門的知見からキャリア支
援を施していく必要があるとしている．このため
に，指導教員の発達の過程やその促進要因が明ら
かにされる必要がある． 
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The Internal Process of Teachers in Developing Assistive Devices for Work-based Learning at a Special Needs 
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要　約
　本研究の目的は、作業学習における補助具の開発にかかる教員の内的プロセスを明らかにすることであ
る。このために、熟練者である研究協力者8名に対して半構造化インタビュー調査をした。その結果、3
カテゴリーと11概念が得られた。ここから、補助具の開発にかかる教員の内的プロセスは、＜補助具の
試行錯誤＞に伴い＜作業学習における教員が願う生徒の姿＞が見直され、再度の＜補助具の試行錯誤＞が
展開されるという循環構造をなすこと、その上で＜生徒個人に対する見取りの観点＞による診断的評価か
ら当初の＜作業学習における教員が願う生徒の姿＞が導出され、＜生徒個人に対する見取りの観点＞によ
る形成的評価から＜補助具の試行錯誤＞が促進されることが明らかになった。
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* 岩手大学大学院教育学研究科教職実践専攻，** 岩手大学大学院教育学部研究科

１．はじめに
文部科学省（2021）の『障害のある子供の教育

支援の手引き』では、知的障害者の学習上の特性
について「学習によって得た知識や技能が断片的
になりやすく、実際の生活の場面で生かすことが
難しいこと」を指摘している。このことへの対応
として、文部科学省（2017）は特別支援学校学習
指導要領において、「知的障害者である児童生徒
に対する教育を行う特別支援学校においては、児
童生徒の学校での生活を基盤として、学習や生活
の流れに即して学んでいくことが効果的である」
とし、日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学
習、作業学習などとして「各教科等を合わせた指
導」と称する指導形態が用いられているとしてい
る。そもそも、この指導の形態は，学校教育法施
行規則130条第 2 項「特別支援学校の小学部、中

学部又は高等部においては、知的障害者である児
童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有す
る児童若しくは生徒を教育する場合において特に
必要があるときは、各教科、道徳、外国語活動、
特別活動及び自立活動の全部又は一部について、
合わせて授業を行うことができる」との規定に由
来する。
この中でも、作業学習について、高倉・中坪・
藤田ら（2011）は「高等部では、作業学習を学校
生活の中心においており、学校生活は働く生活そ
のものである。より現実度の高い生活を通して、
生徒たちは、現実社会で通用する力を身につけて
いく」としており、作業学習が将来の社会的自立
を目指して行われるものであり、その教育効果を
高めていく必要があると考えられる。そのための
具体的な手立てとして、名古屋（1997）は「一人
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ひとりに合わせた作業台、道具・補助具、機械、
器具の用意・工夫・活用」が重要であるとし、水
谷（2021）は「適切な補助具を活用することによっ
て作業の形式を分かりやすくするとともに簡単に
でき、それまでにできなかった難しい作業を担当
することができるようになる」として補助具の意
義に着目している。
補助具とは作業学習におけるものづくりの工程
において、安全や正確を含む効率を担保した作業
をするために、通常用いる道具の操作を補助した
り、通常用いる道具に換えたりするものである。
また、補助具は、対象となる知的障害生徒に対
して、教員によって個別具体的に考案され用いら
れる。この開発例として、東・佐々木・昆ら（2021）
による作業学習における補助具や、福田・徳永
（2023）による、中学校技術科の材料加工領域に
おいて、鋸挽き切削作業をするためにのこぎりガ
イドと称する補助具の開発など数多あるものの、
それらは、一部の熟練した教員の実践知によって
産み出されており、開発事例が示されるに留まっ
ており、その開発の要領は必ずしも一般化されて
はいない。ここでいう開発の要領とは、補助具の
開発に際して、教員がどのような考えや手順を
もって開発に至るのかという、教員の内的プロセ
スのことであり、これが明らかになれば、補助具
の開発にかかる実践的なノウハウとして、多くの
教員が学び、習得し、利活用することができるだ
ろう。ひいては、今後の作業学習の授業改善に寄
与するものと考えられる。
教員の内的プロセスを探求する研究として、例
えば菅原・滝吉・佐々木（2023）による校内初任
者研修の校内調整のプロセスを明らかにしたもの
や、小林・佐々木（2024）による認知特性に着目
した支援の考案過程などがあるが、作業学習にお
ける補助具の開発に関する内容のものは見当たら
ない。
そこで、本研究では、作業学習における補助具
の開発にかかる教員の内的プロセスを明らかにす
ることを目的とする。

２．方法
（１）研究協力者
研究協力者は、作業学習に造詣があり、その実
践についての言語化が必要であると考えた。その
ような熟練者を選定するために次の3つを基準と
した。すなわち、①作業学習に従事したことのあ
ること、②教育実践研究等として言語化または文
字化された研究業績があること、③研究協力に同
意が得られること、であった。これに合致した8
名を研究協力者とした（Table1）。
（２）手続き　
　調査期間は、202X年3月～ 5月であり、調
査方法は、半構造化インタビューとした。所用時
間は1回あたり約50分であった。
ここで用いた質問項目は、筆者が研究協力者2

名（特別支援学校で勤務経験のある研究者及び大
学院生）で検討し定めた。主に次の内容であった。
すなわち、①作業学習における開発した補助具を
３種類についてそれぞれの具体的内容、②それぞ
れの補助具の開発過程、③それぞれの使用によっ
て見出された使用前と使用後の子どもの変化、で
あった。
調査の実施に際しては、許可を得て音声記録を
収集した。これを基に逐語録を作成し、分析デー
タとした。ここでは、個人や団体が特定される可
能性がある表記について、文意に支障のない範囲
で改変した。
（３）分析
得られた分析データの総量は、61,587文字で

あり、A4版の紙面111枚に相当した。これを木
下（2015）による修正版グランデッド・セオリー・
アプローチ（以下M-GTAと記す）によって分析し
た。具体的には、分析ワークシートを用いて8名
のデータを順次分析した。データの関連箇所に注
目し、それを具体例として概念を生成し、複数の
概念からなるカテゴリーを生成した。5名のデー
タの分析が完了した時点で、14の概念と４のカ
テゴリーが得られていたが、この後、7名までの
分析から新しい概念は生成されなかった。念のた
め、予定されていたもう1名の調査を実施し、分
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析を行った。その上で、「小さな理論的飽和」と
して、分析ワークシートが十分に完成しているか
どうか、個々の概念ごとに完成度をチェックした。
次に「大きな理論的飽和」として概念相互の関係、
カテゴリーどうし、全体としての統合性などを検
討し、それぞれのレベルで重要な部分が抜け落ち
ていないかどうかを確認し、理論的飽和に至って
いるものと判断し調査を終了した。

（4）研究倫理
 研究協力者に依頼し、併せて本研究の趣旨及
び個人情報の保護、研究協力が任意であることな
どの研究倫理に関する説明をし、許諾を得た。ま
た、筆者らの所属大学における人を対象とする研
究実施規則に即して計画し、研究計画倫理審査を
受け承認を得た（承認番号第202372号）。

３．結果と考察
M-GTAでは、データの分析とその解釈の過程
は、常に往還しながら進められるため、結果には
解釈の要素が自動的に含まれる。このことから、
本研究では結果と考察の記述方法については両者
を分けずに論ずる。
分析の結果、3カテゴリーと11概念が生成さ
れた（Table2）。以下ではカテゴリーごとに詳説し、
その上でカテゴリー同士の関連を検討し、作業学
習における補助具の開発にかかる教員の内的プロ
セスについて図解し、ストーリーラインとして
詳説した。なお、文中では、カテゴリーを＜ ＞、
概念を【 】、言及内容を〔 〕、言及数を（ ）で記した。
（１）カテゴリー＜生徒個人に対する見取りの観
点＞について
＜生徒個人に対する見取りの観点＞とは、作業
学習において生徒個人の見取りを行う際に教員が
用いる視座のことである。
これは以下の４概念から構成された。すなわち、
①【生徒個人の運動面の特性に応じること】〔こ

の辺から個別的な特性に合わせるっていう、それ
ポイントになると思うんですけど、そういう時に
はやっぱりその人の動作を把握して、それに合わ
せるっていう動きが必要かなと思います。細かい
動きが苦手な人って当然いるわけですけど、だっ
たら大雑把な動きであの大きな動きでその作業
が達成できるようにするなんていうことですね。
（13）〕、②【生徒個人の認知面の特性に応じるこ
と】〔例えば、注意が向きにくいとか。物の操作
を順番にしにくいっていう人がいたときには、手
元に注意が向かえば、逆に向かなくてもできるよ
うにする。（12）〕、③【生徒個人の情意面の特性
に応じること】〔（切断や切削工具の）刃が回転し
てるところを見てる方がなんか血が騒いで（意欲
が高揚して）いいみたいだな。 そんなことであれ
ば、刃を隠すって言ったって。（22）〕、④【生徒
個人の行動上の特性に応じること】〔その作業を
やる時にあまりにもやっぱり、例えばなんだろう
な。電動のノコギリとか動いてる時についつい手
が出ちゃうとか、カットの時に不用意に手が出

Table1　研究協力者
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ちゃうっていうような特性がある生徒はちょっと
別な方がいいかな。（2）〕であった。
（２）カテゴリー＜作業学習における教員が願う
生徒の姿＞について
＜作業学習における教員が願う生徒の姿＞と
は、作業学習において教員が実現を願う生徒の具
体的な姿についての具体的な記述である。
これは以下の5概念から構成された。すなわ

ち、①【生徒が正確に作業すること】〔効率って
いうことが前提にあると思うんですけど、その手
前にはやっぱり正確な作業ができるってことで、
結果的にいい製品にならないと。(16)〕、②【生徒
が迅速に作業をすること】〔自分から取り組める
姿が増えましたし、それによって作業量も増えま
した。結果として出来上がる製品の数も増えまし
た。（3）〕、③【生徒が持続的に作業をすること】〔糸
巻は、絡まなくなりましたね。それから結果的に
あの継続して仕事ができるなというふうに思いま
す。（6）〕、④【生徒が自立的に作業をすること】〔な
んか自分で確認ができるようにな ったのは、袋
に入れるとか。大きさを意識できるようになって、
これ長いなとか大きいなとか、意識しながら作業
ができるようになったのが、大きいかな。（9）〕、
⑤【生徒が安全に作業をすること】〔木工班は結
構まず安全面って安全第1だったかな。（12）〕で
あった。
（３）カテゴリー＜補助具の試行錯誤＞について
＜補助具の試行錯誤＞とは、作業学習において
教員が補助具の試行と改善を繰り返す実践の過程
のことである。
これは以下の2概念から構成された。すなわち、
①【対象生徒とともに働く教員による補助具の評
価と改善の検討】〔子供と作業とかっていうのは、
補助具とかも共にっていうのはキーワードなん
だろうね。生徒と職員と一緒にだめだこれとか、
これいいねって。そういうのがいいよね。（8）〕、
②【共同実践者たる教員間による補助具の評価と
改善の検討】〔補助具が一発でうまく行ったこと
なんて多分今までないんじゃないかな。うまくい
かなくて、どうしてだろうって一緒に考えるって

いう過程が楽しかったんだろうね。（2）〕であっ
た。
（４）作業学習における補助具の開発にかかる教
員の内的プロセス
　3カテゴリー同士の関連を検討し、作業学習
における補助具の開発にかかる教員の内的プロセ
スとして図解化した（Fig.1）。
ここでは、作業学習における補助具の開発に向
けて、教員は＜作業学習における教員が願う生徒
の姿＞の実現のために＜補助具の試行錯誤＞に取
り組む。
この取り組みは、＜補助具の試行錯誤＞に伴い
＜作業学習における教員が願う生徒の姿＞が見直
され、再度の＜補助具の試行錯誤＞が展開される
という循環構造をなす。
その上で、＜生徒個人に対する見取りの観点＞
が次の2つの作用をなす。すなわち、①＜生徒個
人に対する見取りの観点＞による診断的評価から
当初の＜作業学習における教員が願う生徒の姿＞
が導出される。②＜生徒個人に対する見取りの観
点＞による形成的評価から＜補助具の試行錯誤＞
が促進される。
また、＜生徒個人に対する見取りの観点＞は、
具体的な4観点、すなわち、①【生徒個人の運動
面の特性に応じること】【生徒個人の認知面の特
性に応じること】【生徒個人の興味関心の特性に
応じること】【生徒個人の行動上の特性に応じる
こと】をもって、多面的な見取りを担保する。＜
作業学習における教員が願う生徒の姿＞では、 5
概念すなわち、【生徒が正確に作業すること】【生
徒が迅速に作業をすること】【生徒が持続的に作
業をすること】【生徒が自立的に作業をすること】
【生徒が安全に作業をすること】をもって具体的
な目標の設定を担保する。
＜補助具の試行錯誤＞では【対象生徒とともに
働く教員による補助具の評価と改善の検討】【共
同実践者たる教員間による補助具の評価と改善の
検討】をもって、補助具の改善を担保する。
（５）作業学習における補助具の開発にかかる教
員の内的プロセスについての検討



特別支援学校の作業学習における補助具の開発にかかる教員の内的プロセス 123

Table2　カテゴリーとその定義、概念、言及例
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小林・佐々木（2024）は、支援の手立てを考案
するために認知特性の把握を行い、それを活用す
ることの有用性を指摘しているが、同時に、認
知や運動などの特性を取り立てて見取ろうとする
のではなく、子どもの姿を多面的にみとることが
必要であることを主張している。本研究で生成さ
れた＜作業学習における教員が願う生徒の姿＞に
は、見取りのための具体的で多面的な観点となる
4概念が含まれた。このことは、先の主張を裏付
け、具体的な内容の提示するものといえよう。
岡田・宮本・池田ら（2024）は「目指す生徒像

の実現のためには今後どのような力を重点的に育
成していくべきなのか、そして、そのために、ど
のような学習活動が効果的なのかということも明
らかになっていくはずである」としている。つま
り、目標とそれを実現しようとする方策は、互い
に明確化しあうような相互作用を呈しながら授業
改善へと向かう。本研究で生成された＜作業学習
における教員が願う生徒の姿＞と＜補助具の試行
錯誤＞における循環構造は、先の主張を裏付け、
具体的な内容の提示するものといえよう。
以上から、作業学習における補助具開発にかか

る教員の内的プロセスは、既存の知見とも整合 

するものといえる。そうであるならば、この内容
は、必ずしも特有のものとはいえず、一般的な教
材開発や遊具開発などにおいても成立するものか
もしれない。それでは、作業学習における補助具
開発にかかる教員の内的プロセスとしての独自性
を何が担保するのだろうか。それは、「作業学習
における補助具」という特有の内容知を投下する
ことによるのではないか。すなわち、「教員の内
的プロセス」という受け皿に、「遊びの指導にお
ける遊具」や「生活単元学習における教材教具」と
いう特有の内容知が投下されれば、それぞれ「遊
びの指導における遊具にかかる教員の内的プロセ
ス」や「生活単元学習における教材教具にかかる
教員の内的プロセス」が立ち上がり駆動する。つ
まり、作業学習における補助具開発にかかる教員
の内的プロセスは、「作業学習における補助具」
という特有の内容知によって規定されるものとい
える。

Shulman(1986)は、PCK（Pedagogical Content 

Knouwledge）として、教員の知識ベースを提唱し
ており、その1つとしてContent Knowledge（教育

Fig.1　作業学習における補助具の開発にかかる教員の内的プロセス
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内容についての知識）を挙げている。先に記した
「作業学習における補助具」という特有の内容知
とは、まさに、Content Knowledgeのことであり、
作業学習を担当する上では、教員に求められる専
門的知識である。
本稿の冒頭で「作業学習における補助具開発に
かかる教員の内的プロセスが明らかになれば、補
助具の開発にかかる実践的なノウハウとして、多
くの教員が学び、習得し、利活用することができ
るだろう」と記したが、実際は、作業学習に関す
る内容知を有することが何かしらの条件となるだ
ろう。
今後の課題として、次の二点を挙げる。第一に、
本研究で生成された、作業学習における補助具開
発にかかる教員の内的プロセスについて、実践的
に検証していくことである。
第二に、作業学習における補助具開発にかか
る教員の内的プロセスを利活用することに対する
「作業学習に関する内容知」の影響について明ら
かにする必要がある。
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中学校保健体育科における共生の視点を重視した授業が
学習者の心理に与える影響

―　アダプテーション・ゲームを活用した授業実践　－

橋本　淳史＊，青山　慶，田村　忠＊＊，佐藤　進＊＊＊

（令和7年1月31日受付）
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HASHIMOTO Atsushi，AOYAMA Kei, TAMURA Tadashi，SATO Susumu 

The Psychological Impact of Lessons Emphasizing a Perspective of Coexistence in Junior High School Health and

 Physical Education: A Practical Approach Using Adaptation Games 

要　約
本研究の目的は、共生意識の促進が期待されるアダプテーション・ゲームを活用した授業を実践し、学
習者の共生意識及び心理に与える影響を検証することである。ネット型（バドミントン）の単元途中から「ア
ダプテーション・ゲーム」を導入し、共生体育態度及び心理的安全性の変化を単元前、単元後の質問紙法
及び計量的テキスト分析において量的変化として検証した。また、学習者の変容が示唆される場面を抽出
し、エピソード記述にまとめ質的検証を行った。
その結果、他者の立場で考え、ルールを調整する体験を通し、格差のある者同士でも楽しさを共有でき
ることを実感したこと、また互いの合理的な配慮により、格差を包摂した互恵的な学びの体験により、共
生意識の高まりが示唆された。また民主的な対話のプロセスを経験していくことにより、自己の能力や意
見が尊重される心理的安全性の高まりが示唆された。
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1.　はじめに

1.1.　社会の要請
2017年に告示された中学校学習指導要領解説 

保健体育編、（２）保健体育科改定の要点③では「共
生の視点を重視」として指導内容の改善が謳わ
れている（文部科学省，2017）。特に、運動やスポー
ツとの多様な関わり方を重視する観点から、「体
力や技能の程度、性別や障害の有無等にかかわら
ず、運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有する
ことができるよう指導内容の充実を図ること。そ
の際、共生の視点を重視して改善を図ること」と

明記された。
1.2.　現状の課題
上記のような体育における共生への流れにつ
いて、梅澤（2020）は、UNESCO及びOECDの国
際調査結果に基づいて、「2030年には共生社会を
具現化し、全ての人のWell-beingを保障するため
に体育で行うべき方向性が示されている」と述べ
ている。また、梅澤 (2020)は「全ての子どもの中
核基盤である身体的／精神的健康を保障すること
で、個人的／社会的　Well-beingに繋げることが
『共生体育』の理念だ」と考察し、「共生の視点を
重視した体育においては、障がいの有無だけでは
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なく、性差、身体能力や体格、技能などの運動格
差を包摂する教育の質が問われている」と述べて
いる。したがって、共生社会の具現化に向けて、
障がいの有無だけではなく、性差、身体能力や体
格、技能などの運動格差を包摂する保健体育授業
の実践知の蓄積が課題であるといえる。
1.3.　アダプテーション・ゲームと共生体育
このような課題に対して、保健体育における
共生意識の促進が期待される方略としてアダプ
テーション・ゲームが挙げられる。アダプテー
ション・ゲームとは、「ゲームで負けたチーム
がルール調整を求め、対戦相手とその交渉をす
る過程においてゲームや戦術を理解し、対等な
ゲームを実現しようとするものである（Henninger 

&Richardson,2016）」。アダプテーションは調整を
意味し、競り合ったゲームをできるように児童生
徒自らゲームを調整することである。
アダプテーション・ゲームのメリットとしては、
学習者全員の白熱と共生の意識を高めることが挙
げられる。例えば梅澤・矢邉（2020）は、「アダ
プテーション・ゲームは、格差のある学習者に対
し、全員が白熱できるゲームを保障し、『学びに
向かう力』を生み出しやすい学習方略と考えられ
る」と述べている。さらに村瀬・古田 (2021)は、「お
互いの技能を理解しようとする営みが、より多く
の仲間を理解し楽しもうとする意識を育む『共生』
の意識を高めた」と報告している。以上のように、
アダプテーション・ゲームにおいて各個人がルー
ル調整を求める過程で、その話し合い場面におい
て、他者意識が深まる対話が生まれ、互いを尊重
し合いながら学びを深めようとする共生の資質が
高まることが期待される。共生社会に向けた資
質の能力を高める視点からもアダプテーション・
ゲームの教育的意義を実践知として蓄積すること
は有意義であると考える。
共生の視点を重視した授業改善に向けて、学級
内の共生及び排除態度を測定する共生体育態度を
測る尺度が必要となる。梅澤他 (2021)は、共生
的、排除的な児童の学習の様相を客観的に測定す
ることを可能にする「共生の視点を重視した小学

校高学年の体育における態度尺度の開発」を行っ
た。本研究では、梅澤他 (2021)の共生体育態度
尺度を、中学生における共生的な態度の変容を測
る尺度の参考として用いることとする。
1.4.　学びにおける心理的安全性
保健体育という教科の特性として、運動の楽し
さや心地よさを味わうことができる楽しい教科と
考える生徒が多数いる一方、苦手意識による劣等
感からスポーツそのものに対する抵抗感や運動場
面での対人関係にストレスを感じる生徒も一定数
いる。
村瀬 (2021)は「中学生の体育授業において、劣
等コンプレックスと優越コンプレックスが渦巻い
ている。体力差が明確になり、他者からの目線に
も敏感になるこの時期は、運動への苦手意識と人
間関係への意識が結びつき、運動への苦手意識は
劣等コンプレックスになりやすい」と述べている。
中西（2020）は、体育授業は、いじめとも捉えら
れる「仲間はずれや嘲笑、罵倒などの行為が発生
しやすい」と述べ、「『体力があること』『上手で
あること』が権力になり、『できる、強い、上手い、
早い=偉い』という概念が意識的にも無意識的に
も支配的である」とも主張している。このように
体育の授業は「できる」「できない」が見えやすい
ゆえの、負の心理的影響が大きい特性があると言
える。
心理的安全性の概念はエドモンドソンが1999
年に発表した論文に示されているEdmondson, A. 

(1999)。エドモンドソン (2014)は、心理的安全
とは、「関連のある考えや感情について人々が気
兼ねなく発言できる雰囲気」だと説明している。
また別の著書において心理的安全性のことを「み
んなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分
らしくいられる文化」だと説明している（エドモ
ンドソン ,2021）。
不安や恐れ、劣等感等の心理的安全を脅かす状
態を抱き続けた生徒は、集団で学ぶ中で「できる
子に迷惑をかけぬように」「目立たぬように」と
いった負の学びが生じ、心理的危険状態のまま学
習を継続させてしまいかねない。
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赤坂 (2024)は、学校における学習者同士の心
理的安全性に着目し、「良好な関係性があるとき
に、建設的な自己実現をしようとする」と述べて
いる。また心理的安全性を育てるためには、「民
主的な話し合いを通して、共生つまり、互いのあ
り方を尊重し、他者と協力して生きるための習慣
を学ぶこと」が重要であることを述べている。つ
まり、主体的対話的で深い学びを実現するための
「学びの集団づくり」が求められている。
村瀬・梅澤 (2024)は、「アダプテーション・ゲー

ムはルールをつくり合い、調整する機会であり、
この過程を通じて他者の主張を聴き、交渉するこ
とにより、自由の相互承認の意義を理解し、社会
形成への意識を生み出す」と述べている。アダプ
テーション・ゲームには、互いの立場の尊重や目
的の合意形成などの民主的な話し合いのプロセス
が存在する。試行錯誤しながら民主的な関わりを
育むことにより、それらを経験した一人ひとりの
共生意識と集団における心理的安全性の高まりが
期待される。
本研究では、心理的安全性の測る尺度として、
エドモンドソン (2021)の心理的安全性尺度を参
考に作成し、質問紙調査を実施した。
1.5.　本研究の目的
本研究の目的は、以下の３つである。
第一に、共生意識の促進が期待されるアダプ
テーション・ゲームを活用した授業実践を蓄積す
ることである。
第二に、アダプテーション・ゲームを活用した
授業の学習者の心理に与える影響を検証すること
である。
第三に、上記の検証結果を基に、アダプテーショ
ン・ゲームの教育的効果と今後の可能性について
考察することである。

2.　方法
2.1.　研究の方法
本研究では、中学校保健体育科の授業において、
全ての生徒に最適な対戦レベルを作り、拮抗した
ゲームを仲間と調整し合う「アダプテーション・

ゲーム」を導入した授業を実践した。
研究倫理について、本研究では研究協力者に対
して、本調査の目的と方法を説明するとともに、
協力が任意であり、中断する際に不利益がないこ
と、個人のプライバシーが守られること等につい
て文書と口頭で説明を行い、承諾を得た。また、
岩手大学「人を対象とする研究倫理審査会」によ
る承認を得た（承認番号第202357号）。
研究Ⅰでは、共生体育態度及び心理的安全性の
変化を、単元前、単元後の質問紙法において量的
に検証した。
研究Ⅱでは、アダプテーション・ゲームを活用
した授業における生徒の学習プリント記載内容を
計量的テキスト分析KH Coder3.0を用いて分析を
行った。共起ネットワーク分析を使用し、アダプ
テーション・ゲーム導入前、導入時、単元終了時
の生徒の記述の変化を分析し、授業の効果を検証
した。
研究Ⅲでは、研究Ⅰ、研究Ⅱの量的な検証の結
果を裏付ける現象を抽出し、質的な検証を行った。
2.2.　研究の対象者
盛岡市内におけるA中学校の２年生、２クラス

62名（男子31名、女子31名）を対象とした。なお、
実践した学校は男女共習に取り組み始めたばかり
であり、１クラスは完全に男女共習の形態をとっ
ており、もう１クラスは、学習場面において男女
別々に活動を行うという形態をとっていた。本研
究では、性差、身体能力や体格、技能などの運動
格差を包摂する共生としての授業実践の蓄積を目
的としていたため、どちらのクラスにおいても男
女共習の形をとることとした。
2.3.　授業実践
授業実践は、2024年2月にネット型バドミン
トンの単元として全９時間で行われ、５時間目か
ら筆者が担当した（表2-1）。単元を貫くテーマを
「全員が夢中になれる学びをみんなでつくる」と
設定し、６時間目より、アダプテーション・ゲー
ムを導入した。６時間目以降のアダプテーション
については，３分のダブルスゲームの後，負けた
チームが勝ったチームにルール調整を要求できる
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ものとした。６～７時間目は、教師から、①コー
トの大きさの工夫、②打つエリアや順番の制限、
③打球の角度の制限、の３つのアダプテーション
を提示し、負けたチームがその中から１つまたは
複数を選択するように指示した。（図2-1）
８時間目以降は、アダプテーションを個人化で
きるようにした。その際、教師から提示されたア
ダプテーション以外も要求できるようにした。
アダプテーションの個人化とは、アダプテー
ションをさらに細分化し、個人向けのアダプテー
ションを意図して作成するものである。例えば
「〇〇さんは、〇〇ラインの後ろからのみ、スマッ
シュができます。」（図2-2）など、チーム全員が
メンバーの能力を考えたり、相手チームのメン

バーのことも理解したりできる機会を与えた。

３．研究Ⅰの目的
2.1.　研究の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研究Ⅰでは中学校保健体育授業において、共生
意識の促進が期待されるアダプテーション・ゲー
ムの授業を実践し、学習者の態度及び心理の変容
からその有効性を検証することを目的とする。
3.2.　研究の方法
梅澤 (2021)の共生体育態度尺度及びエドモン
ドソン (2021)の心理的安全性尺度を参考にした
質問紙調査を筆者の授業実施前（単元の５時間目
前）・実施後（単元終了時）に実施し、53名（有効
回答数53）が回答した。

図2－2　アダプテーションシートの記入例図2－1　アダプテーション・ゲームの手順

表2－1　単元計画
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3.3.　結果と考察
3.3.1.　共生的な態度について
梅澤他 (2021)の開発した共生態度尺度が本研
究のデータと適合するかを確認するため、再因子
分析を行った。1項目適合度が低い質問があった
ため、それを除いた因子分析結果が表3-1である。
表3-2は、共生体育態度要因における運動得意・
苦手群のアダプテーション・ゲーム導入前後の得
点及び標準偏差である。本研究では、有意差が顕
著に表れた因子を取り上げ考察する。
ちがいの受容
「ちがいの受容」因子において、運動得意群と
運動苦手群のアダプテーション・ゲーム導入前後
における２要因分散分析を行った結果（表3-3）、
運動得意苦手別の主効果には有意差は認められな
かった。一方、アダプテーション・ゲーム前後の
主効果（F(1.37)=9.45,p<.001,偏η2=.204）におい
て有意差が認められた。運動得意群苦手群共に、
アダプテーション・ゲーム導入前より導入後が有
意に高かった。
運動得意不得意別とアダプテーション・ゲーム
前後の交互作用について有意差は認められなかっ
た。
体力差や体格、技能差のある仲間との共生を測
るちがいの受容因子において、運動得意群苦手群
共にアダプテーション・ゲーム導入前より導入後
に有意に高まったことがわかる。「全員が夢中に
なれる学び」を単元をつらぬくテーマとし、アダ
プテーション・ゲームを行った。「今だけ、ここ
だけ、私だけ」の勝利を目指すのではなく、自己
の全力と他者の全力の勝敗の確率が50：50にな
る環境を協働して創り出す体験をした。その中で
体力や技能の程度、性別等のちがいに対して、他
者の立場に立って考え、ルールを調整する工夫を
した。その体験を通し、さまざまな違いも目的の
共有と調整次第により、格差のある者同士でも楽
しさを共有することができる、ということを実感
できたことが示唆される。
リーダーシップ
「リーダーシップ因子」において、運動得意群と

運動苦手群のアダプテーション・ゲーム導入前後
における２要因分散分析を行った結果（表3-4）、
運動得意苦手別の主効果（F(1.37)=27.71, p<.001, 

偏η2=.428）、アダプテーション・ゲーム前後の
主効果（F(1.37)=58.60, p<.001, 偏η2=.613）共に
有意な差が認められた。アダプテーション・ゲー
ム導入前後共に、得意群の方が苦手群よりも有意
に高かった。また、運動得意群苦手群どちらもア
ダプテーション・ゲーム導入前より導入後が有意
に高かった。
運動得意不得意別とアダプテーション・ゲーム
前後の交互作用について有意差は認められなかっ
た。
「リーダーシップ因子」は、「ゲームでボールに
たくさんさわっています。」や「仲間に自分の意見
が言えます。」のように、ゲームに対して能動的
参加している様子が伺える因子である。アダプ
テーション・ゲーム導入前後どちらにおいても、
運動得意群と苦手群に有意な差がみられた。運動
が得意と認識している生徒は、ゲーム場面におい
ての触球の実感や技能に対する自信、仲間との協
力や勝敗に対する貢献感が高いことが考えられ
る。それに対して、運動苦手群は得意群に比べて
有意に低い結果となった。苦手群は、ゲーム場面
において、触球の実感が少なく、技能に対する自
信のなさから、他者とのかかわりに遠慮や躊躇が
あることが考えられる。
一方、アダプテーション・ゲーム前後のそれぞ
れの比較においては、運動得意群苦手群共にアダ
プテーション・ゲーム導入前より、導入後に高く
なることが明らかになった。アダプテーション・
ゲームにより、互いが全力で没頭できる環境へ合
理的な配慮が行われたことが要因と考えられる。
それぞれの格差に応じた合理的配慮により、触球
の実感や技能の発揮、仲間との協働が促されたと
考えられる。
3.3.2　心理的安全性について
エドモンドソン (2021)の心理的安全性尺度を
用いて質問紙を作成し、因子分析をした結果、表
3-5のような２種類の因子に分類された。２種類
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表3－1　共生体育態度尺度　再因子分析　結果

表3－2　アダプテーション・ゲーム導入前後の共生体育態度因子の得点及び標準偏差

表3－3　共生体育態度（ちがいの受容）

表3－4　共生体育態度（リーダーシップ）

Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5
1.035 -.026 -.062 .143 .068 .837
.863 .031 .066 .056 .023 .791
.547 .080 .038 -.033 -.026 .402
.348 .088 .271 -.267 -.032 .600
-.034 .834 -.044 -.030 .029 .668
-.066 .823 .050 .068 -.140 .621
-.056 .787 .117 .136 -.012 .631
.113 .660 -.178 -.149 .048 .500
.319 .535 -.078 -.031 .052 .517
-.067 -.058 .991 .065 .070 .830
.105 -.051 .759 -.019 .046 .673
.295 .090 .382 -.113 -.131 .560
.072 .015 .038 .983 -.205 .733
.188 -.109 -.068 .634 .151 .440
-.150 .166 .072 .449 .136 .354
-.032 .158 .054 -.052 .841 .739
.116 -.177 .040 -.072 .682 .382
-.095 .025 -.005 .262 .530 .541
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の因子のうち、心理的な安全を肯定的に実感でき
る因子を「主体性を引き出す安心」と命名し、心
理的な安全を脅かす要因となる因子を「主体性を
阻害する要因」と命名した。
表3-6は、心理的安全性因子における運動得意・

苦手群のアダプテーション・ゲーム導入前後の得
点及び標準偏差である。
主体性を引き出す安心
「主体性を引き出す安心因子」において、運
動得意群と運動苦手群のアダプテーション・
ゲーム導入前後における２要因分散分析を
行った結果（表3-7）、運動得意苦手別の主
効 果（F(1.37)=10.406,p<.001,偏 η 2=.220）、
アダプテーション・ゲーム前後の主効果
（F(1.37)=8.152,p<.001,偏η2=.181）共に有意な
差が認められた。アダプテーション・ゲーム導入
前後共に、得意群の方が苦手群よりも有意に高
かった。また、運動得意群苦手群どちらもアダプ
テーション・ゲーム導入前より導入後が有意に高
かった。
運動得意不得意別とアダプテーション・ゲーム
前後の交互作用について有意差は認められなかっ
た。
「主体性を引き出す安心因子」においては、ア
ダプテーション・ゲーム導入前後どちらにおいて
も、運動得意群と苦手群に有意な差がみられた。
「グループまたはペアのメンバーと一緒に運動す
る際、自分の能力が尊重され、活かされていると
感じます。」や「グループまたはペアのメンバー同
士で、課題や難しい問題を指摘し合えます。」など、
運動が得意と認識している生徒は、自分の能力が
尊重されていることを実感したり、積極的に難し
い問題に対して仲間に指摘したりなど、安心して
学習に望んでいることが考えられる。一方、運動
得意群に比べ苦手群は、有意に低い傾向が明らか
になった。得意群に比べ自己の能力が尊重されて
いるという実感は少なく、課題や難しい問題に対
して指摘しにくいと感じている傾向があることが
明らかになった。運動の技能や体格、性別や障が
いなどの格差のように、運動に対して苦手意識を

感じる生徒にとって、心理的安全性（主体性を引
き出す安心）においても格差があることが考えら
れる。
一方、アダプテーション・ゲーム前後のそれ
ぞれの比較においては、運動得意群苦手群共にア
ダプテーション・ゲーム導入前より、導入後に高
くなることが明らかになった。勝利の不確定性を
50：50に近づけることを目指すアダプテーショ
ン・ゲームにより、互いの能力を尊重し合いなが
ら話し合いが進められたことが考えられる。全員
の考えが尊重されることが目的であることから、
自己の考えを安心して話そうとする心理が促され
たのではないかと考えられる。
主体性を阻害する要因
「主体性を阻害する要因因子」において、運動
得意群と運動苦手群のアダプテーション・ゲー
ム導入前後における２要因分散分析を行った結
果（表3-8）、運動得意苦手別の主効果には有意差
は認められなかった。一方、アダプテーション・
ゲーム前後の主効果（F(4.266)=7.611,p<.005,偏
η2=.103）に有意差が認められた。運動得意群苦
手群共に、アダプテーション・ゲーム導入前より
導入後が有意に低くなっていた。
運動得意不得意別とアダプテーション・ゲーム前
後の交互作用について有意差は認められなかった。
「グループまたはペアでの活動で自分がミスを
すると、たいてい責められます。」や「困ったとき
に、グループまたはペアのメンバーに助けを求め
ることは難しいと感じます。」などの心理的安全
性（主体性を阻害する要因）因子において、運動
得意苦手別には有意な差は認められなかった。
一方、アダプテーション・ゲーム導入前後にお
いてそれぞれを比較すると、運動得意群苦手群共
にアダプテーション・ゲーム導入前よりも導入後
に下がる傾向が見られた。共生体育態度尺度で見
られた失敗への排斥などの減少や「全員の夢中」
を創り出すための重要な合意形成がアダプテー
ション・ゲームのプロセスに組み込まれていたこ
とにより、主体性を阻害する要因が少なくなった
ことが考えられる。
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4.　研究Ⅱ
4.1　研究Ⅱの目的と方法
研究Ⅱでは、アダプテーション・ゲームの導入
前、導入後、単元終了時における生徒の学習プリ
ント記載内容を計量的テキスト分析KH Coder3.0
を用いて分析を行い、アダプテーション・ゲーム
の導入による学びの特徴を明らかにする。
4.2　結果と考察
4.2.1　アダプテーション・ゲーム導入前

第１クラスタは「ペア」「人」「コミュニケーショ
ン」「取る」「思う」「相手」といった単語が見ら
れた。筆者が授業者となり、前時までシングルス
で行っていた授業スタイルから、ダブルスで行う
スタイルに変更したことにより、ペアでコミュニ
ケーションをとる必要性を感じることや、男女混
合による相手チームとのレベル差などの環境につ
いて記入したことが示唆される。生徒の自由記述
からは、「ペアの人とコミュニケーションをとっ

表3－5　心理的安全性　再因子分析　結果

表3－7　心理的安全性（主体性を引き出す安心）

表3－6　アダプテーション・ゲーム導入前後の心理的安全性因子における得点及び標準偏差

表3－8　心理的安全性（主体性を阻害する要因）
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て頑張れた」「ペアの人の足を引っ張っていない
か不安で」「女子同士のペアの方がやりやすい」
という主旨の感想が得られた。授業者が変わった
ことによる環境の変化からの気づきや戸惑いが見
られ、とくに男女のペアによる違和感や、技能差
による不安を記入している感想が見られた。
第３クラスタは「作戦」「立てる」「全力」「ゲーム」

「話し合い」「具体」などの単語から、ダブルスス
タイルになったことにより、チームとして勝ちを
目指し、作戦や話し合いに意識が向いていること
が示唆される。「ペアで作戦を立てて楽しく行え
た。」「全力ゲームのときに、相手がどこに打つか
を考えるといい。」などの記述がみられ、ペアと
協力しゲームに向かっていたことが示唆された。
第６クラスタは「シャトル」「難しい」「前」な
どの単語がみられた。生徒の記述には、「左右に
シャトルを打ち分けることが難しかった」「手前、
奥、左右に振ったら点が取れるけど、難しいしミ
スが目立った。」など、前時までの技能の生かそ
うとする姿や、試合での技能の発揮の難しさに直
面していることが示唆された。
4.2.2　アダプテーション・ゲーム導入時
第２クラスタは「難しい」「アダプテーション・
ゲーム」「意見」「今日」などの単語から、アダプテー
ションのゲームを創造する上で、ルール調整や仲
間との合意形成に難しさを感じている生徒がいた
ことが示唆される。
第５クラスタは「ルール」「話し合う」「ペア」「楽
しい」「決める」といった単語から、ルール調整
を仲間と協働することで、対等なゲームをつくる
楽しさを感じる生徒がいたことが示唆される。生
徒の自由記述からは、「ルールを調整したら、勝っ
たり負けたりして50対50だったので、楽しくで
きた。」という主旨の感想が得られた。
第６クラスタは「50対50」「勝つ」「負ける」

「コート」「広い」「狭い」「スマッシュ」「話し合い」
などの単語から、勝敗の可能性を50対50に近づ
けるための手段としてコートの大きさやスマッ
シュの制限等について、話し合いを通してルール
を調整した具体を記述していることが示唆される。

4.2.3　単元終了時
第１クラスタは「合意」「形成」「相手」「実力」

「試合」といった単語から、相互の実力を考慮し、
勝敗の確率を50対50に近づけるための合意形成
に意識が見ていることが示唆される。生徒の自由
記述からは、「話し合いで、50対50に近づける
ことができた。女子も楽しめるゲームにできた。」
「相手との実力差があっても、合意を得ることで、
勝敗の確率を50対50に近づけることができる
し、お互いの技能向上もできるから、これからの
スポーツにも取り入れていきたい。」「実力、体力、
体格の差がある相手でも、全員が楽しめる試合を
作るルールがすごくいいなと思った。」などの感
想が得られた。互いの差を埋めるための、ルール
調整という合理的な配慮に意味を感じている生徒
や、互いの技能向上などの互恵的な関係に気付く
ことができた生徒がいたことが示唆される。
第３クラスタは「楽しい」「ルール」「難しい」「楽
しめる」「思う」といった単語から、ルール調整
による楽しさを見出した生徒、ルール調整の難し
さを感じた生徒、ルール調整がさまざまな差を超
えて楽しめる手段であると感じた生徒がいたこと
がわかる。生徒の記述から、「自分たちでルール
を作ることは難しかったけど、楽しかった。遠慮
することもなくなり、楽しくゲームすることがで
きた。」「全員が全力で楽しめるものにするのは難
しかったけど、対等なるルールを考えることに意
味があったと思う。」など、全員が夢中になれる
よう、ルール調整の難しさを乗り越え、楽しさを
見出した様子が示唆される。
4.3　研究Ⅱのまとめ
アダプテーション・ゲーム導入前は、授業者第
３クラスタにおける「作戦」「立てる」「ゲーム」
「話し合い」「具体」などの単語から、ダブルスス
タイルによるチームとして勝ちを目指し、作戦や
話し合いに意識が向いていることが示唆される。
また第１クラスタ及び第６クラスタのようにペア
との関係性や技能の難しさに着目している様子が
伺えた。学習プリントの記述を読み返すと男女の
ペアによる違和感や、技能差による不安を抱いて
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いた記述がみられた。また前時までの技能を生か
そうとする記述や、試合での技能の発揮の難しさ
に直面している記述がみられた。これらのアダプ
テーション・ゲーム導入前の記述内容は、技能や
戦術理解に着目し、競技としてのバドミントンの
魅力に迫ろうとする意識と同時に、ペアとの関係
性や自己との技能差に不安を抱く生徒がいたこと
が示唆された。
アダプテーション・ゲーム導入時は、ルール調
整を仲間と協働することで、対等なゲームをつく
る楽しさを感じる様子が示唆された。導入前には
なかった「ルール」「50対50」などの単語が多く
みられ、アダプテーション・ゲームを経験し、新
たなスポーツの楽しみ方に着目していることが示
唆された。一方、第２クラスタのように、「難しい」
「アダプテーション・ゲーム」「意見」の単語から、
ルール調整や仲間との合意形成の難しさに直面し
ながら課題に迫っていたことが示唆された。
単元終了時は、ルール調整の難しさに直面しつ
つも、全員が楽しむための手段としてルール調整
は意味があることを実感している様子が伺える。
また、互いの差を埋めるための、ルール調整とい
う合理的な配慮に意味を感じている生徒や、互い
の技能向上などの互恵的な関係に気付くなどス
ポーツの新たな楽しみ方の追求に意識が向いてい
る様子が伺えた。
「今自分は楽しいか」「このペアと楽しめるか」
「私の技能は大丈夫か」という「いまだけ、ここだ
け、私だけ」という意識から、アダプテーション・
ゲームを経験することにより、「全員の夢中はど
うすれば」「技能差をどう埋めるか」「どのような
考えで合意形成を目指すか」という、「誰とでも」
「いつまでも」楽しむための共生的な考え方に思
考が広まっていることが示唆された。

5.　研究Ⅲ
5.1　研究Ⅲの目的
研究Ⅲでは、研究Ⅰ及び研究Ⅱの量的変化を裏
付ける行動を観察し、エピソード記述にまとめ、
質的な検証を行うことを目的とする。

図4－1　アダプテーション・ゲーム導入前

図4－2　アダプテーション・ゲーム導入時

図4－3　単元終了時
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5.2.　研究の方法
アダプテーション・ゲームの導入による学習者
の学びの様子を動画で撮影し、量的変化を裏付け
る行動を観察する。また、アダプテーション・ゲー
ムによる共生意識の変容または心理的安全性の変
容が示唆される場面を抽出し、エピソード記述に
まとめ質的な検証を行う。
5.3　結果と考察
5.3.1　結果（エピソード記述）
【抽出したエピソード事例について】
筆者は単元の途中（５時間目から）授業を担当
した。単元前半（５時間目まで）において生徒は、
基礎的な知識及び技能の習得や、シングルスでの
ゲームの攻防を経験していた。筆者が担当した時
間からは、男女ペアのダブルスゲームで学習する
形をとった。本エピソードは、単元の８時間目（ア
ダプテーション・ゲーム導入後３時間目）の場面
である。グループ内に一人欠席者がいたため、Ｃ
男対Ａ子、Ｂ美の三人で1人対２人のアダプテー
ション・ゲームを行っていた事例である。単元
をつらぬくテーマを「全員の夢中をみんなでつく
る」とし、本時は「すき間をねらえ」を学習課題に、
相手コートの空いた空間をねらう攻防について学
習している場面である。
【抽出した生徒について】

【Ａ子】
Ａ子は、アダプテーション・ゲームの導入前の
ゲームで、ラリーを楽しんでいたが、技術に自信
がないせいか相手コートへの返球にのみ意識が集
中し、空いている空間をねらい攻防するという様
子はあまり見られなかった。単元５時間目終了時
の学習プリントには「打ち方がまだよくわからな
い。試合がクレイジーじゃない（自分が）。でも
バドミントンは楽しかった。」と記入していた。

【Ｂ美】
Ｂ美はアダプテーション・ゲームの導入前の
ゲームにおいて、積極的に動いて攻防を楽しむ様
子はなく、自分のところに来たら打つという感じ
であった。コートの大きさやペアとの相性などに
心理的な抵抗感を感じ、なかなか夢中になれず意

欲が高まっていない様子であった。また、普段あ
まり一緒にプレーしない男子とのペアに不慣れな
せいか、技能差等の互いの状況を踏まえた話し合
いができず、話し合いの意義についても必要性を
感じていない様子であった。単元５時間目終了時
の学習プリントには「コートがせまいのでやりに
くかった。話し合ったことをプレーであまり活か
せなかった。」と記入していた。

【Ｃ男】
Ｃ男はテニス部のエース的存在でラケット操作
に長けている。バドミントンの単元においても高
い技術を発揮し、スマッシュで得点を重ねていた。
今回取り上げる場面においてもはじめの全力ゲー
ムにおいて、Ａ子、Ｂ美を圧倒して勝利していた。
【エピソード①】
Ａ子とＢ美は、Ｃ男に対してアダプテーション

（ルール調整）を要求している。勝敗の可能性を
50：50にするためにはじめに考えた案は「Ｃ男
のスマッシュ禁止」「Ｃ男の守備エリアの拡大（制
限なし）」であった。この二つのアダプテーショ
ンで合意した３人は、ゲームを始めた。Ａ子とＢ
美の打つシャトルは、ネットを超えさえすれば、
得点機会となるため、熱心にシャトルに反応し返
球に夢中になっていた。一方で、Ｃ男は広い範囲
を守らなければならず、縦横無尽に素早く動き、
シャトルを落とさないように必死に拾っていた。
「Ｃ男のスマッシュ禁止」というルール調整によ
り、Ａ子とＢ美には打ちやすいボールが返り、返
球する回数が増えていた。Ａ子は、強く遠くへ返
球したり、手前に落とそうとしたりし、Ｃ男の位
置を見ながら、クリアとドロップの技能の使い分
けに挑戦しはじめた。
【エピソード②】
ゲームが終わり、アダプテーション会議の時間
となった。Ａ子が「どうだった？」とＣ男に話す。
Ｃ男が「きつかったよ」と言葉を返す。Ａ子「勝
敗を50：50にできたと思う」と楽しそうに話す。
Ｃ男が「50：50になっていたと思うよ。次はど
うする？」と続く。そこでＢ美が「スマッシュは5
回に1回にして・・・・」と話し始める。Ｂ美は
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ルール調整により、勝敗の可能性は50：50にな
りつつあることを実感していたが、Ｃ男が本当に
夢中になれるかを気にしていた様子であった。Ｃ
男のスマッシュの機会を奪っては、Ｃ男にとって
の「夢中」が成立しないと考え、「スマッシュは５
回に１回」と提案していた。またＢ美は「Ｃ男の
コートに枠をつくる」と言い出した。「自分たち
と同じ幅でいい」と言いながら、マーカーを持ち
Ｃ男のコートに歩き始めた。
自分のコートの広さが気になったＣ男はＢ美の
ところへ駆け寄り、広さの調整について話し合い
始めた。次のルール調整を「Ｃ男のスマッシュは
５回に１回OK」「Ｃ男のコートはＡ子Ｂ美コー
トと同じくする」として合意していた。
【エピソード③】
Ｂ美は、Ｃ男の「夢中」に配慮することに加えて、
空いている空間をねらう攻防に意識が向かってい
た。無制限に返せるコートよりも、限られたコー
ト内にシャトルを落としたいと考え、ルール調整
を提案していた。
合意後のゲームでは、Ａ子とＢ美がＣ男を左

右に揺さぶる様子が見られた。素早い動きで反応
し返球してくるＣ男に対し、Ｂ美が逆の空いてい
る空間へスマッシュを行っていた。それでも食ら
いつくＣ男との攻防を繰り返すうちに、Ｂ美のス
マッシュが決まり、その場で飛び跳ね喜びを表現
した。

図5－1　３人による１回目のルール調整

図5－3　3人による２回目のルール調整

図5－3　C男のコートの幅を考えるＢ美と
　　　　交渉しに行くC男

図5－2　アダプテーション会議の様子

図5－5　ギリギリのコースをねらい
　　　　　スマッシュを打つB美

Ｃ男は左右に揺さぶりにくるＡ子、Ｂ美に対
して高い技術で食らいつくことに夢中になってい
た。激しいラリーの中でＢ美の強烈なスマッシュ
を、Ｃ男は見事にバッグハンドで返球し、得点し
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た。得点が決まるとＣ男は「やったあ！」といい
ながら両手を上に挙げガッツポーズで喜んでいた。
5.3.2　考察
格差を包摂した互恵的な学び
Ｃ男からの鋭いスマッシュによる自分たちのミ
スの機会が減ったＡ子とＢ美は、Ｃ男に対して容
赦なく左右前後に揺さぶりをかけはじめた。コー
トサイズが無制限であったため、Ｃ男には、左右
前後またあらゆる距離に打たれたシャトルを落と
さないように対応しなければならない必然性が生
じていた。打球後に素早く定位置に戻ることや、
相手の打球に備えた準備姿勢をとること「学習指
導要領　球技　ネット型　技能例示」（文部科学
省 ,2017）などについて、高いレベルでの対応が
Ｃ男の課題となり、その解決に向けて没頭してい
る様子が伺えた。
一方、Ａ子とＢ美はＣ男からのスマッシュ攻撃
がなくなったことにより、比較的打ちやすい状況
で返球できる機会が増えた。とくに、左右への打
ち分けなどの「打ち方」に課題を感じていたＡ子
は、ミスが少ない環境で何度も打ち返し、シャト
ルを返す方向にラケット面を向けて打つことや相
手側のコートの空いた場所にシャトルを返すこと
「学習指導要領　球技　ネット型　技能例示」（文
部科学省 ,2017）などを試す機会が増えていたこ
とが示唆される。Ａ子にとっての必要性のある課
題解決に没頭している様子が伺えた。
このように双方の技能格差に配慮したルール調
整により、それぞれの迫るべき課題に対して個別
最適な学びの環境が創造され、それぞれが協働的
な学びの中で解決に向けて迫っている姿が示唆さ
れた。
このようにアダプテーション・ゲームにより、
ルール調整を要求する側とされる側双方にメリッ
トが生まれ、「互恵的な学び」が促されているこ
とが示唆される。
民主的な対話のプロセスによる他者理解・受容と
心理的安全性の醸成
エピソード②では、Ｂ美は、自分たちの要求
したルール調整「Ｃ男のスマッシュ禁止」により、

Ｃ男の自由を奪っていないかを気にし始めてい
た。そのため、Ｃ男のスマッシュの機会の創出と
勝敗の可能性を50：50へという、相反する目的
達成のジレンマに対して解決方法がないかを考え
ていたことが推察される。その結果、柔軟な発想
で「５回に１回はスマッシュＯＫ」というルール
調整を提案した。Ｂ美は、自分たちの楽しむ権利
を主張しつつ、状況の違う他者（Ｃ男）の立場で「全
員が夢中」というテーマと向き合った様子が伺え
た。自分たちだけでなく、対戦相手であるＣ男の
楽しむ自由を奪わないための、民主的な考え方で
提案したことが示唆される。
またＢ美は、無制限に広げていたＣ男コートの
大きさを自分たちのコートと同じにもどすことも
提案している。本時の学習課題は「すき間をねら
え」である。無制限のコートにより勝敗の可能性
が50：50に近づくことはできたが、相手コート
の空いている空間にねらって打つというネット型
の機能的特性（本質的なおもしろさ）を追求しよ
うと考えていることが示唆される。
Ｂ美は、アダプテーション導入前は、夢中にな
れない心理的な抵抗を感じ、意欲をもてずにいた。
また、体格や技能の違う男子にも抵抗を抱き、ゲー
ムに対して消極的な様子が伺えた。しかし、アダ
プテーション・ゲーム導入後の本エピソードでは、
コートの調整やルールの提案など、互いのゲーム
を充実させるための学びの当事者として積極的に
思考し、意見を伝え合っている様子が伺える。格
差のある者同士の合意形成プロセスにおいて、「自
分の主張が尊重される」または「自分の技能に応
じて相手が配慮してくれた」という安心感を抱い
たことが示唆される。
個別最適な学びへ没頭する姿
エピソード③では、Ｃ男のコートが自分たちの
広さと同じになったことで、Ａ子とＢ美には、返
球をコントロールする技術が求められることに
なった。より一層、シャトルを返す方向にラケッ
ト面を向けて打つことや相手側のコートの空いた
場所にシャトルを返すこと「学習指導要領　球技　
ネット型　技能例示」（文部科学省 ,2017）の精度
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を追求している様子が伺えた。またＣ男を左右に
揺さぶった後、ラインぎりぎりの空いている空間
へスマッシュするなど、相手コートを作り直した
ことにより、前回のゲームより、ネット型の特性
に深く迫ることができている様子が示唆された。
一方Ｃ男は、Ａ子、Ｂ美からの攻撃を受け続け
る環境は変わらないが、自コートの守備エリアが
狭くなったことにより、相手から攻撃を拾いやす
くなっていた。スマッシュで得点はできずとも、
ヘアピンやドロップ、ロビングなどを使い分け得
点を決めようとする姿が映像や学習プリントから
伺えた。また得点した際、両手を上に挙げ、ガッ
ツポーズで喜ぶ姿からも、勝敗の可能性が50：
50に創造されたゲームに没頭していたことが示
唆される。
生徒の学びと教師の見取りのズレ
本エピソード①～③は、授業者が授業後にビデ
オカメラを見返してはじめて理解できた分析結果
の内容である。
つまり授業者はエピソード①～③の生徒の学び
について、授業時間内には全く把握できていない
様子がビデオカメラでの振り返りにより気づくこ
とになる。
Ａ子、Ｂ美、C男は、前の試合を振り返り、よ

り充実した学びに近づけるためにじっくりと考え
ていた。活発な話し合いではなく、言葉少なく、
沈黙が続いていた。授業者は、３人の様子を「ア
イディア創出に行き詰まり、話し合いが停滞して
いる」と捉えてしまい、アダプテーションのポイ
ントについて気づきを促すアプローチ（一方的に
教えようとする行為）をし始めようと関与に入る
様子が映っていた。授業者の頭の中では「C男の
コートを広げるか、Ａ子、Ｂ美のコートを縮め
るかした方が拮抗したゲームになるのではない
か？」と考え、コートの調整を促す声掛けをしは
じめていた。また、前のゲームで「なんとなく」
ラリーが続いていた様子から、「盛り上がってい
たね。」と言葉をかけていた。「全員が夢中」とい
う単元の目標に近づいているという意味を込め、
肯定的な言葉がけのつもりで話しかけていた。

一方、実際は、Ｂ美は空いた空間をねらい攻撃
するために、話し合いの終盤にC男のコートを小
さくしにいく様子がビデオカメラの振り返りでわ
かった。また、前のゲームの振り返りについても
Ａ子、Ｂ美、C男は盛り上がったことに満足する
ことなく、よりネット型の機能的特性（本質的な
おもしろさ）を追求しようと模索している段階で
あった。
授業者が授業内で断片的に見えた、生徒の学び
の様子は、本質的な学びの様子と大きくかけ離れ
ていたのである。中途半端な教師の介入により、
一時教師の促しと生徒が進めたい学びとが、かみ
合わない状態になってしまったのである。その後、
生徒は教師の話を上手く受けながし、自分たちの
見通しの実現に向けて探究を続けることになる。
これは、授業者にとっての授業リフレクション
の機会となった。活動の中で教師がみるべきもの
は何か。自己の関与を振り返り、次の授業におけ
る学習デザインについて新たな見通しを立てる機
会となった。

6.　総合考察
6.1　本研究のまとめ　
6.1.1　共生意識の醸成と互恵的な協働学習によ

る個別最適な学び
ルール調整という合理的な配慮を講じる過程に
おいて、自分の能力と他者の能力とのバランスを
考える営みにより、他者の能力を理解したり、自
分の能力を鑑み、バランスを取ろうとしたりする
意識が促されたことが示唆された。
ルール調整により、苦手意識を持っている生徒
に対して、適切なプレー機会を与える配慮を行う
工夫が見られたことや、能力の高さゆえに遠慮し
ていた生徒に対しては、より高度な技能を追求さ
せるなどの双方が夢中になれるための合理的配慮
が工夫されていた。また、それらの配慮により、
個に応じた目指すべき課題に没頭できる機会が増
えたと考えられる。
本研究においては、相手側のコートの空いた場
所にシャトルを返すことや打球後に素早く定位置
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に戻ることなど、それぞれの個に応じた学習課題
に迫る互恵的な学びが見られた。また、ルール調
整を繰り返す中で、より高度な技能に挑戦するた
めに試合の行い方を工夫するなどの思考力・判断
力・表現力を高める学習機会にもなっていた。
相手の能力を理解し、自己の能力とのバランス
を考える互恵的な学びの営みが、それぞれの知識
及び技能、思考力・判断力・表現力の育成に寄与
することが示唆された。
6.1.2　民主的な対話のプロセスによる心理的安全
今回、勝敗の可能性が50：50であるという「全
員の夢中」が単元を通して目的化されたことによ
り、苦手意識があっても「自分の要求が尊重され
る」という安心感を抱くことができ、話し合いに
能動的に参加する機会が増えたと示唆される。「誰
一人取り残さない全員の夢中」が自然に学習の雰
囲気として広がり、あらゆる立場の者同士が対話
で解決するという民主的なプロセスが劣等コンプ
レックスを抱く生徒に安心感を与えたことが示唆
される。
共生意識の促進を目的としたアダプテーショ
ン・ゲームのプロセスを歩む過程において、互い
の差の尊重→民主的な対話→合理的配慮の経験→
互恵的な学び→心理的な安全を生じさせたことが
示唆された。
赤坂 (2024)は、「心理的安全性を育てるために

は、まず、学級集団をそれが実現できるに相応し
い状態までもっていく必要がある」とし、「その
本質は民主的な話し合いを通して、共生つまり、
互いのあり方を尊重し、他者と協力して生きる習
慣を学ぶこと」と述べている。つまり、アダプテー
ション・ゲームのプロセスそのものが、学級の集
団作りの機能を果たし、共生意識の醸成ととも
に、心理的安全性を育むプロセスであると考えら
れる。
6.1.3　習熟していく過程において見られた足場

外し
前述のとおり、アダプテーション・ゲームは自
己の能力に適した学習課題に迫る環境を創り出す
機会となった。とりわけ、運動に苦手意識を抱い

ている生徒やなかなか勝利を実感できない生徒に
対しては、ルール調整により、自己の課題に近づ
く「足場架け」の機会になったと言えよう。一方で、
足場を架けた状態からルールの調整具合を小さく
していこうとする、いわゆる「足場外し」を試み
ようとする様子が観察された。
ルール調整により、個別最適な学習課題に迫っ
た生徒の、知識及び技能が習熟し、技能の高まり
を感じ始めると、配慮された足場を自ら外そうと
する思考の様子がみられた。合理的配慮により、
自己の適切な課題に没頭し、技能の高まりを実感
した生徒は、より高度なネット型の機能的特性に
迫ろうとする学習意欲の向上に繋がったことが示
唆される。また、ルールの差を縮めていくことにも、
自己の技能の成長実感を目指したと考えられる。
梅澤（2023）は、AARサイクルと主体的に取り

組む態度について、「A(Anticipation：見通し )は、
学習者が結果を予測し、目標とその達成に向けた
計画を立てることだといえる。それを踏まえ、行
動 (Action)し、その行為だけでなく自己の能力等
をモニタリングし、振り返り 学習者
自身が次の見通し (Anticipation2)をもつサイクル
だ」と述べている。本研究で見られた足場外しは、
生徒自らがAARサイクルを回す中で自らの学習
を自己調整した結果であると考えられる。特別に
配慮された環境で成功体験を積んだ生徒が、新た
な見通し「これならできそうかも。」を立て、ルー
ル調整を行い、その結果を再び振り返るというサ
イクルである。自己の課題を解決する当事者は自
分であることを自覚し、主体的に学習している様
子が示唆された。
一方で、主体的な生徒の学びと教師の見立ての
ズレが明らかとなった場面もあった。このような
教師の見立てのズレは、アダプテーション・ゲー
ムの実践研究により、伴走者としての教師の役割
について、授業者に内省を促す機会となり、教師
自身の次の授業デザインに活かすAARサイクル
に繋がった例でもある。
また、アダプテーション・ゲームという一連の
プロセス（互いの差の尊重→民主的な対話→合理
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的配慮の経験→互恵的な学び→心理的な安全）に
より、不十分な教師の介入に惑わされることなく、
生徒は主体的な学びを進め、単元を貫く目標に向
けて自走できたことにも学びのプロセスとしての
アダプテーション・ゲームの意義を感じることが
できた。
6.1.4　中学校保健体育授業における今後のアダ

プテーション・ゲームの可能性
共生体育態度及び学習者の心理的安全性の視点
以外においても、今後アダプテーション・ゲーム
の教育効果として考えられると内容を以下に挙げ
る。
・ 保健体育における実践的な問題解決型学習と
しての可能性

・ エコロジカルアプローチ（制約主導アプロー
チ）を活用した学習デザインとしての可能性

・ 共生社会を目指した市民性教育としての可能
性
今後も実践知を蓄積し、多面的多角的な視点で
アダプテーション・ゲームの教育的可能性につい
て探っていく必要があると考える。
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要　約
各教科の学習においては、形成的評価によって指導と評価の一体化を図り、指導の最適化を目指すこと
が求められている。その中でも、子どもの発話は、教師にとって形成的評価の重要な材料であるが、体育
授業では、広範囲で複数の会話が同時に発生し、記録が困難であるため、音声認識によりテキスト化する
手法はいまだ確立されていない。そこで本研究は、体育授業における運動中の子どもの発話を記録・分析
する方法を開発することを目的とし、AI音声認識の精度を比較した。その結果、AI音声認識には、それ
ぞれの特徴があり、子どもにとって意味のある単語をそのまま変換するものもあるが、論理的な文章に変
換することによって、不自然な文脈になることもあることが明らかとなった。また、共起ネットワークは、
文章の解析には適するが、話し言葉には不向きであり、単語の出現回数の分析が授業の様相を把握する方
法として適していると考えられた。
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１．はじめに
わが国における現在の学習指導要領では、指導
と評価の一体化が目指されており、梶田（2002）
によれば、その基本的概念は、スクリバン（1967）
の形成的評価を発展させたブルーム（1973）の提
唱するマスタリー・ラーニング（完全習得学習）
にある。文部科学省（2021）によって示された「誰
一人取り残すことのない」という用語にも通底す
る理念として知られているが、「令和の日本型学
校教育」の構築で示されるとおり、教育制度の根
底を支える理念として学力保障の追及があるとい
えよう。このような学力保障の端緒の1つに、タ
イラー（1949）の形成的評価の概念がある。タイ
ラーは、教育評価という概念によって、20世紀
初頭までの教育測定運動を批判した。教育測定は、

フィードバック情報を得て実践を改善するための
契機としてとらえられ、目標と評価を不可分な関
係と考えたのである。タイラーは、教育の目的を
子どもの行動・活動に変化を与えるものとし、そ
の目標の記述のしかたについて、教えるべき内容
と子どもの具体的な学んだ姿を示すことを提案し
ている。タイラーの行動目標は、ブルーム（1956）
の目標の分類学（タキソノミー）によって発展し、
わが国における観点別学習状況の評価にも大きな
影響を与えることとなった。ブルームの目標の分
類学理論では、診断的評価、形成的評価、総括的
評価によって、子どもの学んでいる状況を把握す
ることが目指されるが、その中心となるのが形成
的評価である。子どもの目標への接近度に応じて、
教師が必要とされる指導を行う形成的評価によっ
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て、全ての子どもをできるようにする完全習得学
習（マスタリー・ラーニング）の目指すところは、
学習保障という理念に収束する。子どもの到達状
況に合わせて適した課題を提示し、目標に到達し
た子どもにより高いレベルの課題を与えるために
は、子どもたちの学びを確実にとらえる必要があ
る。すなわち、教育評価の中心的な課題は、学力
保障のための指導と評価の一体化にあり、評定の
方法論ではない。教育評価は、子どもに内容を完
全に理解させる授業を可能にする方法論として示
されたのである。
しかしながらこれらの教育評価の考えに対して
も批判的な立場が示される。アイスナー（1979）
は、人間を工場で製品を組み立てるように教育す
ることはできないと批判し、目標を細分化するこ
とを特定の技能の習得にのみ限定すべきであると
主張している。味わったことのない経験を積み重
ねることによって感性を磨く芸術のような教科で
は、あらかじめ到達目標を規定することは不可能
であって、望ましくないと考えたのである。例え
ば、絵を描く場合において、測定可能な用語で教
育目標を叙述することは容易ではない。このよう
な創造的活動が主となる授業の中では、予想外の
行動や成果も生じる。加えて教育活動において操
作的な定義を適用する場合には、教育活動の成果
として現れる子どもの内面的な変化を捉えること
も困難である。アイスナーは、技能の習得を訓練
に例え、教育を創造的な活動ととらえようとした
立場から、芸術教育では目標を明確化するよりも
その活動や成果に対する教育的鑑識眼や教育的
批評を重視したのである。また、1974年のカリ
キュラム開発に関する国際セミナーでアトキン
（1974）が唱えた羅生門的アプローチで示された
ように、目標に準拠した評価は、目標のみにとら
われた評価だけでなく、目標にとらわれない評価
も行われることが示唆されている。このように子
どもたちの学力保障のためには、様々な立場から
適した方法を選択する教師の力量が必要であり、
授業と同様に評価方法についても特定の方法に依
拠するものではなく、創造的に開発されていく必

要がある。
近年では、学習心理学が行動主義から認知主
義へと転換されて、学習は自分の中に意味を構成
することととらえられ、単なる知識の伝達では子
どもは学びを深めることはできないと考えられる
ようになっている。形成的授業評価では、子ども
のつまずきは、教師の修正の対象となるが、子ど
もが学ぶという観点で考えれば、深い理解への契
機となる重要な出来事と考えることができる。だ
からこそアイスナーは、このようなつまずきを創
造的な機会とするような教育観に必須のものとし
て、教育的タクトを振るう教師の能力が必要と考
えたのである。しかし、ブルームの反論にもある
ように、指導と評価の一体化による形成的評価は、
むしろこのような教育的タクトが振るわれた結果
と考えることが可能であり、両者の考えは決して
矛盾するものではない（田中，1982）。また、目
標を細分化することは、成果が達成されない状況
だけでなく、同時に目標以上のものを生徒が学ぶ
状況をも生み出す。この際には、教師が指導を調
整するだけではなく、目標を修正するというアプ
ローチがなされることによって、両面から指導と
評価は一体化されていくことになる。このような
授業の成果を得ることや子どもの学びを深めるた
めには、授業において子どもの学びの状況を常に
把握することが不可欠となる。
子どもたちの学び方は、授業の特性によって変
わることが予測され、知識教科と実技教科ではそ
れぞれの特徴が示される。例えば、体育授業では、
基本的には教室で行われずに広範囲かつ、いくつ
かの場において、それぞれの集団で学ばれること
があげられる。教室の一斉授業形式のように教師
から子どもへの一対多のコミュニケーションと教
師から指名され、許可された子どもによる発言を
通した一対一のコミュニケーション中心という構
造ではなく、いくつかの場で同時に会話がなされ、
協同的な達成がなされるという特徴がある。球技
などのゲームであれば、それぞれのゲームで味方
同士や相手とのコミュニケーションが同時に多発
する。これらは、いかに教師が巡視していたとし
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ても、教室よりも広範囲な場で移動しながら行わ
れる体育授業において、教師が全ての会話に耳を
傾けて学びを把握することは不可能である。たと
え会話がそれぞれ聞こえていたとしても、一般的
な運動学習場面では、発話に教師の許可は必要な
く、自由に発話することが許されている。つまり、
一般的な会話における双方の順番取りのシステム
は機能せず、会話に会話が重なるオーバーラップ
の現象も多く生じることになる。文脈を理解する
ことなくオーバーラップしたそれぞれの会話を教
師が聞き分けることは非常に困難である。運動学
習においては、二度と同じ状況を迎えることので
きない一回性の原理があり、そこで生じる感情や
認知は決して同一ではなく、達成や失敗の後に確
実な記憶として留めておくことも難しい。翻って
は、運動に伴うそれらの変化を手がかりにするこ
とができれば、教師にとって形成的評価のための
有益な情報と成り得る。したがって、運動中の子
どもたちの発話を全て記録することが可能になれ
ば、できるに隣接する言葉を抽出することが可能
になり、個別的な指導の最適化を図るための指導
と評価の一体化に大きく寄与することが考えられ
る。
運動学習においては、指導の鋳型化に対する
弊害（三木，1996）が指摘されるように、教師が
指導法を限定することは避けられなければならな
い。目標以上の成果や自分ならではの方法によっ
て運動達成ができたのであれば、その成果を偶然

とするのではなく、そのような動きの発生にかか
わった前後の文脈を研究し、同時に用いられる言
葉を収集することによって、教師の指導や子ども
の学びに還元することが可能になる。たとえ複雑
な構造をなす授業であっても、実践の蓄積によっ
て因果関係を見出していくことは、できるにつな
がる指導を明らかにするための課題と考えられ
る。しかし、体育の授業で中心となる運動学習に
おいては、運動中であるという特性によって、そ
の個々の言葉を収録することには大きな困難が
あった。例えば、音声を記録するためには、マイ
クやその録音機器が必要となるが、運動時にその
動きに影響を与えない小型軽量なウェアラブル機
器は決して多くはない。ランニングのような個人
の運動に対しては、防適性や防塵性を備え、動き
にフィットした機器はあるが、球技のような動き
に不規則性があって、他人との接触を前提とする
状況に適合する安全性や可搬性、機能性が保障さ
れたものは皆無である。また、本体とマイクを分
離して無線化した場合には、最大設置台数や機器
とマイクとの最大距離等においても電波干渉を考
慮して実際に運用を試みないと実用的に使用でき
るかどうかは不明なことも多い。マイクの性能に
おいても、動くことによる風切り音や集音の特性
により、識別可能な音声データを採集することが
できるかはわからないことが多い。そこで本研究
では、体育授業の分析データを得るためにはどの
ような手順が必要になるのかに焦点化して、運動

図1　単元計画
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中の子どもの発話を調べるための方法を開発し、
音声をテキスト化する方法を検討することによっ
て必要な知見を得ることを目的とする。

２．方法
授業中の生徒の発話をテキスト化する方法論を
検証するための機器開発を行い、得られたデータ
を2つのAIテキスト化サービスを利用して、変
換の精度及び特性を比較し、テキストマイニング
の結果にどのような影響を与えるのかを検証す
る。

2-1．データ取得の手続き
2-1-1．対象及び授業
対象とした授業は、X県Y中学校1年Z組35名

（男子16名、女子19名）の球技領域ゴール型ハン
ドボールである。単元は11時間で構成し（図1）、
授業の目標は、技能は主に過程を重視し、挑戦や
変化、知識は手続き的知識として実際にできる
こと、思考力・判断力・表現力等は認知、すなわ
ち認識・考え方の変化、主体的に学習に取り組む
態度は知っているだけでなく、身に付けることを
提示した。授業では反転学習を導入し、授業中の
ICT端末の利用は控え、授業外で利用することを
期待し、50分の授業はなるべく運動学習の時間
を確保するように努めた。
授業は、個人の技能すなわちボール操作より
も集団としての戦術達成を重視し、コミュニケー
ションの向上を目指して進めた。指導事項として
ハドルにより常に伝え合うことを教示した。技能
及び態度面で強調した教示内容は、それぞれ表1、
表2のとおりである。

2-1-2．音声データ
　1単位時間の授業における発話を全て録音する
ことを意図し、iPod touch（第7世代：iOS15.8.3、
以下 iPod）とヘッドセット（エレコム社製LBT-

H S 5 0W P）から自作したピンマイク（図 2）
をBluetooth4.1使用して接続し、iOSのボイスメ
モアプリを使用してm4a形式のファイルで保存

した。授業は体育館で行われ、30ｍ×30ｍの見
通しのきくフロアにおいて2つのコートを設置
し、ピンマイクは、出力Class2、使用プロファイ
ルは、A2DP,AVRCP,HFP/HSPである。本体とな
る iPodは、壁側1箇所にグループ毎にまとめて保
管し、ピンマイクを付けた生徒は、フロア内を自
由に動けるようにした。対象となるクラスにおい
て35名×50分×11日間分のデータを得られた
が、欠席者のデータ及び録音が上手くいかなかっ
たデータを除外して使用した。
録音に関する手続きは、授業前に iPodとマイ

クをペアリングし、授業が始まる直前に生徒が自
分でマイクを襟元に装着した。ボイスメモの録音
については、生徒が各自でボタンを押して開始し、
授業終了時に録音終了ボタンを押すようにした。
マイクの無線に関する規格は、チャンネル数の関
係を考慮してBluetooth規格を採用した。理論上

図2　録音機器

表1　行動規範

表2　技能
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は混信することはないとされているが、通信距離
及び電波干渉の影響について、実際に安定して録
音が可能であるかを検証することにした。厳密に
は録音の開始、停止のタイミングを完全に統制で
きたわけではないが、誤差の範囲内として処理し
た。何らかの理由によって録音時間が30分以下
のものは、除外して取り扱うことにした。
得られた音声データは、各 iPod からエクスポー

トし、m4aファイルとして取り出した。音声テキ
スト化サービスは、A社（β版：無料）、及び大
容量が取り扱える有料サービスであるB社を使用
し、変換精度を比較した。変換された漢字仮名交
じり文のテキスト化されたデータは、同様の条件
で変換されることを前提として、明らかな誤変換
も含めて人為的な補正を行わずに使用することと
した。また、ペアリングもしくは装着位置が原因
と考えられる録音レベルが高くない音声データ
は、テキスト化した場合に極端に文字数が少なく
なるため、1,000字以下のものは分析データから
除外した。

2-1-3．ゲームパフォーマンス・運動量・形成的
授業評価
授業の活動が発話の多寡に影響していることが
予測されるため、生徒の活動を量的、質的に把握
することにした。量については、歩数計による測
定、質については、授業の映像からゲームパフォー
マンスを分析することとした。運動量については、
歩数計（オムロン社製HJ-325）を使用して授業の
振り返りにおいて生徒に各自で記録させた。歩数
計については民生用を使用しているため、歩行以
外のスポーツには測定アルゴリズムが対応しない
ことも想定されるが、同一の条件で使用し、運動
量が個人内で変化することを把握することを意図
して数値の変化を相対的にとらえる目安として使
用することにした。ゲームパフォーマンスについ
ては、授業を体育館のギャラリーからそれぞれの
コートが映るように対角に設置し、家庭用ビデオ
カメラ（Sony社製HDR-CX675）で各ゲームを撮
影した映像から、体育科教育を専攻とする大学生

3人がトライアンギュレーションによりゲームに
おける触球数を算出した（図3）。授業では毎時間
形成的授業評価を実施し、振り返り記述と共に生
徒からみた授業評価と考えることにした。

2-2．分析方法
変換されたテキストは、文字数を算出し、発
話内容を調べるためにユーザーローカル社のAI

テキストマイニングを利用した (https://textmining.

userlocal.jp/)。各生徒の発話11時間分を「1つの文
書を解析」で処理し、ワードクラウド、係り受け
解析、共起キーワードを調べた。
触球数を切り口として多者と少者を各6名ずつ

選び、どのような発話が行われているかを分析
した。また、AIによる変換精度を確かめるため、
同じ音声データファイルをテキストに変換し、変
換されたテキストを量及び質的な観点から比較し
た。
授業支援アプリ（ロイロノート）より得られた
生徒の振り返り記述に対しても同様にテキストマ
イニングを行った。

2-3．統計処理
発話量とみなす文字数を比較するため、それ
ぞれのテキストサービスによる変換された文字
数に対して対応のないウェルチの検定 JS-STAR_

XRrelease1.1.9 ｊ（https://www.kisnet.or.jp/nappa/

software/star10/index.htm）を使用して行った。有
意水準は、5%未満に設定した。

図3　ゲームパフォーマンス測定機器
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2-4．倫理的配慮
本研究は、岩手大学における人を対象とする研
究倫理審査委員会の承認（第202107号）を得て
行われた。授業を担当する教科担任に対して研究
の目的や方法を説明し、研究の参加に同意が得ら
れない場合には申し出に応じること、いつでも研

究の不参加や中止することが可能で、その場合で
あってもいかなる不利益を被らないこと、データ
の管理方法についてインフォームドコンセントを
得た。研究結果の公表にあたっては、プライバシー
に配慮し、学校及び個人が決して特定されること
がないように配慮することにした。

図4　形成的授業評価と平均歩数

表3　触球数と発話文字数
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表5　単語分類（下位者）

表4　単語分類（上位者）
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図5　特徴語マップ（上位者）

図6　特徴語マップ（下位者）

３．結果
3-1．形成的授業評価と平均歩数
生徒による単元の形成的授業評価と平均歩数は
図4のとおりである。触球数（ゲームパフォーマ
ンス）等と歩数平均及び発話文字数は、表3のと
おりである。A社とB社の変換文字数を比較した
ところ、統計的な差はいずれにおいても見られな

かった。 

変換の特徴を見るため、触球数の上位者と下位
者の発話内容をテキストマイニングにより比較し
た（表4，5、図5、6）。A社は名詞を中心に音韻
が忠実に再現され、B社は形容詞が変換されてい
る。特徴語マップでは、A社は特徴的な単語に、
B社は一般的な単語で出力され、動詞は両方に共
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出現頻度は、共起回数との関連は見られなかった。
話し言葉としての運動中の発話は、論理性を持っ
た構造ではないため、共起関係よりも単純な出現
頻度の分析が有効と考えられた（表6）。

４．考察
音声データのAI認識では、変換される言葉、
いわば質的な内容は異なることが明らかになった
が、漢字仮名交じり文としての文字数には有意な
差は見られなかった。これは授業時間50分程度
の発話においては、変換後の文字数は同様の傾向
を示す可能性がある。今回は12名のデータを2
社で比較することしかできなかったが、他のサー
ビスでも同様であることがわかれば、発話をテキ

ストに変換し、その文字数を算出することは、発
話の文字は、発せられた時間がタイムスタンプさ
れることで、単なる文字起こしとは異なり、授業

取ることが可能であるが、今回の分析においては、
どちらの出力結果において「大丈夫大丈夫」など
の繰り返しの表現が目立った。上位者と下位者の
それぞれの出現頻度や共起回数の上位10個を調
べたところ、A社とB社の一致率は、字数以外に
はあまり多くないことがわかった。また、単語の

通して出現することが明らかになった。触球上位
者、下位者のいずれにおいても、同様の傾向が見
られ、それぞれのAIの持つ特徴が示された。
共起キーワードにおいては、通常は発話の骨格
をなす単語が抽出され、中心となる発話内容を視
覚化の方法と考えることが可能になる。これら見

表6　単元の発話

図7　歩数と発話量(文字数：A社）の関係
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の出来事を把握するデータとする可能性が示唆さ
れたといえよう。なお、発話量の考察には、A社
とB社の変換された文字数に統計的な差は見られ
なかったため、以降の考察では、A社のものを代
表値として取り扱うことにした。
触球数と発話量、つまりゲームパフォーマン
スの関係には相関は見られなかったが、歩数と発
話量には相関が見られた。球技では、運動量が多
くても必ずしも触球するとは限らない。ボールを
呼ぶ際には、パスコースを確保できているとは限
らないが、動きやコミュニケーションを試みてい
ることは推察される。とりわけ球技においては、
得点やパスの中継等、顕在化しやすいゲームパ
フォーマンスもあるが、ボールを持たないときの
動きによって貢献することが考えられる。コミュ
ニケーションと運動量に相関があるということ
は、よくゲーム中に喋っている生徒は、運動量も
確保されていると考えられ、ボールを持たない時
の動きの指標となることが示唆された（図7）。

AI音声認識によるテキスト化サービスは、そ
れぞれに特徴があり、出力される文字数には、量
的な差は見られないが、認識する品詞に偏りが生
じる傾向が見られ、質的に異なる文が産出される
ことが明らかになった。

音声の文字起こしは、利用するサービスによっ
て異なるテキストとなることを前提に形成的評価
すべきと考えられた。
授業における発話の特徴として品詞に注目する
ことが考えられる。教師が授業で重視したことが
子どもたちに伝わっているのかどうかを見取るた
めには、名詞 (パス、シュート等 )に注目し、子
どもの感情を確認するためには形容詞に注目し、
その出現やその頻度を見ることが利用できること
が示唆された。
実際のワードクラウドを比較すると、同じ音声
からテキスト化された文章が異なる特徴を示した
要約がなされていることがわかる（図8）。実際の
変換されたテキストを見るとA社の場合には、生
徒の話し言葉を見取ることができるが、B社の場
合には、誤変換が多く見られ、生徒の発話を理解
することが困難であった（表7）。例えば、フェア
プレイが「エアプレイ」となったり、セーフが「政
府」となったり、依存する辞書やコーパスがB社
の場合にはビジネス会話であろうことが予想さ
れ、体育の授業用のコーパスの有用性が窺えた。
また、A社においても音声が認識できず、変換さ
れていない部分もあると考えられる。この点につ
いては、音源から人為的に文字起こしすることに

図8　ワードクラウドの比較
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A B

図9　共起キーワードの比較

表7　変換精度の比較

A社 B社
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よって、その精度を比較することも今後の課題と
考えられる。
共起キーワードにおいてもワードクラウドと同
様に異なる構造が示され（図9）、発話内容の質的
な分析を行うためにはAI認識の特徴や傾向を熟
知しておくことが必要とされることが明らかにさ
れた。すなわち、体育授業の発話分析には、共起
キーワードは、論理的な文章を分析する際には効
果的だが、話し言葉の分析には適さず、授業で強
調されて連呼されるものが測定されることも多い
ため、単語の出現回数を元に分析することが望ま
しいと考えられた。これらの発話内容や傾向、前
時との比較などにおいては、テキストマイニングを
使用し、ワードクラウドと共起キーワード図などを
目的に応じて適用することが有効と考えられた。
今回は、生徒の発話内容を知ることを目的とし
たが、授業の最初やまとめの時間帯における教員
の声を除外することができなかった。授業の管理
場面や教示場面では、教師の発話が生徒それぞれ
の機器に録音される。マイクには、大きく分けて
指向性のあるものとないものがあるが、無線のピ
ンマイクは、基本的には指向性のないものとなる
ため、誰かの声を優先して集音することはできな
い。したがって、生徒の発話を総合したデータに
すると教師の発言が人数分増幅されてデータに取
り込まれることによって、テキストマイニングで
は各生徒の言葉よりも教師の言葉が頻出語として
取り上げられることになる。生徒の発話を分析す
る際には、教師の発話を除外する作業が必要とな
り、そのためには、発話者の区別が重要であるが、
現時点では識別が可能になるほどのAI音声認識
の技術開発は進んでいない。ただし、A社のサー
ビスでは、精度は高くないものの、発話者を区別
することが可能であり、今後は、共通する教師の
言葉を除いて、子どものデータを取り扱うことが
可能になることを期待したい。

５．まとめ
AI音声認識サービスのテキスト化では、変換
されたテキストの文字数はあまり変わらないが、

各社の特徴が見られることが明らかになり、以下
の知見が得られた。

① AI音声認識の変換には特徴があり、名詞や
形容詞をどのように変換するかに傾向が示さ
れる

② 生徒の話し言葉の音声認識は、ビジネス用語
や会議録と異なるので、特性により出力され
るテキストが異なる

生徒の運動中の発話を得るためには、単なる機
器の開発だけでなく、その音声データをどのよう
に加工していくかが重要であり、そのためのAI

音声認識の選択には十分に留意する必要がある。
今後は、球技とは異なる運動中の発話を収集する
ことにより、生徒がどのような「できるようにな
る言葉」の近くにいるのかを明らかにしていくこ
とが課題である。
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Development of Teachers' Practical Skills to Promote Students' Social Participation in High Schools

: Collaboration Among Teachers, School Organizations, and Local Communities in the Period for Inquiry-Based 

Cross-Disciplinary Study

要　約
本研究は，高等学校における「総合的な探究の時間」を通じ，生徒の社会参画を促進するため，教員の
実践力向上を中心に，学校の組織的アプローチの促進，地域との関わりの強化を目的に行われた。調査の
結果，総合的な探究の時間の担当教員や管理職が他の職種に比べ学校教育の役割に高い意識を持つ一方で，
総合的な探究の時間に対する教員間の認識差や業務多忙化が課題として明らかになった。また，地域連携
では教員の異動による継続性の欠如やトラブル回避の必要性が指摘された。これらの課題解決のため，教
員研修や促進ツールの活用，地域リーダーを介した持続可能な連携の重要性が提案され，その結果として
生徒の社会参画を促進する教員の実践力の向上につながり，生徒主体の学びと社会参画を実現する教育基
盤の確立に貢献するものである。
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Ⅰ　はじめに

１　本研究の背景
本研究は，生徒の社会参画意識を高めるための，
教員の実践力形成の在り方を探ることを目指して
いる。特に，総合的な探究の時間を通じて地域と
の連携協働を進め，生徒の社会参画能力を高める
には，教員による指導力の向上が重要である。し
かし，教員間の意識や探究活動の意義理解に差が
あり，学校全体での取り組みが課題となっている。
中央教育審議会（2015）の答申では，学校と地域
の連携・協働の重要性が強調され，学校全体で教
職員が連携し，「地域とともにある学校」を目指

すべきだと提案されている。特に，教員の「社会
関係資本」を向上させることが必要であり，これ
により地域との協働的な関係を構築できる。しか
し，教員の業務が多岐にわたる中で，地域との関
係構築の機会は限られている。また，文部科学省
（2018）は，高等学校の総合的な探究の時間にお
ける目標として，生徒が自ら課題を設定し，情報
収集，整理・分析を通じて解決策を見出す力を育
成することとしている。この科目では，唯一の正
解が存在しない課題に取り組む指導力が教員に求
められ，生徒の学びに伴走するファシリテーター
としての役割が強調される。全教員がこの実践力
を高めることで，他教科において個別最適な学び
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と協働的な学びを融合させた授業を実践し，生徒
の資質・能力の育成に貢献することが求められて
いる。
２　主題設定の理由
日本財団（2024）の18歳意識調査によれば，「自
分の行動で国や社会を変えられると思う」生徒は
わずか45.8％であり，比較した6か国中最下位
である。このほか，「自分を大人だと思う」「自
分は責任ある社会の一員だと思う」といった項目
や，「自国の将来が良くなる」と答えた生徒の割
合も同様に最下位である。この現状を踏まえ，高
等学校の総合的な探究の時間では，生徒が課題
発見・解決力を育成することを目標としている
が，担当教員と他教員の間で指導への意識差が課
題として浮上している。白井（2020）は，OECD 

Education2030プロジェクトにおいて提言された
「共同エージェンシーの太陽モデル」に基づき，
生徒が意思決定に主体的に関与できるレベルを高
めるための教員指導力の必要性を指摘している。
このモデルを学校に適用し，学校全体が一つの社
会として機能することで，生徒が「自分で国や社
会を変えられる」と実感できる成長を促進するこ
とが求められている。そのためには，教員個人の
学び続ける姿勢に加え，学校全体で地域との連携
方針を明確にし，保護者や地域との意見を共有し
て協働する組織的な取り組みが重要である。経済
産業省（2024）も「外部連携の橋渡し役を担う人
材の育成が進んでいない」点を課題として挙げて
おり，学校と地域をつなぐ内部人材の育成が求め
られている。本研究では，総合的な探究の時間に
おける教員の実践力向上を目指し，学校全体での
組織的アプローチと地域との関わりの強化を目指
す教員の連携協働の在り方について提案する。
３　先行研究等
（1）　生徒主体の取り組み
白井（2020）によると，生徒の社会参画意識向

上には，OECD Education2030プロジェクトで提
言された「共同エージェンシーの太陽モデル」を
基に，レベル８「若者が主導し，大人と意思決定
を共有する」経験が重要であると指摘している。

教員には生徒とともに実践する力が求められ，学
校全体で生徒の意見を真摯に扱う風土が必要とさ
れる。宮下（2015）は，長野県辰野高等学校の事
例を通じ，生徒・保護者・教職員が協働する民主
的な学校経営の重要性を述べ，地域住民を含む「辰
高フォーラム」の実施が生徒のシティズンシップ
発達に寄与していると評価した。和井田（2003）
は，千葉県立小金高等学校の三者会議を例に，学
校参加型運営の推進が教師の役割や力量形成を更
新すると指摘した。柳澤（1996）は，ドイツにお
ける生徒代表が参加する「学級会議」や「地域の学
校問題」への協働を紹介し，生徒参画の幅広い意
義を示した。これらの研究から，生徒主体の学校
づくりはシティズンシップ発達や学校文化の民主
化に寄与する一方で，教員の力量形成や学校風土
改革が課題となり，他地域への展開や制度化につ
いての議論が十分には行われていない。
（2）　総合的な探究の時間
中村（2022）は，ミドルリーダーによるマネジ
メントと日常的な対話が教師の意識変容を促し，
生徒主体の授業づくりを進めるうえでミドルリー
ダーの組織的アプローチが重要であると指摘して
いる。また，ミドルリーダーが教員の「悩みや不安」
を組織の課題として吸い上げることで，教員の意
識変化を促す関係性の構築が必要であると述べて
いる。新里（2023）は，地域講師と教員の事前共
有や連携の必要性を示し，探究活動では各グルー
プ担当教員が地域講師と協力関係を築くことが不
可欠であると提案している。 志水（2010）は，社
会関係資本と学力の関連を示し，生徒が地域との
主体的な関係を築くことが学力向上に寄与すると
指摘している。加えて，地域活動への関わり方が
重要であり，教師がその環境を整えることの必要
性を強調している。これらの研究から，総合的な
探究の時間において，ミドルリーダーのマネジメ
ントや地域との連携が探究活動の質を高める要因
となり，生徒の学力向上には地域との主体的関係
構築が重要であることが示されている。教員が実
践者として積極的に関与できるかどうかが課題で
あるといえる。
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（3）　学校組織マネジメント
佐古（1992）は中学校のコンピュータ導入に関
する研究から，外生的変革に対する学校組織の対
応を検討し，組織整備リーダーシップ（校長）と
専門性リーダーシップ（専門性の高い教員）が校
内の「規範」を形成するものの，「行動前提」（行
動の意義や目的）が伴わなければ教員行動の変容
が限定的になることを指摘している。
これらの先行研究から，長野県辰野高等学校や
千葉県立小金高等学校の事例では，教員の資質・
能力向上について明記されておらず，総合的な探
究の時間の指導が一般教員へ十分に伝達されてい
ない課題がある。また，地域との関わりが教員の
資質向上に寄与している可能性があるものの，一
般教員への波及は不十分である。
本研究は，アンケートやインタビュー調査を通
じて，総合的な探究の時間における学校の組織的
アプローチや地域との関わりの強化を検討し，生
徒の社会参画を促す教員の実践力形成を目的とす
る。その成果として，全教員が共通理解を持ち，
総合的な探究の時間の担当分掌，管理職，学年主
任，一般教員，地域が担うべき役割を示したモデ
ルを提案する。

Ⅱ　調査

１　調査目的
本調査の目的は，総合的な探究の時間に対する
管理職や総合的な探究の時間の担当教員，一般教
員，地域の関係者の認識を把握し，生徒の社会参
画を促進する教員の実践力向上，学校の組織的ア
プローチ，地域との関わりという３つの視点から
学校の在り方を検討し，提言を行うことである。
研究倫理については，研究協力者に調査の目的や
方法を説明し，協力が任意であること，プライバ
シー保護，途中中断の自由などを文書と口頭で明
示し，承諾を得た。また，岩手大学「人を対象と
する研究倫理審査会」の承認（承認番号第202366
号）を取得している。
２　調査内容

（1）　地域連携に対する教員・学校等の認識の実
態把握
本研究では，地域連携に対する教員や学校の認
識を把握するため，県内の抽出校の教員および副
校長を対象にアンケート調査を実施した。教員対
象のアンケートでは，教育活動の実践状況を「生
徒の参画」「生徒の資質・能力」「職員の同僚性」「地
域連携」の視点で評価する36項目を設定し，６件
法で実施した。副校長対象の学校アンケートでは，
各学校での教育活動について，「学校運営協議会」
「地域との連携」「生徒の校則見直し等への参画」
に関連した15項目を設定し，選択式と６件法で
実施した。
（2）　教員・生徒対象の探究活動に求められる資

質・能力に関する実態把握
本研究では，探究活動に求められる資質・能力
の実態を把握するため，大規模進学校であるＸ高
等学校において教員・生徒アンケート，総合的な
探究の時間の担当教員へのインタビュー調査，お
よび小規模校であるＹ高等学校の校長へのインタ
ビュー調査を実施した。Ｘ高等学校における調査
では，教員対象に16項目のアンケートを実施し，
総合的な探究の時間や理数探究の指導に関する
「意義・目的」「教員の指導」「生徒の資質・能力」
の評価を求めた。生徒アンケートでは，２・３年
生を対象に総合的な探究の時間に関する意欲や活
動内容，資質・能力，将来の夢・社会貢献につい
て調査した。教員へのインタビューでは，総合的
な探究の時間の担当者に対して，指導力向上や地
域連携について調査を行い，また新任担当者に対
しては不安や悩み，成長についても聞き取った。
Ｙ高等学校では，校長に対して総合的な探究の時
間の取り組みと地域連携に関するインタビューを
実施した。
本研究では，地域連携に関する認識の実態を把
握するため，総合的な探究の時間で生徒の指導に
関わる地域の方々へのインタビューを実施した。
Ｘ高等学校において長年にわたり総合的な探究の
時間に関わり，探究プロジェクトの支援を行っ
ている地域企業Ａ社では，ほかの企業の方にも
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高校生の指導を依頼するつなぎ役として活動する
地域リーダーにインタビューを実施した。インタ
ビュー内容は，地域から見た総合的な探究の時間
の意義，学校との関わり，生徒との関わり，地域
間の連携についてである。地域企業Ｂ社は，今年
度から総合的な探究の時間に関わり，地域活性化
を目的とした人材育成事業として生徒の探究活動
を支援している。インタビューはＡ社と同様の内
容で実施した。Ｙ高等学校の「魅力発見ラボ」は，
地域事業所との連携プロジェクトで運営されてお
り，その担当者にもインタビューを行った。イン
タビューはＡ社と同じ内容で実施した。
３　調査対象及び調査方法等
（1）　地域連携に対する教員・学校等の認識に関

するアンケート調査
Microsoft Formsを用いて，令和５年12月６日

～令和５年12月28日に調査を行った。管理職
及び教員アンケートの回答率は71.3％（回答数
554人），副校長対象の学校アンケートの回収率
は100%（回答数20人）であった。
（2）　探究活動に求められる資質・能力に関する

教員・生徒対象の調査
①　Ｘ高等学校における調査
令和６年６月５日に行われた生徒向け探究講
演会および教員向け研修会と併せて，教員およ
び生徒アンケートを実施した。教員アンケート
（回答率72.9％，41名），生徒アンケート（回答
率75.3％，423名）はMicrosoft Formsを用いて令
和６年6月５日から７日にかけて実施された。ま
た，総合的な探究の時間を担当する分掌の教員３
名（主任，主担当４年目，副担当１年目）に事前
に質問事項を送付した上でインタビューを実施し
た。1年目の担当者は２回のインタビューを行い，
２回目は１回目の回答をもとに実施した。
②　Ｙ高等学校における調査
Ｙ高等学校の校長に対して，令和６年９月18
日にインタビューを実施し，同校の探究活動やそ
の推進に関する取り組みを調査した。 

（3）　地域対象者へのインタビュー調査
①　地域企業Ａ社

Ａ社はライフサイエンス関連の企業や研究機関
で構成される団体に属する企業であり，人材育成
の一環として高校生の探究活動を支援している。
高校生の探究活動に関わって10年程度の経験が
ある。担当者に対し，事前に質問事項を送付しイ
ンタビューを実施した。  

②　地域企業Ｂ社
Ｂ社は地元銀行グループの地域デザイン商社で
あり，高校生・大学生創出プロジェクトを運営し
ている企業である。今年度から高校生の探究活動
に関わっている。担当者に対し，事前に質問事項
を送付しインタビューを実施した。
③　自治体が運営するプロジェクト
本プロジェクトは自治体が運営する地域の各事
業所の広報活動などを実施しているプロジェクト
である。自治体唯一の高等学校であるＹ高等学校
と合同で魅力発見ラボを立ち上げ，高校生の探究
活動を支援している。担当者に対しインタビュー
を実施した。
４　調査結果
（1）　教員の実践力に関する認識
①　抽出校アンケート調査（項目による比較）
教員に対し，地域連携に関する意識についての
８項目のアンケート調査を実施した。６つの選択
肢「１：全くそう思わない」から「６：とてもそう
思う」を用いた６件法で実施した（図１参照）。「総
合的な探究の時間，課題研究等が生徒の成長に
とって有意義なものになっている」「総合的な探
究の時間，課題研究等における，生徒の活動の内
容が充実している」「総合的な探究の時間，課題
研究等において，生徒は主体的に取り組んでいる」
という項目に比較して，「教育活動を通じて，生
徒の社会参画に対する意識を高めている」が低い
結果となっている。総合的な探究の時間が生徒の
社会参画意識を高めることにつながっていないと
感じている教員がいることがわかる。
②　抽出校アンケート調査（年代による比較）
教員に対し，地域連携に関する意識についての
８項目のアンケート調査を実施した。６つの選択
肢「１：全くそう思わない」から「６：とてもそう
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思う」を用いた６件法で実施し，20代から60代
の５つの年代に分けて分析した（図２参照）。学
校運営協議会の意義・役割の理解や保護者・地域
との連携については年代が若いほど低い値となっ
ている。このことから，若手教員の意見を学校運
営に取り入れること，外部との連携についても権
限を付与することで，さらなる教員の成長が見込
まれると推測される。
③　Ｘ高等学校の教員・生徒アンケート調査
Ｘ高等学校において，教員と生徒に対し総合的
な探究の時間で育成を目指している５項目につい
てアンケート調査を実施した。それぞれ，６つの
選択肢「１：全くそう思わない」から「６：とても
そう思う」を用いた６件法で実施し，そのうち，
４～６の肯定意見の比率を分析しグラフにまと
め，生徒と教員のデータを比較した（図３参照）。
課題設定能力，課題探究能力，論理的思考力の３
つは，教員は半数程度が肯定的な回答だが，生徒
は肯定的な回答が70％以上となっており，教員

が思うレベルに達していない状況にある。プレゼ
ンテーション能力については，生徒・教員がほぼ
同レベルに達していると認識している。実践力に
ついては，生徒の認識が唯一低い項目であり，総
合的な探究の時間において実践まで実行できるか
否かが課題であることが読み取れる。
教員に対し，総合的な探究の時間の指導の認識
についてアンケート調査を実施した。６つの選択
肢「１：全くそう思わない」から「６：とてもそう
思う」を用いた６件法で実施した。共通認識に関
する質問に対し，否定的な回答が47％であり，６：
とてもそう思うは０％となっている（図４参照）。
このことから，教員間で指導に差があることが明
らかである。また，総合的な探究の時間における
指導が，生徒の社会参画の意識を高めているか
という質問に対し，40％が否定的な回答であり，
社会への参画意識を高めているとは言えない状況
である。

図１　教員の地域連携の意識 図２　年代別　地域連携の意識
図２　年代別　地域連携の意識
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各教員がバラバラに指導している状況が生徒に
悪影響を与えている。定期的に職員の目線を合
わせるための確認や，指導体制を見直す機会を
設けることが必要である。
生徒の意欲向上のための指導法
生徒が受動的になっている状況や，自由な探
究を促すための指導と見守りのバランスが取れ
ていない。生徒の「好き」を生かす指導が必要
だが，多くの生徒が行き詰まりやすい。また，
テーマ設定に時間がかかりすぎてしまい，探究
自体に十分な時間が割けていないことが問題で
ある。
伴走者としての関わり
教員が生徒に適切に関わる方法や加減に対す
る不安がある。伴走者としての役割をどの程度
まで果たすべきか迷う声があり，特に生徒の興
味関心を引き出すための指導が難しいと感じる
教員が多い。生徒との面談や日常的な対話を通
じたサポートが必要である。

次に，教員へのアンケートから総合的な探究の
時間に対する，有効な関わり方をまとめた。

伴走者としての関わり
生徒との関わりでは，伴走者として生徒の自
律性を尊重しつつ，指導するのではなく，生徒
自身が探究し学びを深めるサポートを行うこと
が重要である。
教員の役割
教員は生徒の探究や成長をサポートし，自身
も探究的な姿勢を示すことが求められる。また，
学年の教員全体で生徒の指導を分担する協力体
制が必要である。
発問の重要性と時間の使い方
生徒の探究心を深めるためには，適切な発問
や問いかけが重要であり，それに加えて限られ
た時間の中で深く探究を行うための工夫が必要
である。
探究活動の深まり
生徒の自律性を尊重し，教員が問いかけやサ

図３　総合的な探究の時間で目指す能力の育成

図４　教員アンケート　教員の探究指導

教員へのアンケートから総合的な探究の時間に
対する課題・不安・悩みについてのまとめは次の
とおりである。

意義・目的の明確化
探究活動やその目的が生徒や教員に十分に理
解されていない。発表や論文作成が目的化して
しまい，本来の探究活動の深まりが足りないこ
とが問題である。
教員の目線合わせ
教員同士の意識や指導法に一貫性が欠けてい
る点が問題視されている。共通理解が不十分で，
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（2）　学校の組織的アプローチに対する認識
①　抽出校アンケート調査（規模・分類の比較）
教員に対し，地域連携に関する意識についての
８項目のアンケート調査を実施した。６つの選択
肢「１：全くそう思わない」から「６：とてもそう
思う」を用いた６件法で実施した（図５参照）。「探
究活動や学校運営協議会等の保護者・地域との連
携により，教育の質を高めている」「教育活動を
通じて，生徒の社会参画に対する意識を高めてい
る」の２項目において，小規模校の教員の認識が
他の学校規模・分類に比べて高くなっており，地
域連携による生徒の社会参画意識を高めることが
できることが，小規模校の強みと言える結果と
なった。
②　抽出校アンケート調査（職種の比較）
教員に対し，生徒の実社会で活躍するための資
質・能力について，教育活動を通じた育成状況に
ついて11項目のアンケート調査を実施した。６
つの選択肢「１：全くそう思わない」から「６：と
てもそう思う」を用いた６件法で実施した（図６
参照）。どの項目も管理職が最も高い値となって
いるが，その次に高いのは総合的な探究の時間の
担当教員（総探担当）となっている。このことから，
総合的な探究の時間の担当教員となって業務を遂
行する中で，生徒に社会で求められる資質・能力
を学校で育てる意識の向上に寄与していることが
わかる。

ポートをする一方で，必要に応じて生徒の自律
性を信頼して自由に探究させるべきである。ま
た，外部機関や生徒間のつながりを通じて探究
を促進することも重要である。

④　総合的な探究の時間の担当教員へのインタ
ビュー調査
Ｘ高等学校において，総合的な探究の時間の担
当分掌の教員３名（主任，担当４年目，担当１年目）
にインタビュー調査を実施し，総合的な探究の時
間における課題などを把握した。

＜主任＞

教員の
実践力

・教員の意識に温度差
・全教職員での取り組みは多忙化につ
ながるため，頼みにくい

組織的
アプローチ

・学年主任の理解が重要
・地域との連携を継続させること
・教員同士の意識や指導法に一貫性が
欠けている。目線合わせのための研
修会の実施が必要

地域との
関わり

・生徒の探究テーマと地域企業との
マッチング

教員の
実践力

・学校での学びと実社会とのつながり
を実感

・生徒が社会に影響を与える実体験を
すること

・業務の処理スピードの向上・全教職
員が目線を合わせて探究活動を支え
ることの必要性

組織的
アプローチ

・管理職による業務負担の軽減のサ
ポート

・先行きが不透明な活動をサポートす
ることに対する不安

・学年主任が探究活動の重要性を理解
することが必要

地域との
関わり

・地域との意見交換や交流の場の必要
性

・生徒にとって実践的な場が必要
・生徒に対して，企業の視点からの指
導

・未知のものに挑戦する力を生徒に育
成

＜副担当１年目＞

教員の
実践力

・生徒の主体性を尊重するためのファ
シリテート力に不安

・活動が未熟な生徒に対して，自己を
メタ認知する指導の必要性

・問いを立てることを生徒が経験する
ことによる，教科の学びへの充実

組織的
アプローチ 言及なし

地域との
関わり

・伴走者としてアドバイスをするとき
の根拠をもつために，地域とのつな
がりが必要

・地域連携の機会がなく，さらに時間
的な余裕もなく地域の方とのつなが
りの構築に課題

＜主担当４年目＞
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③　教員へのインタビュー調査
Ｙ高等学校では，校長自らが中心となり総合的
な探究の時間の計画の作成，連携先である自治体
が運営するプロジェクトとの調整を行っている。
本プロジェクトによる「魅力発見ラボ」の活動は，
生徒が総合的な探究の時間において選択して取り
組むもので，教員が関わる必要がない活動のスタ
イルを実現している。これにより，校長が転勤し
た後でも持続可能な活動になっている。該当校長
にインタビューを行った。

学校の注目度と認知度の向上
Ｙ高等学校は注目を集める学校となり，留学
セミナーでのブース訪問者も増加。進学実績だ
けでなく，探究活動に関する質問が増えている。
生徒の活動とモチベーション
魅力発見ラボの活動が生徒のモチベーション
を高め，ラテベースやLINEスタンプなどの成
果が社会に認知されている。
外部との連携と影響
外部講師の講演やワークショップが頻繁に行
われ，生徒の学びが深まる。お礼状などの文書
を発出しないことを了承してもらっている。連
携の依頼が増加傾向にあるが，内容を確認し管
理職のところで断るものも多い。

図5　学校規模・分類別　地域連携の意識 図6　職種別　生徒の資質・能力の育成

 

図6　職種別　生徒の資質・能力の育成図5　学校規模・分類別　地域連携の意識
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（3）　地域との関わりに対する認識
①　教員からみた地域連携に対する効果と課題
教員対象のアンケート調査において地域連携の
効果と課題をまとめた。

＜効果＞

＜課題＞

②　学校組織と地域連携に対する効果と課題
副校長対象のアンケート調査において，地域連
携の学校としての成果と課題をまとめた。
＜効果＞

地域との関わり
地域住民からのフィードバックを受け，回覧
板に情報を掲載。地域の子供たちの活躍を見て
もらうための工夫をしている。
探究活動の自由度とサポート
生徒の自由な発想を尊重し，先生方はサポー
ト役に徹している。型にはまった指導にならな
いよう，育成したい資質・能力は明示せず，柔
軟な活動環境を提供している。

地域連携の効果
生徒が地域との交流を通じて，視野が広がり，
社会や地域への理解が深まり，コミュニケー
ション能力や将来への意識が向上する。
生徒の成長と意識変化
生徒が地域活動を通じて，自らの将来につい
て考えることで，地域に対する愛着や責任感が
芽生える。
教員と地域の関わり
教員自身が地域社会に積極的に参加し，地域
の人々と連携することで，生徒の成長や教育効
果を促進する。
地域社会と学校との関係構築
学校と地域が協力することで，相互の信頼関
係が築かれ，地域全体の教育力やサポート体制
が強化される。
探究活動と地域連携
地域との連携を活用した探究活動により，生
徒の探究心が深まり，学問的な能力や地域に根
ざした学びが促進される。

地域とのコミュニケーション不足
地域の理解や協力が必要である。世代間の理
解の差や地域の歴史・産業教育の知識も重要で
ある。
教員の負担
業務量が増加している。コーディネーターの
支援により軽減できる可能性がある。
生徒の参加と意識
生徒の地域連携活動への参加意識が低く，主
体的な活動が求められている。ボランティア活
動を通じて自己有用感を高めることが重要である。
継続性と計画
地域連携活動の継続性と計画性が重要であ
り，長期的な視点での取り組みが求められてい
る。地域資源の活用やコーディネーターの存在
が必要である。
調整と手続きが煩雑
調整や手続きの効率化が求められている。日
程調整や必要な文書の多さが課題である。

探究活動と専門性の向上
地域連携活動を通じて，生徒は専門的な知識
やスキルを深め，探究活動が進展した。地域の
サポートにより，外部との連携や教育活動が円
滑に進み，効果が見られた。
社会性と協働能力の育成
地域や多様な他者との協働を通して，生徒は
主体性や社会的スキルを育み，国際的な視野や
探究能力を高めた。他者との連携から新たな価
値や人間関係を築く力が養われた。
地域貢献と進路意識の向上
地域との協力や貢献活動を通じて，生徒は地
域社会との強い信頼関係を構築し，地域に対す
る理解が深まった。地域で活躍する大人との交
流が進路指導につながっている。
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③　地域側からみた学校との関わりの効果と課題
２校の総合的な探究の時間に関わっている地域
の方に対してインタビュー調査を実施した。
＜Ｘ高等学校：地域企業Ａ社＞

総合的な探究の時間への関与
総合的な探究の時間に関わる背景には，中高
生との人材育成の機会が増えたことや，地域の
学校との連携が挙げられる。意義として地域企
業のPRや人材育成が含まれる。教員の異動に
よる継続性の課題も存在する。
企業側のメリット
総合的な探究の時間は短期的に企業のPRや
生徒の育成に貢献し，中長期的には地域人材の
Ｕターンや企業の採用に関わるとともに，OB

とのつながりも促進している。
学校との連携
学校との情報共有や目線合わせが不十分で，
特に探究活動のテーマ設定や支援の方法に関し
て課題がある。探究活動における地域企業の関
わり方や支援の体制が持続可能であることが求
められている。
生徒への指導
生徒との関わりには，高校生の活動が表面的
になりがちで，企業側がリソースの投入判断に
困る場面がある。大学生のような責任感を持っ
て取り組む姿勢が求められる。

指導法の共有
地域間での指導法の共有やノウハウの共有に
は課題があり，指導の経験に基づくサポートが
主流。生徒の心理的なサポート体制の整備や定
期的な情報共有が望まれている。

総合的な探究の時間への関与
地元企業とのつながりや経済産業省のプロ
ジェクトがきっかけで，地方の人材育成に関わ
りを持つようになった。生徒には選択肢を提案
し，距離感を大切にして活動している。
企業側のメリット
総合的な探究の時間に関わることで，企業へ
の入社意欲を高め地域への関係人口を増やすこ
とができる。生徒の斬新なアイデアが新たな気
づきを生み出す点でもプラスがある。
学校との連携
テーマ設定から参画する場合には，目線合わ
せの場が必要になる可能性がある。今後，探究
担当の教員だけでなく，学年主任とも関わりを
広げていきたい。
生徒との関わり
熱量のある生徒には選択肢を提案し，距離感
を保ちながら関わっている。手取り足取りの指
導を避け，生徒が自ら考え選ぶ姿勢を大切にし
ている。

＜Ｘ高等学校：地域企業Ｂ社＞

＜Ｙ高等学校：自治体が運営するプロジェクト＞

総合的な探究の時間の意義・目的
Ｙ高等学校の生徒に地域の魅力を知ってもら
い，課題発見と解決の経験を積むことを目的と
している。魅力発見ラボを通じて，自分自身の
魅力も発見することを期待している。
総合的な探究の時間のプラス効果
地域の事業所訪問を通じてＵターン人口の増
加や地域の魅力を外部に伝える人材の育成に貢
献している。高校生の斬新なアイデアが事業と

教員の多忙化と負担
地域連携や探究活動の調整，事務作業の増加
による教員の多忙化が顕著である。教員の負担
軽減が必要である。
探究活動の場と機会
生徒の直接的な外部連携に伴うリスクや活動
機会の制限も課題となっている。探究活動の場
と機会を広げ，地域との接点を強化することが
必要である。
地域との連携
地域との連携活動において，教員の負担や多
忙化，専任者の不足，地域定義の曖昧さが問題
視されている。

＜課題＞
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５　調査より明らかになった課題
（1）　教員の実践力について
教員の実践力についての課題を３つのカテゴリ
に分類した。
①　教員間の認識の差
・ 社会で必要になる資質・能力を伸ばす指導力の
職種ごとの差

・ 生徒の意見を教育活動に取り入れる認識の年代
ごとの差

・ 若手教員の地域，保護者との連携に関する理解
や経験の不足

・ 多忙化による教員の実践力向上の弊害
・ 共通認識をもって指導するための目線合わせが
不足
②　教員の資質・能力の向上
・ 企業との連携による業務スピードの向上
・ 伴走者としてファシリテーション能力の向上
③　総合的な探究の時間の指導の実態
・生徒の社会参画意識の向上まで総合的な探究の
時間の活動が達していない

・ 生徒の自己効力感の低さ

・ 生徒の総合的な探究の時間に対する意欲の差
・ 生徒が総合的な探究の時間の活動に取り組む環
境の問題

（2）　学校の組織的アプローチについて
学校の組織的アプローチについての課題を３つ
のカテゴリに分類した。
①　組織マネジメント
・ 学年主任によるミドルのリーダーシップ
・ 総合的な探究の時間の担当教員に対する業務負
担の軽減
②　ビジョン，認識の共有
・ 教員同士の意識や指導法に一貫性が欠けている
・ 総合的な探究の時間に対する意義目的の明確化
・ 生徒の意欲向上のための指導法
・ 中学校との接続
③　業務改善，円滑な業務の遂行
・ 地域との調整と手続きの煩雑さ
・ 活動による収入や，移動費用等の費用面の管理
（3）　地域との関わりについて
地域との関わりについての課題を４つのカテゴ
リに分類した。
①　教員と地域との関わり
・ 教員と地域とのコミュニケーション不足
・ 教員との属人的な連携による連携の断絶
・ 地域と学校の目線合わせが不足
②　生徒と地域との関わり
・ 生徒の地域連携活動への参加意識の低さ
・ 生徒と地域の方の連携における課題
・ 地域間での指導法の共有
③　地域への情報発信
・ 学校内の活動を広報することの重要性
④　持続可能な地域との連携
・ 地域連携による教員の負担
・ 地域側のメリットの共有

 

Ⅲ　課題解決の手立てと実践による検証

１　教員の実践力の向上：実態把握のため教員と
生徒に同項目のアンケートを実施
教員の実践力の向上に対する実践として，教員・

して発展しており，事業者にとってもプラスと
なっている。
学校との関わり
魅力発見ラボの活動は学校から一任されてい
る。生徒が達成感を得て社会を変える経験を重
視している。生徒の自主性を尊重し，選択肢を
提案する形で活動を進めている。
生徒との関わり
事業所との連携をスムーズにするために仲介
役を務めている。生徒のやる気が高く，活動に
困ることはない。資金管理や移動手段，費用の
確保など，活動を支える体制が整っている。
地域間の連携
複数の事業所が協力して成果を出す活動が行
われている。地域の事業所をつなぐハブの役割
を果たす人がいることで，生徒のやりたいこと
を実現するためのスムーズな連携が可能となっ
ている。
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生徒アンケートを実施することで，課題を明確に
し，その解決に向けた方策を検討するサイクルに
ついて検証する。Ｘ高等学校での調査だけではな
く，Ｙ高等学校においても同様のアンケートを実
施し，様々な学校規模・分類で有効な手立てとな
りうるか調査した。
教員と生徒に対し，Ｙ高等学校において，総
合的な探究の時間で育成を目指している３項目に
ついてアンケート調査を実施した。６つの選択肢
「１：全くそう思わない」から「６：とてもそう思う」
を用いた６件法で実施し，そのうち，４～６の肯
定意見の比率を分析し図７のようなグラフにまと
め，生徒と教員のデータを比較した。

Ｘ高等学校のデータと比較して，どの項目も教
員・生徒間で大きな差がないことがわかる。
検証のために，今回は，大規模進学校と地方小
規模校の２校で実施した。Ｙ高等学校では小規模
校ならではの，教員と生徒との関係が充実してい
る点がこの結果からも見られた。今回のデータを
もとに，課題をそれぞれの探究担当教員へ報告し
たところまでで，本研究は閉じられるが，実際に
このデータから見えた課題に対し，来年度の計画
に向けてどのように対応するのかを検討する指標
となるデータとなることは見て取れた。よって，
定期的に，教員・生徒アンケート調査を実施し，
その認識の差を見ていくことでPDCAサイクルを
活用し，総合的な探究の時間のさらなる充実を目
指すことができることが示された。
（2）　学校の組織的アプローチの促進：内部講師

による実態を踏まえた校内研修会
学校の組織的アプローチの促進の実践として，
内部講師による校内の実態を踏まえた研修会の実
施について述べる。Ｘ高等学校ではこれまで，外
部の有識者による総合的な探究の時間に関する研
究会を実施してきた。今年度は，昨年度の卒業学
年の学年主任から３年間の総合的な探究の時間の
指導実績について実践事例を紹介する研修会を実
施した。研修会後のアンケート結果から，同じ学
校の生徒に対してどのような指導が有効だったの
かを理解するために有意義な研修会となったこと
が示されている。特に，研修会の中で「問い」の
重要さを強調していたことが，研修を受けた教員
に有効に働いており，そこから「伴走者」として
の教員の在り方や，総合的な探究の時間に限らず，
教科の授業においても指導力を向上させるために
有効な研修会であったことがわかる。以下に，ア
ンケート内容の要約を示す。
＜研修で学んだこと＞

探究活動の目的と意義
総合的な探究の時間の意義や目的を再確認
し，探究が進路指導や生涯学習にどう関わるか
を学んだ。また，学習指導要領に基づいた探究
活動であることを再確認し，探究の意義や目的
について考え直す機会を得た。
ファシリテーターとしての教員の役割
生徒が自ら探究を進めるための「問いかけ」
の重要性や方法について具体的な視点を学び，
その実践方法を習得した。教員としての指導方
法や生徒との関わり方，伴走する役割について
考えが深まった。
問いかけの技術と重要性
問いを立てる際の観点や，効果的な問いかけ
がどのように生徒の思考を深めるかについて理
解が深まった。また，問いかけの技術や，普段
の授業にどのように取り入れるかについても考
えが深まった。
生徒との関わり方・支援方法
生徒との日常的な関わり方や，探究活動を

図7　Y高等学校資質能力（肯定意見の比較）

図7　Y高等学校資質能力（肯定意見の比較）
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検証の結果，今回の研修会のように，内部講師
による研修会を定期的に実施することで，教員間
の目線合わせにつながることが示された。
（3）　地域との関わりの強化：地域リーダーの必
要性
地域との関わりに対する実践として，地域リー
ダーの必要性について，これまでのインタビュー
調査から地域リーダーとして活躍している方の実
践について検証する。
＜Ｘ高等学校＞

通じて生徒をどのように支援していくかを学ん
だ。生徒が自らの探究を深められるようにサ
ポートするためのアプローチや，日々の対応で
大切にすべき点について学んだ。

＜研修会の感想，講師へ伝えたいこと＞

研修の有益性とタイミング
研修の内容が非常に有益であり，それを指導
に活かせると感じている。特に，研修の実施時
期について，年度の始めや前年度末に実施され
ると，４月から自信を持って指導に取り組める。
講師と研修形式の評価
外部講師よりも，内部の人材や，近年本校
で勤務経験のある人の話が圧倒的に良いと感じ
た。また，学習指導要領に基づく「探究」の姿
勢について明確に提示してもらい，その内容に
刺激を受けた。
生徒への指導に関するアドバイスと課題
研修を通じて，知的好奇心の重要性や，成績
だけでは進学先を決めるべきでないという認識
を確認した。生徒の興味を活かした指導のため，
指導法の改善や論文作成に関する理解を深める
必要性を感じた。
地域との連携とサポート体制
地域の人々にも探究の在り方を理解してもら
い，生徒をサポートできる体制を作ることが生
徒にとって有益であると感じた。また，目線合
わせが重要であり，学校経営にも関わる地域と
の連携が不可欠である。

総合的な探究の時間に長年かかわっている方
のインタビューにおいて，「初めて関わる方には，
まずは高校生がやりたいことを最後まで聞いてみ
た上で，アドバイスをおこない，サポートできそ
うな人につなぐ。アポイントを取ることは生徒が
行うというＸ高等学校の総合的な探究の時間の方
針も伝えている。どこまで深く関わるかは，現時
点ではノウハウとしてというよりは，経験した感
覚的なものが大きい。」と述べており，初めて関
わる地域の方に対して，高校生の探究活動に対す
る地域の大人としての役割について助言している
ことがわかった。課題としては，ノウハウとして
確立されているものではなく，感覚的なものであ
るという点があげられる。
さらに，今年度から高校生に関わっている方
へのインタビューにおいて，「生徒と関わる中で，
熱量のある生徒に対して誘導するのではなく，選
択肢を提案するという距離感で関わりを持ってい
る。学校から依頼されたわけではないが，手取り
足取りの指導をすると，生徒も不満を持つことに
つながってしまうので，この関わり方をしてい
る。」と述べており，初めからどのように関わる
べきかを理解している方も存在している。この背
景として，高校生と関わる以前に，大学生に対す
る支援をこれまでもしていた経験があるため，こ
の視点をもって取り組んでいたことが推測され
る。
＜Ｙ高等学校＞
地域と学校を接続している方のインタビューに
おいて，「事業所の方が不安や悩みを感じること
がないように，仲介役として活動をしている。事
業所の方が高校生に対して支援をする余裕がない
ようであれば，連携をしないなど状況を見て判断
している。」と述べており，各事業所の業務負荷
や連携の可否についても確認しながら，学校と連
携していることが明らかとなった。
検証の結果として，地域連携における仲介役の
重要性が，複数のインタビューから明らかになっ
た。総合的な探究の時間に関わる経験者は，初め
て探究活動に関わる地域の方に対し，高校生のや
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りたいことを傾聴した上で適切なアドバイスを行
い，必要に応じて支援可能な人物や組織につなぐ
役割を果たしている。このような助言は，地域の
大人が高校生の活動を支えるための指針を提供す
るものであり，その意義は大きい。一方で，この
関わり方は現時点では体系化されたノウハウでは
なく，個々の経験や感覚に依存しているという課
題が残る。また，支援経験を持つ方は，生徒の自
主性を尊重しながら選択肢を提案する適切な距離
感を保つことが効果的であると示唆している。Ｙ
高等学校では，地域と学校をつなぐ仲介者が，事
業所の負担や連携の可否を確認し，事業所が支援
に余裕を持てる状況を整えることで，連携の質を
確保している。このような仲介役の活動は，高校
生と地域が円滑に連携し，持続可能な関係を築く
ために不可欠である。

Ⅳ　総合的な探究の時間を踏まえた
教員の実践力向上促進ツール活用の提案

１　研修の実施における促進ツール及び
地域連携のための覚書の活用
「教員の実践力の向上」「学校の組織的アプロー
チの促進」「地域との関わりの強化」という３つ
の視点を現場の教員間で共有するため，促進ツー
ルと地域連携のための覚書を作成した。本促進
ツールを活用し総合的な探究の時間の全体像を把
握した上で，教員・地域それぞれが担当する課題
とその方策の案について，校内研修会で議論する
ことを目的としている。さらに，地域連携の覚書
については，学校が地域と連携をする際に，認識
の齟齬が発生しないことを目的として，学校と地
域で共有する覚書となることを想定している。学
校ごとに作成するものであり，その学校と連携す
る地域の企業や団体において統一された資料とな
るものである。この覚書を共有することで，生徒
に対する対応の考え方や，教職員の役割を地域の
方にも理解してもらうことにつながる。また，生
徒にも共有し，生徒が地域との連携で不具合が生
じた場合には，総合的な探究の時間の活動を充実

させていくために，再検討することを想定している。
２　促進ツールの作成と改訂
促進ツールは「Ⅰ 背景」「Ⅱ ３つの視点」「Ⅲ

促進モデル」の３部で構成されている（図８参照）。
「Ⅰ 背景」には，本研究の背景となった内容や，
教員対象のアンケート調査を掲載したうえで，本
促進ツールの目標を明記した。次に「Ⅱ ３つの視
点」では，本研究の３つの視点と実践例について
掲載した。最後に「Ⅲ 促進モデル」では，各担当
者の関係と，担当する課題に対する方策について
記載している。これまでのアンケートやインタ
ビューから明らかになった課題に対して，方策を
掲載することで，指針となることを目指している。
作成したツールが，Ｘ高等学校（大規模進学校）
以外の学校でも適用できるものなのか複数校の管
理職，総合的な探究の時間の担当教員，地域の企
業担当者等に対し質問紙調査を行い，内容を改訂
した。
改訂後の解説動画を作成し現
場の教員に活用してもらいやす
くした。
https://youtu.be/99J6hkURGYo

図8　促進ツール
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３　地域連携のための覚書の作成と改訂
教員・生徒・地域が連携するための配慮事項の
事前確認による，円滑な活動の実現を目的として，
「地域連携のための覚書」を作成した（図９参照）。
教員・生徒・地域が連携するための配慮事項を協
議の上で作成し事前に確認しておくことによっ
て，円滑な活動を実現することを目指すものであ
る。覚書の内容として，「コンセプト」「地域連携
のメリット」「地域連携のため，配慮いただきた
い事項」の３点を記載した。覚書についても促進
ツールと同様に質問紙調査を実施し内容を改訂し
た。その結果から，タイトルを「総合的な探究の
時間での連携協働についてのお願い（説明）」に変
更し，内容についても見直した。

Ⅴ　おわりに

１　本研究のまとめ
本研究では調査をもとに，３つの視点として①
教員の実践力の向上，②学校の組織的アプローチ
の促進，③地域との関わりの強化を定義して研究
を進めた。研究の成果として全教員が共通理解を
持ち，各担当者がそれぞれどのような内容を担当
すべきかのモデルを提案した。実践の結果，①教
員の実践力の向上に寄与するものとして，教員と
生徒で総合的な探究の時間で伸ばす資質・能力に
ついての育成実感のアンケート調査を，複数校で
実施することにより課題の明確化につながること
が明らかとなった。次に，②学校の組織的アプロー
チの促進のために，校内の教員による実践を共有
する研修会の実施が効果的であることが明らかと
なった。最後に，③地域との関わりの強化として，
学校と地域を接続する地域リーダーの存在の必要
性が，アンケート記述やインタビューから明らか
となり，地域との接続を円滑にするために，地域
連携の覚書の存在が有効であることが多くの実践
をしている方々から示された。「総合的な探究の
時間を踏まえた教員の実践力向上促進ツール」と，
「地域連携のための覚書」について，様々な学校
規模・分類の管理職や，総合的な探究の時間の担
当教員，地域リーダーとして総合的な探究の時間
に関わっている方から助言をいただき，現場で活
用できる形に改善することができた。これらの成
果が，多くの学校現場で活用されることで，すべ
ての教員が主体的に地域と連携することにより，
生徒たちの育成に効力のある実践力を形成し，生
徒たちが地域の課題に対して主体として取り組
み，社会に対する自己効力感や自己有用感の育成
につながることが期待される。
２　考察
本研究のアンケート調査から，職種別に分析す
ると，総合的な探究の時間の担当教員が，他の教
員と比較して生徒の社会で必要となる資質・能力
の育成をしているという実感の数値が高いことが
明らかとなった。最も高いのは，管理職ではある

図9　地域連携の覚書
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が，総合的な探究の時間の担当教員が分掌主任や
学年主任などの主任層よりも高い値を示している
ことは特質すべき点であると考える。総合的な探
究の時間は，担当の教員やその部署が中心となっ
て取り組む学校が多くあるが，本来すべての教員
が担当する教科であり，生徒にとって学校内だけ
では得ることが難しい実社会・実生活との関わり
を中心とした，課題解決型学習であることは言う
までもない。本研究で明らかとなった多くの課題
に対し，管理職，学年主任，総合的な探究の時間
の担当，一般教員，地域がそれぞれの立場から取
り組み，協働的な関係を構築していくことが必要
であり，そのモデルを示すことができた。このモ
デルを多くの学校で活用し，各学校の実態に合わ
せた形でブラッシュアップしていくことが必要で
あり，その際に総合的な探究の時間の担当だけで
考えるのではなく，地域や一般教員，さらに生徒
をも巻き込み，ともに協働的に関係性を構築する
ことが期待される。
３　今後の課題
総合的な探究の時間を踏まえた教員の実践力向
上促進ツールについては，多くの関係者から意見
をいただいた成果として提案しているが，実際に
学校現場で実践するところまでは本研究で進むこ
とはできなかった。しかしながら，本成果物に記
載されている多くの内容は，各学校で実際に取り
組んでいる実績のあるものを記載している。今回，
アンケートやインタビューで多くの方から，様々
な実践や考えを聞くことができた。本成果物を
作ったことで終了ではなく，常に最前線で取り組
んでいる教員の実践を参考にブラッシュアップを
していくことが重要であり，一部の教員で担うの
ではなく，すべての教員がそれぞれの実践力を向
上させていくために主体的に取り組むための基盤
となる研究となることを期待している。
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要　約
本研究の目的は，Ｗ県内小学校の校内における研修について，現状や課題を明らかにし，さらに小規模
校の教員がより効果的に，協働的な学びに取り組むことができるような研修の在り方を示すことにある。
先行研究で残された課題とＷ県内小学校への実態調査から，【教員個人の自己課題の不明確さ】【校内での
主題研究への日常的な取組の希薄さ】【校内での自己研修への意識の低さ】【多様な他者との協働的な学び
の機会の希薄さ】を本研究の課題とした。これらの課題に対する４つの解決の手立てを，①教員が自身の
教育実践を振り返る機会の設定，②教員の実践の質を高める，主題研究への日常的取組の促進，③自己課
題解決への取組の推奨，④近隣校と連携・協働するための場の設定とし，３つの小学校で実践による調査
やインタビュー調査を行った。その結果，手立ての有効性が確認され，小学校小規模校の教員の協働的な
学びの一助となることが明らかになった。

岩手大学大学院教育学研究科研究年報　第9巻 （2025. 3）　173－187

  * 岩手大学大学院教育学研究科教職実践専攻 , ** 岩手大学大学院教育学研究科 , *** 福島学院大学福祉学部

Ⅰ　はじめに

１　本研究の目的
本実践研究の目的は，Ｗ県内小学校の校内にお
ける研修について，現状や課題を明らかにし，さ
らに小規模校の教員がより効果的に協働的な学び
をいかし，研修が活性化するその在り方を示すこ
とにある。
Ｗ県内の小学校の約73％が国の基準でいう小

規模校に当たり，小規模校では限られた教員数で
校内研修が行われているという実態がある。
中央教育審議会の「『令和の日本型学校教育』を
担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」

（令和４［2022］年12月19日）によると，今後の
改革の方向性として「子供たちの学び（授業観・
学習観）とともに教師自身の学び（研修観）を転換
し，『新たな教師の学びの姿』（個別最適な学び，
協働的な学びの充実を通じた『主体的・対話的で
深い学び』）を実現」することが示されている。「教
師の学びの姿も，子供たちの学びの相似形である
といえる」との記述もあり，教師自身の学びの姿
が今問われている。その中で，「新たな教師の学
びの姿」として「主体的な姿勢」「継続的な学び」「個
別最適な学び」「協働的な学び」の４つが示され
ているが，本研究ではその中でも「協働的な学び」
に焦点を当てた。
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そこで本研究では，まず，小学校小規模校にお
ける研修の課題を先行研究から明らかにするとと
もに，Ｗ県内の教員の協働的な学びにかかわる意
識調査を通して実態把握を行う。そのうえで，小
学校小規模校教員の協働的な学びの機会が多様に
実現される研修活性化の在り方を探る。
２　主題設定の理由
「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の
学びの姿の実現に向けて」（中央教育審議会「令
和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部
会，令和３［2021］年11月15日）において，「協
働的な教師の学び」が提言されている。その中で
「各学校において行われる校内研修や授業研究な
ど，『現場の経験』を含む学びが，同僚との学び
合いなどを含む場として重要であると考えられ
る」と述べられている。
一方で少子化に伴う児童生徒数の減少，それに
伴う学校の統廃合が進み，学校数も減少している
という現状がある。「協働的な教師の学び」が求
められる一方で，学校規模の縮小も進み，限られ
た人的資源により校内での研修が行われている現
状がある。
このことを踏まえ「協働的な教師の学び」の機
会が多様に実現されるような研修の在り方を考
え，教員の研修がより活性化されるように願い，
本主題を設定した。
３　先行研究
（1）　教員の研修への認識
木村（2008）は，「教員の多くは日常の教育実
践に対する意識が高く，新しい知識や情報の獲得
を望んでいる」と述べている。「研修の内容が日
常の教育実践に繋げられること」「研修を行う際
に望む意見として，教員の意見・意向が反映され
ることや，研修の評価や内容の改善の必要性」に
ついて示し，「世代間を繋げられるような工夫」
を取り入れた研修が協働意識を培っていくとして
いる。
高木・藤井・加藤（2012）らは，「校内研修に

対する意欲格差」について検討している。教員の
性別，経験年数，学校規模などの条件に分けた比

較検討により，それぞれの項目において研修に対
する教員の認識の違いがあることを示した。この
ことから，校内研修の方向性と教員自身の教育観
とのずれが，校内研修に対する意欲低下の原因に
なっているとしている。検証結果から，「研修テー
マや研究の方向性についての共通理解の形成を優
先し，その上で各教師が教育観を具現化する方策
を見出せれば，校内研修に対する意欲も高まると
考えられる」とも述べている。
また，小坂（2022）は，「学校組織を高めるこ
とにより，そこで働く教員の資質能力を高めてい
くマネジメントが必要」としている。さらに，「教
員の自主的，主体的な学びが大切にはなるが，そ
の時間の確保も課題」とも述べている。
（2）　小規模校における校内研修の実態
海江田（2016）は，「主題研究等と関連させた

キャリア別研修」の有効性について論じている。
「小規模校における若年層教諭や中堅層教諭の計
画的な人材育成を目指した組織的な対応」につい
て検討し，「キャリア別研修を既存の校内研修と
関連させた展開」が効果的であるとしている。主
題研究等と関連させたキャリア別研修の導入が
「個別対応機能，集団指導機能を高め，個人の重
点目標に対する内容理解や実践を計画的に行うこ
とができ，他教諭と共に学ぶ機会が増え，コミュ
ニケーションも活性化できた」と，その効果につ
いて述べている。
また，深見・津田（2016）は，へき地・小規模
小学校において「きめ細やかに教員のニーズを汲
み取り，限られた人的資源を積極的に活用した
校内研究の効果」について論じている。「へき地・
小規模校においては，研究授業を積極的に行うな
ど，限られた人的リソースを生かしたり，少人数
の教職員集団であることを生かしたりする方策が
とられていることが明らかになった」と述べる一
方で，「教員個々のニーズに合う研究」「教師の専
門性の向上や力量形成への影響」を課題として挙
げている。
最後に臼井（2016）は，学校の小規模化による

人材育成への影響について，課題を論じている。
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「学年内での日常的な指導助言機会の減少」や，「校
内人事を教員の力量形成の観点からのみ考えるこ
と」の難しさなど，「学校組織の現実を踏まえた
人材育成の課題」を示している。
（3）　教員の協働的な学びの機会の重要性
小島（2001）は，「教育実践における協働化が，

今後の学校教育の問題や課題を解決したり，教師
の専門性を発展させるために重要な実践的，理
論的戦略である」と述べている。また，教員に求
められる資質能力についてふれる中で，「協働は，
このように教師の力量をさらに発展させる機能と
補う機能を有している」としている。さらに「教
育活動の中に協働を積極的につくることが重要」
であり，「教師集団が連携・協力することが重要」
と述べており，現在求められている教師の「協働
的な学びの姿」と一致するところである。
小林（2013）は，研究授業において，授業者の
意欲や達成感も高まる，教員の協働を取り入れた
校内研修の在り方について検討している。「研究
授業に向けて，①指導案なしディスカッション，
②短時間検討会，③全職員での抽出学習者の手立
てに取り組んだ結果，教員の協働が生まれた」と
しており，研究授業を授業者一人に任せるのでは
なく，学校組織として協働的に学ぶことができる
ように工夫をすることで，教員の意欲や達成感の
向上だけでなく，事後研究会の会話の質の高まり
につながることを検証している。
また，小笠原・石上・村山（2014）は，若手教
員の授業力向上における教師同士の協働省察の効
果について検討している。学年の中に複数の学級
があることで，同じ単元の指導について事前に見
ることができ，見て学んだ協働省察を生かして自
分の実践につなげられる効果がある。さらにこの
ことは，事後の協働省察を繰り返すことで，より
学びが深まることを示唆しているとしている。
これらの先行研究により明らかになった成果
は３点ある。第一に，教員は教育実践力の向上に
対する意識が高く，自身の教育実践にいかし，つ
なげようと研修に取り組んでいるという実態があ
る。第二に，小規模校における研修について，少

ない教員数ということのよさをいかした研修の実
践事例があることである。一人の教員に，または
教員個々のニーズに合わせられるというよさがあ
ることが成果として挙げられている。第三には，
教員が協働的に学び合うことの効果である。校内
で組織的・意図的に教員同士の協働的な研修の機
会を設定することで，学びの質の高まりや意欲の
向上につながることが成果として挙げられてい
る。
一方，課題として以下の２点が挙げられる。第
一に，教員の意欲を生かした研修の在り方であ
る。多忙を極める教員が，日々の実践において活
用できる知識や技能が得られる，有意義な研修と
なるための研修の在り方を検討していくことが求
められている。そのために，個々の教員が自己課
題を見出し，その解決に向けた研修の機会を自分
自身でつくっていけるような体制づくりが必要と
なる。それには，すでに各校で取り組まれている
主題研究や校内・校外研修，自己研修への取組の
改善が挙げられる。第二に，小規模校における「協
働的な学び」の在り方が明確になっていないこと
である。小規模校における研修の報告が少なく，
教員の協働的な学びの可能性について，どのよう
なものが考えられるかを明らかにする必要があ
る。今後ますます小規模校化が進むであろう小学
校において，検討が必要な課題であると考える。

Ⅱ　調査

１　調査の概要
本研究では，Ｗ県の公立小学校における研修の
実態や課題を明らかにするために，質問紙調査と
インタビュー調査を実施する。研究倫理について，
本研究では実態調査並びに実践による検証におい
て，Ｗ県内小学校抽出校の管理職及び教員等に対
して本調査の目的と方法を説明するとともに，協
力が任意であり，中断する場合にも不利益はない
こと，個人のプライバシーが守られること等につ
いて説明を行い，承認を得た。また，岩手大学「人
を対象とする研究倫理審査会」による承認を得て
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いる（承認番号第202367号）。
（1）　質問紙調査
①　調査目的
質問紙調査は，Ｗ県内小学校の校内における研
修や校外研修，及び自己研修について，実態や課
題，改善点等を把握し，研修に関する課題解決の
ための具体的な手立てを探ることを実施の目的と
して行った。
②　調査対象
調査対象は，Ｗ県内の公立小学校の管理職・教
員及び研究主任とした。県内小学校から，各教育
事務所を網羅するように99校を抽出して調査を
行った。回答を比較検討するため，小規模校だけ
でなく，適正規模校にも調査を依頼した。
③　調査内容
質問紙では，校内または校外における研修の実
態について，６件法や自由記述等で回答を求めた。
６件法による調査については調査結果を，６：と
てもそう思う，５：そう思う，４：ややそう思う，
３：あまりそう思わない，２：そう思わない，１：
全くそう思わない，というように数値データとし
て扱った。質問紙は，「管理職・教員用」と「研究
主任用」とに分けて作成し，調査を行った。
（2）　インタビュー調査
①　調査目的
Ｗ県教育委員会が実施している研修等の改善点
や方向性を探ることを目的として，インタビュー
調査を行った。
②　調査対象
Ｗ県教育委員会の研修担当者
③　調査内容
インタビュー調査の内容は，調査目的に関する
以下の３点である。
　ア　小学校小規模校における教員の協働的な学
びの実態について

　イ　「新たな教師の学びの姿」について
　ウ　「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨
励」について
以上３点に関わる県の現状を，国や県の施策と
県内各校の実態とを照らし合わせて伺った。

２　調査結果
（1）　校内における研修の実践状況
校内における研修が実際にどの程度行われてい
るかについて，研究主任を対象に調査した。校内
における年間の研修回数は，10～ 15回程度実施
している学校が約６割で，それ以上取り組んでい
る学校もある。
主題研究と校内研修のテーマ設定について検
討する。図１から，主題として多く扱われるのが
「授業研究」や「教科指導」に関する内容で，次い
で「ICT活用」「特別支援教育」と学校課題に応じ
た内容となっている。
主題研究とは別の時間で実施される校内研修会
で扱われる内容としては，「ICT活用」や「特別支
援教育」「教育相談・生徒指導」が多く，現在の
社会的教育課題に関するものが多く取り上げられ
る傾向にある。
これらの結果から，「主題研究」と「校内研修」
が年間の中で計画的に実施され，その時の学校の
教育課題解決に向けた研修の場が設定されてい
る。そのことが，教員の質の向上を目指した研修
の場となっていると考える。

次に，主題研究のテーマの決定に関する調査結
果を小規模校と適正規模校とに分けて分析し，主
題研究の決定に関して，どのような手順を踏んで
いるかを分析した。
図２，３に示すように，小規模校では約９割が

図1　主題研究テーマと，校内研修会で
　　  扱われている内容
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教員の意見を集約してテーマを設定している。一
方，適正規模校では，教員の意見が反映されてい
るのは約７割であった。人数のより少ない小規模
校以下の学校では，個人の意見が反映されやすい
傾向にあると考える。
ここまでの調査結果をまとめると，小学校で
は主題研究の取組や校内研修の実施を通して，課
題解決に向けた場が校内で設定されているといえ
る。

（2）　校内研修を進める上での課題
①　教員等の課題意識の実態
主題研究や校内研修の取組が「個人が抱える教
育課題解決の場となっているか」という問いへの
回答の平均値を比較した結果，研究主任と管理職・
教員にはわずかであるが差があることが分かった
（図４）。どの職能も肯定的回答ではあるが，管理
職・教員は研究主任ほど全面的な肯定の意識とは
いえない実態となった。また，主題研究に対する

意識の方が，校内研修に対する意識よりわずかだ
が差が大きいことから，主題研究への取組に対す
る意識に研究主任・管理職・教員間で違いがみら
れることがわかった。
以上の結果から，教員の意見を集約して研修計
画を立案する研究主任と，研修を受ける側の教員，
そして学校を組織的に捉える管理職の研修に対す
る意識のずれが，主題研究や校内研修会への取組
に向かう際の意欲の差として表れているのではな
いかと考えた。

②　個人の感じる教育課題と研修とのつながり
教育課題に対する管理職・教員の認識が，主題
研究のテーマとして選ばれている内容や校内研修
で扱われている内容と一致しているかどうかを比
較した（図５，６）。
主題研究への取組において，テーマとして多く
設定されている授業研究や教科指導については，
管理職・教員の課題意識も強い傾向にある。その
他の内容で教員の課題意識が高い内容に関して
は，校内研修で取り上げられていることがわかっ
た。
校内における研修において，主題研究への取組
を除くと，校内研修として実施できる回数は十分
とは言えないのが現状である。限られた研修の中
だけでは，管理職や教員の感じる教育課題を解決
するための研修を十分に確保できないのではない
かと推察する。

図2　研究主題の決め方（小規模校）

図3　研究主題の決め方（適正規模校）

図4　研究に対する意識（職能）
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③　教員個人の自己研修への取組
校外における研修についての教員の意識を学校
規模別に比較する。図７からは，学校規模にかか
わらず校外での研修に対する必要性と到達状況に
は大きな差がみられることがわかる。どういった
規模でも校外における研修や自己研修の必要性は
高いものの到達状況は低くなっている。特に小規
模校では，自己研修へ進んで取り組むことや，校
外における研修への参加のしやすさに課題がある
ことが明らかとなった。小規模校教員の校外にお
ける研修や自己研修に対する実現度が適正規模校
教員よりも低くなっていることから，教員個々の
自己研修への取組は，改善の余地があるのではな

いかと考える。

以上のことから，教員個人が教育課題と捉えて
いる内容について解決できるような自己研修の場
が必要と考えた。
④　校内における研修に関する人材確保
図８に示された質問８項目のうち，「５ 校内研
修へ研修テーマを踏まえた人材確保」の質問に対
する回答において，数値に違いが見られた。マン
ホイットニー・U検定でも有意差が示された。こ
のことから，小規模校において，研修テーマに応
じた人材確保が難しいという実態が明らかになっ
た。管理職の意識の比較でも，校内研修への人材
確保に関して小規模校と適正規模校では認識に大
きな差がみられた。管理職も研究主任同様に，校
内研修の運営に対して人材確保に課題を感じてい
ると思われる。

図5　実施されている主題研究内容と管理職・　
　　  教員が教育課題と感じている内容

図6　校内研修で扱われる内容と管理職・
　　  教員が教育課題と感じている内容

図7　校外における研修に対する教員の意識

図8　校内における研修に対する研究主任の認識
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（3）　県の研修の現状や方向性
インタビュー調査から，県教育委員会が捉える
教員の「研修観の転換」について具体化すること
ができた。また，研修において大切にしたい姿と
して，
①内発的動機付けに基づく教師の主体的な学び
②「学びたい」「学んだことを次につなげたい，
　生かしたい」という教師の素養の向上
があげられた。これらを大切にしたうえで，研修
推進役となる研究主任を中心に，目の前の教員集
団のニーズを捉え，レディネス調査をしたうえで
研修のテーマやゴールを設定することの必要性が
明らかになった。
そのために，「研修履歴を活用した対話に基づ
く受講奨励」がさらに生かされる必要がある。管
理職が，教員との対話を通して「教員自身がどう
なりたいか」を把握し，「教員にどうなってほし
いか」という思いをもち，今，目の前の教員に足
りていないもの，いわゆる課題を顕在化すること
で，研修の面白さを実感できるような研修を奨励
することが大切であると考える。

Ⅲ　課題及び解決のための手立て

１　調査結果から明らかになった課題
調査結果から，以下のような現状と課題が浮き
彫りとなった。
・現状： 教員一人一人が，自己課題を明確にもっ

て研修に取り組むことができているの
か。

…課題： 教員個人の自己課題の不明確さ
・現状： 各校で行われている主題研究への取組

が，普段の教育実践に反映されるような
実効性の高いものとなっているか。

…課題：校内での主題研究への日常的な取組の
希薄さ

・現状：主題研究への取組だけでは，教員個人の
抱える教育課題が解決されないのではな
いか。

…課題：校内での自己研修への意識の低さ

・現状：小規模校の管理職や研究主任は，校内研
修における人材確保や自己研修に対して
課題を感じているのではないか。

…課題：多様な他者との協働的な学びの機会の
希薄さ

２　課題解決のための手立て
そこで，本課題解決のために，教員個人の実
践の振り返りによる研修実施の手順確認の場を位
置づける。そのために，教員個々の抱える自己課
題を顕在化させ，小規模校における教員の協働的
な学びを推進するために４つの手立てを提案した
い。
（1）　手立て１「教員が自身の教育実践を振り返
　　　　　　　る機会の設定」
まず，教員個人が自身の教育実践における強
みや弱みについて振り返り，研修実施の手順を見
出すことが必要であると考える。自身の感じる教
育課題と主題研究のテーマの方向性が合っていれ
ば校内での研修は有効となるであろうし，場合に
よっては校外での研修がより有効になることも考
えられる。「研修履歴を活用した対話に基づく受
講奨励」が推奨される今，自身の感じている研修
の在り方をより確かなものにし，自分一人では顕
在化しがたい研修観について対話を通して明確化
していくことも考えられる。
そのための具体的な方法として「研修目標設定
シート」を作成し，管理職との期首面談に向けて
教員が自分自身を振り返り，研修の方向性につい
て考える機会を設ける手立てを考えた。
（2）　手立て２「教員の実践の質を高める，
　　　　　　　主題研究への日常的取組の促進」
主題研究への取組が研究授業のときだけの一
過性のものとして終わるのではなく，教員の実践
の質を高めるような日常的な主題研究となるよう
に取組を推進する。そのために，小規模校におい
てメンター制度を活用し，日常的に主題研究を意
識した取組ができるようにする。また，担任が他
学級の授業を参観できるような手立てを講じなが
ら，教員同士が協働して主題研究に取り組む体制
をつくる。
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（3）　手立て３「自己課題解決への取組の推奨」
少ない教員数で業務や研修に取り組む小規模校
だからこそ，教員個々が感じる自己課題を生かし，
主題研究と関連させながら取り組むことで研修の
充実を図ることができるのではないか。そのため
に，まずは自己課題を教員間で共有すること，自
己課題と主題研究とのつながりを見出すことから
始める。そして，自己課題への取組をアウトプッ
トする場として校内研修会を活用し，互いに学び
合う教員集団を実現したいと考える。
（4）　手立て４「近隣校と連携・協働するための
　　　　　　　場の設定」
研修の際，校内だけでは人材確保が難しい現状
に関し，近隣校教員との連携・協働の場を設けた
いと考える。そのために，他校の教員との研修を
実施する。自己課題が似ている教員同士を，ICT

の活用によりオンラインでつなぐ時間を設定す
る。インフォーマルな研修の場を自らの意思で設
定し，教員の協働的な学びが自主的に進められる
ようにする。
以上の手立てについて，県内３つの小学校での
実践並びにインタビューにより手立ての有効性に
ついて検証する。

Ⅳ　実践による検証

１　検証計画
本研究における課題解決の手立ての提案及び
実践を行うにあたり，県内３つの小学校（小規模
校２校，適正規模校１校）に協力いただいた。検
証の計画を，右の表１のように設定した。本研究
の趣旨説明と具体的な手立てを示した後に，各校
における研修の実情についてインタビュー調査を
行った。その結果，手立ての１から４の実践事例
を得ることができた。また，手立て１と４に関し
ては，実践による検証を行った。本研究に関する
基本構想図を，図９に示す。

表1　実践内容と実践校

図9　本研究に関する基本構想図
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２　検証
（1）　手立て１「教員が自身の教育実践を振り
　　　　　　　返る機会の設定」
①　手立て1の目的及び実践方法
ア　目的
手立て１は，教員自身が自己の課題を捉え，管
理職との対話を通しながら自身の課題解決手順の
明確化のために行うものである。現在，教員の研
修に関わって，管理職との対話に基づく受講奨励
を通して自分の研修の手順を決めていくという新
たな研修システムが導入されつつある。また，研
修履歴が蓄積されていくようになり，「自ら学び
続ける教師」としての取組や姿勢が大切になって
くる。そこで，年度初めの期首面談の際に「研修
目標設定シート」をもとに管理職と対話をするこ
とが，研修の手順を決める一助となると考えた。
イ　「研修目標設定シート」の活用
作成した「研修目標設定シート」とは，教員自
身が必要とする学びに主体的に取り組むことがで
きるよう，大きく４つの観点で自己の研修観を振
り返るものである（図10）。自分自身では把握し
きれない研修の手順について，管理職との対話を
通して見出したり，同僚等との会話から気づいた
りすることが期待される。
４つの観点については，以下のように考えた。
①自分自身の教育実践における長所と短所
 【過去を振り返る視点】
②教育実践において，自身が今後の課題と感じ
　ていること　　 【現状を把握する視点】
③自身の課題解決に向けて，今取り組みたい
　目標　　　　　 【目標を設定する視点】
④自身の目標について，今後どのように取り
　組んでいくか　 【方法を見いだす視点】
これらの視点はあくまでも試案であり，使用す
る学校の実態や実施する時期などによって変更が
可能である。

②　手立て１の実践による検証
ア　Ｘ小学校における実践
Ｘ小学校では，「研修目標設定シート」を２名
の教員に作成していただいた後，研究授業の実施
をお願いし，シートの効果について事後にインタ
ビューをした。インタビュー対象者は，９月に行
われる学団研究会において授業実践を行うＡ教諭
と初任者であるＢ教諭の２名である。
Ａ教諭は，研修目標設定シートによる自身の教
育実践における課題を解決する手立てを講じた授
業実践を行った。インタビューでは「自身の課題
やその解決に向けた目標を設定したことで，授業
づくりにおいても意識し，授業提案に生かすこと
ができ有効であった」と語っている。
同様に，初任者のＢ教諭にも，シートの活用に
ついてインタビューを実施した。インタビューに
おいて，「自分の研修における軸が定まるのでシー
トは有効であるし，同様の視点で初任者研修でも
取り組んでいる」と語っている。初任者として「基
礎力の形成期」に当たるＢ教諭が，自身の教育実
践における長所と短所について把握し，OJTとし

図10　研修目標設定シート
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て自己課題を一つひとつ解決していくよう校内で
実践することが，計画的・継続的な研修の場とし
て有効であるといえる。
イ　Ｚ小学校における実践
Ｚ小学校では，実際に「研修目標設定シート」
を活用した管理職との面談を行ってもらい，面談
後にシートを活用して感じた効果や課題について
管理職と教員８名にインタビューを行った。事後
のインタビュー内容をまとめた表２と，KHcoder

でまとめた結果が図11である。
教員へのインタビュー調査から，「校長との対
話を通して自分の強みや弱み，課題について気付
くことができた」「シートの４つの内容に沿って

振り返り，記入することを通して自己の研修の方
向性などが明確になった」ということが明らかに
なった。シートを活用し自分自身について振り返
るきっかけを得たことが，シートの活用と面談と
を組み合わせた効果として明らかになった。一方
で，教員によってシート活用時の４つの内容の捉
え方に個人差があったため，自身にとって使いや
すい形に変えながら，１年間の目標設定時に使用
したり，面談時に活用したりすることが期待され
る。
以上のように，「研修目標設定シート」を活用
した管理職との対話の機会が，教員自身の振り返
りの機会として有効であると言える。
また，面談を実施した校長からは，表３のよう
な回答を得た。

校長も教員同様に，「研修目標設定シート」を
活用することで自分自身を振り返るきっかけをも
つことができたこと，シートに記入することで各
教員が捉えていることや考えていることが明確化
され，対話に生かすことができたと述べている。
指導助言する立場からすると，各教員の考える自
己課題や課題解決に向けた取組に対する返答の在
り方が難しいとの回答もあった。「教員等育成指
標」と照らし合わせ，専門的・具体的に指導助言
をすることの重要性を感じたとの感想を得ること
ができた。
（2）　手立て２「教員の実践の質を高める，
　　　　　　主題研究への日常的取組の促進」

表2　Ｚ小学校でのインタビュー内容まとめ

図11　「研修目標設定シート」活用後の感想

表3　Ｚ小学校校長インタビュー内容
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①　手立て２の目的及び実践方法
ア　目的
手立て２は，各校で行われている主題研究への
取組が研究授業のときだけという一過性のもので
終わることなく，日常の指導に取り入れられ，生
かされるようにするものである。小規模校でも学
団等でのメンター制度を採り入れ，協働的・日常
的に主題研究に取り組み，日々の実践にいかすこ
とを目的とするものである。
イ　実践方法
手立て２については，Ｘ小学校とＹ小学校にイ
ンタビュー調査した内容をもとに，実践事例とし
て紹介する。
②　手立て２のインタビューによる検証
ア　Ｘ小学校における実践
Ｘ小学校では，主題研究への取組において，学
校として共通の主題を設定し，実践教科は教員個
人の選択希望をとって決め，教員が主体的に研修
に取り組むことができるようにしている。選んだ
教科によって部会が分かれるような組織づくりを
し，協働的に学び合えるようにして取り組んでい
る。教科による部会は学団構成（低・中・高学団）
とも一致しており，これはメンター制度を活用し
た，協働的な取組の一例といえる。研究主任は，
主題研究への取組において，教科部会に分かれた
際にも「幾分の人材確保ができるように」と意識
して組織づくりをしていると語っている。低・中・
高学団それぞれ２～３名の教員数であるが，学年
の枠を超え，学団毎に協働しながら研究に取り組
んでいる。　
しかし，日常的な実践研究となっているかとい
う問いに対しては，研究主任は「現状は行われて
いない」との認識であることがわかった。「授業
研究会が近くなったときに，相談しているようだ」
と捉えており，校長も「学級経営や児童理解等に
関する業務の方が，日常的に行われている」と語っ
ている。
小学校教員の多岐にわたる業務内容から，研修
時間の確保の難しさが課題となっているのは先行
研究でも指摘されているところであるが，「教員

同士が協働し，考える機会になっているのではな
いか」と校長が捉えていることから，メンター制
度の活用により，折に触れて研究主題を意識した
授業づくりについて協働的に取り組んでいるので
はないかと考える。
イ　Ｙ小学校における実践
Ｙ小学校では，「総合的な学習の時間」を主題
研究に位置付けて取り組んでおり，３・４年複式，
５・６年複式の２学級の担任と管理職や教職員，
地域の方々が一体となって地域学習に取り組んで
いる。
教員が自主的に学ぶために，放課後の時間を長
く確保できるよう，児童の生活時程の工夫をして
いるのがＹ小学校の特徴である。地域学習を進め
ていくのに必要な，関係機関や地域の方への連絡・
調整や現地調査に，放課後の時間を十分に当てる
ことができるように生活時程が設定されている。
担任も担任外の教員も一体となって協働的に取り
組むことができるのが，小規模校であるＹ小学校
のよさであると校長は語っている。互いに時間を
見つけ，疑問に感じることを聞き合いやすい環境
であることが，教員へのインタビューから明らか
となった。
（3）　手立て３「自己課題解決への取組の推奨」
①　手立て３の目的及び実践方法　
ア　目的
手立て３は，教員が抱える自己課題が各校で行
われる主題研究のテーマや教科等に合致しない状
況において，受動的な研修の機会とするのではな
く，自己課題と関連付けて研修に取り組み，共有
することで教員同士の協働的な学びにいかすため
に行うものである。
イ　実践方法
手立て２と同様に，Ｘ小学校とＹ小学校にイン
タビュー調査した内容をもとに実践事例として紹
介する。
②　手立て３のインタビューによる検証　
ア　Ｘ小学校における実践
手立て２と関連するが，Ｘ小学校では主題研究
への取組において，教員が取り組む教科を自己選
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択しているという実態から，「主題研究と関連さ
せた自己課題への取組」もなされているといえる。
それは，Ａ教諭とＢ教諭の「研修目標設定シート」
の記述から明らかである。本シートにより，教員
が自身の強みや弱みを捉えて自己課題を見出し，
自分の研修目標を立て，日常的な取組に変えてい
るという実践事例である。
また，研究主任へのインタビューから，教員の
興味・関心の多い ICT活用等に関する研修の機会
について，主題研究への取組とは別の枠で行いた
い校内の事情があることが分かった。しかし，年
間を通して校内研修が予定されているため，あと
から時間を設定するのが難しいのが現状である。
校内研修としての時間設定内でなくとも，関心の
ある教員が可能な範囲で実施できるような研修の
機会について検討しているとの実態が明らかに
なった。
イ　Ｙ小学校における実践
Ｙ小学校でのインタビューでは，教員の必要感
に応じた協働的な学びの機会を設定しているとい
う実践事例を伺った。
教員数の少ない小規模校であるから，教員の抱
える教育課題に応じて即応的かつ短時間で学びの
場を設定し，意見交換を行っているとのことであ
る。普段から話題を共有できる空間と関係性のも
と，必要感に応じた対応が可能であるとのことで
ある。
（4）　手立て４「近隣校と連携・協働するための
　　　　　　　場の設定」
①　手立て４の目的及び検証方法
ア　目的
手立て４は，教員の抱える自己課題が校内にお
ける研修の機会だけでは解決しきれない場合に，
校内の枠を超えて近隣校の教員と連携・協働して
解決できるよう，研修の場を設定するものである。
小規模校の中の限られた教員集団の中だけで，
教員が抱える自己課題のすべてを解決するのは難
しい。これまでも，市町村や県単位で組織される
研究団体や，学校公開参加など多くの研修の機会
が，自己選択できる研修の機会の一つとして活用

されてきた。
しかし，小規模校に勤務する教員からは，「学
級を空けて研修に参加することが難しい」という
声が，事前の調査から明らかとなった。また研究
主任からは，「教員すべての希望を実現すること
は難しい」という声も聞こえている。
そこで，教員が自己課題解決のために，自身の
都合に合わせ，興味・関心に応じた研修の場をつ
くることができるようなシステムが構築できない
かと考えた。
イ　検証方法

Microsoft Teamsを用いてオンライン研修会を実
施し，他校の教員同士が互いに学び合う機会を設
定し，研修会の内容や事後の感想からその効果に
ついて検証する。
②　手立て４の実践による検証
Ｘ小学校でのインタビュー調査の際に，Ｂ教諭
から「単学級なので，他校の同じ学年の先生の授
業を見ることで，指導法などの技や手段について
知りたい」という声を聞いた。小規模校が抱える
１学年１学級という現状や，それに伴う教員の研
修における人材不足を補うために，近隣校との連
携・協働という視点でのオンライン研修会を提案
した。
オンライン研修会は，教師自身の研修に対する
意欲から実施されるものであり，インフォーマル
な研修の場である。今回は，Microsoft Teamsを活
用してオンライン会議を設定し，Ｘ小学校のＢ教
諭，Ｚ小学校で同学年を担任しているＣ教諭，そ
して筆者がつなぎ役となって３者で行った。
まず，つなぎ役となる筆者がＢ教諭，Ｃ教諭
それぞれと個別に連絡を取り合い日程調整をし，
Microsoft Teamsにてオンライン研修会を主催し
た。今回の主となる研修者をＢ教諭とし，Ｂ教諭
の抱える教育課題を事前に聞き，それを他２名の
研修者で共有することで事前準備を行った。今回
の話題は，初任者であるＢ教諭の日常的な指導に
関する疑問や悩みであったため，Ｃ教諭にも負担
感が少ない状況で事前準備を依頼することができ
た。今回の質問事項は，以下の４点である。



小学校小規模校における教員の協働的な学びをいかした研修活性化の在り方 185

①　生活科の町探検にかかわって
 （事前準備等）
②　体育科の指導にかかわって
 （グループづくり，場の設定など）
③　「書くこと」の指導にかかわって
④　算数科の指導にかかわって
 （かけ算九九の定着のさせ方）
これらの質問事項について，Ｃ教諭と筆者が
事例を紹介したり，Ｘ小学校の実態に合わせた指
導法について提案したりした。当日は30分程度
のオンライン研修会を予定していたが，実際は約
50分となった。
事後のＢ教諭の感想から，「児童の指導に関し
て，より具体的なイメージをもつことができた」
という声があった。具体的には，生活科の町探検
の準備に関して，「どうしたらいいのか，わから
ない」というＢ教諭であったが，Ｃ教諭との対話
や筆者の示す研修資料を通して，「まず何から行
えばよいか，イメージができた」と語っている。
その他の質問でも同様で，Ｃ教諭が実際に児童へ
の指導で活用した実物を示したり，Ｂ教諭が困っ
ている具体の場面が解決するような事例案を提案
したりすることで，Ｂ教諭の「試してみようと思
う」という気持ちを促進することができたことが
伺える。

３　実践のまとめ
（1）　考察
３つの小学校で調査し，実践してきた４つの手
立てについて考察をする。

手立て１に関しては，「研修目標設定シート」
を活用することで，教員個人が抱える教育課題等
について振り返り，研修の手順を設定するのに有
効であることが分かった。さらに，教員数の少な
い小規模校において，協働的な学びの機会を有効
に確保するためにも，自己課題の明確化は必要で
あると考える。
手立て２に関して，小規模校では，メンター・
メンティの関係性を意図的に構築し，学団やキャ
リアに応じた「教える・教わる関係性」を主題研
究にも取り入れることが協働的な学びにつながる
といえる。日常的に主題研究のみに関わることは
難しいが，学級経営や授業づくり，生徒指導等学
級の児童に関することに日々取り組む小学校担任
であれば，根底では主題研究に通じる部分がある
と考える。一人の担任に任せるのではなく，複数
の教員で関わり，協働的に授業づくり等に取り組
むことが，児童の日常指導にも生かされることに
なる。
手立て３に関して，主題研究以外に自己課題を
もつ教員がいるということは，自身の意欲が大切
にされているということであると捉える。自ら学
びつづける教員であるためにも，その意欲のもと
に研修する機会をもち，アウトプットすることで
自身の学びが他者との学びへと発展する機会をも
つことが大切である。そのためにも，管理職との
面談において自身の学びの可能性が広がるような
対話ができるとより有効ではないかと考える。
手立て４に関して，協働的に学び合うための人
材が限られる小規模校の教員が，自らの学ぶ可能
性を広げるためにもオンラインで行う研修会等の
実施は有効な手段となる。各市町村で活用してい
る ICT機器の良さをいかし，他校教員と自主的に
つながろうとすることは，これまで電話やメール
等で行ってきた人とのつながりの延長にある手段
と言える。主体的に学びに向かう教師である以上，
校内にとどまらず，校外でも学ぶ機会をもつべき
であると考える。
（2）　課題
これらの実践を通して残る課題は，以下の３点

図12　オンライン研修会の様子
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と考える。
１点目は，手立て１に関するものである。教員
自身が研修の手順について多様に考えられるよう
な「研修目標設定シート」のさらなる改善が必要
と考える。教員個々の教育課題や意欲に応じた形
にするために，項目を見直すことも考えられる。
例えば，研修の方向性を見出すために教育課題
テーマを選択肢にして提示し，その課題解決に向
けた研修の手順についてより明確化できるように
するとよいのではないかと考える。
２点目は，手立て２と３に関するもので，教員
が研修に取り組めるような時間の確保の在り方で
ある。多忙化解消を目指した取組が行われている
一方で，まだまだ業務量は減っていないと感じて
いる教員も多い。研修も負担増の一つと考えてい
る教員も存在している。しかし，研修に積極的に
取り組むことが，目の前の子どもたちの力を伸ば
す有効な方法であるという意識を一層高めていく
必要があると考える。
３点目は，手立て４に関するもので，オンラ
イン研修会実施の際の仲介役となる教員の存在で
ある。インフォーマルな会にしても，オンライン
研修会を開催するまとめ役となる教員が必要とな
る。あまり時間をかけずに準備ができることがオ
ンライン研修会の良さであると考えるため，コー
ディネーターの役割を明確にすることにより，手
軽にお互いの顔を見ながらできるオンライン研修
会を活用してほしいと考える。

Ⅴ　おわりに

１　本研究のまとめ
小学校小規模校教員の協働的な学びの在り方に
ついて，具体的な４つの手立てを提案し，実践を
通して検証してきた。
調査を進める中で，教員が目の前の子どもたち
のために，前向きに研修に取り組んでいる実態が
見えた。しかし，複雑化する学校事情や多忙化を
極める環境等を考慮すると，研修にばかり時間を
注ぐことは難しい。特に，小規模校においては学

級数により教員の定数が決まることから，学校の
抱える課題とそれに対応する教職員数が十分では
ないことが多いように感じている。限られた人材
で，協働的にかつ効率的に学ぶことができるよう
な校内研修の体制づくりが必要であり，その研修
が日常の指導に活かされるような内容であること
が重要となる。また，校内に限らず校外の教員と
つながる機会をもてるような，教員のネットワー
クづくりが今後欠かせないと考える。校内でも校
外でも，教員同士が協働的に学び合うことのよさ
を実証した本研究の成果をいかし，今後の学校組
織運営にいかしていきたいと考える。
２　今後の課題
「教師の学びの姿も，子供たちの学びの相似形」
と言われている。我々教員が子どもたちに「主体
的・対話的で深い学び」を求めるのと同様に，教
員自身もそうであることが求められる。これまで
も「主体的」「対話的」に研修を進めてきたが，「深
い学び」という視点で考えたとき，「他者との対
話や振り返りの機会を確保した協働的な学び」と
いう視点はより重要なものであると考えられる。
そこで，教員自身が自己を振り返ることや自身の
抱える教育課題を見出し，それに取り組んでいく
ことが重要ではあるが，そのための時間や機会の
保障はまだまだ不十分である。また，他校の教員
同士がつながる際に，その仲介役となる立場の人
が必要である。教員同士をつなぐ，教員同士がつ
ながるには，個人のネットワークだけでは限界が
ある。やはり，管理職が面談を通して状況を把握
し，教員同士をつなぐ役となる必要があると考え
る。また，学校を行き来する指導主事も，学校や
教員同士をつなぐ役になりうる存在である。
各校の実態に応じた主題研究や校内研修が行わ
れるのは当然のことであるが，教員が協働的に学
びに向かえるような，組織的な研修体制に変えて
いくことが今後の課題であると考える。
今回の研究では，３校の実践事例と手立てとの
整合性に関して聞き取り調査により検証したが，
今後，現場における実践を通して，職場の教員が
協働的に学ぶことのできる体制づくりを一層進め
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ていきたいと考える。
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要　約
本研究では，算数科における主体的な学びを促す授業づくりについて研究することを目的とする。算数
の授業づくりを行い，実践を通し，その有効性を検証することを課題として，それらを促すための有効な
手立てを探究する。研究を通じて，因子分析により算数科における主体的な学びの姿として「自己調整す
る姿」「数学的に思考する姿」「ねばり強く取り組む姿」の３つの要素を特定し，これらを促す授業の手立
てを整理し ,授業を実践した。さらに，OPPA論に基づく「OPPシート」を活用し，主体的な学びの姿を見取っ
た。実践の結果，単元の課題設定や振り返りを行うことが「自己調整する姿」を ,発問や問い返しを工夫す
ることが「数学的に思考する姿」を ,問題設定の工夫や友達や教師との対話を授業に取り入れることが「ね
ばり強く取り組む姿」を促すことに効果があると確認された。この研究は，算数科における主体的な学び
を充実させるための授業の質を高める実践的な知見を提供するものである。
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* 岩手大学大学院教育学研究科教職実践専攻 ,** 岩手大学大学院教育学研究科

Ⅰ　はじめに

1　本研究の背景
「小学校学習指導要領（平成29年告示）解説総
則編」（以下「平成29年学習指導要領」）では，児
童生徒に目指す資質・能力を育むために「主体的・
対話的で深い学び」を目指した授業改善が求めら
れている。その背景には，少子高齢化による生産
年齢人口の減少やグローバル化による社会構造の
急激な変化，AIの進歩など予測困難な時代に突
入したことなどが挙げられる。このような時代に
おいて，子どもたちが主体的に問題を発見し，答
えのない問いに立ち向かい解決していく姿が期待
される。

OECD生徒の学習到達度調査（2022）は，「数学

的リテラシー」「読解力」「科学的リテラシー」の
３つの分野で調査が行われている。その１つであ
る数学的リテラシーにおいて，日本は前回の６位
から５位に上昇し，世界トップレベルといえる。
しかしながら，学校が，感染症などが原因で再
び休校になった場合に「学校の勉強にやる気を出
す」や「自分で勉強の予定を立てる」といった自律
学習を行う自信に関する項目では，「自信がない」
と回答した割合が日本はほとんどの項目で過半
数を超え，８項目の回答から算出された指標は，
OECD加盟国37か国で34位となった。
これは，教師から課題を与えられなければ学習
に取り組むことができないといった ,これまでの
学校教育の問題点が浮き彫りとなっており，子ど
もが自ら学びに向かう力の育成が求められている
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ことが分かる。
２ 　研究の目的
本研究では，算数科における主体的な学びを
促す授業づくりについて研究することを目的とす
る。算数の授業づくりを行い，実践を通し，その
有効性を検証することを課題として，それらを促
すための有効な手立てを探究する。この課題に取
り組むことは，主体的に学ぶとはどのような姿な
のか，教師が明確に捉えていない課題や主体的な
学びを促すため教師が何をしたらいいか，またそ
れをどのように見取ったらいいかが明確になって
いないという問題を解決に導くことに資する。
３ 　先行研究の調査
本研究の目的を踏まえて，主体的な学びに関す
る先行研究を調査した。
河村（2018）は，主体的な学びの実践における

教育的効果についての検討を行っている。その中
で，主体的な教育方法は，児童生徒自身に，問い
や課題を立てさせるものが多く，その活動を通し
て児童生徒の主体的な学びを図るものであると考
えられると述べている。また今後の課題として教
育方法が教員個人の観察などによる質的な効果検
証が主であることから，心理尺度など資質・能力
に関する，客観的で実証可能な効果の測定の方法
などが求められることを挙げている。また，「中
学生における主体的学習態度の尺度」の作成を行
い，生徒の学びに向かう力を測定する尺度の作成
を行っているが，どのような学習活動で育成する
ことができるのかという検討には至っていない。
吉田（2021）は，算数科における主体的な学び
に関する研究の動向を整理し，検討を行っている。
その中で，「学習内容を生活や経験と関連させる
こと」や「算数のよさを伝えること」「既習内容の
想起・学び合い」，「診断的評価や準備学習の評価，
形成的評価，形成的フィードバック」などの学習
方法の領域を中心に研究が進められてきたことを
成果として挙げている。しかし，動機づけの研究
が多いとは言えないことや主体的な学びと自己調
整学習との関連や主体的な学びに関する評価にお
いて課題があることを示している。

これらの先行研究を踏まえると，主体的な学び
に関する研究はこれまでもされてきているが，教
科固有の視点から主体的な学びの姿をどう捉え，
育成するかといった検討や評価の在り方について
課題があると言える。
４　学習評価の改善
先行研究の中で，主体的に学ぶ姿をどう評価す
るかという課題が出された。そこで，学習評価に
ついて調査した。
平成29年改訂学習指導要領では，育成を目指
す資質・能力として「知識及び技能」「思考・判断力・
表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の３つ
の柱に整理された。これを受けて学習評価が４観
点から３観点に整理され，これまでの「関心・意欲・
態度」が「主体的に学習に取り組む態度」という表
記となった。「『指導と評価の一体化』のための学
習評価に関する参考資料」(国立教育政策研究所，
2020)では，「主体的に学習に取り組む態度」の評
価として，「① ねばり強い取組を行おうとしてい
る側面」と「② ①の粘り強い取組を行う中で，自
らの学習を調整しようとする側面」の２つの側面
が示されている。
このように「主体的に学習に取り組む態度」の
評価として，学習内容への関心だけでなく，学習
に取り組む態度の評価が求められている。

Ⅱ　調査

１　算数科における主体的な学びの調査
（1）　調査の目的
算数科における主体的な学びの姿の構造を探索
するとともに，算数科に主体的な学びの姿を測定
する尺度を作成する。
（2）　調査の概要
文部科学省（2019），経済協力開発機構（OECD)

（2018）の内容より，算数科における主体的な学
びの姿を表す項目計20項目を収集し，暫定尺度
を作成した。それを用いて2024年５月に盛岡市
内公立Ａ小学校第４学年２学級67名対象に調査
を実施した。その結果から，因子分析を行い尺度
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作成した。67名（回答率100％）から回答を得た。
２　因子分析の結果と考察
（1）　算数科における主体的な学びの構造
はじめに，児童が主体的な学びをどのように理
解しているのか，その観点を抽出するために因子
分析を行った。固有値が１以上の３因子を抽出す
ることにした。第３因子までの回転前の累積寄与
率は69.50％であった。これらを手掛かりに第３
因子を抽出した。そのプロマックス回転後の因子
パターンを表１に示した。
第１因子では，「学習が終わったとき，その学
習を通して何ができるようになったかを考えよう
としている」「算数で学んだことを普段の生活に
役立てようとしている」など６項目に高い負荷量
が見られた。これらは，目標設定したり学んだこ
とを活用したりするといった自分の学びを意味づ
け，普段の生活や将来に活用しようする自己調整
に関するものであると考え，『自己調整する姿』
と命名した。

第２因子では，「算数の考えを相手に分かるよ
うに図・式などを使って表し，友達に伝えようと
している」「身の回りのことを調べるために，定
規やコンパスなどを使おうとしている」など４項
目に高い負荷量が見られた。これらは，問題解決
に向かって図や式，道具などを使って，数学的に
考えようとする姿に関するものであり，『数学的
に思考する姿』と命名した。
第３因子では，「友達の考えを聞いて，自分の
考えをよりよいものにしようとしている」「答え
がわからないときも，あきらめずに最後まで考え
るようにしている」など４項目に高い負荷量が見
られた。これらは，粘り強く考えて問題解決に取
り組もうとする姿に関するものであると考え，『粘
り強く取り組む姿』と命名した。
（2）　信頼性の検討
次に，これらの因子に高い負荷量を示した項目
を用いて，足し上げ点による下位尺度を構成する
ことを試みた。つまり点数が低いほど，それぞれ

表 1　算数科における主体的な学びの姿：因子分析の結果と下位尺度構成
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の尺度ではその姿が見られているということを表
すものとなる。各下位尺度でのクロンバックのα
係数は表１に示した通り，いずれも0.8超となり，
また当該項目とそれ以外の項目の合計とのピアソ
ンの積率相関係数についても問題となる項目は見
られなかった。これらのことから，高い内的一貫
性が確認されたといえる。

Ⅲ　実践研究授業の立案

授業実践に向けて，算数科における主体的な学
びの姿を促すための授業づくりを行った。その際，
次の３つの手立てを組んで実践を計画した。
１　単元を通した指導構想
平成29年改訂学習指導要領では，育成すべき

資質・能力が「知識及び技能」「思考力・判断力・
表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の３つ
に整理された。
その１つである「学びに向かう力・人間性等」
とは具体的にどのような力なのか。文部科学省
（2021）は，「学習指導要領の趣旨の実現に向けた
個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実に関
する参考資料」において，「学びに向かう力・人
間性等」について，「自分の思考や行動を客観的
に把握し認識する，いわゆる『メタ認知』に関わ
る力を含むもの」とし，これらの力を育成してい
くために重要なこととして，「学習の目標や教材
について理解し，計画を立て，見通しをもって学
習し，その過程や達成状況を評価して次につなげ
るなど，学習の進め方を自ら調整していくことが
できるよう，発達の段階に配慮しながら指導する
こと」と示している。
平成29年学習指導要領総則（文部科学省2021）
においても，改訂の基本方針である「主体的・対
話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進
として，「１回１回の授業で全ての学びが実現さ
れるものではなく，単元や題材など内容や時間の
まとまりの中で，学習を見通し振り返る場面をど
こに設定するかを考え実現を図ること」とある。
これらのことから，単元を通じて目標を設定し

たり振り返ったりすることが，主体的な学びを促
す要因となると考え，単元の指導を構想する。
２　数学的に思考する姿を促す発問や問い返し
片桐（1988）は，数学的な考え方や態度の育成

について，その中で算数・数学における発問の有
効性について分析しており，作成した発問分析一
覧に基づいた授業に効果があり，子どもたちの考
え方や態度に望ましい進歩が見られたことを明ら
かにしている。
盛山（2021）は，「発問とは，子どもの思考や
気づきを引き出すために，教師が言葉を発するこ
と」と定義し，「発問は子どもの立場に立って考
えること，授業のねらいを達成するために意図を
もって行うことが重要」としている。加えて，盛
山（2021）は発問の種類として，「子どものつぶ
やき，発言，動作，記述などの様々な表現に対し
て，その意味や根拠，よさを問う問い返し発問」
を定義している。子どもの考えに基づいて問い返
すことで，子どもたちは，新たに気付いたり自分
の考えを整理したりすることができる。つまり発
問を工夫することで，数学的な見方・考え方を働
かせながら主体的に学ぶことができるだろうと考
えた。
３　主体的な学びの姿を見取るOPPA
堀・中島（2022）は，OPPA（One Page Portfolio 

Assessment）論とは，「学習者に学習前・中・後の「学
習履歴」の最重要点を一枚の用紙に記録させ，学
習全体を自己評価させるとともに，そこから得ら
れた情報を基にして学習や授業を改善し，教育効
果を高めるための理論や方法のこと」と定義して
いる。このOPPA論を基に作成されたのが，OPP

シートである。堀（2020）によるとOPPシートの
基本構造は下のように示されている。
１） 「単元タイトル」
２） 学習による変容をみる「学習前・後の本質」
３） 毎時間の「授業の一番大切なこと」を学習
者にまとめさせる学習履歴

４） 単元全体を通して何がどう変わり，それに
ついてどう思っているのかを振り返る「自
己評価」
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以上のことを踏まえ，本研究ではOPPシート
を活用し，子どもが主体的に学ぶ姿を見取ったり
子ども自身が学びの変容を自覚したりすること
ができるようにした。

Ⅳ　実践研究授業Ⅰ

１　実践研究授業Ⅰの概要
令和６年６月に岩手県内Ｘ小学校第４学年児
児童32名対象に「角の大きさの表し方を調べ
よう」（「新しい算数４上」東京書籍）の学習を全
10時間行った。
２　授業実践Iの結果と分析
（1）　授業実践Ⅰの結果
授業実践 Iの前・後に質問紙調査を行い，主体

的な学びに関する意識にどのような変容が見られ
たか，t検定により検証を行った。事前・事後調
査共に2024年６月に授業を実践した児童を対象
とした。質問は４件法で行い，「１ そう思う」「２ 

まあまあそう思う」「３ あまりそう思わない」「４ 

そう思わない」で回答を求めた。t検定を行った
結果，平均値間の差が統計的に有意であるかを検
証した。
t検定の結果を表２に示す。全ての項目において
事前事後の調査結果において有意な差が見られ，
事後の方が下がり点数が伸びた。効果量を見る「自
己調整する姿」「ねばり強く取り組む姿」の因子
が効果量小となり，「数学的に思考する姿」の因
子が効果量中という結果となった。

t検定の結果，本授業は，３つの因子において
効果が得られた授業であることを前提に，授業の
発話記録やOPPシートの記述の内容を分析しな
がら，その内実に迫っていくこととする。
（2）OPPシートの全容
図１は児童のOPPシートの裏面である。単元
の課題として設定した「角の大きさの表し方を調
べよう」に対し「今日の学習で大切だと思ったこ
とは何か」といった視点で学習の振り返りを毎時
間の最後に記入した。
第１時でこの児童は「角はどこまで開くのか？
角の大きさの表し方はどうなのか？」という問い
をもっている。第２時では，「角はいろんな大き
さがあること」や「（角の大きさを）直角で表すこ
とができる」と第１時の問いに対する答えを見つ
け出している。それに加えて，「ちょうどじゃな
いのはどうするか疑問に思った」とあり，角の表
し方について新たに問いが生まれていることを見
取ることができる。
また，第３時の学習内容である「180°より大き

い角の求め方」を考える際は，計算で求めるとい
うことや８時間目には分度器や計算で求めるだけ
でなく，三角定規を使えば角の大きさを表せるこ
とにも気付いている。さらに，単元の最後となる
第９時には，身の回りにある傾きに関心をもち，
測定する活動を意欲的に行っていたことが分か
る。
図２のOPPシートの表面には，児童は「角の大
きさの表し方を調べよう」という単元のめあてに

表 2　算数科における主体的な学びの姿【授業前・後】の各条件の平均と偏差値（n＝ 32）
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対し，学習する前後に何が分かったかを記入して
いる。角の大きさの表し方について，学習前は「辺
と辺でできる形」と記入しており，学習前は図を
使って角とは何かを表現している。それが単元を
通して学習した後，角の表し方について分かった
こととして「角は１°，２°と表せる」ことや「180°
よりも大きい角も測れる」「計算でも求められる」
といったことを挙げており，角の表し方に対する
見方・考え方が豊かになっていることを見取るこ
とができる。また，学習を終えての感想から，「い
ろいろな角を測ったことの楽しさ」や「たくさん
の種類の角を知ることができた驚き」「学びへの
わくわく」を述べており，角の学習に興味・関心
をもちながら，主体的に学びを進めていったこと
を見取ることができる。

（3）　OPPシートに現れた主体的な学びの姿の調査
OPPシートに現れた主体的な学びの姿に関する
記述について調査した。「自己調整する姿」，「数
学的に思考する姿」「ねばり強く考える姿」の３
因子ごとに分類し，度数で集計を行った。そして
（３×４）表のχ２検定を行った。
その結果，３つの因子の項目数の偏りは有意で
あった。
χ２（6）=109.409，p<.01 Cramer’s V=0.319）次に，
残差分析を行い，表３のような結果が得られた。
これをもとに，この単元における主体的な学びに
関わる全体的な傾向を分析していく。

①　「自己調整する姿」に関する記述
「自己調整する姿」に関する記述は，第１時と
単元の終盤の第９・10時に多く，有意に差が多
いことが認められた。その要因として，次の３つ
が関連していると考える。
まず第１時に「角の大きさを表すにはどうした
いいのか」という子どもから出た問いをもとにし図 2　児童のＯＰＰシート表面

図 1　児童のＯＰＰシート裏面

表 3　本時のねらい・学習内容と実測値と
　     残差分析の結果
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て，単元の課題を設定し，どんな学習をしていく
のか見通しをもった。また，単元の終盤では学ん
だことを生かして，自分たちで身の回りの傾きを
調べる活動を行ったことや単元を通してどんなこ
とができるようになったかを振り返る時間を設け
たことで，単元を振り返ろうとする姿が見られ，
自己調整する姿へとつながったと考える。
②　「数学的に思考する姿」に関する記述
「数学的に思考する姿」に関する記述は，第２
時と第５時において，差が有意に多いことが認め
られた。
第２時は，半直線を回転させると，いろいろな
大きさの角ができることを理解したり，（°）とい
う単位を知り角の大きさを測ったりといった概念
形成の理解が求められる場面であった。また，第
５時では，「分度器を用いての角の大きさの測り
方」を学習しており，分度器をどう置くか，目盛
りをどのように読むのかといった知識の理解や技
能が求められる学習内容であった。
そういった場面で，「直角をもとにすれば２直
角～４直角も表すことができると気づいた」「角
の辺が短い時は線をつけたしてもいいんだと分
かった」というように自分なりに気付いたことが
記入されている。
つまり，知識や技能を教える学習内容でも ,教
師が一方的に教えるのではなく ,発問や子どもの
考えへ問い返すことで ,子ども自身に分度器の仕
組みに気づかせたり ,角の測り方を見出したりす
ることができるよう働きかけたことが数学的に思
考する姿を促したのではないかと考える。
③　「ねばり強く取り組む姿」に関する記述
ねばり強く取り組む姿に関する記述は，第６・
７時に差が有意に多いことが認められた。この
時間は，180°より大きい角を求めるため，180°
や360°をもとにして計算で求める内容であった。
分度器が使えない180°より多い部分を足したり
360°から足りない部分を引いたりすることなど
いくつかの求め方があり，それらを比べて，より
よいものを検討するという活動を行った。
この時間の学習は，ここまでの内容よりも子ど

もたちは難しさを感じており，課題解決に戸惑う
様子が見られた。そんな中でも，これまで分度器
で測定してきた角度を計算で求めようとしたり，
友達の考えから新たな方法に気付いたりするな
ど，ねばり強く取り組もうとする姿を見取ること
ができた。
以上のことから，OPPシートの記述を３つの因
子に分類することで，それぞれの手立てが子ども
の主体的な学びの姿を促していたと考察される。
３　具体的な場面の抽出
この項では，授業中に現れた主体的な学びの姿
を３つの因子ごとに分析し，具体的な授業の場面
を捉えながら質的に検証していく。
（1）　単元を通して促される「自己調整する姿」
単元を通して現れた「自己調整する姿」に関わ
る姿について，エピソードを基に分析する。
①　第１時「角の大きさの表し方は？」
第１時はプロローグとして，トラックの荷台の
傾きを比べる活動に取り組み，これまで角につい
て学習したことやまだ学習していないことを整理
した。次のエピソードは，トラックの荷台の開き
方について３枚の写真をもとにどれが一番開いて
いるかを調べた後，あといの角ではどちらが大き
いか全体で検討している場面である。
児童Ａは「いのほうがちょっと小さい」と話
した。それに対し授業者が全体に「いのほうが
『ちょっと小さい』って言ってくれたんだけど，
『ちょっと』ってどれくらい？』と問い返した。
すると，子どもたちは，手の開き具合を使って，
角を表そうとした。児童Ｂは，「ほんの少し。う
まく言えない」とつぶやく。児童Ｂは，「ちっちゃ
く。少なく。」と表現した。そこで授業者が，「角
の表し方って勉強した？」と聞いた。すると，数
人が「やっていない」と首を振った。授業者は，
「やってないんだね」と言って，黒板に「〈学習し
ていないこと〉角の大きさの表し方」と板書した。
次に，「じゃあ，角について知っていることは
ない？」と聞き，これまでの学習で角とは，「辺
と辺の間の大きさ」であることや，「角の大きさ
は辺の長さでは決まらない」ことなど，すでに学
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習していることを確認した。
その後，授業者は「これから，角について勉強
していきたいことは何かな？」と発問した。する
と，児童Ｃは「角の表し方を知りたい」,児童 .は，
「角のしくみで，角で一番大きいのは・・・。辺
と辺がどこまで広がっていくか」と発言をした。
それらの発言をもとに，角の表し方を調べようと
いう単元を通しての課題を設定した。
②　第８時「三角定規で表せる角の大きさは？」
第８時は，２枚の三角定規を組み合わせてでき
る角度の求め方を考え，説明するという学習内容
であった。授業の導入では，「三角定規の角の大
きさは，決まっているのだろうか」と授業者が問
いかけ，１組の三角定規の角度を分度器で測る活
動を行った。その後，三角定規の角を使って表せ
る角度は，「30°，45°，60°，90°」であることを
確認し，これらの角度を並べて板書した（図３）。
そこで授業者が，「三角定規で表せる角はこの
４つかな」と問いかけた。すると，児童Ｅが「180
°がある」と話した。その他にも何人かが「180°が
できる」と話している。そこで授業者は「どうやっ
て180°がつくれるの？」と聞くと，児童Ｆが黒板
の前に出てきて，「こうすればできる」と２枚の
三角定規の90°と90°のところを合わせた。する
と，子どもたちから「もっとできる」「もっと作
れるよ！」という声が上がり，三角定規を組み合
わせて角度を作ることとなった。
各自で考える時間を設けた後，三角定規を組み
合わせてできる角度を確認した。「30°，45°，60°，
75°，90°，105°，120°，135°，150°，180°」
と出された数字を並べた。すると子どもたちが何
かに気付いて，近くの人と話し始めた。児童Ｇが
「180°の前が変だ」と話していた。「え？どういう
こと？」と教師が問いかけると児童Ｈが「15°ず
つ増えている」と黒板の並んでいる数字を指さし
て話した。授業者が，「15°ずつ増えているんだ。
それに，ここ（（180°の前が）変だって気づいた
の？すごいね。もう１箇所変なところあるんだけ
ど，気付いた人いるかな？」と問いかけた。
すると，児童Ｉが，「15°がない」と話す。そ

こで授業者は，「30°より小さい角ってできるか
な？」と問いかけた。すると，児童Ｊは「ひき算
すれば・・・」と話し，他の児童も「三角定規を
かさねればいいよ！」といった。その他の子ども
たちも三角定規を重ねて「先生，こうやるんだよ」
と三角定規を重ね始めたため，各自で検討する時
間とした。その後，15°を作る方法を子どもたち
と確認し，授業は終了となった。最後に授業者
は，先ほど子どもから出された「180°の前」につ
いて触れた。「さっき15°ずつ増えているって言っ
たじゃない？それで，ここ（180°の前）が変だっ
ていったね。何があればいいの？」子どもたちは，
「165°」と答える。授業者は「165°ね！先生，こ
れを作れるかなと思ってやってみたけど，できな
かったんだよ。もし，できた人いたら教えてね」
と話し，授業を終えた。
すると，その日の振り返りシートに児童 Jが次
のようなことを記入してきた。
「分度器を使わずに，角をつくることができま
した。150°の間の165°のやり方はできると思い
ました。90°＋45°＋30°＝165°」と，図の説明
と式が書かれてあった。児童Ｋは，２枚の三角
定規の３つの角度をたすと165°になると考えた。
実際は，２枚の定規で３つの角を組み合わせてつ
くることは不可能である。だが，この発想に大き
なヒントを得ることができると思い，次の日の授
業の始め，子どもたちにこの考えを紹介した。
「実は昨日の授業の最後に165°は作れないって
話をしたんだけど，作れるってシートに書いてく
れた人がいたんだよ。どうやるかっていうと『90
°＋45°＋30°＝165°』だって。」と式だけ伝える
と，それを聞いた児童Ｌが「ああ，三角定規を三
枚使えばいいのか！」と声を上げた。シートに書
いてきた児童Ｍ自身は，３枚使うという発想では
なかったが，彼の考えがヒントになり，三角定規
を３枚に条件を変えれば解決できると他の子が思
い付いた瞬間だった。その後，隣の子と三角定規
を出し合い，重ねて165°を作ろうとする姿が見
られた。
③　第10時 「何ができるようになったかな？」
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単元の最後となる第10時では，単元の最初に
設定した「角の表し方を調べよう」という課題に
対し，単元の前と比べて何が分かり，何ができる
ようになったかを振り返る時間を設けた。この時
間を設定し，OPPシートに記入させたことで，自
分の学びの変容を自覚することができたと考え
る。
以上のように，単元を見通して課題を設定した
り振り返ってどんなことができるようになったか
を考えたりする時間を設けることで，メタ認知を
促し，自己調整する姿へとつなげることができた
と考察される。
（2） 発問や問い返しにより促される「数学的に
思考する姿」
本単元の第４時の学習となる「分度器を用いて
さまざまな角の大きさを測定する」という内容で
ある。その一部の発話記録（図４）を示す。
授業開始後，分度器を手にした児童はもうす
でに測ってみたい様子で角度に分度器を当て始め
た。そこで，「じゃあやってみよう」と分度器を
使わせてみた。もちろん子どもたちは使い方が分
からないが，友達と相談したり教科書を見たりし
ながら自分なりに分度器の使い方を探っている。
「どうやるんだろう？」そんな困り感が現れたと
ころで，授業者は何に困っているかを取り上げ，
それを子どもと解決しながら，分度器の使い方を
模索していった。
「まず，何をしたの？」「中心はどこに置いたら
いいかな？」と子どもたちの考えに問い返したり

教師が間違って見せたりしながら進め，分度器の
使い方を子ども自身が見出すことを意識して授業
を展開した。その日のOPPシートには ,分度器の
使い方について自分で気づいたことや分かったこ
とを記述している内容が多かった。また ,分度器
を使った角度の測り方について ,次の問題へとつ
ながる問いを表している児童も多くいた。
これらのことから ,子どもの考えを引き出すよ

う発問したり，問い返したりしたことが数学的な
思考を促していたと考える。

（3）　友達との考えの比較から促された「ねばり
        強く取り組む姿」
第６時は，180°より大きい角度の求め方を考

T： まず何をしたらいいかな？
S： 分度器の〇のところを頂点に合わせる。
S： 分度器の90°の線のところを角の頂点に合わせ
る。

T： どこのこと？みんな指を置いてごらん。
 ここ，なんて読んだらいいかな？
S： 中心！
T： 中心。分度器の中心を頂点アに置く（板書）。
T： 分度器の中心を頂点アに置く？ 50°だなあ。先
生の分度器は。（わざとずらして分度器を置い
てみせる。）

S： ちがう。ちがう。
S： 置き方ちがう。
T： 何がちがう？〇〇くん。
S： やり方はこういう感じで（黒板の前に来て，分
度器の中心を角の頂点に合せるように置き直し
た。）ここの角の間を図ればいいと思う。

T： 〇〇くんは中心を何に合わせたの？
S： ０°の線。

図４ 第４時発話記録

図 3　第９時板書「三角定規を組み合わせて角をつくろう」
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える内容である。180°より大きいと分度器が使
えないため，180°や360°といった既習事項をも
とに角度を計算で求めていく必要がある。
多くの子どもは，180°より何度多いかという

考えで180°＋30°＝210°という方法で答えを求
めていた（図５）。また，あの反対側の角を測り，
360°－150°＝210°という考えも出された（図
６）。授業者がこの授業の中で取り上げたい考え
は，図５と図６であった。それを取り上げること
で，「180°より大きい角度は180°や360°をもと
にすれば答えが出せそうだ」と気づくことができ
ると考えたからである。すると，児童Ｃは，「90
°まで分度器で測り，残りの120°を足す（90120°
＝210°）」という考えを発表した（図７）。確かに
おもしろい発想ではあるが，児童Ｃの考えは図５・
６の考えに比べると，簡潔さに欠ける。なぜなら，
２回測る必要があるからだ。そこで，この３つの
考えを並べて「この３つの考えの似ているところ
はどこか？」という視点で検討した。
すると，児童から「どれも90°，180°，360°と
いった直角をもとにして考えている」という考え
が出された。そこで，授業者は「図５でやった人

たちは180°って測った？」と聞くと「測っていな
い」と答えた。「図６でやった人たち，360°って
測った？」と聞くと，「測っていない」と答えた。
そして，「これは，何回分度器を使っているの？」
と聞くと，児童Ｔが「２回使った」と答えた。授
業者が「どっちでやったら簡単そう？」と尋ねる
と，児童Ｔは「１回の方」と話し，子どもたちは
分度器を使う回数が少ないやり方の方が簡単とい
うことに気づいていった。その後，授業者は，児
童Ｔの考えがあったからこそ，図５・６のやり方
のよさに気づくことができたと子どもたちに伝え
た。
その日のOPPシートに児童Ｔは，「２直角や４
直角など直角は1回測れば，２回測らなくてもい
いということに気が付きました」と振り返ってい
る。児童Ｔは当初，90°をもとにして答えを出す
という自分だけのやり方にこだわる様子が見られ
た。しかし，友達の考えと比較することで，より
よい解決方法についてねばり強く考えようとする
姿が見られるようになった。

Ⅴ　授業実践Ⅱの結果と考察

１　実践研究授業Ⅱの概要
令和６年11月に岩手県内Ｘ小学校第４学年児
童32名対象に「変わり方調べ」（「新しい算数４下」
東京書籍）の学習を行った。
２　授業実践Ⅱの分析と結果
（1）　授業実践Ⅱの結果
授業実践Ⅱの前・後に質問紙調査を行い，主
体的に学ぶ意識にどのような変容が見られたか
t検定により検証を行った。事前・事後調査共に
2024年11月に授業を実践した児童32名を対象
に実践Ⅰ同様の方法で調査を実施した。t検定の
結果を表４に示す。
「数学的に思考する姿」「ねばり強く取り組む姿」
の２つの因子において事前・事後の調査結果に有
意な差が認められ，事後の方が下がり点数が伸び
た。「自己調整する姿」に関しては有意な差が認
められなかった。また，効果量を見ると，「数学

図 5　180°＋ 30°の考え　　図 6　360°－ 150°の考え

図 7　90°＋ 120°の考え
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的に思考する姿」「ねばり強く取り組む姿」にお
いて効果量が大きい結果となった。
（2）　実践ⅡOPPシートの全容
本実践は，t検定の結果，「数学的に思考する姿」

「ねばり強く取り組む姿」の２つの因子において
効果が得られた授業であることを前提に，OPP

シートの記述の内容や授業の発話記録を分析しな
がら，その内実に迫っていくこととする。
図８は児童のOPPシートの裏面である。実践

Ⅰと同様に，授業の最後に「今日の学習で大切だ
と思ったことは何か」という視点で学習のふりか
えりを記入した。
第１時では「（時計盤の）アが1つふえるとイが

１つへるということがわかりました。アとイをた
すと13になるということが分かりました」とい
うように得られた結果に着目して記入する児童が
多かった。
第２時では，□と○の文字を使った式につい

て考えたり，図や表と関連付けて考えたりするよ
さに気付き始める児童が出てきた。そして，第３
時と第４時の学習を終えての感想を記入する際に
は，表にすると数のきまりに気付きやすいことや
記号を使った式のよさについて記述する児童が増
えていった。
また，OPPシートの表面（図９）では，児童は
学習前に，伴って変わる数という事象に対し思い
当たることはなく「わからない」と答えている児
童がほとんどであった。
しかし，学習後には「表をつくって表をたてに
見て式を作れば分かりやすい。□や○を使って式
にする」というように変わり方に対する解決方法
について，記入する児童が多く見られた。また「あ

表 4　算数科における主体的な学びの姿【授業前・後】の各条件の平均と偏差値（n＝ 32）

図 8　実践Ⅱ児童のＯＰＰシート裏面

図 9　実践Ⅱ児童のＯＰＰシート表面
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る数が変わると，ともなって変わるものがあるこ
とが大切だと思った」と記入した児童もいた。２
つの数の変化に着目するという学習が初めてだっ
たこともあり，そういう事象があることそのもの
に対する発見が子どもにとって大きな学びだった
と気づかされた記述であった。
（3）　OPPシートの分析

OPPシートに現れた主体的な学びの姿に関する
記述について調査した。「自己調整する姿」，「数
学的に思考する姿」「ねばり強く考える姿」の３
因子ごとに分類し，度数で集計し，（3×4）表の
χ２検定を行った。その結果，3つの因子の項目
数の偏りは有意であった。
χ２（6）=37.339，p<.01 Cramer’s V=0.319
次に，残差分析を行い，表５のような結果となった。
第４時「自己調整する姿」に関する記述におい
て有意に差が多いことが認められた。これは，第
４時において単元を通して学んだことを振り返っ
たりこれからの生活でどんなことに生かせそうか
考えたりしたことが要因と考える。
また，有意差として現れなかったが，２・３時
間目に「数学的に思考する姿」「ねばり強く取り
組む姿」に関する記述の回数が多く現れた。

３　主体的に学ぶ姿が現れた具体的な場面の抽出
この項では，授業中に現れた主体的に学ぶ姿を
３つの因子（「自己調整する姿」，「数学的に思考
する姿」，「ねばり強く考える姿」）ごとに分析し，
質的に検証していく。
（1）　単元を通して促される「自己調整する姿」
単元最後の第４時に，「ともなって変わる数に
ついて調べよう」の単元においてどんなことが分
かったかを振り返る時間を設定した。子どもたち
は，これまでの学習を振り返って，「表を使ったり，
○や□を使って式を作って答えを出すことができ
ました。今回は三角形，四角形だったけど五角形
や六角形でもやってみたいと思った」という新た
な問題を見出そうとする姿や，「表を使って表せ
ば，（数の）しくみや式が分かりやすくなった」と
いうように表や式に表すよさに気付いている児童
の記述が多かった。しかし，実践Ⅱでは，前項で
述べたように t検定の結果として有意差が見られ
なかった。加えて，OPPシートの記述内容をχ２

検定した結果においても，第４時では有意に差が
多いことが認められたが，導入である第１時にお
いて有意な差が見られなかった。これらのことか
ら，本実践では単元の導入において，問いを子ど
もたちの中から生み出すことや見通しをもたせる
こと，また，単元の最後に「どんなことができる
ようになったか」を振り返ることが「自己調整す
る姿」を促していることが分かった。
（2）　「数学的に思考する姿」
第２時は，正三角形の数が20個のときの周り
の長さを，表や式に表して答えを求める学習内容
であった。表をもとにすると，正三角形の数が１
個増えるとまわりの長さは２cm増えることに気
付き，「□＋２＝〇」という記号の式に表すこと
ができた。そこで，授業者が「何か気になること
ある？」と聞いた。すると，ある児童が「どうし
て＋２になるのかな」と言った。それを聞いて他
の子どもたちも「確かに。なんでいつも２を足す
んだろう」と言った。そこで授業者は，友達と考
える時間をとった。その後，児童Ａが黒板の前に
出てきて，図10を指さして，「こことここ（図の

表 5　本時のねらい・学習内容と実測値と
　　  残差分析の結果
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点線囲み）なんだと思います」と話した。

図10は授業の問題把握の際，提示した三角形
20個の図である。周りの辺の長さを求めようと
いった際，この図形をもとに「10×２＋２」とい
う式で求めるという児童が何名か見られた。この
考えは，数の変わり方をもとにしたものではなく，
図をもとに工夫して計算した考えであった。そ
こで，授業者は「40個や100個の時はどうする？
図を書く？」と問いかけ，いつも図を描くのは大
変だから表で調べてみようという授業展開となっ
た。
児童Ａは，この授業の導入で出された図や友達
の式と結び付け，はじの２つの辺がいつも足され
ているという考えを発表した。この後，他の児童
から，「２個，３個はわかるけど（図11），だった
ら１個の時はどうなるのか？（図12）」「はじを
足すことはできないのではないか？」という考え
が出され，「これは無理なのではないか」となった。

その後，図13のように三角形が１個増えると
赤い線の２つの辺が増えていくから「＋２」にな
るのだという考えに行きつくこととなった。

このように，子どもの考えを取り上げ ,問い返
していくことで「□＋２＝○」という式を単なる
式と結論づけて終わるのではなく，式の意味を図

と結び付けて考えようとする児童の姿が見られ
た。このときのOPPシートの記述には，数学的
に思考する姿に関わる内容として，「＋２」につ
いて自分なりに考え続けている児童の姿が見られ
た。
「私はなぜ＋２や－２になるのかがふしぎに思
いましたが，△でやってみると赤色のところが増
えたり減ったりしているから－２になったり＋２
になったりするんだと思いました」「私は10×２
＋２のところで２は，はじっこのところだと思う
と言っていたＡさんの考えがいいと思いました」
というようにＡさんの考えに納得している児童も
いたことが，OPPシートの記述から見取ることが
できた。
（3）　他者との関わりを通して促された
　　 「ねばり強く取り組む姿」
単元最後となる第４時の場面である。この時間
は，「変わり方調べ」の学習の仕上げの時間となっ
ており，学習内容の定着を確認するとともに，数
学的な見方・考え方を振り返り価値づけることが
ねらいとなっている。
その時に提示した学習問題は，「１本のひもを
はさみで切ると，切る回数にともなってできるひ
もの数の変化に着目して，式や表に表し32本の
ときの切る回数を求める」というものであった。
その問題に取り組んでいた児童Ｂを抽出して分析
する。
児童Ｂは，算数に苦手意識が強く，難しい問題
に出合ったときにすぐにあきらめてしまう傾向が
あった。この時間も問題を眺めながら「できない」
「難しい」とつぶやき，ここまでの時間も解決が
進まない姿が見られた。
３分ほど自分で考える時間を与えた後，友達に
自由に相談する時間をとった。すると，児童Ｂは
鉛筆とノートを持って立ち上がり相談する相手を
探した。やがて，児童Ｃに近づき，ノートを覗い
た。児童Ｂが「どういうこと？」と尋ねると，児
童Ｃは「切る回数が１回だとさ，２本になるじゃ
ん。それが２回になると何本？」と聞くと，児童
Ｂは，「３本。」と答えた。

図 10　正三角形 20個の周りの長さ

図 13　「□＋ 2＝〇」の意味

図 11　三角形 3個　　図 12　三角形 1個
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すると児童Ｂは，ひらめいたように「そういう
こと！」と叫んで，自分の席に戻りの表を記入し
始めた。「１のとき・・・２本になる」「２のと
き３本になる・・。」とつぶやきながら考えてい
る。３回切ると４本になるところまで記入し，そ
の先が進まずに手が止まっている。そこへ，授業
者が通りかかり声をかけた。「ここまで (表を記
入するところ )できてる！すごい！」そう言って，
「じゃあ33本にするにはどうしたらいいかな」と
聞いた。児童Ｂはしばらく考え，「32回 !」とうれ
しそうに答え，表を完成させた。
その後，学習を終えての感想として記入した内
容は「ぼくは△と□の学習がとても難しかったけ
れども，さいごの学習で，すこしだけれども分かっ
た気がしました。ぼくがとてもわかりやすかった
のは表です。表の見方です」と書かれていた。こ
こまでの学習に対する難しさもあったが，この単
元を振り返り何が大切かを考え，表を使うよさや
その見方に気付く姿が見られた。

ここまでのことを考察すると，児童Ｂが，第
４時の問題に対し，ねばり強く最後まで考え続け
ることができた要因の１つに，友達からの援助が
挙げられる。ここまでの時間，一人で考えて時間
が過ぎて終わってしまうことの多い児童Ｂだった
が，相談する相手を自分から探しに行き，自分が
選んだ友達から適切な援助をしてもらったことに
より理解が進んだ。また，その後どうしたらいい
か分からなくなってしまったとき，教師がその様
子に気付き，個別に励ましたり支援したりしたこ
とが，この児童には効果的であったと感じている。

Ⅵ まとめ

本研究は，算数科における主体的な学びの姿を
促すことを目指した授業づくりを行い，その有効
性を検証することを課題とし，児童が主体的に学
ぶ姿の研究や授業における教師の手立て・見取り
方を探究したものである。

表 6　実践Ⅰ・実践Ⅱの実測地と残差分析の比較
実践Ⅰ 実践Ⅱ
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１．実践Ⅰ・Ⅱの成果
実践Ⅰ・Ⅱの実践において，OPP シートに現れ

た主体的な学びの姿に関する記述について調査し
た（表６）。「自己調整する姿」，「数学的に思考す
る姿」「ねばり強く考える姿」の３因子ごとに類し，
度数で集計し，χ2検定を行った。この２つの実
践を通して明らかとなったことを，３つの因子ご
とに考察する。
（1）　「自己調整する姿」を促す手立て
〇単元の課題とふりかえり・問いの設定
実践Ⅰでは，単元の課題設定や振り返りの時間
を設けることで，自己調整する姿が顕著に促され
た。一方実践Ⅱでは，自己調整の姿に有意な差が
認められなかった。これは，単元の導入において，
子どもと共に課題設定をすることができなかった
からだと考える。このことから，授業の中で単元
のプロローグや振り返りの時間を設定することが
大切であると分かった。
しかし，単にどんな学習をするのかを子どもに
考えさせればよいというわけではない。大切なの
は，子どもが「なぜだろう？」と問いをもつこと
が主体的に学ぶことへの原動力となる。問いをも
たせるためには，具体物，道具，図，絵といった
教材や問題提示の工夫が効果的であった。また，
これまでの学習との違いや子どものもつ素朴概念
との差を生み出すことでも問いが生まれてくる。
単元の始めだけでなく ,単元を通してどうすれば
子どもが「問い」をもち続けながら，学びに向かっ
ていけるかを考えなくてはいけないと考える。
（2）　「数学的に思考する姿」を促す手立て
〇発問や問い返しの工夫
実践Ⅰおよび実践Ⅱの結果から，教師による発
問や問い返しが，数学的に思考する姿」を促すこ
とが明らかになった。OPP シートの記述内容を分
類した結果（表６）からも分かるように，数学的
自己調整数学的思考ねばり強さ自己調整数学的思
考ねばり強さに思考する姿は，毎時間現れている。
知識・技能を身に付ける内容においても，教師の
指示や説明だけで授業を展開するのではなく，「ど
うしてそう考えたの？」「どんな方法でやってみ

る？」と問いかけることで，子どもの数学的に思
考する姿を促すことができる。それが，「自分が
算数をつくった」という算数に対する創造的な意
識へとつながり，子ども主体の学びとなることが
期待できる。
また，子どもの思いがけない発想やつまずきが，
学習内容の本質的な理解につながっていることが
あった。教師は，正解を取り上げるだけでなく，
子どものつまずきが見られる考えも，授業の中で
取り上げたい。そこには，その考えに対し，問い
返す必要がある。「どうしてその式になったのか」
といった過程を全体で共有することで，思考が深
まっていくと考える。
（3）ねばり強さを促す手立て
〇問題設定の工夫
実践Ⅰ・Ⅱの結果，授業時間に問題解決に対し
子どもが難しさやつまずきが現れるような学習内
容の時間に，「ねばり強く取り組む姿」が大きく
現れていることが分かった。単元前半の概念形成
の段階から進み，既習事項を基に自分で考えるこ
とが求められる問題の際に，解決へ向かおうと粘
り強く取り組む姿が見られた。
子どものつまずきが予想される場面において教
師は，子どもたちがつまずかないように，子ども
に考えさせる前に丁寧に教えたり ,説明したりし
てしまうことがある。しかし，子どもたちは少し
高いハードルの問題こそ，思考錯誤しながら，解
決しようという姿を見せた。そういった場面で，
教師が子どもの想いに寄り添いながらやらせてみ
るという授業展開をすることで，「粘り強く取り
組む姿」を促すと分析した。
〇友達や教師との対話
実践Ⅰ・Ⅱの結果，一人で考えるだけでなく友
達と考えを共有し対話することで，つまずきが解
消されたり自分の考えが深まったりすることが分
かった。つまり，授業中に，自由に友達との交流
をできる環境にあると，いつでも友達に援助を求
めることができるだろう。
また，友達だけではなく教師からの支援や励ま
しが児童のねばり強さと関わっており，効果的で
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あることも示唆された。教師は授業の子どもの姿
をよく観察し，子ども一人一人の学びの状況に応
じた発問や励ましができるよう見取ることが大切
である。
３．「主体的な学びの姿」の見取り
現れた主体的な学びの姿をどのように見取るか
という課題に対する一つの手段として，OPPAが
効果的であることも明らかとなった。筆者はこれ
までも振り返りを授業に取り入れてきたが，時間
を設定し，子どもに書かせることに満足していた。
そこから子どもの学びを見取ろうとしていなかっ
たことを省みる。「今日学んだことは何か？」「大
切だと思ったことは何か？」と考えた記述の中に
は，子どもたちの今日の授業に対する学びの姿が
現れている。「分からなかった」という子どもか
らのメッセージも時にはある。そういった内容も
教師は真摯に受け取り，授業改善に生かしていく
必要がある。
また，２つの実践のOPPシートを時間ごとに
分類した分析結果から，「主体的な学びの姿」は，
領域によって現れ方に特徴があることが分かっ
た。「図形」領域は，毎時間が概念の積み重ねと
なる。こういった領域の場合は，授業１時間ごと
のふりかえりを行い，学んだことを自覚化させる
ことができる。
しかし，「伴って変わる数を調べよう」のよう
な「変化と関係」の領域は，数の見方を学ぶ内容
となっており，１回ごとの振り返りでは，主体的
な学びの姿を見取ることは難しいことが分かっ
た。つまり，毎時間の振り返る必要があるかと問
われれば，そうではないというのが，私の結論で
ある。教師は毎時間の授業に対し，ふりかえりを
書かせる意義について考えなくてはいけないだろ
う。
本研究では，振り返りから見取れる主体的な
学びの姿が単元の最後に現れた。それは，単元を
通して何を学んだかが自覚できたからである。そ
ういった姿を見取るためにも，教師は，特に単元
を振り返る時間を大切にする必要があると分かっ
た。

４．研究の課題
研究の課題について，「主体的な学びの姿」３
つの要素に分類し述べる。
「自己調整する姿」に関わり，本研究では単元
を通した見通しや振り返りについて手立てを組み，
効果が確認された。しかし本来の「自己調整」
とは「見通し」「振り返り」に加えて，「実行する」
という視点が重要となる。今回の研究の中ではそ
の点における問題解決について論じることができ
なかったので今後の課題として受け止めたい。
「数学的に思考する姿」とは，算数の学習にお
いて重要な要素である。本研究では発問・問い返
しという手立てを取り上げ，数学的に思考する姿
を促すこととした。今後，子ども主体の学びを追
求する上で，子ども自身がどう自分に働きかけ，
学びを進めるかという視点も求められるだろう。
昨今の子どもの課題として，算数・数学への苦
手意識の強さから，無気力・あきらめといった姿
が問題視されている。しかし ,「ねばり強さ」に関
する研究は少ない。本研究では，授業の中で見ら
れた姿をもとに，筆者なりに捉えた「ねばり強さ」
と思われる姿を抽出したが ,子どもがねばり強さ
を発揮するためにはどのようなことが作用してい
るのかについては，今後の検討課題としたい。
５．「主体的に学ぶ姿」の展望
これまで主体的に学ぶ児童の姿について，「子
どもが意欲的に発言する」「自ら問題に進んで取
り組む」姿であると捉えていた。しかし，この研
究を通じ，「主体的に学ぶ」とは，目に見えて表
出される姿だけではないことが分かった。授業時
間に全く手を挙げなかった子どもも，表にした
り式にしたりして考えようとしている。教師は，
目の前の子どもを「主体的ではない」と嘆く前に，
自分の授業で「主体的に学ぶ姿」を促す働きかけ
があったか ,また ,そういった姿を見ようとしてい
たかを振り返る必要がある。
子どもは ,定規やコンパス ,分度器といった道具
を手にしたとき ,それらを使って身の回りの物を
数で表そうとしている。たくさん並んだ物を見る
と ,分かりやすく並べたり ,効率的に数えようとし
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たりしている。目の前の子どもは ,主体的に考え
ようとしているのではないか。本当の問題は ,教
師がその姿を主体的であると見取ることができる
かではないだろうか。より子どもの学びの姿を見
取ることができるよう教師も主体的に学び続ける
ことが求められている。

注記
本研究は，岩手大学における人を対象とした
研究に関する倫理審査を受け承認されています。
（2023年12月30日，承認番号第202369号）
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Focusing on the Nature of Self-Blame and Blaming Others

 

要　約
本研究の目的は，納得と適応に焦点を当てた心理教育プログラムを提案し，受講した子どもたちが，こ
れをどう受け止めたのかを，自責・他責の思考傾向や授業の理解度に照らして明らかにすることであった。
中学１・２年生を対象とした心理教育授業を行い，授業前後に質問紙による回答を得た。自作した自責・
他責尺度を用い，クラスター分析を行い群化した。「自責低・他責高群」「他責低群」「自責高群」の群ご
とに認知的評価を測定し，「影響性」と「コントロールの可能性」の変化を検証した結果，思考傾向に配慮
した働きかけが必要なことがわかった。群ごとに抽出された自由記述の検討から，自責の子どもたちの「解
決」に向かおうとし過ぎる傾向や，他責の子どもたちの他者への関心や気遣いが明らかになった。また，
授業の理解度得点と自作したストレス対処の見通し尺度を使用した検証において，授業の理解度が「スト
レス対処の見通し」や「コントロールの可能性」の獲得に影響を与えることが分かった。
自責・他責の思考傾向や授業の理解度への注目により，心理教育に対する受け止めの違いが明らかとなっ
た。
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* 岩手大学大学院教育学研究科教職実践専攻，** 岩手大学大学院教育学研究科

問題と目的

2006年に制定された自殺対策基本法は，2010
年以降の調査でその数の減少傾向を生じさせるな
ど，自殺対策においてある一定程度の効果が認め
られている。しかし，我が国の若年層の自殺死亡
率は国際的にみても高く，2009年から2021年
までの児童生徒の自殺者数は増加傾向にある。
若年層には効果をもたらさなかった自殺対策基
本法は2016年に改正され「心の健康教育」と「援
助要請行動」に関する教育を学校教育に求めるこ
ととなった。文部科学省は，自殺予防教育を少な
くとも年に一回以上実施するよう求めており，「子

供に伝えたい自殺予防」（2014）において授業実
践例を紹介するなど，その普及を呼びかけてきた。
しかし，法改正後も自殺者数は増加を続け，厚生
労働省や警察庁によると2022年児童生徒の自殺
者数は514人とこれまで最多の2020年の499人
を上回る結果であった。学校教育において自殺予
防教育は少しずつ展開されてはいるものの，教育
としての広がりやその効果はまだみえないと言わ
ざるを得ない。
これまで実施されてきたストレスマネジメント
教育の多くは，情動焦点型の対処行動の拡大に関
するものであった。三浦・岡安（2011）は，生徒
のストレス耐性を高めるためには，認知的評価や
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様々なコーピングに対する包括的な教育が必要だ
と述べている。また，生徒視点でのニーズの評価
や，授業の理解度を考慮した上での変数変化の検
討の必要性も述べられている。実際にストレス対
処に役立つのは認知的評価であると山本（2014）
も指摘する。厚生労働省（2021）は，「我が国に
おける学生・生徒等の自殺死亡率の高さは，家庭
生活や学校生活の状況の受け止め方に関連してい
る可能性が考えられる」と述べている。自殺とい
う事態を生んでいるのが状況ではなくその受け止
め方だと仮定するならば，厚生労働省が受け止め
と呼ぶ認知的評価に関する教育の充実が，より求
められるのではないだろうか。
文部科学省は，年1回以上の自殺予防教育の実
施を求めてはいても，カリキュラム上どこに位置
付けて実施すべきかを明示していない。何をねら
いに，どこに位置づけるか，学校の特色に応じた
学校による判断に任されているのが現状だ。学習
指導要領総則において，現在行われている心身の
健康の保持増進に関する教科との関連では，スト
レスマネジメント教育に関わる内容が扱われてい
るのは保健体育である。保健分野２（２）でふれ
られている内容をみてみると，「心の発達」「心と
体の関係」「不安や悩みへの対処」についての内
容が扱われているが，ストレスマネジメントにあ
たる「不安や悩みへの対処」については，気分を
変える対処行動の内容が多い。
認知的評価に関する学びの重要性が注目されな
がらもあまり扱われてこなかったことには，これ
までの学校教育に取り入れにくい要素を持ち合わ
せていることが考えられる。人間の本心（思考の
癖も含め）にふれること，そしてその本心を表出
することの適否を教える難しさから，取り上げる
ことをためらい，生徒個々の判断に委ねてきた側
面があるのではないだろうか。表現してよい認知
と内に留めるほうがよい認知の課題とどう向き合
うか，これが認知的評価の在り方を授業にどう取
り入れるかの鍵になるのではないかと考える。
認知的評価の主体は子ども自身であり，主体者
の中にある様々な認知やその再構成は，子ども自

身の納得が必要不可欠である。今井・雄西・板東
（2016）によると納得とは「ある事象に対して自
分のもつ価値や自分への利益を明確にすることで
理解を深め，認知的にも感情的にも受容した状態
であり，主体的かつ他者との信頼関係の中で生み
出される流動的な状態」と定義されている。彼女
らは医療的見地からこのような納得の概念分析を
行い，「患者のもついままでの経験を踏まえ関わ
る重要性」を示唆した。この示唆を心理教育に照
らし，「患者」を「子ども」に，「経験」を「経験を
もとに醸成された思考傾向」と捉え，ストレッサー
に対する思考傾向としてある「自責」「他責」の在
り方を重視することが必要であると考える。また，
その納得とは他者との関係の中で生み出される状
態であるとの示唆から，集団における適応につい
ても目を向ける必要があると言える。
本研究は，納得と適応に焦点を当てた心理教育
プログラムを提案し，受講した子どもたちが，こ
れをどのように受け止めたのかを，自責・他責の
思考傾向や授業の理解度に照らして明らかにする
ことを目的とする。

心理教育プログラムの開発

中学校の特別活動に位置づけられた１コマ（50
分）の授業として認知的評価に焦点を当てた心理
教育プログラムを開発した。授業の目的は，スト
レッサーに対する認知的評価により感情の扱いが
よくなること，認知的評価の表出の仕方による適
応があることを理解させ，自己のストレスマネジ
メントにつなげていくことである。
授業の基本的な考え方としては ,Lazarus,R.Sと

Folkman,Sの提唱するストレスモデルに従い，ま
た，岩手県教育委員会の実施する心とからだの健
康観察にともなう心のサポート授業を参考にし
た。認知的評価への介入にあたり留意した点は次
の４点である。
①出来事と感情の間に考え方（受け止め方）があ
ることの理解
同じ出来事に遭遇しても，人によって生じる感
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情は異なる。その違いを生んでいるものは何かと
いうことを考えさせることで，感情の根拠となる
考え方（受け止め方）を扱う本時の学びの焦点化
を図った。
②出来事に対する考え方（受け止め方）とその表
出の適否について考える
「授業中，友達に聞かれたことを教えていたら
先生に怒られた」という出来事に対して，自分な
ら，あるいは他者なら，どのように受け止めるの
か，ロイロノートを使用してカードに記入する。
どのような受け止め方も否定しない。否定はしな
いが，それを口に出すことの適否についてはグ
ループ交流を通してグラデーションシートにカー
ドを位置づけていく。子どもたちの中にある「こ
うあるべき」という「あるべき姿」を求める授業で
はなく，他との関わりにおいて大切にしなければ
ならない部分は捉えつつも，自分の本当の気持ち
や考え方と対峙できることが心理授業であるとの
感覚をもたせることをねらいとした。
③考え方（受け止め方）に潜む「よさ」と「危険さ」
に目をむける
ストレッサーが起こし得る「怒り」「悲しみ」「不
安」「平気」といった感情は，人間らしさである
と同時に，自己の日常生活を脅かすものともなり
得る。極度なマイナス感情や，マイナス感情が継
続することを払拭するために，授業の最後では考
え方を楽な方へ変える試みを行うのだが，その行
為が，全てのマイナス感情から目を背けることに
つながらないようにすることがねらいである。考
え方の転換が，自己否定としてではなく，自己肯
定のもとになされるよう，マイナスな感情にある
考え方の「よさ」にあえて目を向けていく。同時に，
自己の考え方の癖の気づきを促す。
④ストレッサーに対する考え方（受け止め方）を，
楽になれるものに変換する
実際に考え方の文言をチェンジするワークを行
うことで，今後ストレスとなる出来事に出会った
とき，自分なりに考え方のコントロールが「でき
そうだ」と思わせることがねらいである。

心理教育プログラムの効果の検証

１方法
実施時期　　2023年11月
実施対象　　中学生　１年生140名
　　　　　　２年生138名　計278名

調査手続きと倫理的配慮
心理教育プログラムの進行に沿い，開始前と終
了時の2回に分けて下記の調査材料に示した質問
項目に回答を求めた。開始前は学級担任が，終了
時は授業を行った研究者・研究協力者が，生徒の
安全に係る配慮事項を説明し，実施した。
本研究は研究者が在籍する研究計画倫理審査を
経ている。また，学校長に対し，実施する心理教
育プログラムの目的と内容について説明し，承諾
を得た。
調査材料　
①中学生用認知的評価測定尺度（三浦，2002）（事
前/事後）
ストレスに対する「影響性」と「コントロールの
可能性」が授業の前後でどう変化したかを明らか
にするために，２下位尺度７項目ずつ14項目に
５件法で回答を求めた。
②自責・他責尺度（事前）
自責・他責の思考構造を明らかにし，認知的評
価獲得との関わりを明らかにするために，これを
測定する尺度を作成することとした。ストレスと
なる出来事への受け止めについて，大学院生7名
による記述をもとに暫定尺度を作成した。「先生
に注意されたとき，あなたはいつもどう思いがち
（しがち）ですか」の問に５件法で回答を求めた。
③授業の理解度（事後）
授業の理解度と，認知的評価獲得との関わりを
明らかにするために「出来事と感情の間に考え方
（受け止め方）があることを理解できた」「出来事
の考え方（受け止め方）で気持ちが楽になること
がわかった」「口に出していい考え方（受け止め方）
と口に出さないほうがいい考え方（受け止め方）
があることがわかった」の問に５件法で回答を求
めた。
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④ストレス対処の見通し尺度（事後）
ストレスとなる出来事に対する見通しが，授
業後にどのくらいもてるのかを明らかにするため
に，「先生や友達との関係について嫌なことがあっ
たとき，下のようなことをどれくらいできそうで
すか」の問に５件法で回答を求めた。
⑤自由記述の振り返り（事後）
授業における気づき，得られたことを明らかに
するために，自由記述による回答を求めた。

２結果
回答が得られなかった者と無回答項目があった
者を分析の対象から削除した。その後の構成は，
1年生100名，2年生117名，計217名であった
（回答率78.1％）。
（１）コントロールの可能性獲得に対する授業の
効果
授業の効果を検証するために，コントロールの
可能性の授業前後の点数について，「前後の要因」
に関する被験内1要因の分散分析を行った。各条
件の平均と標準偏差をTable1-1に示した。分析
の結果，「前後の要因」は有意であり（ F（1,216）
=75.63, p<.01,f =0.59），事後の方が高かった。こ
れによりコントロールの可能性向上をねらいとし
た本指導プログラムは有効に機能するものであっ
たと判断された。

（２）自責・他責の構造と尺度構成
自責・他責の思考構造を明らかにするために，

「先生に注意されたとき，あなたはいつもどう思
いがち（しがち）ですか」という問いに対する暫
定尺度14項目への回答を求めた。得られた回答
について探索的因子分析（主因子法，プロマック
ス回転）を行ったところ，固有値の落差をもとに
２因子が抽出された（第２因子までの回転前の累
積寄与率は45.18%であった）。パターン行列を

Table2-1に示した。第１因子は「言い返したい」「大
人はどうせ何もわかってくれない」「他の人が悪
いと思う」「聞き入れたふりをしてやり過ごす」「自
分は間違っていない」「やる気がなくなる」「理由
を聞いてほしい」の項目に高い負荷量がみられた
ため，うまくいっていないことの原因を他者にお
く傾向を表すものと考えられた。そこでこれを「他
責」因子と命名した。第２因子は「謝りたい」「気
づけなかった自分が悪い」「自分が悪かったとこ
ろを教えてもらえた」「聞き入れていい人になろ
う」の項目に高い負荷量がみられたため，うまく
いかない場面で自分の在り方を内省し，自己に原
因をおく傾向を表すものと考えられた。そこでこ
れを「自責」因子と命名した。
次に，各因子に高い負荷量を示した項目を用
いて，足し上げによる尺度を作成することを試み
た。他責因子に高い負荷量を示した項目に基づく
尺度では，α係数が .81であった。当該項目と他
の項目の和の相関についても課題となる項目はな
かった。内的一貫性が確認された。自責因子では，
当該項目と他の項目の相関に課題があった２項目
をのぞいたところ，４項目が採択された。削除さ
れた項目に×印を付した。この４項目でのα係数
は .71であった。これについても内的一貫性が確
認された。他責尺度は７点から35点に分布する
もので，点数が高いほどそれが高いことを表す。
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自責尺度は４点から20点に分布するもので，点
数が高いほどそれが高いことを表す。
（３）自責・他責のクラスター分析と群の特徴の
検証
自責・他責の組み合わせパターンから，その特
徴を明らかにするために，結果（２）で得られた
自責・他責尺度それぞれの得点を標準化した上で
クラスター分析を行い，回答者を群化した。近似
の指標にはユークリッド距離の二乗を，樹状図化
にはward法を用いた。その結果，25分の10で結
束する３群が得られた。
群の特徴を検証するために「クラスター」×「自
責・他責」の２要因混合計画の分散分析を行うこ
ととした。各条件の平均と標準偏差をTable3-1に，
そのパターンをFigure3-1に示した。
分散分析の結果，交互作用が有意であったので（F
（2,214）=115.53，p<.01，偏η２=0.52），水準ご
との単純主効果を分析した。その結果，自責にお
ける群要因は有意で（F（2,214）=130.34），Holm

法による多重比較の結果（MSe=0.48，p<.05）,第
１<第２，第１<第３，第２<第３であった。他

責における群要因は有意で（F（2,214）=70.83），
Holm法による多重比較の結果（MSe=0.55，p
<.05）,第１>第２，第１>第３，第２<第３であっ
た。
第１群における自責・他責要因は有意で（F

（1,214）=113.64，p<.01），他責の方が高かっ
た。第２群における自責・他責要因は有意で
（F（1,214）=57.84，p<.01），自責の方が低かっ
た。第３群における自責・他責要因は有意で（F
（1,214）=68.72，p<.01），自責の方が高かった。
上の分析結果から，第1群は自責が低く他責が
高いため「自責低・他責高群」，第２群は他責が
特徴的に低いため「他責低群」，第３群は自責が
特徴的に高いため「自責高群」と命名する。
（４）自責・他責の３群による授業効果の違い
自責・他責のパターンによる授業効果の違いを
検証するために，「影響性」「コントロールの可能
性」の尺度得点について，「自責・他責群」×「授
業前後」の２要因混合計画の分散分析を行った。
各条件の平均と標準偏差をTable4-1・Table4-2に，
そのパターンをFigure4-1・Figure4-2に示した。
分散分析の結果，「影響性」について，群要因は
有意であった（F（2,214）=7.59，p<.01,偏η２

=0.07）。Holm法による多重比較の結果 ,「自責低・
他責高群」=「他責低群」，「自責低・他責高群」<

「自責高群」，「他責低群」<「自責高群」であった
（MSe=58.97，p<.05）。事前事後要因は有意では
なかった（F（1,214）=0.84ns,偏η２=0.00）。
「コントロールの可能性」については，群要
因 は 有 意 で（F（2,214）=13.74，p<.01,偏 η２

=0.11），Holm法による多重比較の結果，「自責
低・他責高群」<「他責低群」，「自責低・他責高群」
<「自責高群」，「他責低群」<「自責高群」であった
（MSe=41.64，p<.05）。事前事後要因も有意で（F
（1,214）=69.23，p<.01，偏η２=0.24），事後の
方が高かった。
（５）ストレス対処の見通し尺度の構成
ストレス対処の見通しの度合いを明らかにする
ために「先生や友達との関係について嫌なことが
あったとき，下のようなことをどれくらいできそ

Figure3-1
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うですか」の問いに対する暫定尺度５項目への回
答を求めた。得られた回答について探索的因子分
析（主因子法）を行ったところ，1因子が抽出され
た（累積寄与率は61.24％であった）。因子行列を
Table5-1に示した。
高い負荷量を示した項目を用いて，足し上げに
よる尺度の作成を試みた。α係数は .84であった。
当該項目と他の項目の和の相関についても課題と
なる項目はなかった。内的一貫性が確認された。

（６）授業の工夫の理解度がストレス対処の見通
しに与える影響
授業の工夫の理解度がストレス対処の見通し獲
得に与えた影響を検証するために，授業の理解度
３項目それぞれの得点を独立変数，ストレス対処
の見通し尺度の得点を従属変数とする重回帰分析
を行った。独立変数間の相関は，0.76から0.81
で，比較的高いものであった。分析の結果，式は
有意であり（R=.562，p<.01），有意であった独立
変数は「出来事の考え方（受け止め方）で気持ちが
楽になることがわかった」（β=0.432，p<.01）と
「口に出していい考え方（受け止め方）と口に出さ
ないほうがいい考え方（受け止め方）があること
がわかった」（β=0.218，p<.05）であった。出来
事と感情の間に考え方（受け止め方）があること
の理解は，ストレス対処の見通し獲得に影響しな
いことがわかった。共線性は問題がなかった。
（７）学びのクラスター分析
授業の工夫の理解度の構造を明らかにするため
に，授業の理解度尺度を用いて，回答者を群化し
た。尺度の得点を標準化した上で，それを用いて
クラスター分析を行った。近似の指標には，ユー
グリット距離の二乗を，樹上図化にはward法を

21.68 5.23
24.17 6.24
23.51 4.69
28.04 4.93
25.48 5.48
28.55 5.18

23.98 5.20
24.84 6.67
24.72 5.56
25.14 6.55
27.89 6.17
27.80 7.23
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（８）学びのクラスターによる授業効果の違い
学びのクラスターによる授業効果の違いを検
証するために「影響性」と「コントロールの可能
性」の尺度得点について「学びのクラスター」×
「授業前後」の２要因混合計画の分散分析を行う
こととした。各条件の平均と標準偏差をTable8-1
とTable8-2に， そ の パ タ ー ン を Figure8-1と
Figure8-2に示した。

分散分析の結果，群要因は有意であったが
（F（4,212）=849.60,偏 η ２=0.94），Holm法 に
よる多重比較の結果，有意差がみられなかった
（MSe=0.14，p<.05）。授業の理解度についても有
意な差はみられなかった（F（2,424）=0.00,偏η
２=0.00）。群要因は有意でありながら，その特徴
の違いが明らかにならなかったことの原因は，各
群の人数の偏りに起因する分析上の課題と捉え，
見かけ上の違いを考慮しつつ，今後の分析に活用
していくこととしたい。

 「影響性の授業前後」について分散分析の結果
群要因に有意な差はみられなかった（F（4,212）
=0.73ns,偏η２=0.01）。また，授業前後において
も有意な差はみられなかった（F（1,212）=0.63ns,

用いた。その結果25分の4で結束する５つの群
が得られた。
群の特徴を検証するために，授業の理解度の得
点について「クラスター」×「授業の理解度」の2
要因混合計画の分散分析を行うこととした。各条
件の平均と標準偏差をTable7-1に，そのパターン
をFigure7-1に示した。

3

542

1
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偏η２=0.00）。
「コントロールの可能性の授業前後」について
分散分析の結果，交互作用が有意であった（F

（4,212）=2.50，p<.05，偏η２=0.05）。そこで，
水準ごとの単純主効果を分析した結果，「授業前」
における群要因に有意な差はみられなかった（F

（4,212）=1.37ns）。「授業後」における群要因は有
意で（F（4,212）=5.19，p<.01），Holm法による

多重比較の結果，Table8-3に示したとおりとなっ
た（MSe=42.35，p<.05）。
第１クラスターにおける前後の要因は有意で

（F（1,212）=2.89，p<.10），事後の方が高かった。
第２クラスターにおける前後の要因は有意で（F

（1,212）=4.72，p<.05），事後の方が高かった。
第３クラスターにおける前後の要因は有意で（F

（1,212）=15.50，p<.01），事後の方が高かった。
第４クラスターと第５クラスターには有意差はみ
られなかった。
（７）の学びのクラスター分析においては人数
の偏りにより群化された群の特徴を明確化するこ
とはできなかったが，今回の結果で示された各群
における授業効果の有意差を考慮すると，授業の
学びの差を表したものだと考えられた。授業の工
夫点を「理解できた群」と「理解できなかった群」
に明確に違いが見受けられる。
（９）自責・他責の３群における自由記述の分析
自責・他責の３群ごとにどのような気づきの特
徴があるのかを質的に捉えるために，計量テキス
ト分析（樋口，2020）を行った。分析の対象とし
たのは217名の自由記述である。総抽出後数は
7321語で使用されたのは2770語であった。「異
なり語」の数は730語で，そのうち551語が使用
された。
自責・他責尺度に基づく群を用いて，語・外
部変数語間の共起ネットワークの作成を試みた。
ここで利用する語の最小出現数は8とし上限は設
けなかった。描画する共起関係は Jaccardにより
上位60を用い，係数は標準化した。その結果を
Figure9-1に示した。
自責・他責の３群のそれぞれにみられた特徴
の中で，その群特有の語に着目した。自責低・他
責高群では，「相手」「友達」「生活」などの語が
多くみられた。「相手」という語が使用された文
脈においては，自分と相手とでは考え方が異なる
ということを念頭において，相手なりの考え方を
受け止めることの重要性についての記述がみられ
た。そして，相手の考えを踏まえた上で自分の言
葉や行動を選択し，相手を傷つけないよう配慮し
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ていくことに考えをめぐらせていることがうかが
えた。「友達」という語の文脈からうかがえたこ
とは，今後の友達との関わりをよいものにしてい
きたいということや，そのために本時の学びを生
かし，友達が困っているとき，辛い思いをしてい
るときにどのような声掛けをして気持ちを楽にし
ていくかを考えていることであった。「生活」と
いう語からは，今後自分の気持ちをコントロール
しながら生活していきたいと考えていること，人
によって考え方や受け止め方が違うことを学んだ
ことで，些細なことで他者を傷つけていないかを
考えながら生活していきたいということなどが示
されていた。特徴としては，「他者」を意識した
記述が多い。
他責低群では，「言葉」「言う」「捉える」「活か
す」「コントロール」の語が多くみられた。「言葉」

「言う」については，考えの表出に関する気づき
が記されていた。言っていいこととそうではない
ことを区別していきたいということや相手に伝え
るための言葉選びを慎重に行いたいこと，おかし
いと思ったことは実際に言葉にして相手に言うこ
とも大切であるとの記述があった。授業のねらい
として取り上げた受け止めの表出の適否について
の理解が多く見られたと言える。「コントロール」
については，授業を通して感情のコントロールの
仕方を理解できたこと，実際にコントロールして
いきたいことなどの記述があった。「捉える」「活
かす」については，出来事の捉え方によって生じ
る感情が異なることの理解に加え，それぞれの捉
え方を尊重していくことの重要性について理解し
たことがうかがえる。総じて，考えや感情の表出
や調整に関する記述が多かったと言える。
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自責高・他責低群では，「出す」「怒り」「ポジティ
ブ」「方法」「解決」などの語が多くみられた。「出
す」については，感情の表出の適否に関する記述
に加えて，実際に口に出さなくても解決できたり
ストレスを発散できたりすることがあるとわかっ
たので取り入れたいと書かれていた。「怒り」に
ついては，怒りの感情のメリット・デメリットに
目を向けていきたいこと，怒りを表出する前に一
度立ち止まって考えるようにしたいことなどが綴
られていた。「ポジティブ」では，自分は他人と
違っていても大丈夫だと考えてポジティブ思考に
なれば楽でいられる，悲しみという感情が沸いて
もくよくよ悩み続けるのではなくポジティブに考
えたい，ポジティブに生きていきたい，などの記
述が多くみられた。「方法」では，自分を追い込
まず考え方をシフトチェンジする方法や，感情と
向き合い自分を落ち着かせる方法，について考え
をめぐらせていた。「解決」では，負の感情を引
きずらないため解決策を考えていきたい，他人の
意見だけで物事を考えるのではなく，自分に合う
方法で，なおかつ時には一人だけで問題の解決や
ストレスの発散につなげていくこともあるとの気
づき，冷静に納得できる解決方法を考えていきた
いとの記述がみられた。概念の理解からその先に
思いをめぐらせ，どうしたら問題を解決すること
ができるのかという方法を模索したり，ポジティ
ブな思考に変換したりしていきたいという強い思
いがうかがえた。

３考察
（１）自動思考との関わり
自責・他責群における授業効果の検証において
明らかとなったように，ストレス時のコントロー
ルの可能性向上をねらいとした本プログラムは，
どの群であっても授業前後の有意な差がみられ，
その有効性は確認されたと言える。しかし，この
プログラムが学校教育に義務付けられた，子ども
の命に係わる自殺予防教育としてのプログラムで
あることを踏まえたとき，それぞれの群の結果か
ら，もう少し丁寧に，配慮を要する子どもたちが

いることを述べておきたい。
自責高群の子どもたちは，ストレッサーとなる
出来事の影響性をより強く感じていた。認知に至
る出発点において，すでに他の子どもたちと違う
のである。ストレッサーを大きなものと捉えた子
どもたちはやがて，その原因を自己の中に見つけ
ようとする。そしてストレッサーの原因を自己の
中に捉えたとき，その大きさゆえにさらに自責の
思いを強くする。しかし，内省の結果生まれた自
己の課題を克服することで現状を好転させようと
する側面もある。ストレスマネジメントについて
の理解を深め，心理教育の学びを生かそうとすれ
ばするほど，「こうしなければならない」という
思いに包まれていくことが懸念されるのである。
自責傾向の子どもたちが，学びをさらなる自責に
変えて追い込まれていくことのないよう，問題
を「解決する」だけでなく「楽になる」というコン
トロールの可能性も示唆していくことが大切であ
る。
他責高群の子どもたちの思考においても新たな
視点を持つことができた。うまくいかないことの
原因を他者におく傾向の強い他責高群の子どもた
ちの記述には「友達」や「相手」などの他者を示す
言葉が多くみられた。しかし，その文脈から得ら
れる子どもの思いは，自分と相手とでは考え方が
異なるということを念頭において，相手なりの考
えを受け止めることへの重要性にふれるなど，他
者に向けられた関心であるとか，友達が困ってい
るとき，辛い思いをしているときの声掛けを考え
るといった，相手への気遣いに関する内容がほと
んどであった。他責という言葉からイメージされ
るような他者への不満や批判では決してなかっ
た。新たな疑問が生じた。なぜなら，関心や気遣
いは他責とは異なるものだからだ。あらためて，
他責尺度として子どもたちに問うた項目をたどっ
てみる。「言い返したい」「大人はどうせ何もわかっ
てくれない」「他の人が悪いと思う」「聞き入れた
ふりをしてやりすごす」「自分は間違っていない」
「やる気がなくなる」「理由をきいてほしい」の項
目だ。他者への関心や気遣いが，いつの間にかこ
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れらの思考へと変換されている。他者に関心を抱
き，注目し，気遣う子どもたちは，何かのきっか
けで他者のせにするという他責の反応をみせてい
るに過ぎないのかもしれない。自分の行動や考え
にかくれた，理由や理屈を周囲の大人に聞いても
らえないもやもやが小さな不満として蓄積し，や
がて，他者批判へと形を変えていっているだけな
のではないだろうか。であるとするならば，そう
いう子どもたちの理屈に耳を傾け，理解し，寄り
添うことで，子どもの適応を支えるという介入の
方法は有効であろう。そして，子ども自身が他に
注目するという自身の癖を理解し，注目した後の
受け止め方を獲得できるような声掛けがプログラ
ムの中に組み込められれば，他責高群の子どもた
ちへのよい働きかけになるだろうと推察する。
（２）授業の理解度との関わり
今回のプログラムが，授業を基に行う心理教育
である以上，ストレス対処の可能性を向上させた
かどうかは，授業の理解度に応じて検証する必要
があるだろうとの見地に立ち，学びのクラスター
分析を試みた。クラスター分析においてその違い
を明確に指し示すことには失敗したが，その後の
分析において学びのクラスターの輪郭がうっすら
と見えたと考えられた。５つのクラスターのうち，
ストレス対処の可能性が向上しなかった２つの群
はどちらも授業の理解に課題のあった群である。
授業を理解できたかどうかは，ねらいとしたスト
レス対処の可能性向上に影響を与えた。心理の授
業であっても，理解は思考の力を向上させる。理
解はスキルの獲得を生じさせるのである。「分か
らない」を「分かった」にするひと押しの必要性を
再認識したい。
さらに目を向けたいことがある。ストレス対処
の可能性を向上させる授業において，どのような
授業の工夫の理解が重要であったかという点であ
る。５つに分かれた学びのクラスターのうち，授
業前後の要因が最も有意であったのは，第３クラ
スターであった。このクラスターと他とを比較し
たとき，特筆すべき違いは，授業の工夫点の二つ
目として示した受け止めの表出の適否に関する項

目である。「口に出していい「考え方（受け止め方）」
と口に出さないほうがいい「考え方（受け止め方）」
があることがわかった」の項目に高い得点を示し
ている唯一のクラスターであった。これは，授業
を通じて「出来事を心の中でどのように受け止め
るかは自由であるとの全面的肯定を示し，けれど
も同時に，その表出についてはよく考える必要が
あるのだという姿勢を貫こう」と授業者である研
究協力者全員で覚悟を決めた工夫点であった。こ
の結果をどう捉えたらよいだろうか。問題と目的
において述べたように，文部科学省が求めた自殺
予防教育が未だ根付かずにいる要因の一つとし
て，集団で行われる授業において，個々の本心に
寄り添うことの難しさがあると認識している。そ
れは，これまでの学校教育が「子どもを主体に」
と謳いつつ，子どもを含めた人間というものの多
様性に目を向けようとしてこなかったことが一因
にあるのではないだろうか。言い換えれば，一人
の人間としての子ども，という側面に目を向けて
こなかったからではなかろうかとさえ思えてい
る。発達段階に応じて，正しいことを教えるとい
うことは大切なことである。しかし，正しいこと
を教えることと，事実を教えないこととは別物で
ある。子どもたちの心に生じる受け止めや感情は，
それがどのような本質をもったものであれ，事実
である。それは，「正しい」とされること，ある
いは「よい」とされることとは逆行するかにみえ
る「事実」かもしれない。しかし，それが事実で
ある以上，その事実とどう向き合うかということ
について学ぶことが必要である。山本・大谷・小
関（2018）は，自死予防のために大人ができるこ
ととして二つの柱を示したが，その一つが「スト
レスマネジメント教育」である。ストレスマネジ
メント教育が，子どもたちにストレッサーを適切
な大きさで捉えることができ，有効な対処行動や
認知的処理ができる力を獲得させる心理教育であ
ることを踏まえたとき，処理する前の「ほんとう
の認知」と向き合うことなくして，認知的処理の
力を獲得させられるとは思いがたい。子どもたち
の心と言葉に耳と心を傾け，一旦すべてを引き受
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ける教師の余裕は，せめて心理教育の場面におい
ては最大限発揮されなければならないだろう。

総合考察

本研究の目的は，納得と適応に焦点を当てた心
理教育プログラムを，受講した子どもたちが，こ
れをどのように受け止めたのかを，自責・他責の
思考傾向や授業の理解度に照らして明らかにする
ことであった。
自責・他責尺度を用いて得られた群の特徴と，

「コントロールの可能性」や「影響性」を測る中学
生用認知的評価測定尺度を用いた分析，授業にお
ける自由記述の分析から，自責の強い子どもたち
は，ストレスとなる出来事に対して「影響性」を
強く感じ，ストレッサーを，より有害で脅威なも
のだと受け止めることがわかった。同時に，物事
を好転させたい思いが強く，自分を変えることで
解決しようと考えていた。ストレス反応を高める
要因であろう大きく見えたストレッサーの存在
が，解決したい思いに影響し，原因を自己におく
傾向と重なりあうことで，コントロールの可能性
獲得をしやすくしているのではないかと推察され
た。他責傾向の子どもたちは，常に相手を意識し
ていた。他者への関心や気遣いがあり，けれども
理解してもらえない不満から他責という形で表出
されていた。まずは丁寧に本人なりの理解・理屈
を聞くという介入が効果的だと推察された。
授業の理解度の分析からは，学びのクラスター
の特徴によって，認知的評価の獲得に違いを生じ
させることが明らかになった。授業の理解ができ
なかった子どもたちは，明らかに，ストレス対処
の見通しを有し得なかった。コントロールの可能
性を獲得し，最もストレス反応を軽減すること
ができたのは，3つの授業工夫をバランスよく理
解できたクラスターであり，かつ，受け止めの表
出の適否の理解が高く得られたクラスターであっ
た。口に出す，口に出さない，というフィルター
さえうまく通すことができれば，適応につながる
のだという理解により，素直な自身を受け入れる

ことができ，ストレス反応の軽減に結びついたも
のと考えられた。
本心理教育プログラムは安定的に機能し，全
体としてストレス反応の軽減をはかるものになり
得たと解釈できる。しかし一方で，さらに目を向
けたい要因も見つかった。それは，授業の気づき
から計量テキスト分析を通して差し出された問い
だ。子どもたちの思考の傾向として，自責・他責
に着目したが，自責・他責を条件づけるさらなる
要因を明らかにすることが必要だと考えられる。
令和の日本型学校教育は「協働的な学び」と「個
別最適な学び」の実現を掲げる。今回心理授業を
通して得られた上記の事柄を，この考え方になぞ
らえるとき，そこには，子どもの見えている世界
を，子どもの側から捉える技量の必要性を感じざ
るをえない。子どもの思考の傾向，子どもの理解
の度合いを判断する教師側の力が，心理教育にお
いても，確実に求められている。

謝　辞

研究にご協力くださった関係校の先生方，生徒
のみなさまに心より感謝申し上げます。
また，終始ご指導，ご助言をいただいた岩手大
学大学院　教授　山本奬先生，特命教授　田村忠
先生，心理教育プログラムづくりに参加し，授業
実践をしていただいた6名の現職院生のみなさま
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岩手大学大学院教育学研究科のＦＤ・ＳＤに関する独自の活動

　岩手大学大学院教育学研究科は，教職における高度な専門的・実践的力量を備えた高度専門職業人とし
ての教員を養成することを目的とする機関である。この目的を達成するためには，専任教員（研究者教員
と実務家教員）と兼担教員が常に資質能力の向上に努め，組織的かつ協働的に学生教育を行うことが求め
られる。そのため，教育学研究科では，従来の研究科以上に教員の資質・能力を維持し向上させる取り組
みが必要である。
　この方針に基づき，教育学研究科では，全学的なＦＤ（Faculty Development；大学教員の教育力向上活動）
に加え，研究科ＦＤ・ＳＤ推進委員会を設置した。本委員会は，研究科の教育活動に関わる全ての教員が「教
師教育家（Teacher Educator）」としての資質を高め，その自覚を持ち続けるための独自の活動を推進するも
のであり，またＳＤ（Staff Development；大学職員の能力開発・専門性向上を目的とした活動）にも重点を
置くものである。本委員会の主たる活動は下の５点である。

　研究科ＦＤ・SＤ推進委員会の主たる活動

１　院生による授業評価の実施とそれに基づく授業改善
２　授業の定期的公開とその後の授業研究会の実施
３　教員・職員の全員参加の下に開催されるＦＤ・ＳＤ研修会の実施
４　教員と院生との懇談会の実施
５　教員の教育・研究活動の成果報告書の定期的発行

　次に，本年度実施した研究科のＦＤ・ＳＤに関する独自の活動について，研究科ＦＤ・ＳＤ推進委員会
の活動に沿って報告する。

１ 　授業評価

時期 前期：令和６年７月16日（火）～７月26日（金）
後期：令和７年１月24日（金）～１月30日（木）

対象 開講された全ての科目

概要
と
成果

　授業がその目的を達成し院生の課題とニーズに沿ったものであるかの点検及び，その質的向
上と指導方法に関する改善等を目的に，授業に対する満足度と院生自身の取組に関する項目，
並びに自由記述で構成される授業アンケートを実施した。項目については「理論と学校現場の
実践を結びつけるような授業内容であったか」等，研究科のねらいに即したものとなるよう工
夫がなされた。結果は集計され，授業者にフィードバックされた。
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２ 　授業公開及び授業研究会

時期 第１回：令和６年   7月29日（月） [公開 ]13:00 ～ 14:40　[研究会 ]14:55 ～ 16:35
第２回：令和６年11月29日（金） [公開 ]13:00 ～ 14:40　[研究会 ]14:55 ～ 16:35

参加者数 第１回：20名（連携協力校１名，学内１４名，学生５名）
第２回：21名（連携協力校１名，学内１２名，学生８名）

概要
と
成果

　院生に対してよりよい教育を提供するため，授業公開及び授業研究会を通して，授業計画や
内容，方法等について改善を図ることを目的に，学内の教員と学外の関係教育委員会事務局職
員及び連携協力校教職員，学生及び院生の参加を得て実施した。第１回は「リフレクションⅢ
『授業力』」，第２回は「リフレクションⅣ『学級経営』」の授業を公開した。第１回目の公開授業・
研究会では，院生が自ら成長し学びを深めるため，自己課題を基にした実践と振り返りの大切
さを共通理解した。また，第２回目では，現職院生と学卒院生の背景を踏まえたリフレクショ
ンの在り方や相互補完的な学び合いの可能性が示されたことが成果として挙げられる。
　２回の公開授業及び授業研究会を通して，参加者それぞれの立場から意見交換することがで
き，教職大学院の授業の在り方について協議を深められた。

３ 　ＦＤ・ＳＤ研修会

時期 令和６年９月１７日（火）10:30 ～ 12:10

テーマ 「生成ＡＩと教育への活用」

参加者数 31名（教員19名，事務職４名，院生８名）

概要
と
成果

　教育学研究科における教育活動を実施していくうえで，関係する教員と事務職員の協働に基
づいて，運営や実践状況の共有及びその成果と課題を把握し，今後の教職大学院の在り方を考
えることを目的に実施した。
　本年度は，本学部教授宮川洋一先生及び岩手県総合教育センターから研修指導主事２名の先
生をお呼びして，「生成ＡＩと教育への活用」をテーマに，講義と演習を行った。講義では，生
成ＡＩの概要と使用する際の注意点，実践事例の紹介があった。また，演習では，実際に生成
ＡＩとプロンプトを使ってやり取りをしながら，生成ＡＩの使い方について具体的に学んだ。
　成果としては，これからの教育を考えていくうえで，研修テーマとして取り上げた内容は，
避けて通れないものであり，業務の改善やカリキュラム開発などの学校経営への活用が期待さ
れるものであると参加者から評価された。また，院生にも参加を呼び掛けたことで，将来の学
校を担っていく院生にとって生成ＡＩ活用の実際に触れる機会となり，非常に参考となった。
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４　院生懇談会

時期 第１回：令和６年８月２日（金）13:45 ～ 14:40
第２回：令和７年２月７日（金）15:35 ～ 16:30

実態形態 対面形式（会場：教育学部１号館　北桐ホール）

参加者数 第１回：教員11名，院生26名
第２回：教員16名，院生24名

概要
と
成果

　院生懇談会は，教育学研究科の教員が高度専門職業人としての教員を養成する「教師教育家」
として，よりよい教育を提供していくための改善点等について意見交流を図ることを目的に実
施している。
　１回目及び２回目共に，テーマを「教育実践研究の取組をよりよくするために」として実施
した。第１回目はＭ２院生の中間発表後に，第２回目はＭ１院生の中間発表後に開催した。懇
談グループは院生が３～４名，教員が１～２名となるように編成した。他者の研究の進捗状況
を交流し合う中で，連携協力校での実践の見通しや進め方，院生の迷っていること，今後の研
究活動推進に向けての改善点等が共有され，各自が今後の取組をよりよくするためのヒントを
得ることができた。また，懇談内容については，今後のよりよい教育を提供していくための改
善点となるものであった。

５　教育・研究活動の成果報告

時期 発行日：令和７年３月28日

投稿 15件の論文（特集論文１件，　論文14件）

概要
と
成果

　教員の教育・研究活動の成果を広く報告し，教員の資質や能力の維持・向上を図ることを目
的に「岩手大学大学院教育学研究科研究年報」を年１回発行している。本研究年報では，教育学
研究科に所属する専任教員や兼担教員，さらに在籍中および修了した大学院生に対して，実践
研究に関する論文の投稿を求めている。本年度も，学校マネジメント力開発プログラム，授業
力開発プログラム，特別支援教育力開発プログラムといった各領域から多くの投稿があり，そ
の成果として年報第９号を発行するに至った。
　なお，本研究年報では，岩手県の教育課題解決に資する内容については特集論文とし，それ
以外を論文としている。
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令和６年度に岩手大学大学院教育学研究科に提出され，審査の結果合格となった教育実践研究報告書は次のとおりである。

岩手大学大学院教育学研究科長　柴垣　登　　　

氏　　名 題　　　　　目

甘　竹　浩　枝 納得と適応に焦点を当てた心理教育を子どもたちはどう受け止めるのか
―子どもの自責・他責の在り方に注目して―

井　野　龍　汰 小学校３年生の＜歴史＞への興味関心を高める授業づくり
―身近な地域の題材を位置付けた単元「市の移り変わり」の教材開発から―

川　島　真　子 学習における児童の自律的援助要請を促進する授業づくり研究
―つまずき明確化ツールの開発と実践を通して―

菊　池　貫　太 中学校社会科歴史的分野における地域史教材の開発と実践
―南部三閉伊一揆を題材として―

佐　藤　　　綾 小学校小規模校における教員の協働的な学びをいかした研修活性化の在り方

髙　橋　恵　子 小学校算数科における主体的な学びの姿を促す授業づくりに関する研究

滝　沢　　　咲 小学校道徳科における「生命尊重」をテーマとする授業づくり
―教材としての絵本の有効性と可能性―

田　中　秀　幸 高等学校物理で確信度判断を取り入れた授業
―演習問題に対する確信度判断と学ぶ力の関係性―

中　村　偉　織 知的障害特別支援学校の作業学習における補助具の効果

似　内　　　流 教職員集団の協働に基づく若手教員の成長
―生徒会執行部への指導に注目して―

橋　本　淳　史 中学校保健体育科における共生の視点を重視した授業が学習者の心理に与える
影響―アダプテーション・ゲームを活用した授業実践―

畑　中　有香子 小学校道徳科授業における「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充
実とは―「聴く」という行為に着目して―

細　川　純　平 高等学校における生徒の社会参画を促す教員の実践力の形成
―総合的な探究の時間における教員・学校組織・地域の連携―

宮　﨑　　　烈 中学校技術科における情報デザインに対する意識尺度の開発及び授業実践と検証

山　根　基　義 特別支援学校分教室と併設する学校との交流及び共同学習の実施手順及び要領
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